




は　し　が　き

　アジア経済研究所では，アジア各国の政治，経済，対外関係に関する動向を的
確に伝えることを目的に，1970年以降毎年『アジア動向年報』を発行してきま
した。時代とともに対象国・地域も変化し，現在は23のアジアの国・地域およ
びアメリカの対アジア関係をカバーしています。事業開始から50年以上経ちま
したが，アジア各国・地域を長年観察してきた所内外の研究者が現地の一次資料
や現地調査に基づき，その年に起きた重要な出来事や変化を解説するというスタ
イルは現在でも変わっていません。執筆者が交代しても，同じフォーマットで
50年以上にわたりアジア各国・地域の動向を伝える書は，世界をみても類似の
ものはないといってよいでしょう。
　『アジア動向年報』には2つの役割があります。ひとつは，アジア各国・地域
で起きた事象の時事的な解説を行うとともに，その歴史的背景や意味についても
明らかにし，アジア各国を理解するうえで有用な情報を提供することです。もう
ひとつは，歴史を振り返る資料としての役割です。とはいえ，現在の『アジア動
向年報』は各年単位で読む仕様となっており，各国の動向を時系列で追うには不
便との声が寄せられてきました。
　そこで50年分の蓄積を生かし，既刊の年報から各国の章を抽出して10年ごと
に1冊に束ね，各国の動向を10年単位で把握できるよう，『アジア動向年報』（バ
ンドル版）を作成することになりました。既刊のものをまとめるだけでなく，冒
頭には第一線の研究者が新たに執筆した各国の10年間を理解するための解説を
付しています。これにより，各国の長期の動向をより理解しやすくなり，多くの
方にご利用いただけるのではないかと思います。まずは，2010年から2019年ま
での10年分を第1巻として公刊し，今後は1970年までさかのぼり計5巻作成する
予定です。
　今回のバンドル版が価値ある資料として，アジア各国・地域を理解する一助と
なることを願っています。

　2022年2月
日本貿易振興機構アジア経済研究所所長
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　解　説　　2010-2019年のタイ　　　

タイ

 階層間対立の表面化と
構造的経済課題への取り組み

青木まき・高橋尚子

　2010年代，タクシン政権や選挙民主主義の賛否をめぐり続いていたタイの政
治対立は，それまで伏流していた既得権益層支配への不満が表面化し，階層間対
立の様相を呈するようになった。そして，2014年にクーデタで成立した軍事政
権が既得権益層支配を永続させるための制度構築を行うと，それに不満をもつ若
年層を刺激し，彼らによる体制批判が先鋭化した。経済面では，経済成長率の低
迷が目立った。とくに経済構造に起因する「中所得国の罠」が強く意識され，政
情不安でたびたび中断されてきた中長期的な成長戦略の遂行が急務となった。ま
た，所得格差問題が政治的争点となったことから，政権を問わず分配政策を実施
したことも重要である。対外関係では，一貫して大国間でのバランス外交を模索
しつつ，タイをASEANの経済ハブとするための運輸網開発計画を推進した。

既得権益層支配をめぐる階層間対立

　1950年代末以来，タイでは「タイ式民主主義」に基づく政治体制が続いてきた。
これは国王の信託を得た者が国民の幸福のため政治を行うのを是とする体制であ
る。国王は議会政治の混乱に際してクーデタによる政権交代を認め，民政復帰を
委ねる形で軍事政権に正当性を与えるが，国民の軍政批判が高まると民主化勢力
を支持し，軍の退場を促してきた。この体制は，「民主主義の擁護者」としてふ
るまうプーミポン・アドゥンヤデート国王の存在と，国王に対する国民の支持と
の上に成立してきた。しかし2010年代，政治対立のなかで国王やその意志の代
行者とされていた国軍，官僚などの既得権益層と一般国民の間で，それまで意識
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されてこなかった利害の不一致が顕在化し，争点に浮上した。
　2000年代のタイの政治対立は，軍事クーデタによるタクシン・チンナワット
政権退陣の是非を争点としていた。タクシンの政策で直接裨益しこれを支持した
低所得層や新興中間層，またはタクシンは支持しないが選挙民主主義を重視する
人々はクーデタを批判した。他方でタクシン政権を「多数派による圧政」とみな
し批判した人々は，クーデタを「タイ式民主主義」による政治正常化の手段だと
して支持した。両派の間では，選挙でタクシン派政党が政権を獲得し，それに反
対する勢力が街頭運動で圧力をかけ，軍や官僚が武力や司法判決によって政権を
排除することが2010年代に入っても繰り返された。
　その過程で，両派の争いは階層間対立の様相を帯び始めた。2010年，タクシ
ン支持・反クーデタ派は10万人集会を展開して自らの政権に対する軍事・司法
クーデタを旧中間層や上層，軍・官僚といった「特権階級」による攻撃と呼び，
権力を自分たち「平民」に取り戻すことを訴えたが，国軍により鎮圧された。
2011年の下院選挙では，インラック・チンナワット率いるタイ貢献党が圧勝し
て3度目のタクシン派政権が成立した。しかし，インラックも2014年5月の憲法
裁判所による違憲判決で首相を解任された。その後，両派の衝突により政情が悪
化するなか軍がクーデタを実行し，プラユット・チャンオーチャー陸軍司令官を
首班とする「国家平和秩序維持評議会」（NCPO）が権力を掌握した。
　プラユット政権の目的は，民政復帰後もタクシン支持・反クーデタ派の復権を
阻止し，「タイ式民主主義」に基づく既得権益層支配を継続するための制度作り
にあった。2016年には「タイ式民主主義」を支えたプーミポン国王が逝去し既
得権益層支配を維持する制度の構築はより切実な課題となった。
　2017年4月に公布された新憲法には，既得権益層の影響力を長期にわたり残
すための諸規定が設けられた。プラユット政権が策定した経済開発計画の実施を
義務付ける「20年国家戦略法」を制定して（「経済」の項参照），憲法改正手続き
を厳格化する措置がとられた。さらにプラユット政権は反軍政勢力の切り崩しを
狙い，選挙制度をタクシン派政党に不利になるよう改正したうえで，タイ貢献党
支持者の多い農民に対しては農産物買取政策を実施し，格差是正策として低所得
層に対し国民福祉カードを通じて現金を給付した。
　その結果，2019年に行われた下院選挙ではNCPOの受け皿として設立された
「パラン・プラチャーラット党」が下院第2党に躍進し，軍政支持派は上下院合
同で過半数を超えた。プラユットは親軍政派に指名されて首相に就任し，軍政色

の非常に濃い「民政」への移管となった。
　他方で，約5年にわたる軍事政権の支配は，それまでと異なる新たな反軍政勢
力を喚起した。実業家のタナートン・ジュンルンルアンキットは，軍政排除と民
主主義復活を訴えて「新未来党」を結成し，軍政に反発する若年層の支持を集め
選挙で第3党に躍り出た。しかし親軍政派は選挙法や憲法違反の容疑で新未来党
を告発し，これを受けた憲法裁判所が違憲判決を下してタナートンの議員資格を
はく奪した。こうした動きは却ってプラユット政権への反発を招き，2020年に
入り若者を主体とする大規模な反政府運動が繰り広げられた。� （青木）

次世代に向けた成長戦略の遂行と乱立する所得格差是正策

　2010年代，タイにおける平均経済成長率は3.6％と，マレーシアの5.3％をは
じめとする他のASEAN主要国を下回り，経済は伸び悩んだ。
　その原因として，天災や政治混乱といった外生的要因に加え，タイ経済の構造
的要因，いわゆる「中所得国の罠」が指摘された。「中所得国の罠」とは，経済
成長に伴う労賃上昇や投資効率低下などにより，中所得国がそれまでの成長戦略
や社会構造による優位性を失い，望ましい経済成長が見込めない状況に陥ること
を指す。これを回避するため，タイ政府は構造改革的な成長戦略を模索したが，
タクシン政権崩壊以降，度重なる政変により開発計画は一向に進行せず，その確
実な実行が課題であった。
　2010年代は政権交代があったにもかかわらず，経済政策方針はほぼ一貫して
維持された。その焦点は，次世代に向けた成長戦略の遂行と，所得格差問題の是
正にあった。
　成長戦略は，公共投資によるインフラ整備を梃とした内需拡大と，対内直接投
資の誘致による産業高度化が大きな柱となってきた。インラック政権は，2兆バー
ツの特別借入金を伴う大規模政府インフラ開発計画を立ち上げ，同時に外資誘致
のための投資奨励法の見直しを行った。しかし，これらの計画は政治問題の波及
を受け，実現をみないまま政変に至った。
　その後プラユット政権は，前政権のインフラ開発計画をほぼ踏襲し，これを
2014年暫定憲法に基づいてNCPO議長が単独で発令できる「NCPO議長命令」
を用い，強権的に開発計画の実行に着手した。注目すべきは，このように議長
命令を用いて各種政策の実行を強行した点，そして，2017年憲法に基づいて国
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家開発計画を法制化し，その遂行を将来の政権に対して義務づけた点である。
2017年憲法に基づき策定された「20年国家戦略」計画は，以後の各種経済計画
の最上位に位置する。プラユット政権はこの計画に基づき技術主導型経済を目指
す「タイランド4.0」構想を提唱し，これを「東部経済回廊」（EEC）という具体
的事業へ昇華した。EECは，バンコク東部の3県における官民による大規模産業
開発計画であり，「中所得国の罠」回避のため，知識集約型産業へ転換する基盤
づくりを目指し，実行段階へ差し掛かった。
　一方，ほかの地域における開発は2020年代へと持ち越された。周辺新興国の
投資環境が整いつつあるなか，外資に大きく依存する長期戦略を政府がどこまで
主導し続けられるかが課題となった。また，少子高齢化が急激に進むなか，産業
高度化を担う国内の人材と技術力の不足も今後の懸念材料であった。
　2010年代，長期開発計画と並んで実施されたのが，タクシン政権時代に政治
問題化した所得格差の是正策である。こうした政策は，経済成長がもたらした不
平等な所得分配への政治的対応であると同時に，低所得者層などからの政権支持
獲得の手段としても重要だった。そのため，2010年代の政権はいずれも所得格
差是正や所得再分配に資する政策を前面に打ち出した。
　その代表例として，インラック政権がその支持基盤である農村地域を対象とし
て大々的に実施した籾米担保融資制度が挙げられる。また，プラユット政権は，
相続税などの税制度導入に加えて，2015年に格差是正策「プラチャーラット政策」
を提唱し，現金給付を中心とした施策を行った。このように農村部および貧困層
への分配政策が乱立したことにより，受益者が分配政策に固執し，労働力移転や
生産性向上を妨げる一因となった。
　国家経済社会開発評議会事務局（NESDC）が2019年に公表したデータによる
と，2010年以降所得格差の度合いを示すジニ係数は減少傾向にあり，格差は依
然残るものの，各政策の一定の効果が観察された。しかし，一部の分配政策は財
政負担が大きいため持続的ではなく，生産性向上へのインセンティブに欠けてい
た。また，先述のEECは地域間格差をさらに助長すると危惧されており，今後
の所得格差是正策のあり方が問われることとなった。� （高橋）

大国間バランス外交と地域統合の推進

　タイにとっての外交課題とは，大国間でバランスを維持しつつASEANを核と

した地域統合を推進し，域内で経済的に有利な立場を確保することにある。内政
の変化にかかわらず，この点は2010年代も変化はなかった。
　米タイ間では冷戦期から続く協力関係の「アップグレード」，すなわち新たな
安全保障協定と，米タイ自由貿易協定の締結が積年の課題となっていた。オバマ
政権期には，軍事クーデタや国内の人権問題など内政の影響で一時的に関係が冷
却化したものの，2019年に下院選挙が実施されると政治的障害は解消され，両
国はアメリカの「インド太平洋構想」に基づく新たな安保合意を締結した。その
一方で，米タイ自由貿易協定は先送りされ，2019年にはタイのアメリカ向け輸
出に対する一般特恵関税適用品目が削減されるなど，通商面では課題を残した。
　対照的に，中タイ関係は近隣のメコン流域諸国と同様に政経両面にわたり拡大
を遂げた。それを象徴するのが，中タイ間の鉄道建設協力である。タイ政府は
2000年代に建設したインドシナ半島を東西に結ぶ道路に加え，2010年代は新た
に半島を南北に貫き中国とタイを結ぶ鉄道路線の建設を決定し，東南アジア諸国
と中国を繋ぐ国際運輸網の構築を目指した。これには2015年のASEAN経済共
同体（AEC）成立をふまえ，タイを東南アジアの物流ハブとする狙いがあった。
2014年のプラユット政権成立後もこの方針に変化はなく，同年11月には中タイ
間で鉄道協力の首脳間合意に至った。しかし，中タイ鉄道協力は実務レベルでの
調整が難航し，完成は次の10年へと持ち越された。� （青木）

（青木：地域研究センター）
（高橋：地域研究センター）
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タ　イ
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6728万人（2010年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　プーミポン・アドゥーンラヤデート国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝31.73バーツ，2010年平均）

会計年度　10月～ 9月
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深まる政治的対立と
ポスト・反タクシン政治の模索

今
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概　　況
　タクシン元首相の資産没収を命じた 2 月の最高裁判所判決を発端として，タク
シン支持者が組織する反独裁民主主義統一戦線（National United Front of Democracy 
against Dictatorship：UDD）が， 3 月半ばから大規模な抗議行動を開始した。UDD
は，バンコク中心部の商業地域の占拠を続ける一方，北部，東北部などで活動を
展開し，政府は，バンコクを含む25県に非常事態宣言を発令して，これに対処し
た。手榴弾などを使った爆破事件が頻発し，実弾が飛び交う内戦さながらの状況
が続いた。 5 月19日に軍は強制排除に成功したものの，市内数カ所で行われた放
火でバンコクは黒煙に包まれた。地方では県庁などの焼き討ちが行われた県も
あった。強制排除によって抗議行動が終息するまでの 2 カ月余りの間に，軍・警
察，タクシン派，巻き添えになった市民ら91人が死亡，1000人以上が負傷するタ
イ現代史上もっとも悲惨な事件となった。
　深刻化した政治対立を解消すべく，アピシット首相は，経済格差是正，真相解
明，憲法改正などを柱とする国民和解のためのロードマップを 5 月に示し，さら
に，低所得者層への支援など福祉政策の強化に取り組んだ。他方，2011年の総選
挙の前提条件とされた憲法改正の見通しがついたことで，選挙に向けた各党の動
きが顕著となった。対外関係では， 8 月にタクシン元首相がカンボジア政府の経
済顧問を辞任したことを受けて，対カンボジア関係の改善への期待は高まったが，
国境問題で強硬な立場をとる反タクシン派の民主主義人民連合（People’s Alliance 
for Democracy：PAD）による抗議行動が続き，関係改善は進まなかった。UDD の
反政府デモが経済に悪影響を与えたが，2009年後半からの景気回復の動きは強く，
好調な輸出に牽引されて通年で7.8％程度の経済成長となった。

2010年のタイ
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　2008年12月に成立したアピシット・ウエーチャーチーワ（民主党）政権に対して，
タクシン元首相を支持する UDD は2009年から抗議行動を繰り返してきた。タク
シン派が組織した野党タイ貢献党は，依然として下院において最大の勢力を有す
る政党であり，一連の司法判断の不当性を批判し，下院の即時解散と総選挙を要
求してきた。他方，アピシット首相は，自らの政権の清廉さを強調し，明確な法
律違反がない場合でも閣僚の更迭を進めたため，連立を組むほかの政党，とくに
連立内で影響力を有するタイ矜持党との軋轢がしばしば生じた。
　2009年には，第 2 次景気刺激策（タイ強化計画）の下で進められた公衆衛生省関
連プロジェクトをめぐる不正が発覚し，2009年12月29日に辞任したウィッタヤー
公衆衛生相（民主党）に続き，タイ矜持党のマーニット副大臣が2010年 1 月10日付
で辞任した。タイ矜持党は，後任の副大臣にある議員を指名したが，当該議員が
不正に関与していたとの批判が出たことから，撤回せざるをえなかった。 1 月15
日付の内閣改造では，上記の公衆衛生省を含む 4 閣僚が交代した。
　憲法改正をめぐる与党間の対立も鮮明になった。民主党を除く与党各党は，
2009年に国会の国民和解特別委員会がまとめた 6 項目の憲法改正提案のうち，下
院議員選挙制度と条約締結手続きの改正を先に行うことで合意したが，民主党執
行委員会は 1 月26日に不参加を決定した。 2 月 3 日，民主党を除く与党は憲法改
正動議を国会に提出したが， 2 月11日に国会両院合同会議は，憲法改正審議の先
送りを決めた（賛成278，反対212）。タクシン元首相の資産没収判決とその後に予
期される抗議行動を目前にして，連立与党間の対立の回避が一時優先されたので
ある。

タクシン元首相の資産没収判決
　UDD の抗議行動の発端となったのは，タクシン元首相の不正を認め，その資
産没収を命じた 2 月26日の最高裁判決であった。
　携帯電話事業などで成功したタクシン元首相は，閣僚就任にあたって所有する
シン・コーポレーション社の株式を家族などの名義に変更していた。裁判所は，
資金の動きなどを根拠にタクシン首相が実質的な株主であったと認定した。その
うえで裁判所は，タクシン政権期に行われた通信衛星分野における外資出資比率
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規制の緩和，携帯事業会社の AIS 社に有利なコンセッション契約（事業権契約）
改定といった措置が，タクシン元首相が自らの利益のために行った不正な行為で
あると判示した。そして，すでに差し押さえられた766億バーツの個人資産のう
ち，首相就任後の値上がり分など436億7000万バーツの没収を決定した。タクシ
ン側は直ちに，最高裁裁判官会議に対して再審請求を行ったが，最高裁は 8 月11
日に請求を棄却した。

タクシン派の動き
　タクシン元首相の資産没収は予期された結果であった。UDD は予告していた
通り， 3 月14日から大規模な抗議行動を開始した。その数は10万人とも報じられ
た。UDD は赤をその運動のシンボルカラーとしており，参加者は赤い服を身に
つけている。UDD は初め官庁街のラーチャダムヌーン通りに陣取ったが，会場
をラーチャダムリ通りのラーチャプラソン交差点周辺の商業地域へと拡大した。
このため，付近の商業施設は休業を余議なくされた。2008年の反タクシン派が国
際空港を占拠したのに対して，赤シャツは商業地域をいわば「人質」に選んだの
であった。UDD は下院の即時解散と総選挙を要求したが，アピシット首相はこ
れを拒否した。
　政府は当初，赤シャツの人々をタクシンに金で買われた者にすぎないと甘くみ
ていた。確かに，タクシン元首相は運動の資金源であり，指導的立場にあった。
タクシン元首相は，海外にあってビデオ，電話，インターネットを通じて支持者
にしばしば語りかけた。しかし，運動の広がりの背景には，タクシン政権期に進
めた低所得者層や地方に狙いを定めた政策の恩恵を受けた人たちが，政治を自分
たちの生活に直結していると認識したことにあった。さらに，運動の広がりには
メディアの力もあった。シン社のグループ企業であるタイコム社の衛星放送を通
じて，タクシン派の番組が流された。また，コミュニティレベルのラジオ放送も
大きな役割を果たした。
　UDD には，タクシン政権時代にタイ・ラック・タイ党（愛国党，Thai Rak 
Thai：TRT）に参加した政治家・活動家のほか，さまざまな団体が含まれた。
UDD 代表ウィーラ・ムシカポン氏は，元 TRT の下院議員で，1980年代のプレー
ム政権期に閣僚経験があるほか，かつては民主党の幹事長も務めた有力政治家で
あった。UDD に参加した活動家には，元タイ国共産党員を指導者とするデー
ン・サヤーム・グループ，カティヤ陸軍少将の武闘派などがあった。また，
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UDD に参加していたパンロップ・ピンマニー陸軍大将は， 2 月に「人民軍」を
組織する構想を示したが，ほかのメンバーの賛同を得ることができず，UDD と
距離をおいた。
　UDD は， 3 月に集会を開始してまもなく，参加者から血液を集め，ペットボ
トル入りの血を注ぎ込んだり，血の入ったビニール袋を首相府や首相私邸に投げ
込んだりする呪術的なパフォーマンスを行った。また UDD の指導者は，さまざ
まなレトリックを駆使した。第 1 に，UDD は集会のなかで自分たちを「平民」

（プライ）と呼び，自分たちの相手が「特権階級」（アマート）であると主張し，階
級闘争的な枠組みを示した。第 2 は，「ダブルスタンダード」批判である。2006
年以来，憲法裁判所の与党解散命令など，司法がタクシン派の政権に厳しい判断
を示す一方，反タクシン派の PAD が2008年に空港等を占拠し，多大の損害を与
えたにもかかわらず処罰された者がまったくないことなどを非難し，自分たちが
不当な扱いを受けていると主張した。
　他方，警察や軍には強制排除に消極的な姿勢がみられた。強制排除に動けば，
死傷者の発生は不可避であったからである。 9 月で退任予定であったアヌポン陸
軍司令官は，政治解決を求める姿勢を繰り返した。また，メディアは，軍の消極
的な姿勢を「スイカ軍隊」（外は緑の軍服だが中は赤い）と揶揄した。

4 月10日の強制排除の失敗
　 3 月28日から UDD 代表とアピシット首相の直接会談が実現したが，合意には
至らなかった。 4 月 7 日，UDD の強硬派が会期中の国会敷地内に侵入したこと
を受けて，政府は国内治安法よりも軍に広範な権限を与える非常事態宣言を同日
付でバンコクと近隣の県に宣言した。その後，地方での抗議運動の展開に対応す
べく非常事態宣言の対象は順次拡大され，最終的に25県（全国76県の 3 分の 1 ）に
のぼった。そして 4 月10日，政府は強制排除へと踏み切った。
　強制排除は，UDD が展開する 2 つの場所のうち，首相府など政府庁舎が多い
ラーチャダムヌーン通り周辺で始められた。しかし予想を上回る強い反撃を受け
て，軍は撤退を余儀なくされた。この衝突で，無関係の市民を含む死者25人，
800人以上の負傷者が出た。ロイター通信の日本人ジャーナリスト村本博之カメ
ラマンも取材中に命を落とした。軍側は，兵士 4 人のほか，陸軍大佐が死亡した。
作戦も稚拙であったが，強制排除が失敗したひとつの要因に黒い服を着た武装グ
ループの存在があった。事件の映像には，武装した正体不明の黒い集団が銃を乱
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射する姿が残されていた。アピシット首相は UDD 側をテロリストと非難した。
それに対して，UDD は黒い集団との関係を否定し，衝突による死傷者の発生は
政府に責任があると主張し，あらためて首相の早期退陣を要求した。この事件後，
王室から犠牲者への見舞金が支払われることが発表されたほか，死亡した陸軍大
佐の葬儀には王妃とワチラロンコーン王子が出席した。
　10日夜に連立与党は協議を行い，政権維持のために総選挙の前倒しを表明する
必要であることで意見が一致した。学者・有識者など諸グループが平和交渉の再
開を求めた。

5 月19日強制排除
　 5 月 3 日，アピシット首相は，11月14日の総選挙の実施，ならびに（1）王室擁
護，（2）真相究明，（3）メディア改革，（4）経済格差是正，（5）憲法改正の 5 項目か
らなる国民和解ロードマップを提案した。
　アピシット首相が真っ先に取り上げたのは，王室擁護と王室の政治利用の禁止
である。そもそも王室を政治利用してきたのは反タクシン派であった。反タクシ
ン派は，タクシン元首相やその支持者が，王制の転覆を企んでいると宣伝してき
た。アピシット首相自身，UDD のなかに王室転覆を企てている者がいる，と非
難した。他方，タクシン派は，王室を転覆しようとする企ては否定したが，プ
レーム枢密院議長や王妃周辺に対する非難を強めてきていた。
　国王は，過去の政治危機において調停者として事態の収拾に大きな役割を果た
してきたが，今回の政治危機においては，国王が解決に乗り出す動きはみられな
かった。国王の健康問題に加えて，タクシン派の政府批判の矛先が王室へと向か
うのを危惧したためと考えられる。国王が裁判官任命の際に行うスピーチは国王
の意向をうかがい知る数少ない機会であったが， 4 月25日の任命においては裁判
官が忠実に職務を行い，ほかの公務員の模範となることを求めるにとどまった。
　アピシット首相の提案に対して，UDD 側の対応に注目が集まった。提案を受
け入れるか否かで，幹部の意見はまとまらず，提案受け入れに前向きな穏健派の
ウィーラ代表が退陣した。UDD が，1973年の学生革命や1992年政変のように流
血の事態を足がかりに政府の退陣を迫る戦略に傾いていったことがうかがわれる。
　 5 月13日，政府は赤シャツ排除の新たな動きをみせた。夕方18時に，非常事態
本部（Center for Resolution of Emergency Situation：CRES）は，赤シャツの占拠地域
の封鎖を発表。水道，電気の供給が停止し，携帯電話が遮断され，バンコク・ス

273

2010年のタイ

カイトレイン（BTS），バスなどの公共交通機関も止まった。新たな支持者が立ち
入るのを防ぐため，住民は身分証明書の提示が求められた。
　さらに同日夜，外国人記者の取材を受けていた UDD 武闘派のカッティヤ・サ
ワディポン少将が頭部を狙撃され，後に病院で死亡した。その直後には UDD 占
拠地域内に榴弾数発が打ち込まれたほか銃撃も行われ，数人が負傷した。カッ
ティヤ少将の暗殺について政府は関与を否定した。カッティヤ少将は，デーン参
謀のニックネームで知られ，2008年に UDD に参加し，その後武装組織を養成し
た。カンボジアで密かにタクシン元首相に会うなど現役将校としてその行動が問
題視され， 1 月にアヌポン陸軍司令官によって公務を停止された。その直後に発
生した陸軍本部の爆弾事件では容疑者として家宅捜査を受け，武器などが押収さ
れたが，カッティヤ少将は容疑を否定した。アピシット首相は， 5 月 9 日の日曜
日の定例ラジオ演説のなかで，UDD のカッティヤ少将が和解案を妨害している
と名指しで批判した。UDD の占拠地域の「防備」はカッティヤ少将が指揮して
いたからである。
　 5 月19日早朝，軍の装甲車が UDD が築いたバリケードを突破し，強制排除が
始まった。強制排除を予期していた UDD は，集会の解散を宣言し，幹部は自ら
投降した。一部の幹部はカンボジア領に逃亡したとみられる。強制排除は速やか

著作権の関係により，　　
この写真は掲載できません
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に行われたかのようにみえたが，直後に放火が市内数カ所で行われ，ラーチャダ
ムリ通りの商業施設セントラル・ワールドの一部が焼け落ちた。さらに，付近の
寺院では医療ボランティア 6 人が射殺されているのが発見された。この事件を含
め， 3 月から 5 月の 2 カ月の間に，誰の手によるか明らかでない死者の数が積み
上がった。

国民和解のためのロードマップ
　アピシット首相は，5 月に示したロードマップの具体化に着手した。なかでも 5
つの委員会が重要である。第 1 に，一連の事件で死者が生じたことの真相究明のた
め，7 月15日付で「国家和解真相究明独立委員会」（http://www.thaitruthcommission.
org）が設置され，カニット・ナナコーン元検事総長が委員長に選任された（事務
局は法務省法務事務所）。
　第 2 に，メディアや報道の中立性を確保するため，チュラロンコーン大学マス
コミュニケーション学部長ユボン・ベンジャロンキット准教授を委員長とするメ
ディア改革作業部会を設置した。2006年以降の政治対立のなかで双方が政治動員
にメディアを最大限に活用したほか，両陣営に直接に属さないメディアも政治色
を鮮明にするようになったからである。
　第 3 に，経済的不平等・格差是正のため， 2 つの委員会が設置された。ひとつ
は，アーナン・パンヤーラチューン元首相を委員長とし，有識者委員18人からな
る「国家改革委員会」である。もうひとつは活動家として知られるプラウェー
ト・ワシー医師を委員長とし，経済団体，職業団体，NGO 等の代表合計27人で
構成する「国家改革国民会議」である。両者の関係は，国家改革国民会議が，幅
広い国民から意見や考え方を集めるのに対して，国家改革委員会はその実施計画
を策定するとされた。
　第 4 に，ソムバット・タムロンタンヤウォン准教授（国家開発行政院学長）を委
員長とする憲法改正指針検討委員会が組織された。同委員会には，2009年の国会
の 6 項目提案を優先的に検討するため，サクダー・タニットクン准教授（チュラ
ロンコーン大学法学部長）を委員長とする部会が設けられた。
　タクシン派は，ロードマップは政府の時間稼ぎにすぎないとして，協力を拒否
し，早期の解散・総選挙を求める主張を繰り返した。アピシット首相は，ロード
マップの実現が社会的亀裂を修復するために不可欠であるとし，早期の解散には
否定的であった。
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連立与党間の軋轢から内閣改造へ
　アピシット首相は，当初示した11月14日総選挙という日程を，UDD の同意を
得られなかったことを理由に撤回したが，2011年の早い時期に総選挙を行うこと
を明言した。各政党は総選挙に向けた動きを強めた。
　野党タイ貢献党はアピシット首相を含む 5 閣僚に対する不信任決議案を下院に
提出し，強制排除の死傷者について政府の責任を追及しようとした。しかし，そ
の試みは期せずして連立政権内のきしみを浮き彫りにするものとなった。
　 6 月 2 日の信任投票において 5 人全員が信任されたが，タイ矜持党のチャワ
ラット内相，ソーポン運輸相の信任投票を国家貢献党の一部議員が棄権したこと
が明らかになった。国家貢献党は，選挙でライバル関係にあるタイ矜持党が内務
省ポストを利用し，総選挙への準備を進めていることに不信を募らせていた。
　タイ矜持党が閣僚ポストの配分見直しを要求したことから， 6 月 6 日付の内閣
改造では，連立政権の組み替えをともなう 8 つのポストが変更された。国家貢献
党党首のチャーンチャイ工業相，ラノーンラック情報技術・通信相が更迭され，

表 1　下院の政党別議席数と閣僚配分

政党名（英文） 合計 比例区 選挙区 閣僚
人数

比率
（％）

議席比
（％）

与党 278 47 231 36 100 100
民主党（Democrat Party） 172 33 139 19 53 60
タイ矜持党（Bhumjaithai Party） 33 3 30 7 19 13
国家貢献党（Puea Pandin Party）1） 31 7 24 2 6 10
タイ国家開発党（Chartthaipattana Party） 25 1 24 4 11 10
国家団結開発党（Rum Chart Pattana Party）2） 9 1 8 2 6 3
社会行動党（Social Action Party） 5 1 4 1 3 2
母なる大地党（Matubhum Party） 3 1 2 1 3 1

野党 195 28 167
タイ貢献党（Pheu Thai Party） 187 27 160
王民党（Pracharaj Party） 8 1 7

無所属3） 2 - 2
合計 475 75 400

（注）　2010年12月末現在。政党英文名は選挙委員会登録のもの。
　　 1 ）実質的に分裂し，主流派は閣外協力。他党に移籍予定の派閥が閣僚ポスト配分を受ける

（実質的には矜持党 1 ，母なる大地党 1 ）。
　　 2 ）タイ合心国家開発党が2010年 3 月に党名変更。
　　 3 ）タイ貢献党から除名。憲法裁審査中のため未所属。

（出所）　国会ウェブサイト（http://www.parliament.go.th），選挙委員会ウェブサイト（http://www.
ect.go.th）より筆者作成。
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これら主流派は連立政権から追われた。それに代わって母なる大地党（マートゥ
プーム）が連立政権に新たに参加することとなり，閣僚ポストがひとつ与えられ
た。母なる大地党は，2008年12月の首相指名でアピシット首相に敗れた国家貢献
党のプラチャー・ポラホムノークを初代党首として2009年に設立された人民党が
名称を変更したものである。2010年には，2006年クーデタを行ったソンティ・ブ
ンヤラットカリン陸軍大将を党首に迎えた。
　国会内会派として国家貢献党は存続しているが，実質的に分裂した。同党から
離反した有力議員・派閥は連立に残って閣僚ポストを得ており，タイ矜持党など
へ参加する姿勢を強めている。
　さらに，タイ矜持党の党勢拡大の動きが続いた。 8 月25日の下院の予算法案の
採決では，野党タイ貢献党議員 6 人が賛成に回り， 3 人が棄権票を投じた（予算
法案は賛成253，反対178で可決）。これら議員は，タイ矜持党と国家貢献党へ移
籍する見込みである。

強制排除後も続いた政治不安
　一時は25県に拡大された非常事態宣言は，チェンマイ県などタクシン派の勢力
が強い地域を含めて，地方では 8 月までに解除された。地方ではバンコクほど混
乱が大きくなかったこと，観光業などへ配慮したこと，さらに，国内治安法で対
応が可能と考えていたことがある。しかしながら，政府はバンコクとその周辺の
3 県（サムットプラカーン，ノンタブリー，パトゥムターニー）における解除には
慎重であった。爆弾事件が散発的に発生し，治安への懸念を払拭することができ
なかったからである。 7 月25日には，ラーチャダムリ通りのバス停近くで爆弾が
爆発。 1 人が死亡し， 7 人が負傷した。UDD が小規模ながら集会を再開したほ
か，カンボジア問題に強硬姿勢を示す反タクシン派の集会も活動を拡大したから
である。タクシン派は緊急事態宣言で取り締まりを強化しながら，国民和解を唱
えるのは矛盾していると批判した。政府は，12月21日になってようやくバンコク
とその周辺の非常事態宣言を解除した。
　他方，タクシン派は 4 月から 5 月の集会で逮捕された UDD の幹部・メンバー
に対しては，政府が保釈をほとんど認めていないことを批判し，その保釈を求め
た。ウィーラ元代表の保釈が 7 月に認められたものの，ほかの幹部は拘留された
ままであった。国家和解真相究明委員会のカニット委員長は，タクシン派の保釈
の遅れは，和解の妨げとなるとの懸念を表明した。
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　他方，反タクシン派 PAD による2008年空港占拠などの抗議行動について，刑
事責任を問う動きが強まった。 8 月に PAD 幹部が警察庁に出頭したが，本格的
な刑事責任の追及が行われるか，まだ明らかではない。12月20日に刑事裁判所は，
2008年の政府広報局 NTB テレビ乱入事件について，PAD の防衛隊84人に有罪判
決を下した。これは PAD が一連の抗議行動で刑事処罰された最初の例となった。

民主党解党裁判
　非常事態宣言が長期化したもうひとつの要因に民主党の解散裁判があった。民
主党が有罪の場合，民主党は解散を命じられる恐れがあった。民主党が2004年に
政党助成金を得て支出した広告費の一部を実際にはセメント大手の TPI Polene 社
が肩代わりしており，これによって民主党は，政治献金の報告を怠り，政党助成
金を不正に受給したとされた。これは，野党タイ貢献党が選挙委員会に対して申
し立てを行ったものであった。選挙委は，解党請求が相当であると認め， 4 月12
日付で憲法裁判所に訴えを提起した。折しも 4 月10日の最初の強制排除が失敗し
た 2 日後であった。アピシット政権は，UDD のデモへの対応のほか，裁判対策
に悩まされることになった。また，手続き的な理由から検察庁がもうひとつの申
し立てを行った。
　10月には，野党タイ貢献党は，民主党が解党を免れるために裏工作をしている
と非難し，インターネットに流出したビデオクリップの存在を示した。それらの
ビデオは，裁判官と民主党議員との会話や，憲法裁事務職員採用における便宜供
与を示唆する内容となっていた。憲法裁は，いずれのビデオの内容も事実無根で
あって，裁判官の信用を貶めるために仕組まれたものであると反論した。ビデオ
撮影に関与したとみられる憲法裁長官秘書は解任された。
　憲法裁は，11月 2 日の判決で，選挙委員会による申し立てが法律の定める期間
を過ぎていた，という手続き的な理由で訴えを棄却する決定を行い，不正の有無
については立ち入らなかった。また，12月 9 日に，憲法裁は，検察庁による申し
立てについても，選挙委内の手続きの瑕疵を理由として訴えを棄却した。

憲法裁判決による議員資格喪失と下院補欠選
　2010年には下院議員補欠選が 8 選挙区で行われたが，このうち 7 つの補欠選は，
裁判所の判決による議員失職に関係するものであった。なかでも11月 3 日の憲法
裁判決では，国から事業権を取得した企業やメディア関係企業の株式を議員が保
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有することを禁止する憲法規定（48条，265条 2 号）を理由に，両院の 6 議員が失
職した。この事件では，議員45人が訴追されたが，憲法裁は議員就任後の株式取
得に禁止の範囲を限定し，残りの議員は失職しなかった。議員側は，株式は株式
市場を通じて購入したものであり，また自らが保有する株数では上場企業の経営
にまったく影響ないと主張したが，憲法裁は実際の影響の有無とは関係なく，た
とえ一株であっても株式保有が違反に相当するという厳格な解釈をとった。
　同事件で訴追されたことを理由に判決が出る前に議員辞職していたステープ副
首相（民主党）は，10月30日のスラートターニー県 1 区の補欠選に立候補し，再選
された。ステープ副首相に代わって2009年 9 月の補欠選で選出された民主党議員
が，資産報告義務違反を理由に2010年 9 月最高裁判決によって失職したため，補
欠選が行われることとなった。ステープ副首相は当初，副首相のまま選挙に出る
方針を示していたが，批判が強かったことから10月 8 日に副首相を辞任した。当
選後，11月12日に副首相に再任された。
　12月12日の 5 選挙区で行われた下院議員補欠選では， 2 人の元閣僚を含む 4 選
挙区で与党候補が当選した。憲法裁判決で失職したブンジョン内務副大臣（タイ
矜持党）とクアクーン運輸副大臣（タイ国家開発党）の 2 閣僚も当選した。アピ
シット首相は，選挙に出るならば閣僚を辞任するよう促したため， 2 人は11月17
日に閣僚を辞任したが，後に元のポストに再任された（2011年 1 月14日）。この補
欠選で，野党タイ貢献党はその牙城であるコーンケーン県で民主党候補に圧勝し
た。選挙結果について与党内には2011年の総選挙で与党側の優勢を示すものとみ
る意見も出たが，アピシット首相は，総選挙の見通しについては慎重な姿勢を示
した。総じてみれば，前職議員の所属政党が勝っており，その結果から有利と結
論することはできなかったからである。

憲法改正
　憲法改正指針検討委員会は， 5 項目に絞った改正案を政府に提出した。11月 2
日に政府は，そのうち 2 項目について憲法改正を行うことを決定し，法律案の起
草を同委員会に指示した。同委員会がまとめた改正案は16日に閣議決定され，同
日国会に提出された。
　政府は，民主党以外の与党が主張していた条約締結手続きと選挙制度改革をま
ず行うと決めた。条約締結に影響を及ぼしていた条約締結手続きに関する第190
条改正案では，国会の承認の対象となる条約の範囲を明確化するための文言の修

279

2010年のタイ

正が行われた。次に，選挙制度改革は，1997年憲法で採用されていた 1 選挙区 1
議席，いわゆる小選挙区制を復活させるものである。これには民主党内では反対
が強いものの，ほかの与党は支持している。そこで与党は小選挙区制を認める一
方で，政党名簿比例代表制によって選出される議員の比率を増やすことで合意し
た。民主党は比例区でより多くの議席を獲得できるとみているからである。野党
タイ貢献党は，首相主導のロードマップそのものに反対の姿勢を示しており，審
議には消極的である。
　憲法改正案は11月23日から始まった両院合同会議で審議され，25日の採決で第
1 読会を通過した。政府案のうち，下院議員選挙制度の変更については，賛成
330，反対156，棄権34であった。また，条約締結手続きの変更については，賛成
354，反対19，棄権17であった。同時に，ほかの 2 つの憲法改正案が審議された
が，いずれも否決された（国民直接発議［署名 7 万1543人］による改正案：賛成
222，反対235，棄権123，タイ矜持党・タイ国家開発党の議員提出の改正案は，
賛成148，反対177，棄権212）。PAD は，憲法改正に反対し，23日から国会前で
集会を開催した。本憲法改正の成立をまって，総選挙が実施される見込みである。

経 済

マクロ経済の動き
　2010年は，自然災害，タクシン派の反政府デモがタイ経済に悪影響を及ぼした
が，2009年後半から続く景気回復の動きは強く，2010年は通年で7.8％の成長と
なる見込みである。2009年には世界的な金融危機の影響を受けて，2.3％のマイ
ナス成長であったことによるローベース効果を差し引いても，高い成長を示した。
景気拡大を牽引したのは輸出で，世界経済の回復基調のなかで急速な伸びを示し
た。輸出は前年比18.9％増の62兆4800億バーツで，輸出額は過去最高額を更新し
た。輸出先別にみると，景気回復が遅れる欧米への輸出に比べて，ASEAN，東
アジア諸国向けの輸出の伸びが高かった。輸出相手先が多様化しているタイの強
みが発揮されたといえよう。自然災害による農業生産へ影響はあったものの，国
際的な農産物価格の上昇によって，農業セクターの収入が増加した。観光業は政
変の強い影響を受けたが，通年でみると外国人観光客数は増加した。スワンナ
プーム空港を利用した外国人旅行客数は1560万人（前年比10.2％増）となった。
　経済面での懸念材料はバーツ高と物価上昇であった。年初に中央銀行は2010年
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にバーツ高が進むとの見通しを示し，企業に為替ヘッジを積み増すなどの対応を
求めたほか，外国為替取引の大幅な規制緩和を実施し，タイ人による海外投資を
奨励することで外資流入の影響を弱めようとした。また，多国籍企業の地域統括
本部を誘致するため，グループ内外の会社間の送金・貸付の規制緩和も行った。
　2010年の消費者物価上昇率は，前年のマイナス0.9％から3.3％と騰勢を強めた。
物価上昇の要因としては，景気回復，原油・農産物等の国際価格の上昇，公務員
給与・最低賃金の引き上げといった要因がある。
　中央銀行の金融政策委員会（Monetary Policy Committee：MPC）は，マンション

（コンドミニアム）建設・販売戸数の急増や商業銀行の住宅ローンの拡大をみて金
融引き締めに動き， 7 月14日， 8 月23日に政策金利をそれぞれ0.25％引き上げ，
1.75％とした。その直後からバーツ高が急速に進み，一時 1 ドル＝29バーツ台の
高値を示した。急速なバーツ高の進行に対して，輸出産業への救済を求める声が
強まった。このため，しばらく政策金利は据え置かれたが，12月 1 日になってさ
らに0.25％引き上げられ，2.00％となった。景気過熱の可能性が高いと見たから
である。中央銀行は，2011年以降も金融引き締めのための利上げを行う方針を示
している。外為取引の直接的な規制を行った2006年と同様の強い資本規制を求め
る意見も出たが，政府・中央銀行はこれを拒否した。
　アピシット政権は低所得者政策を重視し，価格管理・統制の対象となっている
商品等の価格の据え置きを企業に強く求めたが，国際価格との差の拡大は国内市
場で品不足を招く恐れが強い。たとえば，砂糖は内外価格差の拡大にともない国
内市場における品薄状態が生じた。また食用油，とくにパーム油はバイオディー
ゼル油の利用拡大もあって品不足が深刻化し，パーム油の緊急輸入が行われた。
他方，軽油については， 1 リットル＝30バーツ未満とする価格政策を維持するた
め，軽油販売から徴収される石油基金から50億バーツをあてた。
　失業率は2009年の1.5％から1.0％（暫定値）へと大きく改善し，むしろ，労働力
不足への懸念が起きている。タイ人熟練労働者が不足しているため，外国人労働
者の雇用枠拡大を求める声が強まっている。投資委員会（BOI）は，人手不足に悩
む電子産業などの要望を受けて，従来は認めてこなかった非熟練外国人労働者の
雇用を奨励認可企業に対して認めた。ただしその条件は厳しく，対象となる企業
は限られている。また，ラオス，カンボジア，ミャンマー国籍の違法外国人労働
者を対象に，登録と就労許可の申請を促す制度が2009年から動き出したが，2010
年 2 月末の期限内に就労許可を申請した者は70万2000人，実際に就労許可を取得
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した者は16万8000人にとどまった。コストのかかる登録に消極的な雇用主がある
ほか，要件とされる国籍証明の提出がひとつの障害となっており，政府は国籍証
明などの提出期限を2012年 2 月末まで延期した。他方，登録・就労許可申請ので
きない外国人労働者が離職するという問題も出ている。とくにミャンマーの少数
民族出身者は，ミャンマー政府による処罰等を恐れて，国籍証明を得ることが事
実上難しい。

労働・社会福祉政策の強化
　アピシット政権は，世界的な金融危機を理由に2008年に開始された低所得者層
をターゲットにした生活支援策をほぼそのまま継続したほか，2009年の第 1 次景
気刺激策に続く，第 2 次景気刺激策として「タイ強化計画」（phaen gnan thai 
kehm kheang 2522/SP2）を開始した（2010～12年度の 3 カ年で総額 1 兆4300億バー
ツ）。同計画の財源をまかなうため，4000億バーツの借り入れが 2 回予定され，
第 1 次については2009年の緊急勅令にもとづき実施された。政府は第 2 次借り入
れに必要な法案を国会に提出したが，景気回復にともなう税収増のため借り入れ
が不要になったとして， 4 月22日に上院審議中であった法案を取り下げた。
　アピシット政権は，国民和解ロードマップのなかで経済不均衡・格差を是正す
べく，「国家改革」を打ち出し，労働者保護・福祉政策分野の強化を進めている。
制度外金融への対抗措置として，タイランド・ポスト社（2003年に民営化）がもつ
郵便局網を利用した低所得者層向けの貸付制度の創設を準備している。また，既
存の社会保障制度から漏れている人々を対象とした任意の国民保険基金制度創設
に向けた法案が提出された。
　最低賃金の大幅な引き上げも実現した。引き上げ幅は 1 日 8 ～17バーツで，バ
ンコクおよび近隣 5 県では一律に 1 日215バーツとなった。アピシット政権はよ
り大幅な引き上げを提案したが経済界の強い反発もあって上げ幅は圧縮された。
　社会的弱者への対策としては，使用者または事業主に対する障害者の雇用義務
が強化される。 6 月に閣議で承認された労働省令案によれば，従来の従業員200
人に対して障害者 1 人から，同100人につき 1 人に引き上げられる。また，雇用
義務を満たさない場合に事業者等が障害者生活費促進開発基金に対して支払う額
も最低賃金の50％から100％へと変更される。
　アピシット政権は，低所得者やインフォーマルセクターの労働者の厚生水準改
善のために，福祉政策パッケージ「プラチャー・ウィワット」（民進）政策を2011
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年に実施する，としている。経済界は基本的に賛成しているが，学者などからは
財政悪化を懸念する声もあがっている。

先送りされた財政論議
　福祉政策の拡充には財政的な手当てが必要であるが，アピシット首相は増税に
は消極的な姿勢を明確にしてきた。付加価値税（VAT）は，1997年の経済危機の際
にチャワリット政権によって10％に引き上げられたが，その後のチュワン政権に
よって暫定措置として 7 ％に引き下げられ，その後の政権でもそれが延長されて
きた。財政赤字に対応するため，本来の10％に戻すべきであるという意見が強
かったが，政府は 8 月 3 日の閣議で軽減措置を2012年 9 月末まで延長することを
決めた。アピシット首相は，財政支出の増加にともなう財政改革の必要性を認め
つつも，景気回復による税収増によって均衡予算への復帰は可能であるとした。
　他方，税制改革の目玉として，土地建物税法案の構想が動きつつある。土地所
有の社会的平等を促し，未利用地の開発を促進することを目的としている。もし
実現すれば，既存の土地税，家屋税，地方開発税は廃止される。しかし，土地を
保有する富裕層の反発が予想され，実際に法制化されるかどうか見通しは厳しい。

制度整備が進んだマープタープット問題
　2009年 9 月の中央行政裁判所命令によってラヨーン県マープタープット地区の
76の工業プロジェクトが停止された問題は，最大の懸案であった法整備が進んだ
ことで，打開の糸口がみえてきた。
　この問題の背景には，タイ屈指の工業団地であるマープタープット地区におけ
る環境被害が深刻化する実態があったが，訴訟で争点となったのは，環境被害そ
のものではなく，2007年憲法第67条 2 項に定める手続きが満たされていないとい
う点であった。同規定は，「環境，天然資源，および健康面でコミュニティに甚
大な影響を与えるプロジェクトまたは事業」について，（1）環境と健康への影響
評価を行うことを義務づけ，さらに，その手続きとして，（2）利害関係者への事
前の意見聴取（公聴会）と（3）環境・健康分野の民間団体の代表で構成する独立機
関への意見聴取を義務づけていた。中央行政裁判所が事業の凍結を認めたのは，
憲法規定の実施に必要な法整備が行われていなかったことに理由があった。
　2009年末以降，最高行政裁判所は2007年憲法施行前に許可を得ていたことを理
由としていくつかのプロジェクトの差し止め解除を認めたが，根本的な解決には
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法整備が必要と考えられた。この問題は単にマープタープット地区だけの問題で
はなく，タイ全国における工業プロジェクトの停止を招きかねない深刻な問題で
あった。実際に，マープタープット訴訟で原告となった環境保護団体は，同種の
訴訟を全国で展開する可能性を表明していた。
　政府は，アーナン・パンヤーラチューン元首相を委員長とする専門家委員会を
設置し，事態の打開のための法整備を進めた。独立機関の設置については， 1 月
12日に独立機関の意見提供のための調整委員会が設置されることになり，アーナ
ン元首相がこの委員長も兼任した。この委員会のもとで，暫定的な委員会が組織
されたが，恒久的な独立機関の設置は新たな立法に委ねられることとなった。
　健康影響評価など憲法上の手続きが必要となる業種については，アーナン委員
会が10月から公聴会を開催し，最終的に18事業を提案した。首相が委員長を務め
る国家環境委員会は11業種を選定し， 8 月31日付の天然資源・環境省布告として
公布した。しかしながら，対象業種の数はアーナン委員会が提案した18業種から
減っているほか，11業種のなかにはアーナン委員会が提案しなかったものも含ま
れていた。 9 月 6 日の談話でアーナン委員長は，政府に最終的な決定権があるが，
委員会提案と異なる内容についての説明責任は政府が果たすべきであると述べた。
布告によれば，憲法第67条 2 項の対象となるのは，（1）海・湖の埋め立て（面積
300ライ［ 1 ライは約1600平方メートル］以上），（2）すべての規模の鉱業，（3）工
業団地造成または工業用地分譲・拡張，（4）川上・川中石油化学工場の35％以上
もしくは日量1000トン以上の拡張，（5）日量5000トン以上の鉱物製錬または金属
溶解工場，もしくは日量1000トン以上の拡張，（6）放射性物質の生産，除去，調
整，（7）有害廃棄物の埋め立てまたは焼却所，（8）航空輸送システム・プロジェク
ト（3000メートル以上の滑走路の建設，拡張，または増設），（9）港湾，（10）貯水
ダム・池（貯水量 1 億立方メートル以上または面積15平方キロメートル以上），

（11）発電所の11業種である（原文をもとに抄訳，詳細については布告を参照のこ
と）。
　こうした法整備の進展を受けて中央行政裁判所は2010年 9 月 2 日に，凍結され
ていた工業プロジェクト76件のうち，74件の事業許可を認める判決を下した。環
境団体側はこの判決に対して反発を示した。
　関連法規の未整備という問題はほぼ解決したものの，事件の背景にあるマープ
タープット地区の環境問題について解決はまだ道半ばである。2009年 9 月に同地
区が汚染管理地域に指定された後，自治体によってその汚染管理計画が策定され，
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緩衝地帯の設定などの措置が盛り込まれた。大企業を中心に環境問題への対応を
打ち出す動きが強まったのもマープタープット訴訟の大きな効果であった。

3G 携帯電話問題と放送・通信行政
　延期が繰り返されていた2.1ギガヘルツの第 3 世代（3G）携帯電話の入札は，法
的問題によって2010年も実現しなかった。もっとも大きな障害は，憲法47条 2 項
に定める独立機関がまだ設置されていないことにあった。3G 携帯電話の入札の
さらなる遅れを回避するため，既存の国家通信委員会（National Telecommunication 
Commission：NTC）が入札の実施を決めたが，国有企業の CAT テレコムの訴えを
受けて， 9 月16日に中央行政裁判所は入札の差し止めを命じた。本来，憲法に
従って新設が予定される独立機関に入札を行う権限があり，NTC が入札を行う
権限を有するか否かについて，法的な疑義があると判断した。
　憲法が定める独立機関を設置する「周波数配分，ラジオ放送・テレビ放送・電
気通信の規制監督に関する法律」は， 3 月に提出されたが審議が進まず，12月19
日にようやく公布された。法案審議では，事業権として国有企業が得る収入の基
金への繰り入れを開始する時期をいつにするかが争点であったが，施行から 1 年
とする原案から 3 年以内へと延長され，CAT テレコム，TOT（旧タイ電話公社）
に有利な内容となった。

対 外 関 係

対カンボジア関係
　カンボジアとの関係修復は，改善の兆しが見えたものの実現しなかった。カン
ボジアとの国境地帯にあるプレア・ヴィヒア寺院（タイ名：プラ・ウィハーン）の
世界遺産登録とその周辺の整備計画をめぐって，反タクシン派の PAD が2008年
から強硬な立場をとり，両国間の紛争の火種となった。さらに，2009年11月 4 日
にタクシン元首相がカンボジア政府およびフン・セン首相の経済顧問に就任した
ことで，両国の関係は冷え込んでいた。
　PAD は， 3 月にタクシン派の抗議行動に対する政府の対応が遅いことに反発
して大規模な抗議運動を再開し，その後運動の矛先をカンボジア国境問題に向け
てきた。運動の中心は PAD のメンバーでもあるウィーラ・ソムクワームキット
率いる愛国者ネットワークである。PAD と愛国者ネットワークは，プレア・ヴィ
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ヒア寺院の係争地域にいるカンボジア人入植者をただちに排除すること，および
チュワン政権時代に両国で交わされた2000年の覚書について，カンボジア政府が
主張する国境線を認めているとしてその破棄を求めた。政府もまた，カンボジア
政府が進めるプレア・ヴィヒア寺院周辺の整備計画に反対の立場を明確にしてい
る。 7 月にブラジルで開催された UNESCO 世界遺産委員会会議では，政府は承
認阻止に動き，スウィット天然資源・環境相が反対の立場を表明したほか，カ
シット外相が関係国に書簡を送った。他方 PAD は， 7 月27日にバンコクの
UNESCO 事務所前で抗議集会を行った。
　 8 月になると，カンボジアとの関係改善を模索する動きが顕著になる。 8 月23
日，タクシン元首相がカンボジア政府の経済顧問を辞任したと発表した。また，
8 月14日にカンボジア国境付近でタイ人住民が身柄を拘束される事件が起きたが，
24日に解放された。翌25日にはカンボジア政府はすでに召還していた大使をバン
コクに戻した。こうした出来事は，カンボジア側からの関係改善のシグナルと認
識され，タイ側もステープ副首相が2009年11月に凍結されていたカンボジアに対
する道路建設事業への借款の凍結を解除することを26日に発表した。
　しかしながら，タイの国内政治と密接にかかわる多くの課題が両国間にまだ多
く残っている。逃亡した UDD リーダーがカンボジア国内に潜伏しているとみら
れる。また，法務省特別事件捜査局（DSI）は，チェンマイで身柄を拘束した武装
組織の捜査結果として，カンボジア国内で軍事訓練を受けたとする発表を行った
が，カンボジア政府は関与を否定している。
　12月29日，ウィーラ愛国者ネットワーク代表，パニット・ウィットセート民主
党議員を含む 7 人がカンボジア国境地域を視察中にカンボジア領内に立ち入り，
カンボジア政府によって不法入国・スパイ活動を理由として身柄を拘束される事
件が起きた。30日に 7 人はプノンペンの刑務所に移送された。カシット外相が30
日にプノンペンを訪問し， 7 人の釈放を求めたが，解決に至らなかった。

ロシア人犯罪人引き渡し問題
　武器商人として国際手配されていたロシア人のヴィクトル・ボウト（Viktor 
Bout）のアメリカへの引き渡しが2010年11月17日に行われた。
　ボウト容疑者は2008年 9 月にタイ国内で逮捕され，両国間の犯罪人引き渡し条
約にもとづき，2009年 2 月にアメリカ政府による引き渡し請求が行われた。引き
渡しには裁判所の許可が必要であった。同年 8 月11日に刑事裁判所は，ボウト容
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疑者は引き渡しが認められない政治犯に該当するという主張を認め，不許可とす
る判決を下し，検察が控訴した。2010年 8 月20日の判決で，控訴裁判所は，ボウ
ト容疑者は政治活動を行っている団体のメンバーではなく，したがって政治犯で
はない，とする検察側の主張を認め，引き渡しを決定した。2009年の刑事裁判決
に対応するためアメリカ政府が詐欺などの容疑にもとづいて提出した第 2 の請求
を，刑事裁判所が奇しくも控訴裁の引き渡し決定と同じ日に受理したため，事態
は複雑なものとなった。控訴裁の決定により引き渡しが可能となったにもかかわ
らず，刑事裁における第 2 の手続きが終わらない限り，引き渡しができないから
である。引き渡しが控訴裁決定から 3 カ月以内という法律上定められた期間に行
われるか危ぶまれたが，検察が立証を行わないことを理由に刑事裁が請求を棄却
したことで引き渡しが可能となった。ロシア政府は，引き渡しがアメリカ政府の
圧力によるものであると批判したが，タイ政府は適法なものであると反論した。

2011年の課題
　2011年の最大の課題は下院の総選挙である。2007年12月に選挙された現在の下
院議員が任期満了を迎えるが，アピシット首相は条件が整った段階でそれよりも
早く解散・総選挙を行うことを表明した。民主党または野党タイ貢献党が単独で
安定的な議席を確保するのは難しく，小政党が次の連立政権でキャスティング
ボートを握る可能性が高い。タクシン派と同じく北部，東北部を地盤とするタイ
矜持党その他の政党が，与党の立場を生かして票を伸ばすことも考えられる。憲
法改正で民主党は連立維持のために小選挙区制の復活を容認せざるをえなかった
が，民主党が求める比例代表制で選出される議員定数の増加が実現する見込みで
ある。比例区議員の増加は，現職のアピシット首相を顔とする民主党に有利に働
く可能性がある。他方，「タクシン・ブランド」の人気はなお根強いとはいえ，
タイ貢献党党首ヨンユット・ウィチャイディットは下院議員ではないこともあっ
て，党の顔としては力不足を否めない。
　タクシン派の抗議行動とその強制排除をめぐる悲劇は，タイの政治対立がかつ
てないほどに深まったことを知らしめるものとなった。早期の選挙が自派に有利
と考えるタクシン派，選挙による正当性に懐疑的な反タクシン派の双方が議会外
の大衆行動で政府に揺さぶりをかけるが，いずれの運動もタイの長期的展望を示
せないでいる。アピシット首相が進めるロードマップが政治安定の糸口となるの
か，総選挙後に生まれる政府が新たな打開の道筋を示すことができるのか。総選
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挙はタイ政治の大きな分水嶺となるだろう。
　経済面では，バーツ高による輸出の減速と物価上昇への対策が大きな課題と
なっている。政府が生活支援のため固執する価格維持政策は，中長期的に市場を
ゆがめる。総選挙が終わり，価格維持の熱意が冷めれば現在抑制されている産品
の物価上昇が進むことも考えられる。景気回復による税収増がみられるが，低所
得者層の支援，社会福祉政策の拡充による財政支出の拡大が予想され，財政基盤
安定に向けた税制改革がひとつの課題となる。対外関係では，カンボジア関係の
修復が課題であるが，タイ国内政治の不安定が続くなかでの早期の解決は難しい。

（新領域研究センター主任調査研究員）
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1 月 1 日 ▼ ASEAN 自由貿易協定（AFTA），
ASEAN 中国 FTA（ACFTA）の全面的な適用始
まる。
3 日 ▼マハーサーラカム県下院議員補欠選

投票。野党タイ貢献党候補が当選。
10日 ▼プラーチーンブリー県下院補欠選投

票。与党タイ矜持党候補が当選。
14日 ▼陸軍本部に手榴弾投げ込まれる。
15日 ▼ 4 閣僚任命。
18日 ▼ 反独裁民主主義統一戦線（UDD），

枢密院事務局前で集会。
20日 ▼森林局，スラユット枢密院顧問官が

保有する国立公園内の土地の返還を命令。
21日 ▼陸軍本部の爆弾事件で，法務省特別

事件捜査局（DSI）が，UDD のカッティヤ少
将の官舎を家宅捜索。武器を押収したと発表。
22日 ▼中央行政裁判所，マープタープット

地区の11事業の差し止め解除請求を棄却。
23日 ▼ UDD，プレーム枢密院議長への抗

議のため，チャンタブリー県ソーイダーオ・
ゴルフ場で集会。
28日 ▼アピシット首相，ダボス会議出席の

ためスイス訪問（～31日）。
2 月 1 日 ▼タイ国軍と米軍との合同演習始ま
る（～11日）。
14日 ▼最高裁判所敷地内で爆弾見つかる。
26日 ▼最高裁判所，タクシン元首相に不正

蓄財を理由に資産没収を命令。
28日 ▼国王，一時入院。
3 月11日 ▼政府，バンコク都ほかに国内治安
法を適用。
14日 ▼ UDD の反政府デモ，バンコクで始

まる。
28日 ▼ アピシット首相，UDD 代表と 2 回

の直接協議を行うが，合意できず（～29日）。
4 月 2 日 ▼メコン川委員会サミット，フアヒ

ンで開催（～ 5 日）。
3 日 ▼ UDD，バンコク中心部のラーチャ

プラソン交差点付近の占拠を開始。周辺商業
施設が休業に追い込まれる。
4 日 ▼政府，バンコク内の11の通りに集会

禁止命令。

▼閣僚に関係するマッサージパーラーと政
府の11チャンネルで爆弾事件。
5 日 ▼政府， 4 銀行に対して，タクシン元

首相の凍結資産の引き渡しを要請。

▼ UDD，選挙委員会事務局に侵入。
6 日 ▼民主党本部，陸軍本部で爆弾事件。
7 日 ▼ UDD，国会内に侵入。リーダー 7

人に対する逮捕状発給。政府，バンコク都を
含む 7 県に非常事態宣言を発令。

▼首相，訪米中止。ASEAN 首脳会議にト
ライロン副首相が代理。
8 日 ▼ 政府，UDD 側のピープルズチャン

ネル TV（PTV）の放送を止める。インター
ネットの制限も開始。
9 日 ▼ UDD，タイコム社に侵入し，一時

PTV の放送を再開。

▼刑事裁判所，UDD リーダー17人への逮
捕状発給。
10日 ▼ DSI と首相府に爆弾。

▼ UDD リーダー24人の自宅を家宅捜査。

▼ UDD，下院解散と首相の出国を要求。

▼アユタヤー県で送電線鉄塔が爆破。

▼軍，ラーチャダムヌーン通りの UDD デ
モの強制排除に失敗。死者25人，負傷者800
人以上。
11日 ▼政府支持派が戦勝記念塔付近で集会。

下院解散に反対。
12日 ▼ UDD， 6 カ月後の下院解散案に反

対を表明。

▼首相，10日の衝突の武装勢力をテロリス
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トと批判。

▼選挙委員会，政治資金の不正を理由に民
主党は解散が相当とする決定。

▼王妃・皇太子が，10日の衝突で死亡した
陸軍大佐の葬儀に出席。

▼アヌポン陸軍司令官が話し合いによる解
決を求める。
13日 ▼国王・王妃，犠牲者全員の治療費支

払いを発表。
14日 ▼ UDD，パーンファー橋付近から退

去し，ラーチャプラソン交差点に集結。
16日 ▼ 警察，滞在先のホテルでの UDD

リーダーの逮捕に失敗。

▼政府支持派の団体が，陸軍歩兵11連隊本
部前で集会。

▼非常事態宣言にもとづく指揮権をステー
プ副首相からアヌポン陸軍司令官に変更。

▼国王夫妻が，10日の衝突の双方の死者に
見舞金。
17日 ▼国境地帯で国軍がカンボジア軍と一

時交戦。
21日 ▼タクシン派のデモに反対する団体が

シーロム通りでデモ，UDD と小競り合い。
22日 ▼ UDD に抗議するシーロム通りの集

会に榴弾 5 発が打ち込まれる。死者 1 人。
23日 ▼多色派を名乗るグループが，ラーマ

5 世王騎馬像前広場で集会。
26日 ▼国王，裁判官の任命式において，職

務に忠実な模範となることを求める。
5 月 4 日 ▼政府，「天然ゴム開発戦略（2009～
2013年度）」を閣議決定。
13日 ▼ UDD 強硬派のカッティヤ陸軍少将，

マスコミの取材中に狙撃されて死亡。
▼政府，北部，東北部の17県に非常事態宣

言を拡大（最終的に25県）。
19日 ▼政府，早朝に強制排除作戦を開始し，

制圧に成功。市内数カ所で放火があり，商業

施設セントラル・ワールドの一部が焼け落ち
る。
25日 ▼タイ国内のイスラーム指導者が死去。

94歳。
31日 ▼野党，首相と大臣 5 人に対する不信

任案審議。UDD 集会制圧の不当性を追及。
6 月 2 日 ▼不信任案否決。タイ貢献党の一部
議員が選挙で競合するタイ矜持党の内相，運
輸相に信任投票せず。
6 日 ▼バンコクの14区で区議会選，民主党

が10区を押さえる。
8 日 ▼政府，税制優遇と融資による観光業

の救済計画を閣議承認。
22日 ▼ 政府，身障者雇用義務を従業員200

人につき 1 人から100人につき 1 人に引き上
げる省令案を閣議承認。
28日 ▼ アピシット首相，ハノイ開催の

ASEAN 首脳会議ほか出席（～30日）。
7 月14日 ▼中央銀行，政策金利を1.50％に引
き上げる。
25日 ▼バンコクのラーチャダムリ通りで爆

弾爆発。 1 人死亡， 7 人重軽傷。
27日 ▼ PAD，カンボジア国境問題に関連し

てユネスコ（UNESCO）事務所前で抗議集会。
29日 ▼ DSI， 5 月のテロ行為の容疑でタク

シン元首相および UDD 幹部25人を送検。
31日 ▼サムイ島で，近海での石油探査プロ

ジェクトに反対する抗議デモ。
8 月 2 日 ▼ タイ航空，シンガポールのタイ
ガー航空との合弁で国際線の格安航空会社を
タイに設立すると発表。
3 日 ▼ 政府，付加価値税を7％とする減税

措置（法定10％）の 2 年間延長を決定。
8 日 ▼アピシット首相，カンボジアとの国

境問題で PAD・愛国者ネットワーク代表と
の円卓会議を開催し，テレビ生中継。
16日 ▼政府，チェンマイ県など 3 県の非常
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事態宣言を解除。
▼刑事裁判所，UDD 幹部の保釈請求を棄却。

23日 ▼中央銀行，政策金利を1.75％に引き
上げ。

▼スワンナプーム国際空港と都心を結ぶエ
アポートリンクが正式開通。

▼タクシン元首相，カンボジア政府および
フン・セン首相の経済顧問を辞任。
24日 ▼政府，スワンナプーム国際空港の拡

張プロジェクトを閣議承認。
25日 ▼下院が予算法案を承認。野党タイ貢

献党議員 6 人が賛成票を投じる。
29日 ▼バンコク都議選投票（61議席）。民主

党45議席，タイ貢献党15議席。同日の区議会
選も民主党が圧勝。
31日 ▼憲法第67条 2 項による健康影響評価

等を要する11業種を指定する天然資源・環境
省布告が公布される。
9 月 2 日 ▼中央行政裁判所，マープタープッ
トで凍結されていたプロジェクト76件のうち
74件の事業許可を承認。

▼中央行政裁判所，第 3 世代携帯電話サー
ビス（3G）ライセンス入札を停止する仮処分。
21日 ▼カシット外相，国連総会出席。
23日 ▼ 最高行政裁判所，3G 携帯電話の入

札差し止めを妥当と判断。
30日 ▼サナン副首相，野党タイ貢献党訪問。

10月 1 日 ▼政府，東北地方の 3 県の非常事態
宣言を解除。
2 日 ▼ DSI，UDD がカンボジア国内で軍

事訓練を行っていると発表。カンボジア政府
が抗議。
4 日 ▼アピシット首相，ブリュッセル開催

のアジア欧州会合（ASEM）首脳会議出席（～
5 日）。カンボジアのフン・セン首相とも会談。
5 日 ▼政府，制度外金融問題解決のため，

郵便局網を通じた小口貸付制度創設の方針を

承認。
7 日 ▼ PAD，ラーマ 5 世王騎馬像前広場

で集会。2008年デモ時の死者を追悼。
8 日 ▼投資委員会（BOI），奨励認可企業に外

国人単純労働者雇用を限定的に許可する布告。

▼ステープ副首相，下院補選出馬のため，
辞任。
11日 ▼ アピシット首相，ミャンマー訪問

（同日帰国）。
12日 ▼政府，バーツ高対策を閣議決定。環

境税関係法案も承認。
15日 ▼憲法裁判所の不正を訴えるビデオク

リップがインターネットに掲載される。
18日 ▼民主党解散請求事件で，アピシット

首相が憲法裁判所で証言。
26日 ▼潘基文国連事務総長，来訪。タイ政

府の和解プロセスへの支持を表明。

▼政府，広域水害被災者救済策を閣議決定。
1 世帯5000の見舞金など。

▼国会，中国との高速列車網建設プロジェ
クトに関する交渉枠組みを承認。
27日 ▼外務省，カンボジアに潜伏するとみ

られる UDD リーダー 9 人の旅券を失効処分。
28日 ▼ アピシット首相，ハノイ開催の

ASEAN 首脳会議出席のため，ベトナム訪問。
30日 ▼スラートターニー県下院議員補欠選

挙でステープ元副首相が再選。
11月 1 日 ▼経済閣僚会議，広域水害被災者救
済のための200億の予算措置を承認。

▼南部で暴風雨による洪水・鉄砲水の被害。
2 日 ▼政府，条約締結手続き，および下院

の比例議員比率を増加する 2 項目の憲法改正
案を承認。

▼ PAD，カンボジアとの領土問題への政
府の対応を批判して国会前で抗議集会。
3 日 ▼憲法裁判所，株式保有を理由に 2 閣

僚を含む 6 議員の資格喪失を宣告。
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5 日 ▼地域統括会社への10年間の法人税引
き下げを柱とする税制措置布告（翌日施行）。
8 日 ▼ミャンマー政府とカレン族との衝突

から，ターク県メーソットへ難民流出（ 2 万
人との報道）。
9 日 ▼政府，温室効果ガス削減プロジェク

ト等への優遇税制，国家ブロードバンド政策
を閣議決定。

▼サナン副首相， 6 日にノルウェーでタク
シン元首相と会ったことを認める。

▼政府， 2 項目の憲法改正案を閣議決定。

▼アピシット首相ほか，横浜開催の APEC
首脳会議等に出席（～14日）。
12日 ▼中央銀行，商業銀行の住宅ローン規

制策を発表（2011年 1 月 1 日実施予定）。

▼ステープ副首相再任。
16日 ▼政府，南部洪水・暴風雨被害者に対

して 1 世帯5000の補償などを内容とする救
済策を閣議決定。

▼ロシア人武器商人ヴィクトル・ボウト容
疑者をアメリカへ引き渡し（17日アメリカに
到着）。
19日 ▼ UDD がラーチャプラソン交差点周

辺で抗議集会を開催。
29日 ▼憲法裁判所，選挙委員会による民主

党解散請求を法律が定める出訴期間を過ぎた
ことを理由に却下。
12月 1 日 ▼中央銀行，政策金利を2.00％に引
き上げ。
5 日 ▼国王，83歳の誕生日のスピーチを行う。
9 日 ▼賃金委員会，最低賃金の引き上げ決

定。引き上げ幅は 8 ～17で，バンコクと近
隣 5 県は 1 日215。

▼憲法裁判所，検察庁による民主党の解党
請求を棄却。
12日 ▼ 5 選挙区で下院議員補欠選の投票。

4 選挙区で与党候補が当選。

13日 ▼ステープ副首相，訪中。高速列車構
想などを協議。

▼ UDD， 4 月の村本氏殺害の DSI の調査
報告書を日本大使館に提出。DSI は，DSI が
作成したものと異なるとコメント。
14日 ▼政府，大臣・国会議員の歳費引き上

げを閣議承認。首相月給は 7 万1990から 7
万5590に。
15日 ▼携帯電話番号のポータビリティサー

ビス開始。
16日 ▼ アピシット首相，UDD の新代表

ティダーと会談。
18日 ▼アピシット首相，自治体への財源委

譲について，現在の26％から憲法で定める
35％への引き上げを 7 年後とすると表明。
19日 ▼周波数配分，ラジオ放送・テレビ放

送・電気通信の規制監督に関する法律が公布
される（翌日施行）。
20日 ▼経済閣僚会議，価格統制商品等の価

格据え置きを2011年 3 月末まで延長。
21日 ▼政府，バンコクほか 3 県の非常事態

宣言を解除。

▼政府，生活費軽減策を2011年 2 月末まで
延長。
29日 ▼国境地域を視察中のウィーラ愛国者

ネットワーク代表ら 7 人がカンボジア軍によ
り不法入国を理由に逮捕される。
30日 ▼国家エネルギー政策委，軽油小売価

格維持のため，石油基金から50億の価格助
成を決定。液化石油ガス（LPG）の価格据え置
きも決定。

▼カシット外相がカンボジア訪問。国境地
域で逮捕された 7 人の釈放を求めたが，解決
に至らず。

▼刑事裁判所，2008年 8 月の政府広報局
NBT テレビ侵入事件で PAD の防衛隊84人に
有罪判決。
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　 1 　国家機構図（2010年12月末現在）
国　王 枢密院（19人）

首　相 裁判所 憲法上の独立機関

他の憲法上の機関

憲法裁判所
司法裁判所
行政裁判所
軍事裁判所

選挙委員会（5人）
オンブズマン（3人）
国家汚職防止取締委員会（9人）
国家会計検査委員会（7人）1）

検察機構2）
国家人権委員会（7人）
経済社会諮問会議（99人）

国会（630人）
上院150人

（公選76人，任命74人）
下院480人

首相府

外務省

運輸省

天然資源・環境省

観光・スポーツ省

農業・協同組合省

首相直属機関

国防省 財務省

社会開発・人間安全保障省

次官事務所
広報局
消費者保護委員会事務所

次官事務所
領事局
外交儀典局
ヨーロッパ局
技術経済協力局
国際経済局
条約・法律局
情報局
国際機構局
ASEAN 局
東アジア局
アメリカ・南太平洋局
南アジア・中東・アフリカ局

次官事務所
水上輸送・通商航海局
陸運局
航空輸送局
国道局
地方国道局
輸送交通政策企画事務所

次官事務所
公害監視局
海洋・沿岸資源局
鉱物資源局
水資源局
地下水資源局
環境振興局
森林局
国立公園・野生動物・植物種保護局
天然資源・環境政策企画事務所

次官事務所
スポーツ・レクリエーション
　開発事務所
観光開発事務所

次官事務所
米穀局
灌漑局 
協同組合会計監査局
漁業局
畜産局
土地開発局
農業研究局
農業普及局
協同組合振興局
農地改革事務所
養蚕局
国家農産品・食品規格事務所
農業経済事務所

首相秘書事務所
内閣官房
国家情報局
予算局
国家安全保障会議事務局
法制委員会事務局
文官公務員委員会
国家経済社会開発委員会事務所

首相監督下の独立機関
国王秘書局
宮内庁
国家仏教事務所
国王プロジェクト調整特別
　委員会事務局
国家学術調査委員会事務所
タイ学士院
国家警察庁

次官事務所
国王護衛局
国軍最高司令部
　　　　陸軍
　　　　海軍
　　　　空軍

次官事務所
財務局
中央会計局
関税局
物品税局
国税局
国営企業政策委員会事務所
公的債務管理事務所
財政経済事務所

次官事務所
社会開発・福祉局
女性問題・家族制度事務所
児童・青少年・社会的弱者・
　障害者・高齢者保護・福祉
　問題事務所

内閣（36人）
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（注）　各省の大臣官房は省略。 1 ）任命待ち。会計検査長官が代行。 2 ）2007年憲法および2010年検察
機構・検察官法により検察庁を改組。 3 ）2010年に国家文化委員会事務所を改組。

（出所）　2007年憲法，1991年省庁局改組法（最終改正2010年）等により筆者作成。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 氏名 政党
（所属・推薦）

首相 Abhisit Vejjajiva DEM
副首相 Suthep Thaugsuban（10月 8 日辞任，11月12日再任） DEM

Korbsak Sabhavasu（ 1 月11日辞任）
　→ Trairong Suwannakhiri（ 1 月15日任命）

DEM
DEM

Sanan Kajornprasart（Major General） CTP
首相府大臣 Satit Wonghnongtaey DEM

Virachai Virameteekul（ 6 月 6 日退任・科学技術大臣）
　→ Ongart Klampaiboon（ 6 月 6 日任命） DEM

国防大臣 Prawit Wongsuwan（Gen） DEM

内　閣

文化省
次官事務所
宗教局
芸術局
文化振興局3）
現代文化芸術事務所

科学技術省
次官事務所
科学サービス局
原子力平和利用事務所

公衆衛生省
次官事務所
医療局
疾病予防局
タイ式医療・代替医療開発局
医療科学局
健康関連サービス推進局
精神衛生局
保健局
食品・薬品委員会事務所

工業省

工業大臣直属

次官事務所
工場局
工業振興局
鉱業局
甘蔗・砂糖委員会事務所
工業製品規格事務所
工業経済事務所

投資委員会事務所

他の独立機関
王室財産管理局
タイ国銀行（中央銀行）
証券取引等監督委員会
保険業監督委員会

商務省
次官事務所
貿易局
国内取引局
国際通商交渉局
知的財産局
事業開発局
輸出振興局

内務省
次官事務所
地方行政局
コミュニティ開発局
土地局
災害予防軽減局
建設･都市計画局
地方自治振興局

法務省

法務大臣直属
麻薬取締委員会事務所

法務大臣監督下の独立機関
不正資金洗浄防止取締事務所

次官事務所
矯正局
権利自由擁護局
民事執行局
児童・青少年観察保護局
刑務局
特別事件捜査局
法務事務所
法科学研究所

労働省
次官事務所
職業斡旋局
職能開発局
労働福祉・保護局
社会保険事務所

エネルギー省
次官事務所
天然燃料局
エネルギー事業局
代替エネルギー開発・エネ
　ルギー保全局
エネルギー政策企画事務所

情報技術・通信省
次官事務所
気象局
国家統計局

教育省
次官事務所
教育会議秘書官事務所
基礎教育委員会事務所
高等教育委員会事務所
職業教育委員会事務所
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2010年　参考資料

財務大臣 Korn Chatikavanij DEM
　副大臣 Pradit Phataraprasit RCP
　副大臣 Pruttichai Damrongrat（ 6 月 6 日退任）

　→ Man Pattanothai（ 6 月 6 日任命）
PPD
MBP

外務大臣 Kasit Piromya DEM
観光・スポーツ大臣 Chumpol Silapa-archa CTP
社会開発・人間安全保障大臣 Issara Somchai DEM
農業・協同組合大臣 Theera Wongsamut CTP
　副大臣 Supachai Phosu BJT
運輸大臣 Sopon Zarum BJT
　副大臣 Kuakul Danchaiwijit（11月17日辞任，2011年1月14日再任） CTP
　副大臣 Prajak Kaewklahan（ 1 月14日辞任）

　→ Suchart Chokechaiwattanakorn（ 1 月15日任命）
BJT
BJT

天然資源・環境大臣 Suwit Khunkitti SAP
情報技術・通信大臣 Ranongruk Suwunchwee（ 6 月 6 日退任）＊

　→ Chuti Krairiksh（ 6 月 6 日任命）
PPD
DEM

エネルギー大臣 Wannarat Channukul RCP
商務大臣 Pornthiva Nakasai ＊ BJT
　副大臣 Alongkorn Ponlaboot DEM
内務大臣 Chavarat Charnvirakul BJT
　副大臣 Boonjong Vongtrairat（11月17日辞任，2011年 1 月14日再任） BJT
　副大臣 Thaworn Senneam DEM
法務大臣 Pirapan Salirathavibhaga DEM
労働大臣 Phaithoon Kaeothong（ 6 月 6 日退任）

　→ Chalermchai Sri-on（ 6 月 6 日任命）
DEM
DEM

文化大臣 Teera Slukpetch（ 6 月 6 日退任）
　→ Niphit Intharasombat（ 6 月 6 日任命）

DEM
DEM

科学技術大臣 Kalaya Sophonpanich（ 6 月 6 日退任）＊
　→ Virachai Virameteekul（ 6 月 6 日任命）

DEM
DEM

教育大臣 Jurin Laksanawisit（ 6 月 6 日退任・公衆衛生大臣へ）
　→ Chinnaworn Boonyakiat（ 6 月 6 日任命）

DEM
DEM

　副大臣 Chaiwuti Bannawat（ 6 月 6 日退任・工業大臣へ）
　→ Chaiyos Jiramethakorn（ 6 月 6 日任命）

DEM
PPD

　副大臣 Narisara Chawaltanpipat ＊ PPD
公衆衛生大臣 Witthaya Kaewparadai（2009年12月30日辞任）

　→ Jurin Laksanawisit（ 1 月15日任命）
DEM
DEM

　副大臣 Manit Nop-amornbodi（ 1 月10日辞任）
　→ Phansiri Kullannartsiri（ 1 月15日任命）＊

BJT
BJT

工業大臣 Charnchai Chairungrueng（ 6 月 6 日退任）
　→ Chaiwuti Bannawat（ 6 月 6 日任命）

PPD
DEM

（注）　＊女性閣僚
　DEM（民主党），SAP（社会行動党），BJT（タイ矜持党），PPD（国家貢献党），CTP（タイ国家開発党），

MTP（母なる大地党），RCP（国家団結開発党。タイ合心国家開発党［RJT］が2010年 3 月に党名変更）。
（出所）　官報および内閣事務所ウェブサイト（http://www.cabinet.thaigov.go）より筆者作成。

　 3 　国軍人事
国軍司令官 Gen. Songkitti Jaggabatara
陸軍司令官 Gen. Prayudh Chand-ocha（2010年10月 1 日）

（第一管区司令官） Lt.Gen. Udomdej Sitabutr（2010年10月 1 日）
海軍司令官 Adm. Khamthorn Pumhiran
空軍司令官 ACM Itthaporn Subhawong

（出所）　官報および国防省ウェブサイト。
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主要統計 タ　　イ　2010年

　 1　基礎統計
2006 2007 2008 2009 20101）

人 口（100万人，年末） 65.28 65.74 66.32 66.88 67.28
労 働 人 口（同上） 36.43 36.94 37.70 38.43 38.64
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.7 2.3 5.5 -0.9 3.3
失 業 率（％） 1.5 1.4 1.4 1.5 1.0
為替レート（ 1 ドル＝バーツ） 37.93 34.56 33.36 34.34 31.73
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2005 2006 2007 2008 20091） 20101）

民 間 消 費 4,060.4 4,379.1 4,555.2 4,999.6 4,993.3 5,428.4
政 府 消 費 843.6 926.0 1,039.3 1,120.8 1,213.9 1,304.6
総 固 定 資 本 形 成 2,049.8 2,204.0 2,249.7 2,492.3 2,181.8 2,499.3
在 庫 増 減 180.3 15.9 3.9 152.3 -261.3 129.0
財・サービス輸出 5,218.1 5,777.6 6,259.6 6,941.5 6,180.1 7,203.7
財・サービス輸入 5,297.5 5,503.8 5,544.5 6,708.8 5,226.5 6,451.8
国 内 総 生 産 支 出 7,054.8 7,798.7 8,563.1 8,997.8 9,081.3 10,113.1
国 内 総 生 産（GDP） 7,092.9 7,844.9 8,525.2 9,080.5 9,041.6 10,103.0
海 外 純 要 素 所 得 -344.0 -316.8 -311.2 -323.6 -352.5 -436.0
国 民 総 生 産（GNP） 6,748.9 7,528.1 8,214.0 8,756.9 8,689.0 9,667.0
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　国家経済社会開発委員会事務所（http://www.nesdb.go.th）。

　 3 　産業別国内総生産（実質：1988年価格） （単位：10億バーツ）
2005 2006 2007 2008 20091） 20101）

農・畜産・漁・林業 347.9 365.4 370.0 385.2 390.4 381.6
うち農・畜産・林業 288.8 301.6 306.7 320.1 322.3 312.7

鉱 業 88.1 91.6 95.1 95.3 96.1 101.1
製 造 業 1,499.9 1,588.1 1,687.3 1,751.4 1,645.0 1,873.2
建 設 業 93.8 98.1 100.5 95.2 95.6 102.1
電 力 ・ 水 道 129.0 135.1 142.0 147.6 148.9 163.8
運 輸 ・ 通 信 407.7 432.0 429.9 413.7 430.3 0.0
卸 ・ 小 売 業 541.9 560.2 589.2 596.7 594.8 610.7
金 融 業 136.3 140.7 148.6 160.9 167.3 180.5
不 動 産 業 151.2 159.5 164.8 168.7 170.6 177.0
行 政 ・ 国 防 116.3 115.3 119.1 122.2 122.3 127.1
サ ー ビ ス 369.7 392.8 408.0 411.6 418.6 448.3
国 内 総 生 産（GDP） 3,858.0 4,054.5 4,256.6 4,364.8 4,263.1 4,595.8
GDP 成 長 率（％） 4.6 5.1 4.9 2.5 -2.3 7.8
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　表 2 に同じ。
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2010年　主要統計

　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2007 2008 2009 2010

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 625,037 987,891 661,566 1,116,459 535,876 860,102 645,332 1,211,492
N A F T A 746,014 362,151 744,003 422,881 635,225 319,073 714,530 384,073

アメリカ 669,511 330,240 667,747 380,675 567,699 288,563 638,820 342,057
E U1） 747,953 415,994 769,774 476,966 618,758 415,325 690,082 444,953

ド イ ツ 100,681 136,349 105,250 150,045 89,504 118,339 104,374 148,280
イギリス 124,920 52,714 130,920 60,387 110,310 60,724 115,718 61,199

A S E A N 1,129,092 872,246 1,319,391 1,002,145 1,106,492 850,941 1,403,598 971,441
シンガポール 330,737 218,680 332,443 236,132 257,967 197,348 285,186 201,931
マレーシア 269,582 299,885 325,280 322,995 260,837 295,286 334,598 343,239
インドシナ諸国2） 255,808 136,670 334,378 184,116 321,840 162,323 391,966 165,518

中 国 511,110 564,566 532,319 670,343 548,760 586,127 678,632 775,451
香 港 299,270 50,146 330,754 65,177 323,220 59,652 413,785 58,235
台 湾 115,197 199,750 88,799 206,926 76,678 165,049 101,979 218,164
韓 国 102,828 184,223 121,103 228,216 96,110 186,762 114,267 258,386
中 東 257,697 641,074 313,053 932,873 298,444 568,840 305,006 663,973
合 計 5,302,119 4,870,186 5,851,371 5,962,482 5,194,589 4,600,548 6,176,424 5,839,391
（注）　 1 ）EU は27カ国の合計値。
　　　 2 ）インドシナ諸国はカンボジア，ベトナム，ラオス，ミャンマーの合計値。

（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万バーツ）
2006 2007 20081） 20091） 20101）

経 常 収 支 84,553 539,704 67,380 754,474 463,493
貿 易 収 支 34,324 439,081 -14,266 669,119 439,600

輸 出 4,838,242 5,212,208 5,831,086 5,155,054 6,120,928
輸 入 -4,803,918 -4,773,127 -5,845,352 -4,485,935 -5,681,327

サ ー ビ ス 収 支 176,993 204,700 158,428 187,451 212,638
輸 送 23,302 26,536 6,757 19,173 -5,320
旅 行 332,723 398,140 436,631 387,153 468,107
そ の 他 の サ ー ビ ス -179,032 -219,976 -284,960 -218,875 -250,148

所 得 収 支 -254,345 -239,892 -235,018 -255,557 -340,383
雇 用 者 報 酬 50,371 56,399 63,127 56,067 55,767
投 資 収 支 -304,716 -296,291 -298,145 -311,624 -396,151

経 常 移 転 収 支 127,581 135,815 158,236 153,461 151,638
資 本 収 支 310,607 -61,663 399,828 -101,686 494,554

直 接 投 資 323,783 288,311 146,431 29,493 48,842
証 券 投 資 164,697 -229,035 -65,530 -202,599 268,205

株 式 201,613 148,443 -129,154 46,726 87,585
債 券 17,962 -48,145 38,666 33,682 169,123

そ の 他 の 投 資 -177,872 -120,939 318,927 71,421 177,508
誤 差 脱 漏 82,364 108,378 344,640 171,812 28,251
外 貨 準 備 増 減 -477,525 -586,419 -811,849 -824,600 986,299
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。

2011年のタイ
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タ　イ
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6758万人（2011年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　プーミポン・アドゥーンラヤデート国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝30.49バーツ，2011年平均）

会計年度　10月～ 9月

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

26.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

タイの県（チャンワット）名
（県庁所在地名は県名と同じ）

東 北 タ イ

中 部 タ イ

南 タ イ

北 タ イ 上 部
チェンマイ
チェンラーイ
ナーン
プレー
メーホーンソーン
ランパーン
ランプーン
パヤオ

北 タ イ 下 部
ターク
スコータイ
ウッタラディット
ピサヌローク
カンペンペット
ピチット
ペッチャブーン
ナコンサワン
ウタイターニー

マハーサーラカム
チャイヤプーム
ナコンラーチャシーマー（コーラート）
ブリラム
スリン
シーサケート
ローイエット
ヤソートン
ウボンラーチャターニー
アムナートチャルーン

サケーウ
チャチュンサオ
クルンテープ（バンコク）
サムットサーコン
サムットプラカーン
チョンブリー
ラヨーン
チャンタブリー
トラート
サムットソンクラーム
ラーチャブリー
ペッチャブリー
プラチュワプキーリーカン

パッタルン
トラン
パッタニー
ソンクラー
サトゥーン
ヤラー
ナラティワート

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

27.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

ノーンカーイ
ルーイ
ウドンターニー
ノーンブアランプー
サコンナコン
ナコンパノム
ムクダーハーン
コーンケーン
カーラシン

チャイナート
シンブリー
ロッブリー
サラブリー
アーントーン
スパンブリー
プラナコンシーアユタヤー
カーンチャナブリー
ナコンパトム
ノンタブリー
パトゥムターニー
ナコンナーヨック
プラーチーンブリー

チュムポーン
ラノーン
スラートターニー
パンガー
クラビー
プーケット
ナコンシータマラート

国 境
地方区分
県 境
首 都
県庁所在地

ラ オ ス

カンボジア

中部タイ

マレーシア

南
 
タ
 
イ

1

2

5
3

4
6

7

8

9
10

11

12

13 14 15

20
22

29

26

18

21 23

3630
33

3231

27

37
28

3534

24

16

1554

59
585762

63

64

46

38
17

56

52

5049
41

48
44

43

7776

74 7375

7172

70
68

66
67

25

60
54 55

53

42
39

40

61

65

47

北
タ

イ

ミ

ャ

ン

マ

北

東

タ

イ

69

ブンカーン＊

37.

19

77.

（注）＊は2011年6月23日設置。ノーンカーイ県東部を分離。
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タクシン派女性首相誕生と
洪水に断たれたサプライチェーン

今
いま

泉
いずみ

　慎
しん

也
や

概　　況
　2011年 7 月 3 日に下院議員総選挙（定数500議席）が行われ，2006年クーデタで
追放されたタクシン元首相を支持する野党「タイ貢献党」が265議席を得て圧勝
した。その結果，タクシン元首相の妹であり，同党の事実上の首相候補となった
インラック・チンナワットが，初の女性首相に就任した。インラック政権は，最
低賃金引き上げ，法人税減税，籾質入れ制度などの公約の実現に着手した。また，
政治面では国民和解を掲げ，軍や諸勢力との協調的な関係を模索し，反タクシン
派が反発するタクシン元首相の恩赦や不敬罪改正に慎重な姿勢をとった。
　順調な滑り出しをみせたインラック政権は，発足 2 カ月にして大洪水という難
題に直面した。洪水被害は10月にはバンコク周辺に及び，近郊の 7 つの工業団地
が次々に水没したほか，被災しなかった多くの工場も物流の寸断によって操業停
止を余儀なくされ，その影響は日本をはじめとして世界各国に波及した。洪水に
よる死者は800人余りに上り，住宅の浸水で数万人が長期の避難生活を強いられ
た。経済は第 3 四半期までは堅調に推移してきたが，洪水被害の影響で第 4 四半
期はマイナス成長に落ち込んだ。洪水の終息で12月には経済指標の改善がみられ
たものの，本格的な回復は2012年に持ち越された。企業・投資家の信頼を回復す
べく洪水対策・水資源管理の確立が喫緊の課題となっている。
　対カンボジア関係では，2010年末に国境地帯視察中の民主党議員と反タクシン
運動を主導してきた民主主義人民連合（People’s Alliance for Democracy：PAD）の
活動家がカンボジア軍によって逮捕・拘束される事件が発生し，関係悪化から一
時両軍が国境地帯で交戦した。 5 月にはカンボジアの提訴に基づき国際司法裁判
所（ICJ）が両軍の紛争地域からの撤退を命じる仮保全措置を出したほか，ASEAN
外相会議では議長国インドネシアが仲介に動いた。 8 月にカンボジアとの関係の
深いタクシン派が政権についたことで関係改善の兆しがみられた。

2011年のタイ
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国 内 政 治

下院解散の条件とされた憲法改正
　2010年 5 月に商業地域の占拠を続けたタクシン支持派の反独裁民主主義統一戦
線（National United Front of Democracy Against Dictatorship：UDD）との交渉のなか
で，アピシット・ウェーチャーチーワ首相（民主党）が早期に解散・総選挙を実施
することを表明したため，2011年に入ると12月の下院議員の任期満了を控えて下
院解散・総選挙は秒読みの段階にあった。アピシット首相は同じく2010年 5 月に
提唱した「国民和解のためのロードマップ」（王室擁護，メディア改革，デモ参
加者死亡の真相究明，経済的不平等是正，憲法改正の 5 項目）の実現が総選挙の
条件であるとしたが，唯一目に見える成果が出たのは，2010年末からあわただし
く進められた選挙制度に関する憲法改正だけであった。
　憲法改正が選挙直前に行われたのは，2006年クーデタ後に制定された2007年憲
法が公選議員の活動を規制していることに，与野党議員が強い不満を感じていた
からであった。2009年には国会の「政治改革・憲法改正検討国民和解委員会」が
6 項目の憲法改正提案を行った。アピシット首相が2010年に設置した「憲法改正
方針審議委員会」（委員長ソムバット・タムロンタンヤウォン国立開発行政大学
院教授）はこの 6 項目提案を優先課題として審議し，改正案にまとめた。今改正
は，そのうち条約締結手続き（第190条）と下院議員選挙制度の 2 項目の改正を先
行して行うものであった。タイ貢献党は憲法改正に反対の立場をとり審議に参加
しなかった。憲法改正における争点は 1 選挙区から 1 候補を選ぶ小選挙区制の復
活であった。下院議員選挙は比例代表方式と選挙区方式との並列制をとるが，
2007年憲法は選挙区方式については 1 選挙区から複数の候補を選ぶいわゆる中選
挙区制を採用していた。議員のなかには1997年憲法が採用した小選挙区制の復活
を求める意見が強かった。民主党内に慎重論があったが，比例区定数の見直しを
同時に行う改正案がまとめられた。改正案は比例区定数を80から125に増やす一
方，小選挙区定数を375（25減）とし，下院議員総数を500（20増）とした。また，比
例制について全国 8 つの選挙区に分けていたが，改正案はこれを1997年憲法と同
じくひとつの全国区とする方式に戻した。これらの改革は現職首相を擁する民主
党に有利と考えられた。選挙制度を変更する憲法改正案は 2 月11日に国会両院合
同会で可決された（賛成347，反対37，棄権42）。国会承認が必要とされる条約の
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範囲を明確にするもうひとつの憲法改正案は，同日に可決された（賛成397，反対
19，棄権10）。 2 つの憲法改正は国王の裁可を経て 3 月 4 日に公布された。この
憲法改正を受けて，選挙実施に必要な「下院議員選挙・上院議員選出法」，「選挙
委員会法」，「政党法」の 3 つの憲法付随法改正案が国会で可決され（ 4 月25日），
さらに憲法で義務づけられる憲法裁判所の審査に付された。 5 月 9 日に憲法裁判
所が合憲の判断を出すのを待って，アピシット首相は同日に下院を解散し， 2 カ
月の選挙戦が始まった

事実上の首相選を制したインラック政権
　タイ貢献党は， 5 月16日にタクシン元首相の妹であるインラック・チンナワッ
トを同党の比例代表名簿の第 1 順位とすることを正式に決定した。選挙戦は，現
職の民主党アピシット首相と，インラック候補のどちらを首相に選ぶかという事
実上の首相選となった。タイ貢献党の公約や首相候補の選定に海外で逃亡生活を
続けるタクシン元首相が中心的な役割を果たした。
　インラックは，1967年生まれの44歳（選挙当時）。タクシン元首相の18歳離れた
妹である。タイ北部のチェンマイ大学を卒業後，アメリカで経営学修士を取得し，
タクシン一族が保有したシン・コーポレーション・グループに入り，携帯電話事
業の AIS 社の CEO を務めたほか，タクシン一族がシン社株式を売却した後は一
族の資産開発会社である SC アセット社の代表取締役を務めていた。このように，
インラックはビジネスでは手腕を発揮したが，政治経験はなかった。
　インラック候補が「ノミニー」（傀儡）にすぎないのではないか，という記者の
質問に対して，タクシン元首相は「クローン」（複製）だと切り返した。タクシン
元首相は，年の離れた妹であるインラック候補が自分の一番年上の娘のようであ
り，アメリカ留学時代やタイに戻ってから企業経営において経験を積む間も常に
タクシン元首相と一緒に歩んできたことを強調した（Matichon，2011年5月20日）。
報復のためではなく問題解決のためにインラックが選ばれたこと，そして，女性
の方が多様な意見に耳を傾けることができ，和解を達成できるとした。
　選挙戦の序盤には民主党とタイ貢献党は互角とみる者もあったが，いくつかの
世論調査においてタイ貢献党が終始優勢を示した。選挙戦後半になると民主党は
ネガティブ戦略に重点を移し，2010年 5 月のタクシン派の暴動の責任を問う姿勢
を鮮明にした。UDD・タイ貢献党側は，強制排除による死傷者についてアピシッ
ト政権に責任があるとの従来の主張を繰り返した。インラック陣営はこうした議
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論には関与せず，国民和解の実現を強調する姿勢をとった。
　総選挙前には UDD の集会等における王室への言及を不敬罪で取り締まろうと
する動きが強まったが，諸政党は王室を政治利用しないことで合意し， 5 月 4 日
に公布された選挙委員会規則では選挙運動に王室を利用することが禁止された。
　軍によるクーデタの噂が繰り返し流れたが， 4 月には国軍幹部が揃ってクーデ
タの噂を否定し，軍が総選挙に中立の立場をとることを表明した。 6 月14日には，
プラユット・チャンオーチャー陸軍司令官がテレビ出演し，これまでと同じ選挙
では変化は生まれないとし，良き人，礼儀正しき人，そして国のために働く決意
のある人を選ぼうと呼びかけた。この発言はタイ貢献党への批判と受け取られた。
しかしながら，インラック陣営は和解を強調する立場を堅持し，軍に対しては報
復人事を行わないことを表明し，協調を模索した。
　 7 月 3 日の投票の結果，タイ貢献党が予想を上回る265議席を獲得し，民主党
は159議席にとどまった（表 1 ）。投票率は選挙区・比例区ともに75.03％であった。
　比例区の得票率をみると，前回2007年12月23日の総選挙では民主党が33議席

（得票率40.4％），タクシン派の「人民の力党」が34議席（同41.1％）とほぼ互角で
あったのに対して，今回の選挙では民主党が44議席（得票率35.1％），タイ貢献党
は61議席（同45.4％）となり，タイ貢献党が民主党を大きく引き離した。憲法改正

表 1　2011年下院議員選挙の結果
合計 選挙区 比例区

定　　数 500 375 125
与党

タイ貢献党（PheuThai） 265 204 61
タイ国家開発党（ChartthaiPattana） 19 15 4
国家貢献開発国民党（ChartPattnaPueaPandin） 7 5 2
民衆力党（PhalangChon） 7 6 1
大衆党（Mahachon） 1 1
新民主主義党（NewDemocrat） 1 1

与党合計 300 230 70
野党

民主党（Democrat） 159 115 44
タイ矜持党（Bhumjaithai） 34 29 5
母なる大地党（Matubhum） 2 1 1
タイ国を愛する党（RakThailand） 4 4
平和維持党（RakSanti） 1 1

野党合計 200 145 55
（注）　英文名称は選挙委員会登録のものを用いた。
（出所）　選挙委員会資料をもとに筆者作成。
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による比例区定数の増加は民主党ではなく，タイ貢献党に有利に働いた。
　次に選挙区方式をみると，中選挙区であった2007年は民主党の得票率が
30.21％（議席比率32.8％）であり，人民の力党は36.83％（同49.8％）であった。小選
挙区制を採用した今回の選挙では民主党が31.9％（同30.7％），タイ貢献党が
44.9％（同54.4％）であった。選挙制度の変更はあったが，タイ貢献党への支持が
増えたことが明らかである。また，今回の選挙で死票の割合は民主党が41％，タ
イ貢献党27％となっており，小選挙区制の効果がタイ貢献党の議席を伸ばした。
　 2 大政党，つまり民主党またはタイ貢献党（旧人民の力党）のいずれかに投票し
た人の割合は，2007年に比例区81.5％，選挙区67.0％であったのに対して，2011
年はそれぞれ83.6％，76.9％へと増加した。2007年には選挙区において中小政党
の候補に投票するが，比例区で 2 大政党のいずれかに投票するという行動をとる
人が多くいたことが分かる。これに対して今回の選挙においては選挙区・比例区
いずれにおいても 2 大政党の一方を選択したことが顕著である。今回の選挙で中
小政党は議席を減らしており，その多くはタイ貢献党に回ったと考えられる。
　タイ貢献党は支持基盤である北部・東北部を中心に広い地域で議席を増やした
が，民主党は伝統的な票田であるバンコクおよび南部で依然として強さをみせた。
とくに南部では次点以下の候補と大差をつけて当選した議員が多い。バンコクで
は民主党が優勢であるが接戦が多かった。中小政党はその本拠地である県におい
て議席を失う事例もあり，苦戦を強いられたといえよう。
　タイ貢献党の勝因は何であろうか。そもそも前回の2007年総選挙を含めて2001
年以降の 3 回の総選挙に勝ったのは常にタクシン派であり，もともと民主党の支
持基盤は弱かった。選挙で負けた民主党が政権を得たのは，2008年12月の憲法裁
判所判決によってタクシン派の人民の力党ほか与党 2 党が解散を命じられたこと，
そしてタクシン派の一部（現在のタイ矜持党）が民主党側に寝返ったからであった。
タクシン支持派が新たに結成したタイ貢献党は，選挙になれば自分たちが必ず勝
つと自信を持っていた。
　民主党は政権にある間に支持基盤の拡大を狙ったが成功しなかった。かつてタ
クシン政権の政策は「大衆迎合的」であると強く批判されたが，アピシット政権
はタクシン派に対抗するように，分配を重視した政策に傾斜していった。選挙戦
においてもタイ貢献党と大衆迎合的な公約を競ったが，民主党は国民の支持を引
き出すことができなかった。また，金融危機による世界経済の減速に見舞われる
など外的環境にも恵まれず，アピシットが政権についた2009年はタイもマイナス
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成長となった。国内政治では，アピシット政権は UDD による抗議行動に悩まさ
れ続けたほか，対カンボジア政策で強硬な対応を求める PAD に突き上げられ，
ICJ や世界遺産委員会など国際機関の場でも守勢に立たされた。また，民主党は
2010年 5 月の抗議行動で多くの犠牲者が出たことから，タクシン派が支持を失う
と期待したが，叩かれたタクシン派は結束を固め，アピシット政権ではもはや問
題を解決できない，との見方の方がむしろ強まったといえよう。これはまさにタ
クシン派の狙い通りの展開であった。
　タイ貢献党の勝利を確実なものとしたのが，インラックという強力な候補の投
入であったことは疑いがない。タクシン元首相への信奉はなお根強く，その妹と
いう首相候補の存在は大きかった。また，ジェンダーが選挙戦のなかで中心的な
争点となったとはいえないが，女性であることが国民和解の推進に有利であると
いうメッセージは選挙戦のなかでたびたび強調された。
　民主党支持が強かった都市部では，ほかの政治勢力に流れた票も少なくなかっ
た。たとえば，風俗業経営で財をなし，その後警察汚職の批判など歯に衣着せぬ
発言で人気のあるチューウィット・カモンウィシットが立ち上げた新党「タイ国
を愛する党」は，比例区で 4 議席を獲得する大躍進となった。同党はバンコクに
おいて比例区で 7 ％の支持を集めた（民主党45％，タイ貢献党42％）。
　また，PAD が「獣を国会に送るな」というスローガンのもとに展開した選挙
ボイコット運動が民主党に不利に働いた可能性も高い。タイでは，投票用紙に

「投票する意思がない」という項目を選べるようになっており，PAD は有権者に
それを選択するように求めた。全国で「投票する意思がない」が比例区2.72％，
選挙区4.03％（2007年2.85％，4.58％）であったが，バンコクではそれぞれ6.42％，
6.09％（2007年選挙ではバンコクを含む第 6 選挙区は3.24％，4.22％）と高い。他方，
既存政党に不満だが，PAD 支持とみられたくない無党派層が無効票を投じた面
もあるといわれるが，無効票は全国では比例区4.90％，選挙区5.79％（2007年5.56％，
2.56％），バンコクでは比例区1.39％，選挙区5.34％となった。

インラック連立政権の成立
　選挙後，直ちに連立協議が開始され，タイ国家開発党，国家貢献開発国民党，
民衆力党，新民主主義党，大衆党の 6 党が連立で合意し，下院で300議席の安定
多数を確保した。選挙委員会は当選認定に慎重な姿勢をとり，総選挙後の通常国
会開会の遅れが危ぶまれたが，通常国会が招集された 8 月 1 日までに議員全員の
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当選確定が行われた。なお，不正の疑いから 7 月31日に 2 選挙区で再選挙， 1 選
挙区で票の再集計が行われたが，当選者に変更はなかった。
　確定作業が遅れた原因は，刑事訴追されている UDD 幹部がタイ貢献党の比例
名簿に含まれていたからである。UDD はこれまでタイ貢献党とは独立して運動
を進めてきたが，タイ貢献党は今回の選挙では論功行賞として UDD 幹部を比例
名簿に加え，その結果10人が当選した。なお，このうちチャトゥポーン・プロム
パン議員については，11月になって選挙委員会は選挙時に逮捕拘留されていたこ
とを理由に議員資格がないと認定し，最終的な判断は憲法裁判所に委ねられた。
　 8 月 5 日に下院はインラックを首相候補に指名し， 8 月 8 日に国王によって首
相に任命された。 9 日の組閣では副首相を 5 人に増員し，経験ある政治家や外部
有識者を起用することで政治経験のないインラック首相の脇を固めた。折しも 7
月27日に逝去したペチャラット王女（第 6 世王の娘，享年85歳）の服喪期間と重
なったため，閣僚全員が喪章をつけての宣誓式となった。組閣において UDD 幹
部の閣僚入りは見送られたが，大臣顧問等の形で政府に参加した（後に2012年 1
月の内閣改造で UDD 幹部が閣僚に加わった）。
　 8 月23～25日に国会において所信表明演説と質疑が行われた。タイ貢献党の公
約はインラック政権の「政策表明」にまとめられた。政権最初の年に実施する優
先政策（16項目）としては，まず相互理解の促進による民族和解の確立と民主主義
の再生が掲げられた。1997年憲法体制後半以降の意見の対立と暴力によって影響
を受けた諸方面の人々を継続的に支援するほか，アピシット政権で設置された

「真相究明・国民和解委員会」（委員長カニット・ナナコーン元検事総長）による
真相究明を支援するとした。このほかに，麻薬，南タイ問題，水資源管理，憲法
改正に取り組むことが表明された。他方，経済面の優先政策としては，インフ
レーション・原油高の影響の緩和，購買力増強による国民生活の質の向上，法人
税減税，農産物価格引き上げ，低所得者層・農民の資金アクセスの向上，観光促
進，学校へのタブレット PC 配布等が掲げられた。また，鉄道の複線化，バンコ
ク＝チェンマイ間などの高速鉄道，バンコク都内の10路線の開業と運賃の一律化

（20バーツ），アンダマン海とタイ湾を結ぶランドブリッジ構想などのメガプロ
ジェクト構想も掲げられた。総じていえば，農村・低所得者層などへの分配によ
る内需拡大と競争力強化を組み合わせたタクシン政権期で追求された経済政策

（「タクシノミクス」と呼ばれた）を復活させるものであった。
　下院で単独過半数を制したタイ貢献党が中小政党と連立を組んだ背景には，専
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横との批判を回避したいほか，公約とする憲法改正に向けた布石でもあった。憲
法改正は国会両院合同会（定数650）で行われ，過半数の承認が必要だからである。
上院は1997年憲法によって初めて公選とされたが，議員の政党への所属が禁止さ
れている。また，2007年憲法では定数150うち公選議員は約半数の77（ 1 県 1 選挙
区。2011年 3 月に県がひとつ増えた）に限定し，残りの議員は憲法で定める手続
きに従って，「学術」，「政府」，「民間」，「専門職」，「その他」の 5 つのセクター
から「選出」する。 3 月には，アピシット政権下で非公選議員の入れ替えが行わ
れた。憲法施行後に最初に選出された非公選議員の任期を 3 年とする経過規定
297条によるものである（通常は任期 6 年）。上院議員は原則 1 期のみで再任が認
められないが，経過措置として再任が認められたため，選出された73人のうち29
人が再任であった。
　憲法改正について連立与党は，12月21日に改正手続きに関する第291条を改正
することで合意した。国民投票の位置づけなど改正の進め方についてはタクシン
派内にも異論があり，2011年中に明確な方針は示されなかった。
　また，インラック首相は選挙中から軍の人事に介入しないことを表明しており，
10月 1 日付の人事は軍側の案にほぼ従った形で行われ，UDD が目の敵とするプ
ラユット陸軍司令官は留任となった。軍に対するタイ貢献党の対応は先送りされ
た。他方，警察長官にはタクシン元首相の義兄のピヤオパン・ダーマーポン警察
大将が昇進した。前任のウィチアン・ポットポーシー警察大将は当初更迭に抵抗
する姿勢を示したが，国家安全保障委員会事務総裁職に転出した。
　司法や憲法上の独立機関である選挙委員会等における手続きを利用し，敵対す
る勢力を追い落とそうとする動きは選挙戦を通じて顕著であった。たとえば，民
主党とタイ貢献党は相互に相手側の選挙違反を選挙委員会に申し立てた。民主党
は，タイ貢献党がその候補者のメディアにおける露出を増やすために，メディア
に資金提供したと主張した。また，タイ貢献党は商務省による消費者向け低価格
販売（空色の旗事業）が有権者への資金提供にあたると主張した。いずれの申立て
も認められなかった。また，PAD は，選挙無効を求めて最高裁判所に訴えたが，
訴えの利益がないとして却下された。インラック政権は下院で安定多数を確保し
ているため，今後も民主党や PAD がこうした院外での手続き申立てなどを通じ
て政権に揺さぶりを仕掛けることが予想される。2008年12月に人民の力党の解散
を命じた憲法裁判所の判決の根拠となった憲法規定はなお残っており，予期せぬ
時期に選挙違反の申し立てが認められて解党命令が出される可能性が残る。
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大洪水への対応と復興に向けた取り組み
　順調に船出したインラック政権は，発足後 2 カ月にして大洪水という難題に直
面した。平たんな地形の多いタイでは雨季が終わる10月から11月にかけて上流で
降った雨が下流域に集中し，毎年のように洪水が起きる。しかし，2011年の洪水
被害は1942年以来という稀にみるものであった。すでに 9月頃には北部上流域で
洪水被害が顕著となっており，南部の水害（ 3 月）と同じく被災家族への5000バー
ツの見舞金支給が閣議決定されていた。その後，洪水の影響は次第に下流域へと
広がった。政府は，閣僚が陣頭指揮に立って，軍を動員し堤防の強化など対策に
努めたが，10月にはバンコク近郊のアユタヤー県，パトゥムターニー県において
工業団地 7カ所が次々と水没し，主要道路が寸断された。アユタヤーの遺跡も水
没した。被災した工場のみならず，洪水対策や物流の寸断による部品不足のため
に多くの工場が操業の停止を余儀なくされた。操業停止の影響は，タイ国内だけ
でなく，日本や世界各国に波及し，グローバルなサプライチェーンのなかでタイ
がいかに重要な位置にあるかを知らしめることとなった。バンコクにおいても浸
水被害が広がり，政府は，工業団地の洪水被害が拡大した10月 8 日に「水害・地
滑り・干ばつ問題解決委員会」を設置する一方，元警察長官のプラチャー司法相
を長とする「水害被災者支援センター」をドンムアン空港内に設置し，被災者の
支援にあたらせた。10月11日の閣議で，インフラストラクチャー，経済，社会の

水没するドンムアン空港（2011年11月19日，ジェトロ・バンコク事務所 助川成也 撮影）
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3 分野の「水害被災者支援復興軽減委員会」を設置し，復興計画の策定にあたら
せた。また，10月25日の閣議では復興支援のため政府系金融機関を通じた信用供
与策をまとめた。
　しかし，その後も被害地域は拡大し，避難所にも指定されていたドンムアン空
港も浸水し，政府は支援センターの移動を余儀なくされた。バンコク中心部や東
部の工業団地への浸水が懸念されたが，政府はバンコク中心部を死守すべく，

「ビッグバッグ」と呼ばれた巨大な土嚢で防衛線とした幹線道路に堤防を築いた
ほか，ポンプによる排水を強化することで，海面が上昇する11月の大潮を乗り
切った。12月になって洪水被害はようやく収束した。被災地域の多くでは11月半
ばから排水・清掃作業が開始された。
　洪水の直接の原因は降雨量の著しい増加であったが，ダム放水の遅れが被害の
拡大を招いた。近年，洪水と同様に乾季の干ばつ被害が続いており，干ばつへの
備えに気を奪われた結果，ダムが満水になって初めて大量の放水を開始し，その
水が下流域を直撃することとなった。浸水は65県に及び，浸水面積は 4 万5023平
方キロメートル（11月末，科学技術省）であった。死者は812人に及び，例年と異
なり水の勢いが強いために水死した者のほか，感電による死者も多かった（家庭
用電圧は220ボルト）。長期の浸水によるカビの発生，腐敗の進行，感染症などの
健康被害への懸念も強まった。
　洪水対策を進めるなかで地域間の対立が顕在化した。バンコクを守るために水
門を閉めたことや，堤を築いたことで周辺地域に浸水被害が拡大した。実力で水
門を開放しようとする地元住民と政府の間で小競り合いも起きた。また，与党タ
イ貢献党とスクムパン・ボーリパット・バンコク都知事（民主党）との政治対立も
状況を悪くした。バンコク防衛のための措置は周辺の被災地域の排水の遅れをも
たらし，12月になっても水が引かず長期の避難生活を強いられる住民も多かった。
　11月になると政府は，中長期的な洪水対策および水資源管理体制の確立へと軸
足を移した。11月10日，政府は「復興と国の未来建設のための戦略委員会」（委
員長ウィーラポン・ラーマーンクーン元財務相）と「水資源管理体制戦略委員会」

（委員長キティラット副首相兼商業相）を設置した（いずれも国家経済社会開発庁
［NESDB］内に事務局）。11月15日の第 1 回会合では，ウィーラポン委員会の下
部機関として，戦略・外交顧問団と，①民間協力調整・信頼形成，②恒久的組織
設置・行政運営指針，③金融・資本市場，④保険の 4 つの小委員会が設けられた。
被災企業の多くは保険金が支払われたが，とくに被災した工業団地では保険料の
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高騰などの問題が生じた。具体的な復興プランや水資源管理計画の内容は2012年
に持ち越された。
　民主党は政府の洪水対策の失敗を追及する姿勢を示し，支援物資の配布が滞っ
たことの責任を求めて支援センターを担当したプラチャー法相に対する不信任動
議を提出した（11月28日採決，信任）。また，マープタープット訴訟を提起した環
境 NGO（地球温暖化防止協会）が，洪水対策失敗について政府の責任を問う訴訟
を中央行政裁判所に12月に提起した。

対立回避を優先するインラック政権――恩赦・不敬罪
　タクシン派は，司法手続きにおいて保釈や刑事訴追など多くの面でタクシン派
が不利に扱われているという「ダブルスタンダード」批判を展開してきたが，イ
ンラック政権は司法のあり方の見直しを進める姿勢を打ち出した。10月にウク
リット・モンコンナーウィン元上院議長を委員長とする「国家法治主義独立委員
会」が設置され，「法治主義を支え，法律の適用が公平，平等，かつ人の権利・
自由を保護して行われるようにし，ならびに平穏な社会を導くため，国家の法適
用に対する信頼を確立すること」が目的に掲げられた。
　インラック政権は，復興や公約の実現を優先し，軍やほかの勢力との政治対立
を回避する姿勢を示した。有罪判決を受けて海外逃亡中のタクシン元首相の恩赦
を行おうとすれば，反タクシン派が結集する口実となることは明らかであり，イ
ンラック政権やタクシン元首相本人も早期の恩赦には消極的である。しかしなが
ら，早期の恩赦を求める声は UDD，タイ貢献党のなかに根強い。また，2009年
8 月に恩赦を請願するため UDD が集めた350万人の署名について，司法省が 9
月になってその有効性を確認したが，国王にはまだ提出されていない。また，海
外逃亡中のまま一度も服役せずに恩赦を受けることができるかという法的問題が
残る。他方，2010年 5 月の抗議行動で多数の死傷者を出した UDD 内に，政府側
の責任追及を求める意見も強く，政府関係者も恩赦の対象となることで責任追及
ができなくなることを警戒する。チャルーム副首相がタクシン元首相の恩赦を推
進する動きを示したが，12月に例年通り行われた国王誕生日の恩赦対象（ 2 万
6000人）にはタクシン元首相は含まれなかった。
　不敬罪（刑法112条）の問題が新たな争点として浮上した。これまでタクシン派
がその抗議集会のなかで行った王室への言及を不敬罪で取り締まる動きが続いた。
不敬罪で重い刑が科される事例が続いたことで，国際的にも批判を受けるように
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なった。11月には王室に批判的な内容の携帯メールを発信したとして，61歳のタ
イ人男性が懲役20年を宣告された。アメリカ市民権を持つタイ人男性が，発禁処
分となっている国王の伝記を翻訳したことやインターネット上の書き込みなどで
逮捕された事件では，アメリカ領事名で憂慮が表明された（12月 8 日に有罪判決）。
12月15日には女性活動家が集会での不敬発言を理由に懲役15年を宣告された。一
連の判決については国際人権 NGO からの批判が相次いだほか，国連人権高等弁
務官事務所が罰則改正を求める提案も表明している。タイの知識人のなかにも不
敬罪の改正を提言する者が出ている。若手法学者を中心とする「人民法学」（ニ
ティラート）は不敬罪の改正を提言するほか，2006年クーデタ以降の法改正を
いったん元に戻すことを提言して，反タクシン勢力の反感を買った。他方，内外
からの批判に対しては軍や王党派の反発が強く，たとえば，プラユット陸軍司令
官は不敬罪改正を認めない発言を繰り返し表明した。UDD 内には不敬罪改正を
求める意見もあるが，軍や他勢力との新たな対立点となる不敬罪改正問題にイン
ラック政権がすぐに乗り出す可能性は低い。 8 月にはチャルーム副首相が不敬な
内容を取り締まるためネット監視を強化する方針を表明するなど，閣僚内でも不
敬罪への取り組みには温度差がみられる。

経 済

第 4四半期はマイナス成長に
　2011年は，災害が経済に深い影響を残した年であった。3月末には南部を襲っ
た暴風雨による洪水や地滑りが発生し，天然ゴム，パーム油等の生産・供給に影
響を与えた。また， 3 月11日の東日本大震災による部品・原材料の供給の混乱の
ため，タイにおいても日系企業などに一時的な操業停止や減産が広がった。大震
災の影響から生産が回復した頃に発生したのが 9 ～11月の大洪水であった。
　洪水被害のため，第 4 四半期はすべての経済指標で急激な落ち込みが生じた。
タイ経済は世界金融危機の影響から2009年はマイナス2.3％成長となったが，
2010年は急速に回復し7.8％の高成長となり，2011年前半はバーツ高による景気
減速がみられたものの，第 3 四半期までの四半期別成長率は3.0％，2.8％，3.5％
と堅調に推移していた。洪水被害の結果，第 4 四半期の成長率はマイナス9.1％
を記録，通年では0.1％となった。
　インフレ懸念から2010年半ばに政策金利の引き上げを始めた中央銀行（タイ銀
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行）は，2011年に入ってからも0.25％ずつ 6 回にわたって利上げを行い，政策金
利は年初の2.00％から3.50％（ 8 月24日）まで上昇した。しかし，甚大な洪水被害
の発生や欧州経済危機による景気悪化への懸念が強まったことから，中央銀行は
利下げに方向を転じ，11月30日には政策金利を0.25％引き下げて3.25％とした

（2012年 1 月25日には3.50％に引き上げた）。
　洪水被害による工業生産の落ち込みは深刻であった。直接の被害を受けた企業
だけでなく，洪水に備えるため，あるいは部品等の供給の目処が立たないといっ
た理由で操業を停止する企業が広がった。その影響は輸出を牽引してきた自動車，
ハードディスクなどの電機・電子をはじめとして広い範囲の産業に及んだ。たと
えば，自動車生産（乗用車・トラック）についてみると，2010年には内外の需要拡
大で過去最高の160万台の生産を達成したが，2011年は震災・洪水による減産・
操業停止の影響で生産台数は大きく減少した（図 1 ）。日系企業では生産を日本や
第三国に移す動きがみられ，タイ人労働者の日本への一時的な受け入れを円滑化
するための措置もとられた。
　輸出は第 4 四半期にマイナス4.8％と急減したが，通年では11.7％増となった。
欧州経済危機の影響は，対欧輸出のシェアが小さいこともあり，あまり顕著では
ない。輸出先は，ASEAN 諸国が23.7％でもっとも多く，中国（12.0％），日本

（10.5％），アメリカ（9.6％），EU15カ国（9.4％），香港（7.2％）と続く。輸入は通年
で19.1％増であり，輸入先は日本（18.5％）がもっとも多く，ASEAN（16.2％），中
国（13.4％），中東（13.3％）と続く。原油高に伴い中東からの輸入は前年比36.8％
増となった。
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図 1　自動車生産数の推移

（注）　乗用車・トラックの国内向・輸出向生産をすべて含む。
（出所）　タイ工業連盟自動車部会資料より筆者作成。
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　株価指数（SET 指数）は2010年末の1032.76から1144.14（ 8 月 1 日）まで上昇した
が，洪水被害の影響が顕在化すると855.45（10月 4 日）まで急落し，その後回復し
て1025.32（12月30日）まで戻した。
　観光は，洪水を理由とする渡航自粛勧告が行われたこともあり，第 4 四半期に
は観光客が減少したが，通年でみると観光客数（空路で観光ビザで入国した人）は
2010年の325万人から2011年の404万人へと増加した（入国管理局統計）。被災者の
ホテル住まいが増え，ホテルの稼働率は上昇した。
　洪水被害に遭った企業のなかには事業継続を断念するところもみられたが，多
くは操業を再開する方向である。労働者のレイオフも懸念されたが，政府は企業
が雇用を継続することを条件に労働者 1 人当たり2000バーツを支給する措置をと
り，雇用維持に寄与した。
　洪水被害にもかかわらず，労働力不足が続く状況に大きな変化はなかった。失
業率は2010年の1.0％から0.7％へと低下した。労働力として外国人労働者の受け
入れは不可避であり，不法滞在外国人労働者を正規化するため，登録受け付けが
再度行われた（ 6 月15日）。他方，洪水被害が発生した際には外国人労働者が十分
に保護されない問題が発生しており，今後の待遇改善に課題を残した。
　タイ人労働者の技能向上のため「職能別」の最低賃金制度が 7 月28日から自動
車塗装工，自動車板金工，タイ料理調理師など11職種について実施された（後に
さらに11職種が追加）。職能水準に応じてそれぞれ 2 または 3 等級に分けて一般
の最低賃金より高い最低賃金が定められた。たとえば，自動車塗装工は 1 級（日
額330バーツ）， 2 級（430バーツ）， 3 級（505バーツ）に分けられる。

内需拡大策を進めるインラック政権
　インラック政権は 8 月に発足した後，優先課題として掲げる政策の実施に直ち
に着手した。インラック政権が「購買力増強」策の中核として位置づけるのが，
最低賃金の引き上げであった。民主党も最低賃金の引き上げを公約に掲げたが，
タイ貢献党の公約は全国一律に日額300バーツにする，という大胆なもので，こ
れと抱き合わせで実施される法人税率の引き下げで企業のコスト増は吸収される
と主張した。経済界からは強い反発が起きる一方，労働団体は公約通りの実施を
求めた。最低賃金は労使代表と政府代表で構成する賃金委員会で協議され，10月
17日に政府が示した案で合意に至った（11月 2 日付賃金委員会布告により実施）。
合意案ではバンコクとその周辺県，およびプーケット県について300バーツとし，
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その他の地域についてはバンコクの引き上げ率と同じ39.5％増とした。最低賃金
は県ごとに細かく定められており，最低額がパヤオ県の222バーツである。また，
2014年と2015年に見直すことを条件に2013年から全国一律300バーツとすること
も決められた。洪水被害の発生から，新たな最低賃金の適用は2012年 1 月 1 日か
ら同年 4 月 1 日に延期された。なお，国有企業は日給ベースの被用者 1 人につき
最低賃金300バーツを10月 1 日から適用したほか，大手企業のなかにも前倒しで
最低賃金300バーツに従うことを表明するものがあった。
　新たに適用される最低賃金においても全国77県のうち65県の最低賃金がまだ
270バーツ未満であり，230バーツ台が27県で一番多くなっている。一律300バー
ツを実現するためには多くの県で大幅な引き上げがさらに必要であり，急激なコ
スト増を懸念する企業の反発がなお続くとみられる。
　他方，法人税の引き下げについては10月11日の閣議で決定され，12月21日に必
要な勅令が公布された。法人税は2012年 1 月 1 日以降に始まる会計期間につき，
法人税を30％から23％に引き下げたほか，2013年 1 月 1 日以降の会計期間につき
さらに20％に引き下げられた。法人税引き下げは，最低賃金引き上げによるコス
ト増を吸収するほか，ASEAN 経済共同体の発足に向け，外国投資の誘致やタイ
企業の国際競争力を高める狙いがある。
　さらに，インラック政権は購買力増強を目指して大卒初任給の 1 万5000バーツ
への引き上げを進める。最低賃金のような政府が民間企業に強制する手段を欠く
ため，まず公務員について法改正の必要のない手当ての引き上げで先行的に実施
することとなった。公務員給与の引き上げは民主党がすでに実施しており，イン
ラック政権の施策はそれに上積みするものとなった。アピシット政権は 1 カ月の
報酬（本俸と手当て）が 1 万2225バーツに満たない公務員に一律1500バーツ支給し，
そのうえで8610バーツに満たない者にその額に達するようにさらに手当てを支払
うというものであった（適用期間は2011年 4 月 1 日～12月末）。一方，インラック
政権は，大卒公務員につき 1 カ月の報酬が 1 万5000バーツになるように手当てを
増額した。大卒以下の公務員についてはアピシット政権と同じく 1 万2280バーツ
に満たない者に一律1500バーツ支給する一方，さらに手当てが支払われるべき大
卒以下の公務員または一時職員の最低報酬額は9000バーツに引き上げられた

（2012年 1 月13日付財務省規則）。
　また，購買力増強策として，初めて買う車や持ち家の奨励措置が実施された。
初めて自動車を購入する者について，価格が100万バーツ未満（乗用車は1500cc
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以下）である場合，物品税を最大10万バーツ還付する制度が 9 月から開始された
（2012年末まで）。国内生産車のみを対象とし， 3 年間の分割払いと 5 年間の自動
車保有が条件とされた。他方，初めて住宅を購入する者に対する優遇措置が500
万バーツ以下の住宅を対象に開始された。当初，所得控除とされていたが，のち
に税額控除に変更された。洪水被害により自動車・住宅販売は伸び悩み，税還付
制度の利用は進まなかった。12月に政府は被災した車の買い換えにも適用を拡大
する方針を示した。

農業政策――籾質入れ制度の復活
　インラック政権の農業政策としては，50万バーツ以下の農民の債務の猶予措置
や村落基金の拡充などが行われたほか，農産物価格水準の上昇のため，籾質入れ
制度が再開された。これは籾米を担保に農家に貸し付けを行うものであり，市場
価格が基準価格よりも高い場合，農民は籾米を請け出して市場で販売することが
できる。逆に市場価格よりも基準価格を高く設定すると，実質的に政府による買
い取り制度として機能し，市場価格を高めに誘導し，農民所得の向上が期待され
る。10月 7 日に開始された貸付制度では，基準価格がタイ貢献党の公約通りに普
通米で 1 トン当たり 1 万5000バーツ，香り米で同 2 万バーツと市場価格よりも高
く設定された（ 9 月 9 日国家米穀政策委員会決定，13日閣議決定）。その結果，籾
米の市場価格上昇が起き，タイ米の国際競争力が低下し，輸出業者はコメ輸出減
を懸念したが，トータルで見ると輸出量は2010年の890万トンから2011年の1070
万トンへと増加した。また，高値の買い取りが行われるため，カンボジアからコ
メが違法に輸入された例もあった。しかし，大洪水の結果，預けられた籾米量は
予定を大きく下回った。
　この質入れ制度は政府が大量の在庫を抱えたり，汚職問題が発生したり弊害が
多いことを理由に，アピシット政権下の2009年から所得保証制度に切り替えられ
ていた。この制度は政府系の農業・農業協同組合銀行（BAAC）を通じて行われて
いる。また，政府は公約としていた「農民クレジットカード」（農民が生産要素
を購入する際に使用可）の交付準備を進めている。

エネルギー価格体系の見直し
　エネルギー価格政策はアピシット政権とインラック政権がともに力を入れた分
野であり，エネルギー価格の安定化のため燃油販売時に徴収される拠出金による
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「燃油基金」（Oil Fund）が焦点となった。アピシット政権は，2010年末の原油価
格上昇の影響による生活費の膨張を食い止めるため，軽油小売価格を 1 リットル
当たり30バーツ以下に維持し，その原資として燃油基金から補助金を交付するこ
ととした。燃油基金からの補助金の上限を当初50億バーツに設定したが，原油価
格高騰が長期化するにつれて引き上げられた。さらに， 4 月になると燃油基金の
赤字化を避けるため燃油基金からの補助を削減し，代わりに軽油に課される物品
税を時限的に減税することで軽油の価格維持を継続した（2011年 9 月末までとさ
れたが，インラック政権によって2011年末まで延長）。インラック政権は，優先
政策である原油高騰の影響軽減のため， 8 月末から燃油基金の拠出金徴収を一時
的に停止した。燃油価格は一時的に大きく値下がりしたが，燃油基金が赤字化し
た（後に徴収を再開）。
　液化石油ガス（LPG）や圧縮天然ガス（CNG，タイでは自動車用天然ガス NGV）
の小売価格が固定されたため，PTT 社（旧タイ石油公社）に液化天然ガス（LNG）
販売での赤字が蓄積した。LPG，CNG に対しては燃油基金から補助金を出すこ
とで利用者の増加を促す施策がとられてきた。インラック政権は，価格維持政策
が高所得者層にも有利になっていると主張し，価格がコストを反映する適正価格
になるように自由化をする一方，低所得者層や公共交通機関にはエネルギー・ク
レジットカードなどの交付による補助に切り替える方針を示した。輸送機器用
LPG の価格の自由化を2012年 1 月から実施する方針を示す一方，影響を受ける
バス，タクシーに対しては，12月から 1 カ月当たり3000バーツを上限とするエネ
ルギー・クレジットカードの交付を開始した。産業用 LPG 価格についてはアピ
シット政権時に段階的な自由化が開始されたが，家庭用の LPG 価格は2012年末
まで維持される。
　2010年に策定された「国家発電力開発計画」（PDP2010）において2020年の原子
力発電所の稼働が目標とされていたが，日本の福島第一原発の事故や国際原子力
機関（IAEA）から国内法整備や国際協定批准の必要性，人材育成の遅れを指摘さ
れたことを受けて，国家エネルギー政策委員会は原発稼働目標をさらに 3 年先延
ばしすることを決定した。

タクシン判決の余波に揺れる通信業界
　憲法に基づく新たな放送・通信事業の監督機関である「国家放送通信委員会」

（National Broadcasting and Telecommunication Committee：NBTC）が10月10日に発
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足した。NBTC の発足の遅れから第 3 世代携帯電話事業（3G）のライセンス入札
を実施できないなどの支障が生じていた。
　他方，タクシン元首相の資産没収を命じた2010年 2 月の最高裁判所判決に関連
したいくつかの法的紛争が顕在化した。最高裁は，携帯電話事業の事業権設定契
約の改定などタクシン政権下（2001～2006年）で行われた施策・措置が，タクシン
元首相が実質的に所有したシン社に対する便宜供与であり，違法であると認定し
たことが発端であった。この判決で損害を受けたとされたタイ電話公社（現・
TOT）は，携帯電話事業を行う AIS 社などに本来得るべき利益の支払いを求め，
いくつかの訴えを提起した。 5 月に出された仲裁判断では TOT 社の主張は認め
られず，TOT 社は行政裁判所において仲裁判断の取り消しを求める訴えを提起
した。また，別の事件では TOT 社自ら請求を断念し AIS 社への訴えを撤回して
いる。他方，TOT 社では責任を問われる懸念から取締役の半数が辞任した。
　また，携帯電話の DTAC 社に対しては，外国企業が実質的な株主であり通信
事業の参入が認められない外国人事業法上の外国人に該当するのではないかとす
る申立てが True 社により行われたが，商務省，検察は該当なしとの判断を示し
た。タクシン政権による2006年の通信事業の外国人出資比率規制緩和がシン社株
式をシンガポールのテマセク・グループに売却するためであったと認定されたこ
とを受けて，外資規制が政治問題化したことが背景にある。また，外国人事業法
上の名義貸し（ノミニー）の取り扱いが不明確なことも問題を複雑にした。

洪水被害と財源問題
　洪水被害の復興資金をどう捻出するかが課題となった。12月26日に政府は復興
や水資源管理のための財源確保などを目的として， 4 つの緊急勅令案を閣議決定
した（公布は2012年 1 月26日）。第 1 は，財務省に借入権限を認めるもので，借入
額は復興等に必要な3500億バーツと設定された。第 2 は，被災者への金融支援を
円滑化するもの，第 3 は洪水後の保険料の高騰に直面する企業などを支援するた
め「損害保険奨励基金」を設置するものであった。第 4 は，もっとも議論になっ
たもので，政府の公的債務比率を引き下げるため，1997年のアジア経済危機時に
金融機関支援によって生じた 1 兆1400億バーツの債務を政府から中央銀行が管理
する法人である金融機関再建開発基金（FIDF）に付け替えるものであった。この
債務返済のため，中央銀行が金融機関にその預金残高に応じて課金すること，中
央銀行が管理する外貨準備金の運用益などを返済に充てる方針が示された。
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対 外 関 係

タクシン派政権の成立で関係改善に向かう対カンボジア関係
　対カンボジア関係はタイの国内政局と連動して関係悪化と改善を繰り返した。
タクシン元首相およびその支持者とフンセン首相は良好な関係にあり，2009年に
経済顧問にタクシン元首相を迎え，反タクシン派を苛立たせた（2010年辞任）。
2010年 5 月の UDD の抗議行動が制圧された後には，何人かの UDD メンバーが
カンボジアに潜伏し，これも両国の関係改善を阻害した。
　二国間の最大の争点は，両国の国境地帯にあるプレア・ヴィヒア寺院（タイ名
プラウィハーン）周辺地域の帰属問題である。同寺院については1962年の国際司
法裁判所判決によってカンボジア帰属が認められたものの，周辺地域の帰属につ
いて両国の主張は対立したまま現在に至っている。タクシン元首相はカンボジア
との大陸棚資源の共同開発の方に関心があるとみられ，同寺院周辺の領土問題を
先送りする方針をとっていた。2008年にタクシン派のサマック政権はカンボジア
による同寺院の世界遺産登録と周辺開発計画を容認する姿勢を示した。これに対
して，民主党，PAD は領土問題を争う姿勢を明確にしている。
　2010年12月29日にカンボジアとの国境地域を視察中の民主党議員，PAD 活動
家ら 7 人がカンボジア軍によって逮捕・拘束される事件が発生し，対カンボジア
関係は2011年前半に急激に悪化した。拘束されたのはパニット・ウィキットセー
ト民主党議員，PAD に参加する活動家であるウィーラ・ソムクワームキット（タ
イ愛国者同盟代表）とその秘書などであった。彼らは逮捕された場所がタイ領で
あると主張したが，タイ外務省・国軍は 7 人がカンボジア領に立ち入ったことを
認めた。 7 人はプノンペンに移送され，違法入国，軍事地域への侵入の容疑で訴
追された。 1 月21日の判決でパニット議員ほか 5 人は執行猶予判決を受けて帰国
したが，ウィーラとその秘書には 2 月 1 日に実刑判決が出され，収監された。
　拘束された 7 人の解放など国境問題でのカンボジアに対する強硬姿勢を政府に
対して求めて PAD は首相府近くで座り込みを開始した。 2 月にアピシット政権
は国内治安法の発動で PAD の活動を規制する姿勢をみせたものの，強制排除に
は動かなかった。PAD は選挙期間中も座り込みを続けた。
　この事件をきっかけに国境のプレア・ヴィヒア寺院周辺で両国が部隊を増強し，
緊張が高まった。 2 月には戦闘が始まり，その後断続的に戦闘が行われ，タイ側
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住民にも死者が出た。タイ政府はこの問題を二国間で解決しようとする立場を
とったが，カンボジア政府は国際社会の関与による解決を目指し，その意図通り
の展開となった。国連安全保障理事会においてこの問題は取り上げられ，カンボ
ジア，タイ双方の代表が説明を行った。また，ASEAN 外相会議の場でもこの問
題は協議され，インドネシア政府が監視団を派遣することが合意された（監視団
は2011年中には派遣されなかった）。さらに， 4 月29日にカンボジア政府は，国
際司法裁判所（ICJ）に対して，プレア・ヴィヒア寺院をカンボジア領と認めた
1962年の判決の解釈を求めて提訴した。 5 月31日と 6 月 1 日に口頭弁論が行われ，
ICJ は 7 月18日付で両軍に紛争地域からの撤退を求める仮保全措置を発した。本
事件はなお係属中である。他方，世界遺産委員会の 7 月の会合にはスウィット環
境相が出席したが，主張が認められないとみると同委員会の脱退を表明した。
　 7 月総選挙においてカンボジアとの関係の深いタクシン派が政権に返り咲いた
結果，両国の関係は急速に改善した。 9 月24日にはインラック首相がカンボジア
を訪問，フンセン首相と会談し，国境問題などを協議した。インラック首相の訪
問直前にはタクシン元首相が訪問し，大陸棚の共同開発などを話し合ったと報道
された。また同日，UDD・タイ貢献党がカンボジア政府との親善サッカー試合
をプノンペンで開催した。2010年末に拘束された残りの 2 人は親善試合の際に解
放されるという噂があったが実現しなかった。12月21日にプノンペンで開催され
た二国間の総合国境委員会（GBC）では ICJ の仮保全措置に従った両軍の撤退やイ
ンドネシア監視団の受け入れなどで合意がなされた。
　日本とタイとではその間の災害における支援がやりとりされた。東日本大震災
後には，タイにおいても震災復興のため義援金を募る運動が広がりをみせた。タ
イからは，医療チームの福島県への派遣や，電力不足を補うための発電機の貸与
などの支援が行われた。他方，タイで洪水被害が拡大すると，日本側の支援が行
われた。11月に日本政府は，国際緊急援助隊専門家チームとポンプ車を派遣した
ほか，水資源管理体制確立への支援を開始した。
　2011年は在外タイ人保護が課題となった年であった。東日本大震災では在留タ
イ人も被災した。また， 2 月には「中東の春」とよばれた一連の民主化運動のな
かで，リビアに出稼ぎ労働者として在留するタイ人 2 万3600人の救援が課題と
なった。政府は客船や旅客機をチャーターするなど海路と空路で出国を支援した。
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2012年の課題
　インラック政権は，軍やほかの勢力との対立を回避し，洪水被害からの復興と
公約した諸施策の実施を優先したいが，UDD・タイ貢献党内にはタクシン元首
相の恩赦，不敬罪改正などの問題への早急な対応を求める声もある。急進的な
UDD 幹部の政権参加が進んだことでさらに慎重な舵取りが求められている。さ
らに，2007年 5 月30日のタイラックタイ党の解党判決により 5 年間の選挙権停止
に服していた当時の同党幹部が 5 月末に復権するが，なかにはインラック政権に
参加する者も出てくると考えられる。また，インラック政権とカンボジアとの関
係は良好ではあるが，ICJ 判決，世界遺産委員会の決定の内容によっては国境問
題が再燃することもありうる。民主党や反タクシン勢力は，インラック政権が下
院で安定多数を押さえているため，司法手続きや憲法上の独立機関を通じた揺さ
ぶりをさらに強めると考えられる。2008年12月にタクシン派の「人民の力党」に
解散を命じる根拠となった憲法規定がなお存在しており，予期せぬ時期に解党訴
訟が提起される可能性が残る。この規定を含め2007年憲法の見直しが今後の憲法
改正論議における争点となる。
　経済面での喫緊の課題は，タイが有効な洪水対策と水資源管理を進めることが
できることを示し，企業・投資家の信頼を回復することである。2012年に水害が
再発することを防ぐとともに，中長期的な水資源管理システムの確立が急務と
なっている。また，復興に取り組みつつも，ほかの構造的問題への対応が求めら
れる。労働力不足はなお続く見込みで，タイは外国人労働者の受け入れの拡大に
向かわざるをえない。熟練労働者の不足に対応するため，タイ人労働者のスキル
向上も課題となっている。ASEAN 経済統合を見据えた域内の生産拠点の再配置
の動きはタイ企業にもみられる。労働力不足，最低賃金引き上げによるコスト増
のほか，ミャンマーの民主化後の諸プロジェクトの進展でタイ企業のミャンマー
への関心が高まっている。タイ貢献党の政策への経済界の反応は急激なコスト増
への警戒感と内需刺激による消費市場拡大への期待が相半ばする。
　復興・洪水対策のための財政支出の拡大，新政権による内需拡大策による経済
の早期回復が見込まれている。NESDB は，2011年11月に2012年の成長率を4.5～
5.5％としたが，後に上方修正した（5.5～6.5％，2012年 2 月20日）。財政悪化を懸
念する声もあり，公的債務の管理が課題となるだろう。
 （研究企画部研究企画課長）
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1 月 4 日 ▼ 刑事裁判所，UDD 幹部 7 人の保
釈請求を却下。
9 日 ▼アピシット首相，福祉政策パッケー

ジ「民進」政策を発表。
12日 ▼中央銀行，政策金利を2.25％に引き

上げ。
14日 ▼アピシット首相，下院補欠選出馬の

ため辞任していた 2 閣僚を再任。
21日 ▼カンボジアで拘束中の民主党下院議

員など 5 人に執行猶予付有罪判決（翌日帰国）。
24日 ▼ PAD，カンボジアに対する強硬姿

勢を求め，首相府近くで座り込みを開始。
28日 ▼アピシット首相，ダボス会議出席の

ためスイス訪問。
2 月 1 日 ▼ カンボジアで拘束中の活動家
ウィーラとその秘書に実刑判決。
3 日 ▼カンボジアとの合同国境委員会開催

（シェムリアップ）。
4 日 ▼カンボジア国境紛争で両国軍が交戦

（断続的に 7 日まで続く）。
7 日 ▼国家改革委員会， 5 項目提案を公表。
8 日 ▼ 政府，PAD の集会の規制のため，

バンコクの一部に治安維持法発動（～ 5 月24
日）。
11日 ▼国会両院合同会， 2 つの憲法改正案

を可決。
14日 ▼国連安保理でタイ・カンボジア両国

代表が国境紛争について説明。
18日 ▼非公選の上院議員74人任期満了。
22日 ▼ ASEAN 外相会議（ジャカルタ），タ

イ・カンボジア間の国境紛争でインドネシア
の監視団派遣を決定。

▼刑事裁判所，UDD 幹部 7 人の保釈を認
める。
24日 ▼アピシット首相，イギリス国籍を保

持していることを国会で認める。

3 月 1 日 ▼政府，在リビアのタイ人労働者 2
万3600人の支援策を決定。
4 日 ▼ 2 つの改正憲法公布（翌日施行）。
9日 ▼ 中央銀行，政策金利を2.50％に引き

上げ。
19日 ▼下院，首相ほか 9 閣僚に対する野党

提出の不信任動議を採決（全員が信任される）。
21日 ▼タイ貢献党，インラック氏を同党の

比例第 1 順位に決定。
23日 ▼ ブンカーン県設置（ノーンカーイ県

の東半分。県の総数は77に）。
24日 ▼ミャンマーを震源とする地震でタイ

国内に影響。バンコクでも揺れを観測。
25日 ▼タイ湾の天然ガスパイプラインで漏

洩事故。
4 月 1 日 ▼政府，公務員給与の 5 ％引き上げ
を実施。
5 日 ▼国軍の各司令官がクーデタの噂を否

定。軍は中立を守るとの声明発表。
10日 ▼ UDD が民主記念塔周辺等で大規模

集会を実施。
18日 ▼タクシン元首相，タイ貢献党幹部に

王室への言及をやめるように指示。

▼841億バー
ツ の補正予算法公布。

19日 ▼国会，カンボジアとの外交交渉枠組
みを承認。
20日 ▼政府，軽油の小売価格維持のため，

物品税減税を決定（ 9 月末まで）。

▼中央銀行，政策金利を2.75％に引き上げ。
22日 ▼タイ国軍，国境紛争でカンボジア軍

と再び交戦（28日停戦）
27日 ▼国家エネルギー委員会，原子力発電

所建設計画の延期を決定。
29日 ▼カンボジア政府，国境問題を国際司

法裁判所に提訴。
5 月 2 日 ▼国王がシリラート病院にて手術。

重要日誌 タ　　イ　2011年
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4 日 ▼選挙委員会，選挙運動への王室利用
を禁止する規則を公布。
6 日 ▼ アピシット首相，ASEAN 首脳会議

出席のため，インドネシア訪問。
9 日 ▼憲法裁判所，選挙関連 3 法案の合憲

性を認定。

▼アピシット首相，下院を解散。
12日 ▼ 刑事裁判所，不敬発言容疑でチャ

トゥポーン元下院議員の保釈を取り消す。
13日 ▼選挙関連 3 法公布（翌日施行）。
16日 ▼タイ貢献党，インラックを第 1 順位

とする比例代表名簿を発表。
18日 ▼ 国王，チャリット空軍大将（2006年

9 月クーデタ時の空軍司令官）を枢密院顧問
に任命。
19日 ▼ UDD，ラーチャプラソン交差点付

近で大規模集会を開催。強制排除から 1 周年。
31日 ▼カンボジアとの国境紛争で国際司法

裁判所における口頭弁論（～ 6 月 1 日，ハー
グ）。
6 月 1 日 ▼中央銀行，政策金利を3.00％に引
き上げ。
2 日 ▼ 企業買収への関与の疑いでピチッ

ト・スピニット証券取引委員会（SEC）委員長
辞任。
13日 ▼アピシット首相，東アジア世界経済

フォーラム出席のためインドネシア訪問。

▼中央銀行，政策金利を3.25％に引き上げ。
14日 ▼プラユット陸軍司令官，選挙に対す

る見解をテレビで表明。
15日 ▼労働省，不法滞在外国人労働者の登

録を再開。
26日 ▼スウィット天然資源・環境相，世界

遺産委員会（パリ開催）の脱退を表明。
7 月 1 日 ▼選挙運動最終日，各党が大規模集
会を開催。
3 日 ▼下院総選挙で野党タイ貢献党が過半

数の議席を獲得。
12日 ▼ ワチラロンコン王子のボーイング

737機がミュンヘンで差押えられる。政府と
建設会社との民事紛争が理由。
18日 ▼国際司法裁判所，タイ＝カンボジア

間の国境紛争で係争地域から両軍の撤退を命
じる仮保全措置を決定。
27日 ▼ ペチャラット王女逝去（ 6 世王の王

女，享年85歳）。
28日 ▼ 職能別最低賃金を導入（11職種。後

に11職種を追加）。
31日 ▼ 2 選挙区で再選挙実施。
8 月 1 日 ▼総選挙後初の通常国会招集。
5 日 ▼下院，インラックを首相候補に選出。
8 日 ▼国王，インラック首相を認証。首相，

組閣を発表。
10日 ▼インラック政権閣僚宣誓式。
19日 ▼アメリカ市民権をもつタイ人の不敬

罪訴追にアメリカ大使館が領事名で憂慮を表
明。
23日 ▼タクシン元首相訪日。

▼インラック首相，国会で所信表明演説
（～25日）。
24日 ▼中央銀行，政策金利を3.50％に引き

上げ。

▼控訴裁判所，脱税で一審有罪のポチャ
マーン（タクシン元夫人）に無罪判決。
31日 ▼国家通信委，通信事業の外資支配防

止ルール公布。
9 月 3 日 ▼ 法務省，UDD が2009年に提出し
たタクシン元首相の恩赦を求める署名の審査
を終えたことを公表。
6 日 ▼ 政府，洪水被災者に 1 世帯あたり

5000バー
ツ 支給を決定。

10日 ▼ インラック首相，ASEAN 歴訪の最
初の国としてブルネイ訪問。
12日 ▼インラック首相，インドネシア訪問。
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15日 ▼インラック首相，カンボジア訪問。
24日 ▼プノンペンでカンボジア政府とタイ

貢献党・UDD との親善サッカー試合開催。
10月 1 日 ▼第11次経済社会開発計画公布。
3 日 ▼インラック首相，ウクリット元上院

議長を国家法治主義独立委員会委員長に任命。
4 日 ▼バンコク近郊の工業団地の浸水始ま

る。
5 日 ▼インラック首相，ミャンマー訪問。

▼メコン川で中国船船員13人の他殺体が発見
される。
8 日 ▼政府，水害対策のため「水害・地滑

り・干ばつ問題解決委員会」設置。
10日 ▼国家放送通信委員会（NBTC）発足。
11日 ▼政府，法人税引き下げ（23％）を決定。
25日 ▼ ドンムアン空港浸水（政府，28日に

被災者支援センターを移転）。
26日 ▼第11次経済社会開発計画（2012-2016

年）公布。
31日 ▼メコン川関係国会議開催（北京）。中

国人船員殺害事件を受けて同地域の治安強化
で合意。
11月 2 日 ▼賃金委員会，最低賃金を最高日額
300バー

ツ に引き上げる布告を公布。
10日 ▼政府，洪水復興・水資源管理のため

2 委員会を設置。
15日 ▼ 刑事裁判所，UDD の女性活動家に

不敬罪で懲役15年の有罪判決。
17日 ▼ インラック首相，ASEAN 首脳会議

出席のため，インドネシア訪問。野田首相と
会談（18日）。
22日 ▼政府，最低賃金引き上げを2012年 4

月 1 日に延期。
23日 ▼ 刑事裁判所，王室を誹謗する携帯

メール送信容疑のタイ人男性に不敬罪で懲役
20年の有罪判決。
24日 ▼暴風雨により南部で被害発生。

28日 ▼下院，プラチャー法相に対する不信
任動議を採決（信任）。
29日 ▼政府，被災企業による完成車，機械

等の輸入関税の免除を決定。

▼選挙委員会，チャトゥポーン議員が議員
資格を失ったと認定。
30日 ▼中央銀行，政策金利を3.25％に引き

下げ。
12月 3 日 ▼国王誕生日の恩赦を公布。
7 日 ▼逃亡中の UDD 幹部のアリスマン・

ポンルアンローンが法務省特別捜査局（DSI）
に出頭。
8 日 ▼国連人権高等弁務官事務所，不敬罪

の罰則緩和を求める声明。

▼インラック首相，シンガポール訪問。

▼真相究明・国民和解委員会， 8 項目提案
を公表。

▼刑事裁判所，アメリカ市民権を持つタイ
人男性に不敬罪で有罪判決。
15日 ▼刑事裁判所，女性活動家に不敬罪で

懲役15年宣告。

▼タクシー，バスを補助するエネルギーク
レジットカード制度始まる。

▼政府，タクシン元首相にパスポートを発
給したことを認める。
19日 ▼インラック首相，ミャンマー訪問。

アウンサン・スーチーとも面談。
20日 ▼プラユット陸軍司令官，不敬罪見直

しを容認できないと発言。
21日 ▼ 環境 NGO，政府の洪水対策失敗を

中央行政裁判所に提訴。

▼連立与党，憲法改正手続きの改正で合意。

▼カンボジアとの合同国境委員会（プノン
ペン），係争地域からの部隊の撤退等を合意。
22日 ▼ 中国の習近平副主席，来訪。110億

㌦のスワップ協定（ 3 年間），チェンマイ＝バ
ンコク間の高速鉄道建設の MOU 締結。
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　 1 　国家機構図（2011年12月末現在）
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国家機構図 (2011 年12月末現在 )
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（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　2007年憲法，1991年省庁局改組法（最終改正2010年）などにより筆者作成。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 Abhisit 政権 Yingluck 政権（2011.8.9～）
氏名 政党 氏名 政党

首相 Abhisit Vejjajiva DEM Yingluck Shinawatra ＊ PT
副首相 Suthep Thaugsuban DEM Yongyoot Wichaidit+ PT

Trairong Suwannakhiri DEM Chalerm Ubumrung （Pol.Capt.） PT

Sanan Kajornprasart （Maj.Gen.） CTP Kowit Wattana （Pol.Gen.）
→ Yuthasak Sasiprapha （Gen.） PT

Kittirat Na-Ranong+ PT
Chumpol silapa-archa+ CTP

首相府大臣 Satit Wonghnongtaey DEM Surawit Khonsomboon
→ Woravat Auapinyakul PT

Ongart Klampaiboon DEM Kitsana Seehalak ＊→ Nalinee Taveesin ＊ PT
Niwattumrong Boonsongpaisarn PT
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国防大臣 Prawit Wongsuwan （Gen） DEM Yuthasak Sasiprapha （Gen.）
→ Sukumpol Suwanatat PT

財務大臣 Korn Chatikavanij DEM Thirachai Phuvantnaranubala
→ Kittirat Na-Ranong+ PT

　副大臣 Pradit Phataraprasit RCP Boonsong Teriyapirom
→ Tanusak Lekuthai PT

　副大臣 Man Pattanothai MBP Viroon Tejapaibul PT
外務大臣 Kasit Piromya DEM Surapong Tovichakchaikul PT
観光・スポーツ大臣 Chumpol Silapa-archa CTP Chumpol silapa-archa + CTP
社会開発・人間安全保障大臣 Issara Somchai DEM Santi Promphat PT
農業・協同組合大臣 Theera Wongsamut CTP Theera Wongsamut CTP

　副大臣 Supachai Phosu BJT Pornsak Jarernprasert
→ Nattawut Saikuar PT

運輸大臣 Sopon Zarum BJT Sukumpol Suwanatat
→ Charupong Ruangsuwan PT

　副大臣 Kuakul Danchaiwijit CTP Chatt Kulkiloke （Pol.Lt.Gen.） PT

　副大臣 Suchart Chokechaiwattanakorn BJT Kittisakdi Hathasongkorh
→ Chadchart Sittipunt PT

天然資源・環境大臣 Suwit Khunkitti SAP Preecha Rengsomboonsuk PT
情報技術・通信大臣 Chuti Krairiksh DEM Anudith Nakornthap （Gp.Capt.） PT

エネルギー大臣 Wannarat Channukul RCP Pichai Naripthaphan
→ Arak Chonlatanon PT

商務大臣 Pornthiva Nakasai ＊ BJT Kittirat Na-Ranong+
→ Boonsong Teriyapirom PT

　副大臣 Alongkorn Ponlaboot DEM Poom Sarapol PT
Siriwat Kajornprasart CTP

内務大臣 Chavarat Charnvirakul BJT Yongyoot Wichaidit+ PT
　副大臣 Boonjong Vongtrairat BJT Chuchard Hansward PT
　副大臣 Thaworn Senneam DEM Thanit Thienthong PT
司法大臣 Pirapan Salirathavibhaga DEM Pracha Promnog （Pol.Gen.） PT
労働大臣 Chalermchai Sri-on DEM Phadermchai Sasomsub PT
文化大臣 Niphit Intharasombat DEM Sukamol Kunplome ＊ PT
科学技術大臣 Virachai Virameteekul DEM Plodpsasop Suraswadi PT

教育大臣 Chinnaworn Boonyakiat DEM Woravat Auapinyakul
→ Suchart Thada-Thamrongvech PT

　副大臣 Chaiyos Jiramethakorn PPD Bunruen Srithares ＊

→ Sakda Kongpet PT

　副大臣 Narisara Chawaltanpipat ＊ PPD Surapong Eungampornwilai（→退任） PT
公衆衛生大臣 Jurin Laksanawisit DEM Wittaya Busanasiri PT

　副大臣 Phansiri Kullannartsiri BJT Torphong Chaiyasan
→ Surawit Khonsomboon PT

工業大臣 Chaiwuti Bannawat DEM Wannarat Channukul
→ Pongsvas Svasti （MR） CTPP

（注）　＊女性閣僚，＋兼務，→2012年 1 月18日内閣改造
　DEM（民主党）， SAP（社会行動党）， BJT（タイ矜持党）， PPD（国家貢献党），CTP（タイ国家開発党）， MTP
（母なる大地党），RCP（国家団結開発党；タイ合心国家開発党［RJT］が2010年 3 月に党名変更），

CTPP（国家貢献開発国民党：国家貢献党と国家団結開発党が合併），PT（タイ貢献党），PC（民衆力党）。
（出所）　官報および内閣事務所ウェブサイト（http://www.cabinet.thaigov.go）より筆者作成。 

　 3 　国軍人事
国軍司令官 Gen. Thanasak Patimaprakorn （2011年10月 1 日）
陸軍司令官 Gen. Prayudh Chand-ocha （2010年10月 1 日）
　（第一管区司令官） Lt.Gen. Udomdej Sitabutr （2010年10月 1 日）
海軍司令官 Adm. Surasak Runroengrom （2011年10月 1 日）
空軍司令官 ACM Itthaporn Subhawong （2008年10月 1 日）
（注）　（   ）内は任命日。
（出所）　官報および国防省ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2006 2007 2008 2009 20101） 20111）

人 口（100万人，年末） 65.28 65.74 66.32 66.88 67.28 67.58
労 働 人 口（同上） 36.43 36.94 37.70 38.43 38.64 38.92
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.7 2.3 5.5 -0.9 3.3 3.8
失 業 率（％） 1.5 1.4 1.4 1.5 1.0 0.7
為替レート（ 1 ドル＝バーツ） 37.93 34.56 33.36 34.34 31.73 30.49
（注）　1） 暫定値。
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2006 2007 2008 20091） 20101） 20111）

民 間 消 費 4,379 4,555 5,000 4,993 5,430 5,738
政 府 消 費 926 1,039 1,121 1,214 1,310 1,399
総 固 定 資 本 形 成 2,204 2,250 2,492 2,182 2,499 2,766
在 庫 増 減 16 4 152 -261 121 34
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 5,778 6,260 6,942 6,180 7,203 8,110
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 5,504 5,544 6,709 5,227 6,453 7,629
国 内 総 生 産 支 出 7,799 8,563 8,998 9,081 10,111 10,418
国 内 総 生 産（GDP） 7,845 8,525 9,080 9,042 10,105 10,539
海 外 純 要 素 所 得 -317 -311 -324 -353 -435 -379
国 民 総 生 産（GNP） 7,528 8,214 8,757 8,689 9,670 10,161
（注）　 1 ） 暫定値。
（出所）　国家経済社会開発庁 （http://www.nesdb.go.th）。

　 3 　産業別国内総生産（実質：1988年価格） （単位：10億バーツ）
2006 2007 2008 20091） 20101） 20111）

農・畜産・漁・林業 365.4 369.8 385.2 390.4 381.4 395.9
うち農・畜産・林業 301.6 306.7 320.1 322.3 312.5 328.8

鉱 業 91.6 95.1 95.3 96.1 101.1 99.4
製 造 業 1,588.1 1,686.4 1,751.4 1,645.0 1,873.2 1,792.5
建 設 業 98.1 100.5 95.2 95.6 102.1 164.6
電 力 ・ 水 道 135.1 142.0 147.6 148.9 163.8 96.9
運 輸 ・ 通 信 407.7 432.0 429.9 413.7 430.3 621.7
卸 ・ 小 売 業 560.2 591.0 596.7 594.8 610.7 442.0
金 融 業 140.7 148.6 160.9 167.3 180.5 204.7
不 動 産 業 159.5 164.6 168.7 170.6 177.0 183.2
行 政 ・ 国 防 115.3 120.6 122.2 122.3 127.1 127.2
サ ー ビ ス 392.8 408.5 411.6 418.6 448.8 470.6 
国 内 総 生 産（GDP） 4,054.5 4,259.0 4,364.8 4,263.1 4,596.1 4,598.4
GDP 成 長 率（％） 5.1 5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1
（注）　 1 ） 暫定値。 
（出所）　表 2 に同じ。 
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2008 2009 2010 2011

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 661,566 1,116,459 535,880 860,125 645,210 1,211,476 725,455 1,286,807
ＮＡＦＴＡ 744,003 422,881 635,226 319,075 714,531 384,136 748,885 459,094

ア メ リ カ 667,747 380,675 567,699 288,566 638,820 342,120 658,839 408,170
E U1） 769,774 476,966 618,759 415,332 690,082 444,947 727,845 545,090

ド イ ツ 105,250 150,045 89,504 118,344 104,374 148,278 113,424 164,585
イ ギ リ ス 130,920 60,387 110,311 60,725 115,717 61,200 117,140 59,481

ス イ ス 65,986 131,699 107,821 85,474 129,270 166,506 143,478 270,883
ロ シ ア 31,558 95,589 13,844 57,996 24,312 102,665 34,624 137,697
ＡＳＥＡＮ 1,319,391 1,002,145 1,106,493 850,952 1,403,599 972,606 1,636,787 1,126,630

シンガポール 332,443 236,132 257,968 197,352 285,187 201,897 344,782 237,612
マレーシア 325,280 322,995 260,837 295,287 334,599 343,889 373,607 376,020
インドシナ諸国2） 334,378 184,116 321,840 162,327 391,965 165,520 470,553 201,424

中 国 532,319 670,343 548,760 586,143 678,632 775,391 825,777 933,271
香 港 330,754 65,177 323,220 59,652 413,785 58,232 496,736 71,290
台 湾 88,799 206,926 76,678 165,050 101,979 218,158 116,650 228,901
韓 国 121,103 228,216 96,110 186,770 114,268 258,537 137,927 280,462
イ ン ド 110,194 87,263 109,863 59,450 139,178 72,140 156,288 91,949
中 東 313,053 932,873 298,446 568,840 305,003 679,046 312,438 928,941
合 計 5,851,371 5,962,482 5,194,597 4,601,982 6,176,302 5,856,591 6,896,541 6,973,650
（注）　 1 ）EU は27カ国の合計値。インドシナ諸国はカンボジア，ベトナム，ラオス，ミャンマーの合計値。
（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万バーツ）
20061） 20071） 20081） 2009 2010 2011

経 常 収 支 84,553 539,704 67,381 755,336 412,320 363,197
貿 易 収 支 514,137 916,795 575,541 1,121,055 1,000,330 713,742

輸 出 4,838,242 5,212,208 5,831,086 5,157,644 6,123,265 6,865,650
輸 入 4,324,105 4,295,414 5,255,545 4,036,590 5,122,935 6,151,909

サ ー ビ ス 収 支 -302,824 -273,014 -431,379 -218,178 -334,037 -301,134
輸 送 -407,774 -402,933 -523,393 -386,459 -521,763 -637,793
旅 行 332,723 398,140 436,631 397,516 461,103 628,311
そ の 他 の サ ー ビ ス -227,774 -268,221 -344,618 -229,235 -273,377 -291,652

所 得 収 支 -304,712 -296,291 -298,145 -331,321 -444,494 -372,897
雇 用 者 報 酬 - - - -23,087 -1,340 -1,108
投 資 収 支 -304,712 -296,291 -298,145 -308,234 -443,154 -371,789

経 常 移 転 収 支 177,953 192,214 221,364 183,780 190,522 323,487
資 本 収 支 307,921 -58,818 414,816 -91,570 774,452 -221,278

直 接 投 資 323,267 288,445 146,514 23,394 136,831 -72,013
証 券 投 資 164,697 -228,916 -65,530 -187,855 289,960 101,815

株 式 177,266 97,781 -121,644 42,072 38,420 -25,819
債 券 -12,569 -326,696 56,114 -229,927 251,540 127,634

金 融 デ リ バ テ ィ ブ 13,359 -10,846 -22,550 38,902 973 -11,169
そ の 他 の 投 資 -193,403 -107,501 356,382 31,725 338,969 -238,182

誤 差 脱 漏 85,051 105,532 329,652 160,834 -200,147 -106,849
外 貨 準 備 増 減 477,525 586,419 811,849 824,600 986,626 35,070
（注）　 1 ）旧基準の数値。
（出所）　表 1 に同じ。
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タ　イ
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6804万人（2012年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　プーミポン・アドゥーンラヤデート国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝29.95バーツ，2012年平均）

会計年度　10月～ 9月

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

26.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

タイの県（チャンワット）名
（県庁所在地名は県名と同じ）

東 北 タ イ

中 部 タ イ

南 タ イ

北 タ イ 上 部
チェンマイ
チェンラーイ
ナーン
プレー
メーホーンソーン
ランパーン
ランプーン
パヤオ

北 タ イ 下 部
ターク
スコータイ
ウッタラディット
ピサヌローク
カンペンペット
ピチット
ペッチャブーン
ナコンサワン
ウタイターニー

マハーサーラカム
チャイヤプーム
ナコンラーチャシーマー（コーラート）
ブリラム
スリン
シーサケート
ローイエット
ヤソートン
ウボンラーチャターニー
アムナートチャルーン

サケーウ
チャチュンサオ
クルンテープ（バンコク）
サムットサーコン
サムットプラカーン
チョンブリー
ラヨーン
チャンタブリー
トラート
サムットソンクラーム
ラーチャブリー
ペッチャブリー
プラチュワプキーリーカン

パッタルン
トラン
パッタニー
ソンクラー
サトゥーン
ヤラー
ナラティワート

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

27.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

ノーンカーイ
ルーイ
ウドンターニー
ノーンブアランプー
サコンナコン
ナコンパノム
ムクダーハーン
コーンケーン
カーラシン

チャイナート
シンブリー
ロッブリー
サラブリー
アーントーン
スパンブリー
プラナコンシーアユタヤー
カーンチャナブリー
ナコンパトム
ノンタブリー
パトゥムターニー
ナコンナーヨック
プラーチーンブリー

チュムポーン
ラノーン
スラートターニー
パンガー
クラビー
プーケット
ナコンシータマラート

国 境
地方区分
県 境
首 都
県庁所在地

ラ オ ス

カンボジア

中部タイ

マレーシア
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タ
 
イ
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ブンカーン＊

37.

19

77.

（注）＊は2011年6月23日設置。ノーンカーイ県東部を分離。
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憲法改正をめぐる対立と
市場介入型の経済政策
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概　　況
　インラック政権は2012年に入り，その最大の政治公約と目された憲法改正の手
続きに着手した。インラック政権の最大の使命とは，タクシンが党首を務めたタ
イラックタイ党と，その後継政党である人民の力党，タイ貢献党と続く，タクシ
ン派政党による長期政権樹立の礎を再び築くことにある。タクシン派はこれまで，
2001年以降に実施されたすべての総選挙において勝利しながらも，2006年 9 月の
タクシン政権に対する軍事クーデタ，2008年 9 月のサマック首相に対する首相資
格剥奪の憲法裁判所（以下，憲法裁）決定，2008年12月人民の力党に対する解党命
令およびソムチャイ首相を含む党幹部の公民権 5 年間停止処分，と 3 度にわたっ
て擁立した首相を解任された。 3 度のうち 2 度が司法による政権転覆の試み，い
わゆる「司法クーデタ」である。タクシン派支持者の間では司法機関の政治介入
に対する不満が高まり，現政権に対しても再び「司法クーデタ」を仕掛ける可能
性を警戒している。このような背景から，タクシン派が長期政権を樹立するため
には，司法介入による政権転覆を防ぐ布石を打つことが不可欠であった。した
がって2012年のインラック政権の最大の政治目標は，2007年憲法の改正，とりわ
け司法機関の権限を縮小することであった。一方，野党となった民主党ら，反タ
クシン派はこのようなタイ貢献党らの改憲の動きは，タイにおける行政府に対す
る監視機能を弱体化させ，首相による権力の濫用を抑制できなくなると批判し，
議会の内外で抵抗した。2012年のタイ政治はこの憲法改正をめぐる駆け引きを中
心に展開した。
　経済面では，2011年の大洪水からの復興が2012年の最大の課題であった。イン
ラック政権は，洪水後に積極的な財政出動を行うとともに，公約であった所得向
上にむけた経済政策や消費刺激策を実現し，短期的な景気浮揚に成功した。
　対外関係では，タイは2015年の ASEAN 経済共同体においてその優位な立場を
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確立するために，近隣諸国との「連結性」の強化に努めた。また，ASEAN を舞
台として展開される米中の駆け引きのなかで，タイはその両国との等距離外交を
実現する戦略をとった。具体的には，11月にアメリカのオバマ大統領，中国の温
家宝首相をそれぞれ国賓としてタイに迎え，アメリカとは安全保障面での協力強
化や TPP の交渉入りを約束する一方，中国とはコメ輸出，高速鉄道建設につい
ての協力を約束した。

国 内 政 治

憲法改正をめぐる駆け引き
　2012年タイ政治の最大の焦点は，タイ貢献党を中心とする与党連合が，2011年
選挙の公約通り2007年憲法の改正を進められるか否かにあった。2007年憲法は，
1997年憲法がエリート層の既得権益を脅かしかねないほどに，強力な権限を握っ
たタクシン首相を出現させたことへの反省にたって制定された。従って2007年憲
法は，民選の首相がもつ政治権限を，司法機関および独立機関が厳しく監視・制
限するよう規定されていた。行政府に対する強い監督権限を与えられた司法機関
のなかでも，とりわけ行政府からの独立性が担保された憲法裁は，2008年12月，
選挙で第 1 党となった人民の力党を解党処分にするなど，たびたびその政治的影
響力を行使してきた。憲法裁を中心とする司法による政治への介入を認める2007
年憲法は，与党にとって，長期安定政権の樹立のためには是が非でも改正しなけ
ればならないものであった。
　ただ，この憲法改正のためには，改正手続きの場となる国会の運営対策以上に，
細心の注意を要する政権運営のポイントが 2 つあった。それは第 1 に，憲法改正
の過程で軍事クーデタ，司法クーデタが再発することがないように，反タクシン
派と目される王室や華族 , およびそこに連なる特権階級や国軍に対してあくまで
も融和的に対応すること。第 2 に，憲法改正が最終的には国民投票の審判を受け
ると想定されるため，2011年選挙時に得たインラック政権に対する国民の支持を
維持，強化するべく公約を速やかに実行することであった。
　2012年の憲法改正をめぐる政治は，大きく分けて次の 3 段階で展開した。第 1
に憲法改正手続き案の国会での審議開始，第 2 に政権に対する反対運動の盛り上
がり，第 3 に憲法裁による憲法改正の審議差し止めである。以下順を追ってみて
いきたい。
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憲法改正案の審議開始
　 2 月 9 日，与党タイ貢献党とタイ国家開発党がそれぞれ憲法改正案を下院に提
出した。いずれも憲法の制定方法を定めた第291条の部分改正案であった。引き
続いて憲法改正の政府案が下院に提出され，反独裁民主主義統一戦線（UDD）が
提出した 3 案と合わせて合計 6 本の改正案が提出された。UDD が提出した 3 案
については，審議対象資格認定要件に必要な 5 万人の署名の確認のため，審議は
後回しとされ，国会は政府・与党が提出した 3 案の審議に着手した。タイ貢献党
および政府が示した改正手続きは次のようなものであった。初めに，新憲法案起
草のための憲法起草議会を設置する。憲法起草議会の議員は，まず選挙で 1 都76
県から一人ずつの合計77人を選び，そこに国会が独自に選出する有識者22人を合
わせた合計99人で構成される。次に，憲法起草議会が開会してから180日以内に
新憲法案を起草する。その新憲法案は国民投票にかけられ，過半数の賛成が得ら
れれば，国会議長を通じて国王に上奏される。最終的に，上奏された新憲法案を
国王が承認すれば，憲法改正がなされるというものであった。 3 案はほぼ同じで
あるが，タイ貢献党案と政府提出案では22人の国会選出委員の内訳がわずかに異
なり，タイ国家開発党案については，新憲法案を起草した後，国民投票を行う前
に国会の承認を求めるプロセスがひとつ加えられている点が異なる。審議が後回
しとなった UDD 案は，憲法起草議員の構成に，国会が独自に指名する委員を含
めず，100人の議員全員，選挙で選ばれた人物で構成するとしている。
　審議入りとなった憲法改正案 3 案について，国会で開かれた第 1 読会で野党民
主党は，政府・与党の憲法改正の真の狙いはタクシン元首相の復権，タクシン政
権時代のような独裁体制の樹立を目指したものであり，ゆえにそのような動きに
は断固反対の立場を唱えた。民主党はとりわけ，（1）2006年以降の有罪判決を無
効化し特定の人物の利益になるような改正，（2）「国王を元首とする民主主義体
制」の変更につながる改正，（3）司法機関および独立機関の権限に関する改正，
の 3 点については容認できないことを強調し，憲法改正に反対した。一方，憲法
改正動議を提出した政府・与党は，国王もしくは王室関連の憲法規定については
改正しないことに同意する意向を明らかにする一方で，憲法裁と行政裁判所の廃
止もしくは両裁判所に対する監視強化については，必要不可欠な改正事項である
との主張を繰り返した。また UDD も，2006年 9 月のクーデタ以後の政治対立が，
司法，独立機関の裁定における「二重基準」に起因するものであり，行政府への
過度の，そして偏った介入が現在の政治対立問題を生んできたと主張し，司法機
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関関連規定の改正については譲らない姿勢を確認した。

盛り上がる反対運動とソンティ陸軍大将の「和解法案」
　憲法改正を中心とする与野党の対立構図が鮮明になるなかで，膠着状態に一石
を投じるが如く， 5 月24日，下院和解委員会の委員長を務めるソンティ・ブーン
ヤラットカリン大将（2006年クーデタを指揮した陸軍大将：現マトゥプーム党党
首，下院議員）が国民和解法案を国会に提出した。この和解法案は，プラチャー
ティポック王研究所（KPI）が下院和解委員会の要請で作成したもので，長く続く
タイの政治対立の解決手法の一案を示すものであった。この和解法案においては，
2005年 9 月15日～2011年 5 月10日における政治集会への参加などの違法行為，違
法な政治見解表明はすべて免責されると定め，これによりタクシン派，反タクシ
ン派双方の政治責任および刑事責任を同時に免罪することで，責任追及の応酬で
膠着する政治対立に終止符を打つことを試みた。この和解法案には，国家安全保
障評議会（クーデタ団）の命令で設置された機関によって訴追された者を無実とみ
なし，法的訴追と裁判の中止を謳う規定が加えられている。したがって，和解法
案が国会で可決・成立すれば，2006年国家安全保障評議会が設立した資産調査委
員会（ASC）が凍結した巨額のタクシンの資産が返還されることになる。
　憲法改正案をめぐる審議が膠着するさなか，タクシンの免罪，政権復帰の道を
開く和解法案を法律化するため，下院で単独過半数を占めるタイ貢献党のソム
サック下院議長は，緊急議題として和解法案の審議入りを提案した。最大野党の
民主党は，恩赦を目的とした和解法案が成立すれば，立法府が司法府の決定を無
効化することを可能にする悪しき慣例をつくるものであり，国の司法制度の崩壊
につながるとして猛反対した。しかしながら 5 月30日，ソムサック下院議長は審
議入りの採決に移ろうとしたことから，これに怒った民主党議員らが議長席に詰
め寄った。議長は民主党らによる議事妨害行為を阻止しようと，警備員を動員し，
両者の間で乱闘騒ぎとなり，議場は騒然となった。議長は 5 月30日の採決は断念
したものの，翌日には強行採決を敢行し審議入りを可決し， 6 月 1 日には和解法
案の第 1 読会が開始された。
　議会内での圧倒的多数を背景に，タイ貢献党は強権的に国会運営を進めたが，
民主党は和解法案に反対する国民に反対運動への参加を強く呼びかけ，議場外で
も反対運動が活発になった。民主主義人民連合（PAD）をはじめとする反タクシン
派は，国会を包囲し議員の議場入りを阻止することで審議入りを延期させた。
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　反対運動の高まりを予見した政府側は，千人規模での国会の警備，デモ隊の排
除を警察に命じたものの，PAD による国会封鎖の解除はできなかった。一方，
陸軍を率いるプラユット陸軍司令官は，反タクシン派と目される人物であり，そ
のデモをめぐる対処判断が注目された。しかし，今回のデモ集会の制圧に軍隊を
動員することはないと述べ，行動をとることはなかった。
　和解法案の法律化過程に際し，与党タイ貢献党にとっての難題は，むしろ，タ
イ貢献党の支持基盤である UDD の反発にどのように対処するかであった。タク
シンは国会での和解法案審議直前に開催された 5 月19日の UDD 集会において，
インターネットテレビを通じて，タクシン派支持者に「正義よりもまず和解を」
と呼びかけた。ところが，一部支持者たちは「和解の前提に正義がある」と反発
した。タクシンが発した言葉は，犠牲者の正義のために闘う指導者の言葉ではな
く，自身のタイ政界復帰を最優先させる利己的な政治家の言葉として受け取られ
た。そもそも UDD がタイ貢献党に投票したのは，タイ貢献党が2010年の騒乱で
犠牲になった90名について，彼らが死亡するに至った真相を明らかにし，民主党
や国軍の責任者を厳しく処罰することで，犠牲者にとっての正義を回復すること
を期待したからである。しかしながら，タクシンがそのような期待を裏切り , 自
身に対する責任追及の緩和と引き換えに国軍の責任を水に流そうとしたことで，
UDD の一部支持者が反発した。結局タクシンは 5 月30日，元タイラックタイ党
幹部の 5 年間の公民権停止処分解除を祝う記念式典でこの発言を謝罪し，タイ貢
献党の支持基盤である UDD の離反を食い止めようとした。
　和解法案をめぐり，反タクシン派の反対運動が活発化し，加えて UDD とタイ
貢献党の協力関係にも微妙な亀裂が走るなか，政局は新たな展開をみせた。憲法
裁が 6 月 1 日，国会における憲法改正審議を中止する仮処分決定を下したので
あった。野党議員および上院議員の一部が政府与党の憲法改正動議に違憲性があ
るとして憲法審査を請求したことに対し，憲法裁が仮処分を行ったのであった。
憲法改正案の審議は国会の専権事項として，憲法裁のこの仮処分措置を与党タイ
貢献党は無視することも検討したが，最終的には決定を尊重し，国会における審
議中断に合意したことで，憲法改正案に対する第 3 読会と最終承認は延期された。
初公判は 7 月 5 日と発表され，政局は新たな膠着状態を迎えた。

憲法裁による改正手続きの差し止め
　 7 月13日，憲法裁は違憲審査に付されていた政府･与党の憲法改正動議に対し，
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判決を下した。この判決ではとくに次の 3 点が重要であった。第 1 に，政府与党
による今回の憲法改正動議は，憲法第68条第 1 項が禁じる「国王を元首とする民
主主義体制」の変更を図る違憲行為であり，同条第三項に規定されているように
かかる動議を提出した政党（つまりタイ貢献党）は解党処分にすべきか検討された。
憲法裁はこの点について，政府与党の憲法改正案には「国王に関する規定は改正
しない」と明記されているため，第68条違反には該当しないと判断した。憲法改
正動議そのものは合憲と判断され，タイ貢献党解党処分も退けられた。第 2 に，
そもそも憲法裁に，検事総長を介さずに憲法改正動議の違憲審査を行う権限があ
るのかについて検討された。第68条第 2 項には，憲法改正動議に対する異議申し
立ては検事総長経由で憲法裁に訴える旨明記されているためである。この点につ
いて，憲法裁は審査受理可能であるとの判決を下し，今後も憲法裁が憲法改正過
程において積極的な役割を果たす道を自ら確保した。第 3 に，憲法第291条に規
定された改憲手続きにおいて，現憲法はその全面改正を認めているのか否かにつ
いて審査が行われた。判決では，現憲法は国会による部分改正しか認めておらず，
よって，（1）国会で条項ごとに改正するか，（2）現憲法が国民投票によって成立し
た点をふまえ，まずは国民投票によって全面改正の是非を問うべきであると判示
した。

憲法改正手続きの再検討
　憲法裁の判決により，政府与党は憲法改正動議に対する一応の合憲判断を得た
ため，解党処分や党幹部の公民権停止処分は免れたものの，憲法起草議会を通じ
て新憲法を起草するという当初の計画は，事実上差し止められることになった。
タイ貢献党は，この判決を受けて改憲手続きの再検討を行った。選択肢としては，
判決どおり（1）条項ごとの改正を国会内で行う，（2）まず国民投票で改憲の是非を
問う，もしくは（3）憲法改正は国会の専権事項として，憲法裁の判決は無視して，
国会での憲法改正の第 3 読会をすすめるべき，の合計 3 案であった。
　判決後は，上記 3 つの善後策をめぐって党内で検討を進めたが，意見は割れた。

（1）の条項ごとの改正では時間がかかりすぎることが問題視され，（2）の国民投票
では，最低投票率50％という高いハードルゆえに，憲法改正に失敗する可能性が
指摘され，（3）の憲法裁の違憲判断を無視して国会手続きをすすめる案は，憲法
裁により 3 度目の解党処分判決を受ける危険性が懸念され，党内の意見をまとめ
ることができなかった。 3 案のなかでは（2）の国民投票案が現実的であるが，そ
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の場合，タイ貢献党の下院議員が，責任をもって自身の選挙区における投票率を
向上させることが不可欠となる。それだけに，タイ貢献党は国民投票案に決断す
る前提として，各所属議員が選挙区民の憲法改正支持の声を醸成する時間が必要
であると判断した。以上の見通しから，インラック首相はしばらく憲法改正手続
きの棚上げを決め，その間党員の意見集約・状況把握に努めた。
　タイ貢献党の結論が出たのは12月であった。タイの憲法記念日である12月10日，
タイ貢献党など与党 4 党は憲法改正を推進するとした共同声明を発表し，現行憲
法は2006年の軍事クーデタで成立した暫定政権が制定した非民主的なものであり，
4 党は立憲君主制を堅持しつつも，憲法改正を行う方針であると述べた。その後
12月15日，インラック首相は，「国民投票で（憲法改正動議が）不成立に終わった
としても，部分改正の道もある」とまずは国民投票で賛意を得ることを第 1 の選
択肢とし，次善策として国会内での部分改正を行う道筋を明らかにした。

公約の実現―国民の支持獲得・維持のために―
　以上みてきた憲法改正，とりわけ全面改正を実現する前提条件として忘れては
ならないのは，インラック政権が，憲法改正に向けた政局運営と平行して，選挙
で得た国民の支持を維持するための政策を実行した点である。タイ貢献党が国民
投票成立のために必要な有権者の過半数を確保するには，なにより2011年選挙時
に掲げた公約を着実に実施し，選挙で得た支持をつなぎ止めることが求められた。
タイラックタイ党から続いて，タクシン派政党がこれまで広く支持されてきた最
大の理由が，「公約を実行する」という点にあり，その信用を失わないためにも，
公約に掲げた諸政策を着実に実行する必要があった。公約のなかでも，国民の支
持を維持する柱となったのは，国民の所得増につながる政策群，具体的には最低
賃金日額300バーツへの引き上げ，籾米担保融資制度導入，そして初の新車・ト
ラック購入の税還付の実施であった。
　政府与党はまず，最低賃金を300バーツへ引き上げる政策によって，労働者層
の所得増を実現し，その支持をつなぎとめることを図った。当初の予定では2012
年 1 月からの実行であったが，国内外の産業界やタイ中央銀行の反発もあり，実
施は 4 月 1 日まで延期され，加えて地域別の 2 段階実施へと修正された。第 1 段
階目の 4 月 1 日には，バンコク都，パトゥムターニー県，ノンタブリー県，サ
ムットサーコン県，ナコンパトム県，サムットプラカーン県，プーケット県の 1
都 6 県で実施され，第 2 段階目として2013年 1 月 1 日に全国実施となった。経済
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効果については識者の間で評価が分かれているものの，政治的には公約を守った
ということで，極めて重要なステップとなった。
　籾米担保融資制度では，農民の所得増を実現し，その支持を維持する戦略を実
行した。これまで籾米 1 トン当たり 1 万1000バーツの価格保障制度が実施されて
いたが，それを籾米 1 トン当たり最低 1 万5000バーツを融資し，実質的にはこの
価格で買い上げる政策に変更した。
　初の新車・トラック購入の税還付策とは， 1 台目の自動車購入に対する税優遇
措置である。原則1500cc 以下の車種に限り，減税措置を講じるもので，これま
で車を持てなかった中間層のマイカー購入を支援する政策である。政府はこれに
より，中間層が生活向上を実感する効果を狙った。
　これらの経済政策の効果は，現時点では評価が定まっていない。財政負担も多
大であり，長期的に維持可能な政策かどうかは未知数である。数々の経済的リス
クを伴う政策ではあるが，インラック政権の迅速な公約実現は，タイ貢献党の

「約束したことは実行する」という政治的信用を築き上げることに着実に成功し
ている。これが，後々憲法改正を進めるうえで，大きな効果を発揮するであろう。

南部国境 3県，止むことのない暴力の応酬
　憲法改正の是非をめぐり国政が展開する間，首都バンコクから約1500㎞離れた
南部国境 3 県では治安当局者，武装組織メンバー，そして一般住民が，毎年300
人以上，2004年からの累計では約3500人以上が武力衝突，テロの犠牲となってい
る。つまり，バンコクにおけるデモ隊と治安当局の衝突による犠牲者と比べても，
毎年のように桁違いの犠牲者を出している。仏教徒が大半を占めるタイ領内に
あって，かつてパッタニー王国に属した現在の南部国境 3 県では，住民の90％が
マレー系イスラム住人であり，彼らはその生活慣習に親和的な行政制度の実現を
望んでいる。しかしながら，中央政府はこれまで特別自治区などの特別措置は認
めておらず，2004年，国軍が抵抗組織に対して一斉攻撃を加えたクルーセ・モス
ク事件を契機に，治安当局と抵抗組織との間の暴力の応酬が再燃した。
　インラック政権はアピシット政権と同様に，巨額の資金と 6 万人を超える人員
を南部国境 3 県の治安維持のために送り込んでいる。南部国境 3 県では，ほぼ全
域に戒厳令が敷かれており，治安当局には令状なしの勾留，捜査など，その活動
には極めて大きな権限が与えられている。その結果，誤認逮捕，不法な取り調べ，
拷問などが繰り返され，数多くの被害者を生み続けてきた。戒厳令下で絶対的権
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限を持つ治安当局に対し，一部の武装抵抗勢力は，軍人や警察に対するテロ活動
で応酬した。その結果，治安当局はより厳しい取り締まりと強引な捜査を重ねる
ことになり，この両者の対立は一般市民を数多く巻き込み，犠牲を増やし続けて
きた。治安当局による抑圧，武装勢力による報復，さらなる治安当局による弾圧
と，悪循環に陥ったことで，中央政府のアプローチの有効性は疑問視されていた。
　2012年に入って，インラック政権がまず打ち出したのは，国家安全保障会議

（NSC）による「南部国境 3 県紛争解決 3 カ年計画」であった。この計画文書で
NSC は「政府と異なる意見，イデオロギーをもち，故に政府と戦うために暴力
に訴えることを選んだ」者との対話が南部国境県問題の重要なアプローチと記し，
政治的イデオロギーが対立の根源にあることをバンコクの中央政府が初めて公式
に認めた。タイ貢献党は2011年の総選挙時にパッタニー・マハーナコン（Pattani 
Maha Nakhon）と呼ばれる特別行政区の設立を公約として掲げた。その公約を実
現するためにも，インラック政権は南部問題の解決に向けて南部国境県行政セン
ター（SBPAC）の事務総長，タウィー警察大佐を中心に，南部国境 3 県の武装組
織との対話を進めてきた。 3 月17日にはタクシン元首相がマレーシアのクアラル
ンプールで，独立派のリーダーたちとの会談をもち，この会談にはパッタニー連
合解放機構（PULO）の元リーダー，ハッサン・トイブも参加し，南部国境 3 県の
経済開発や，国軍の撤退についても話し合われたと報じられた。タクシン自身は
この会談の存在を否定しており真偽の程は不明だが，2012年当初は南部国境 3 県
問題について，変化が起きている可能性がメディアを通じて伝えられていた。イ
ンラック政権はさらに，南部国境 3 県の紛争解決に向けて，これまでの軍事的ア
プローチを変更する方針を打ち出した。そして，南部国境 3 県の問題は，政治問
題の軍事化に原因があるとして，令状なしの逮捕・勾留などの権限を治安当局に
付与する戒厳令の一部地域での解除を検討しているとの考えを示した。
　しかし，治安当局の柱となる陸軍の長たるプラユット陸軍司令官は，当初から，
インラック政権の特別行政区設置のアイディアや，タウィー警察大佐主導の対話
型解決アプローチにしばしば不満を表明していた。中央政府の足並みがそろわな
いなか， 3 月31日昼，ヤラー市の繁華街にあるルアムミット通り，そしてほぼ同
時刻に南部の中心都市ハジャイの繁華街にあるリーガーデンプラザホテルで，爆
破事件が発生した。あわせて死者16人，負傷者300人以上の大きな被害が出た。
南部国境 3 県の外に位置するハジャイ市でも爆弾事件が起きたことで，バンコク
市民の間でも衝撃が走った。 7 月28日には，パッタニー県マヨ地区で武装勢力が
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軍人 4 人を襲撃する様子が監視カメラに捉えられ，その映像が広くメディアを通
じて流されたことで，深刻化する南部国境 3 県の治安状況はより多くの国民に知
れわたることになった。陸軍らは，これらの爆破事件は，インラック政権の問題
解決アプローチに対する南部抵抗組織による明確な異議申し立てであるとして，
対話型アプローチに対する批判を強めることとなった。
　バンコクにおいて政権側が任命する治安当局（SBPAC と NSC）と陸軍（および
陸軍が任命する ISOC）の間のアプローチを巡る不和がしばしば露見するなか，問
題解決のための第一の課題はバンコク側の意見統一，指揮命令系統の統一であっ
た。政府は， 8 月に，タイ南部国境問題解決の省庁横断型「オペレーションセン
ター」の設置を閣議決定し，さらに 9 月には与野党会談を通じて政治的な対立を
南部問題解決に持ち込まないよう協議した。12月にはオペレーションセンターの
長を首相が務め，NSC のパラドーン議長（陸軍中将）が文官・武官双方をまとめ
る事務局長に任命され，ようやくバンコク側の意思決定プロセスの統一努力が図
られつつある。ただ，その後も12月中にナラティワート県において小学校教師に
対する襲撃事件が続発し，教師の安全が確保できないとして全小学校が休校に追
い込まれるなど，南部国境 3 県での犠牲者は依然として増え続けており，中央政
府内の組織変更だけでは，現実の解決には十分な効果を発揮していない。 （相沢）

経 済

　2012年のタイ経済は，2011年にチャオプラヤー河下流域を襲った大洪水からの
復興，政権公約である経済政策の実施，長期経済戦略に基づく投資計画の策定が
主要な課題であった。インラック政権が選挙公約とした経済政策（最低賃金引き
上げ，初の新車・トラック購入の物品税還付策，籾米担保融資制度など）は，
2012年に本格的に実施され，市場への積極介入を意図する政権の経済構想が具体
化された。

堅調なGDP成長率の諸要因
　2013年 2 月18日の国家経済社会開発庁（NESDB）の発表によると，2012年の実
質 GDP 成長率は通年で6.4％（前年同期比）になった。2004年以降では2010年の
7.8％に次ぐ高い成長率であり，2011年の0.1％から大きく上向いた。GDP 成長率
を四半期ごとにみると，第 1 四半期は前年同期比で0.4％増と上向きはじめ，第
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2 四半期は家計支出と民間投資の増加を背景に4.2％に伸びた。第 3 四半期は世
界経済の減速に伴う物品輸出の不調（輸出は前年同期比マイナス3.0％）などから
3.0％へと若干減速したものの，第 4 四半期は18.9％となり，2010年同時期の3.8％，
2011年同時期のマイナス8.9％に比べ，飛躍的な伸びを記録した。
　タイの中央銀行は洪水被害が明らかになった2011年11月30日以降，政策金利の
引き下げまたは維持を基調に，好景気を支えてきた。2012年 1 月25日に年3.00％
へ0.25％の利下げを決めたほか，10月17日にも年2.75％への政策金利の引き下げ
を実施した。
　2012年は，タイの経済成長率を上方に押し上げる要因がいくつか重なった。第
1 に，成長率算出のベースとなる前年指標が洪水被害のため通年0.1％と小さく，
そのため2012年の数値は高めに算出されたことである。第 2 に，洪水復興関連の
投資・支出が，成長を支える一要因となった。大洪水後に行われた機械の代替や
建築物補修から，民間投資の伸び率は前年比14.6％の高水準であった。また洪水
復興計画の一部を実施した政府投資支出も8.9％増と，成長を下支えした。第 3 に，
後述するように，インラック政権の導入した一連の経済政策が家計の消費意欲を
刺激し（通年の家計消費支出は6.6％増），民間消費が5.6％増と大きく伸びた。第
4 に，アジア株式市場の拡大やタイ経済回復への期待を反映して，タイの株価指
数（SET 指数）も一時16年ぶりの高値となり活況を呈した。2011年大洪水の最中
には855.45（2011年10月 4 日）まで落ち込んだ SET 指数は，2012年12月28日に
1391.93にまで伸長した。
　以下，2012年の特徴的な経済政策について，洪水からの復興計画と長期投資整
備計画，石油・消費財などの価格統制，最低賃金引き上げと初の新車購入の税還
付策，籾米担保融資制度の順に取り上げ，現政権の経済面の課題を指摘する。

洪水からの復興計画と長期投資整備計画
　インラック政権は，2011年 8 月の発足当初から，1942年来とされる大洪水への
緊急対応とその甚大な経済的損害への対処に直面した。2011年大洪水の最中は，
発足直後の政権の手際の悪さもあって深刻な社会的混乱が生じ，政権を非難する
世論が高まった。そのため大洪水の収束後は，支持率回復と投資家の信頼回復を
かけて，政権は迅速に復興を担う組織と復興計画の立ち上げを行った。
　2011年11月10日，政府は「国家の未来構築と復興のための戦略委員会」（SCRF）
と「水資源管理戦略委員会」（SCWRM）を設置し，復興計画の準備を始めた。
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2012年 1 月14日，専門家集団から構成される SCWRM は，洪水からの復興と同
時に，タイ全土の利水・治水計画，都市計画，植林・ダム建設にかかわる国土計
画の見直しを行う中長期マスタープランを作成し，内閣に提出した。同計画実施
には総額3500億バーツが必要と試算され，これを特別国債の発行で賄うことが発
表された。
　この計画の国際的な競争入札から実施までを統括する水資源管理組織として，
2012年 2 月に，首相直下に一元的統制を敷いた特別組織「国家利水・治水政策委
員会」と「利水・治水政策管理委員会」が発足し，水路・水門の補修やモニタリ
ング地点の機材設置，道路かさ上げをはじめとする短期計画の半分近くが2012年
内に執行された。2013年に予定される治水・利水長期計画の入札をはじめとする，
今後の治水・利水計画が順調に進むか否かは，タイに投資する企業が国としての
リスク管理体制を評価する試金石のひとつである。
　このように迅速に進んだ治水・利水の投資計画を皮切りに，インラック政権は，
キティラット・ナ・ラノーン副首相兼財務相が統轄する国家ロジスティック開発
委員会を中心に，各方面を総合した長期インフラ整備計画を打ち上げた。なかで
も国際的に注目を浴びたのは，タイ国内の高速鉄道網構想と，タイとミャン
マー・ダウェー港間を道路で結ぶ国際プロジェクトである。首都バンコクと北
部・東北部・東部・南部を結ぶ国内の高速鉄道網建設は，2013年から入札を始め，
総額4000億バーツを投じて2018年の完成を目指す。また，民政移管が進むミャン
マーと製造・流通網を構築する国際プロジェクトは，国境からダウェー間の道路
建設，石炭火力発電所，工業団地の道路，居住地，庁舎，上下水道まで総合的な
開発支援を行い，2020年までに両国間の電力・ガス・鉄道網を整備し，石油パイ
プライン開通を目指す野心的な長期プロジェクトである。 7 月23日には両国首脳
がダウェー国際協力プロジェクトに関する覚書に署名し，年 4 回もの首脳会談を
通じて両国が緊密な経済関係を構築する意思を内外に示した。
　長期開発計画を相互に組み合わせたこれらの投資整備計画の総額は，今後 7 年
間で 4 兆2000億バーツ（うち 2 兆2000億バーツは特別借入による調達）と試算され，
キティラット副首相は，その資金調達方法の目処を，2013年第 1 四半期の特別立
法でつけるとした。しかし，主に政府系金融機関の融資で賄われる長期経済戦略
の巨額投資が，中・長期的にタイの公的債務を増加させ，財政不健全化をもたら
す懸念も指摘されはじめた。東南アジア大陸部の経済統合を視野に入れ，成長の
呼び水と政府が位置づける長期投資整備計画は，積極的な政府投資が企業の成長
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や政府に税収増をもたらす経済効果の反面，明確な財源確保や歳入計画を政府が
作成しなければ，マクロ経済の安定を脅かす可能性もある。

燃油と財の価格統制政策
　インラック政権は，積極的な政府投資に加えて市場価格への介入を，経済政策
のもうひとつの柱としている。2012年は，最低賃金や公務員給与の引き上げによ
る物価上昇の懸念から，政府は原油高騰時にエネルギー小売価格への積極介入を
行った。運輸業向けの燃油価格については2012年の値上げを予定していたが， 5
月14日の閣議で，それを 3 カ月間凍結し，懸案であったガソリン，ガソホール，
軽油の燃油基金拠出金を引き上げる措置も凍結した。続く 5 月以降も，政府は90
億バーツ以上の税収減を覚悟で，軽油の個別物品税の減税期間を 8 月末まで 1 カ
月ごとに延長した。
　タイでは，2008年以降，家庭用の液化石油ガス（LPG）価格助成に総計1000億
バーツ以上が支出されている。燃油の販売価格から拠出金を徴収し価格安定を
図ってきた燃油基金は，近年の収入減と補助金負担によって200億バーツを超え
る負債を抱え，収支の悪化が問題化している。これまで価格統制策を優先してき
たエネルギー省も，とうとう2013年 1 月 4 日には，LPG の価格自由化に 3 月ま
でに段階的に着手することを発表した。LPG の価格自由化後は，現在の 1 キロ
グラム当たり18.13バーツから25バーツに値上げされる予定である。同時に，屋
台など低所得の LPG 大量ユーザー向けには燃油基金から直接補助金を支給する
計画も組まれる。なお同じく価格統制している圧縮天然ガス（CNG）については，
消費者の理解を得られないとして，値上げ措置を見送った。
　このほか，政府の市場統制的な姿勢を印象付けるのが，財・サービスの価格監
視規制策である。価格監視規制策は，「仏暦2542年商品およびサービス価格法」
を根拠に，商務省国内取引局が，物品・サービス価格の統制を政府から事業者等
への補助なく行う制度である。タクシン政権時から価格監視規制の対象は急速に
広がり，2003年までの財73品目・サービス20品目から2006年には財200品目・
サービス20品目にまで対象が拡大していた。2006年 9 月クーデタ後も，同様の政
策が商品値上げを禁止する国家安全保障評議会布告 No. 8 によって試みられたも
のの，経済界の強い反発により2007年 4 月には撤回された（江川暁夫［2012］「タ
イ商務省による価格統制・価格監視規制について」，日本タイ協会『タイ国情報』
2012年 7 月号，pp.53-63）。
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　現政権は，2012年 3 月 8 日に財39品目，サービス 3 品目の価格統制リストを作
成した。価格監視規制も対象を財205品目・サービス20品目へと増やし，インフ
レ懸念の高まった2012年 5 月15日には，物価高騰が政治問題化したことから， 4
カ月間の価格凍結への協力を，小売・流通各社に求めた。こうした市場価格への
政府介入は，消費者の政治的支持こそ得やすいものの，原料・生産コストの上昇
を事業者に負担させ市場価格を歪める政策であるとして，タイ商業会議所ほか小
売・流通業界は反発し，協定期間が終了する 8 月以後のリスト見直しと価格統制
制度の廃止を政府に求めている。

最低賃金引き上げ
　インラック政権の選挙公約のうち，もっとも議論を呼んだのは最低賃金を日額
300バーツに引き上げる政策であった。現政権は，タイ経済を安い労働力・農産
品に依存した輸出中心の構造から中進国的構造に転換するため，内需拡大や国民
所得の増大を図るべきであると主張してきた。これに対し，タイ工業連盟，タイ
商業会議所をはじめとする財界は，最低賃金の急な引き上げにより，生産コスト
に占める労賃比率が上昇して労働集約的産業の市場撤退を招き，企業収益のみな
らず雇用情勢まで悪化させるとして，反対を表明してきた。大洪水があった2011
年にこの政策の導入を見送った政府は，2012年 4 月 1 日，バンコク都と周辺県 5
県およびプーケット県で，未熟練労働者の最低賃金を先に300バーツに引き上げ，
他県でも40％の賃上げを実施した。さらにこの賃上げ後に失業率・インフレ率な
どの上昇がなかったことを確認のうえ，2013年 1 月 1 日から全国一律の最低賃金
引き上げを決定した。タイ工業連盟は，12月18日の官民合同委員会において，生
産コスト上昇の影響緩和のために，中小企業の生産コストに占める労賃上昇分を
国・事業者間で補償する基金設置を要求している。
　2013年には，この政策導入後の中小企業の資金繰り問題や設備投資，失業率の
動向が，タイ経済の分析の焦点のひとつになるであろう。また中・長期的に，引
き上げられた賃金に見合う生産性上昇がなされ企業収益・設備投資が順調に回る
かなどが主要な課題となることが指摘されている。

初の新車・トラック購入の物品税還付策
　インラック政権は，初の新車・トラック購入と初の住宅購入の物品税還付策を，
中間層や中小事業者向けの政権公約とした。このうち，2012年に際立った経済効
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果をもたらしたのは，初の新車・トラック購入政策であった。2011年 9 月中旬に
導入された同政策の還付対象は，100万バーツ未満の乗用車で排気量1500cc 以下
の車種， 1 トン・ピックアップトラックと 4 ドア・ピックアップトラックであっ
た。2012年末の12月18日，この還付策への申請件数は91万件に達し，最終的な税
還付額は700億バーツに達すると試算されている。
　政策に需要を後押しされて，2012年のタイ自動車製造・販売市場は，対象車種
を中心に，史上まれにみる活況を呈した。タイ工業連盟自動車部会，工業省，タ
イ投資委員会（BOI）ほかは11月23日に共同記者会見を行い，タイの自動車生産台
数が初めて年200万台を突破したことを報告した。2012年末には，生産・輸出・
国内販売台数ともに，タイ自動車業界の過去最高値を記録している。この政策は，
2012年の景気回復に予想以上の効果を発揮しているが，2012年末の申請締め切り
後，先取りされた国内需要の反動が2013年後半の自動車販売に与える影響や今後
の外需の行方が注視されている。

籾米担保融資制度
　農業部門の政策としては，50万バーツ以下の農民債務のモラトリアム措置，村
落基金の拡充に並んで，籾米担保融資制度の再開が，大きな議論を呼んでいる。
アピシット前政権は2009年より籾米 1 トン当たり 1 万1000バーツの販売価格を保
証する所得保障制度を実施したが，インラック政権は，農産物価格のさらなる引
き上げと農民の所得水準向上を図る方策をとるとした。具体的には，2011年雨季
作米から籾米を担保に農家に融資する制度に変更し，基準価格を普通米で 1 トン
1 万5000バーツ，香り米で同 2 万バーツと市場価格よりかなり高めに設定した。
そのため，基準価格で政府に預け入れた籾を請け戻す農家はなく，この制度は実
質的に政府が融資価格で籾米を買い取る制度として機能した。
　 8 月10日までに，政府が買い上げた籾米総量は1687万トン（精米後1000～1100
万トン）に上るとされ，財務省によれば籾米の農産物価格補助政策だけで，政策
経費は2012年度に2650億バーツかかったとされる。 8 月末，商業省は制度を開始
した前年10月以降初めて，保管米を政府間で輸出する払い下げ（75万トン）を決定
した。
　この直前，コメ輸出業協会は政府に対して，2012年央のタイ米輸出は，国際競
争が激化し輸出市場におけるコメ価格が低迷するなか，2000年以降もっとも少な
い量まで減少したと指摘した。政府が農民から買い上げたコメを担保価格より低
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い価格で払い出ししなければ，タイのコメ輸出産業は崩壊するとの警告であった。
籾米担保融資制度については，このほかにも各方面から批判が相次ぎ，政府が実
質買い上げた農産物の保管費用を負担し，長期保管による政府損失が増えること，
コメ生産者の品質改善にかける意欲の喪失といった問題点が指摘された。
　ついに10月17日，上院議員67人が政府保管米を政府間取引で輸出する制度が国
家の財政損失を招くものであり，この政府間契約が憲法第190条の国会承認を要
する国際条約に当たるとして，憲法裁に違憲審査を請求した。しかし憲法裁は，
訴えが売買契約書類などの根拠を欠くとして，11月16日に訴えを棄却した。
　籾米担保融資制度は，農業協同組合銀行（BAAC）を通じて実施しており，政府
は BAAC の調達資金50％の保証と担保貸付の実施費用を後で BAAC に払い戻す
約束になっている。しかし BAAC は，2004年のタクシン政権期以来，政府が13
回実施した籾米担保事業において計1030億バーツの政府保証の支払いを滞らせて
いることを 8 月に公表した。2013年の年初には，籾米担保融資制度の採算性への
懸念から BAAC はインターバンク市場での資金調達に困難をきたしはじめ，
BAAC と政府貯蓄銀行間で資金融通の協議が始まった。今後，この政策の持続
性や安定性について政策議論が生じることは必至であろう。
　インラック政権は，政府支出・投資を増やし，労働者の最低賃金上昇や農民の
所得向上による消費刺激策を積極的に発動して，大洪水からの復興を目指した
2012年の景気浮揚に成功した。ただし，短期的な経済効果を生んだ最低賃金引き
上げ策や拡張された政府投資が，果たして中長期的にもマクロ経済の安定をもた
らすか，今後の展望については強い慎重論がある。とくに政府による巨額の投資
計画や所得分配政策の一部が，一般財政赤字と公的債務残高の上昇をもたらすこ
とが懸念されている。短期的な経済政策の成功と中長期の経済的課題を分けて，
今後の経済動向を注視する必要がある。 （船津）

対 外 関 係

　外交における2012年のタイの主要課題は 2 点挙げられる。第 1 の外交課題は
2015年の ASEAN 経済共同体成立で深化する経済統合を見越し，タイが域内にお
ける物流網，生産ネットワーク上の優位な立場を確立することである。その為に
は近隣各国との間で鉄道，道路，港湾に代表される物理的なインフラや，税関・
出入国手続きの円滑化や制度の調和などの制度的なインフラの総称である「連結
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憲法改正をめぐる対立と市場介入型の経済政策

性」を強化することが政策課題となった。具体的には，各種交通インフラ投資を
海外から誘致することが外交課題として掲げられた。一連の「連結性」強化プロ
ジェクトの中で海外投資誘致策としてその目玉となるのが，2013年に国際入札が
予定されている高速鉄道建設への投資誘致である。このプロジェクトに対して政
府は，とりわけ中国，日本，ドイツに秋波を送っている。なかでも中国は，タイ
の高速鉄道が将来的にラオス，中国とつながることでいっそうの経済効果が生ま
れるとして，工事の入札に強い関心を示している。また，ミャンマーで開発が進
行しているダウェー工業団地プロジェクトも，タイ政府がミャンマー政府，イタ
ルタイ社と共同で行うインフラ開発の目玉であり，大陸部東南アジアの東西回廊
の実現の鍵を握る国際プロジェクトである。本プロジェクトに対しては，アンダ
マン海に開かれる深海港建設に対する投資を，日本に呼びかけている。南北をつ
なぐ鉄道建設と東西を結ぶ道路建設を通じた交通網の整備，そして東西南北の
ネットワークの中心にタイを位置づけることにより，経済統合が進む大陸部東南
アジアにおいて，流通網のハブとしての地位を確立するべく，政府は各国との交
渉を進めている。大陸部東南アジアにおいてタイを中心に据える秩序構築は，上
記のインフラ整備だけでなく，ソフト面でも進められた。そのひとつの大きなブ
レークスルーが，12月に施行されたタイ＝カンボジア・シングルビザ制度の導入
であった。これは EU と同様，統合域内における人の移動の自由を整備する一環
の政策であり，メコン流域国会議参加国の間で交渉が進められていた。メコン流
域国会議参加国 5 カ国のなかでも，タイが先行して実施したことは近隣各国への
強いアピールとなった。今後は，このシングルビザ制度がメコン流域国 5 カ国に
広がることをタイ政府は期待している。
　第 2 の対外政策の主要課題は，ASEAN を舞台として展開される米中の駆け引
きのなかで等距離外交を行うことであった。11月にはアメリカのオバマ大統領，
中国の温家宝首相をそれぞれ国賓としてタイに迎え，アメリカとは安全保障面で
の協力強化，TPP の交渉入りを約束する一方，中国とはコメ輸出，高速鉄道建設
についての協力を約束した。タイ・アメリカ関係は近年みるべき成果もなく，ア
メリカが要請した「NASA による気象研究」という名目でのウタパオ空港利用に
対して， 6 月にタイ政府が最終的に要請を却下したこと，また，アメリカがミャ
ンマーに対して戦略的なパートナーとして急速に関係強化を求めていることから，
アメリカのアジア戦略におけるタイへの関心の低下が懸念されていた。そうした
なかで，国内の反発を抑えつつ，インラック政権はオバマ大統領との会談の席で
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TPP 交渉参加を明言し，アメリカとの関係維持に努めた。コメ輸出や高速道路建
設などの大型プロジェクトを抱えるタイ・中国関係が良好なだけに，歴史的に関
係の深いアメリカとの関係を見直したことは，地域戦略上タイが中国，アメリカ
という 2 大大国との間でバランスをとるうえで重要な布石となった。
 （相沢）

2013年の課題
　2012年に行き詰った憲法改正について，インラック政権は，国軍や反タクシン
派をいたずらに刺激しないよう注意しながら，王室護持の姿勢をアピールしつつ，
一般国民の支持を十分に確保したタイミングで国民投票に打って出ることになる
だろう。
　経済面では，大洪水からの復興を目指した現政権が，2012年の経済運営におい
て一定の成功を収めたことが評価されている。しかし，積極的な市場介入を行う
現政権の経済政策と大規模な政府投資について，中長期にはマクロ経済の不安定
化につながる懸念をタイ工業連盟などが表明している。また政策的に誘導された
最低賃金引き上げについても，企業業績や設備投資にいかに影響し，長期的な生
産性向上や産業構造の変化をもたらすか，が注目されている。
　対外政策では，2013年には 2 つの大きな課題がある。 6 月には高速鉄道建設の
第 1 期国際入札が行われるが，この入札において，有力な応札先と目される日本，
中国，欧州などから，タイがいかに好条件を引き出せるかが第 1 の課題となるだ
ろう。第 2 の課題は，南部国境 3 県の問題を解決するためのマレーシアの協力を
取り付けることである。タイ政府は，2013年 2 月より武装抵抗勢力との交渉を公
にし，進めている。この交渉が暴力の沈静化に効力をもつか否か，先行きは不透
明であるが，交渉の仲介役となったマレーシアの協力は交渉の帰趨を左右する可
能性がある。したがって，南部国境 3 県問題の解決にあたって交渉アプローチを
とるならば，マレーシアの協力は必要不可欠であり，外交上，今まで以上に密接
な二国間関係を構築することが必要となる。

（相沢：新領域研究センター）
（船津：新領域研究センター）
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1 月 1 日 ▼深南部 3 県およびソンクラー県に
て大洪水（～ 3 日）。
10日 ▼ 2005年 5 月以降の政治デモ犠牲者の

遺族に450万バー
ツ の補償金支払いを閣議決定。

▼洪水復興と洪水防止投資の財源確保を目
的とする 4 つの緊急勅令を閣議承認（26日官
報で公示）。
18日 ▼インラック内閣改造。

▼首相，フィリピン訪問。アキノ大統領と
首脳会談。
19日 ▼タイ陸軍記念日の晩餐会にて，首相

とプレム枢密院議長が対面。
24日 ▼ 2012年度予算案成立。歳出総額は史

上最大規模の 2 兆3800億バー
ツ 。

▼首相，インド訪問（～26日）。シン首相と
の首脳会談にて，戦略的パートナーシップを
結ぶことで合意。
25日 ▼中央銀行，政策金利の年3.00％への

引き下げを決定。
27日 ▼首相，スイス訪問。ダボス会議出席。
29日 ▼パッタニー県にて警備隊が，一般市

民を武装勢力と誤認し襲撃。 4 人死亡， 4 人
重傷。後にプラユット陸軍司令官が謝罪。
31日 ▼オラーン・チャイプラワットを首相

顧問兼タイ通商代表会長に任命。
2 月 7 日 ▼治水・洪水対策の一元管理組織，
治水・洪水政策委員会の設置を閣議決定。
9 日 ▼タイ貢献党，反独裁民主主義統一戦

線（UDD），それぞれ憲法改正案を下院に提出。
10日 ▼プレム枢密院議長，政府主催の洪水

対策関係者慰労会に出席。首相と面会。
13日 ▼政府，憲法改正案を下院に提出。
14日 ▼バンコクにて爆弾事件発生。イラン

人グループ逮捕。
16日 ▼中央銀行，2011年洪水被災者にむけ

た金融支援供与を公示。

23日 ▼国会，憲法改正案の第 1 読会開催。
24日 ▼首相，国王に洪水対策案を上奏。
25日 ▼ 国会，憲法291条（憲法制定手続）改

正案，第 1 読会開始。

▼ UDD，コーラートにて憲法改正を求め
る 5 万人集会開催。
28日 ▼刑事裁判所，ソンティ・リムトンク

ンに証券法違反などで禁固20年の実刑判決。
3 月 6 日 ▼首相訪日（～ 9 日）。 7 日には野田
首相と日タイ首脳会談。「恒久的な友情の絆
に基づく戦略的パートナーシップに関する日
タイ共同声明」発表。

▼プラチャーティポック王研究所，下院に
和解案提出。
23日 ▼プラユット陸軍司令官，2004年パッ

タニー県におけるクルーセ，タッバイ事件で
多数の犠牲者を出したことに謝罪。
31日 ▼ヤラーおよびハジャイにて爆破事件。

16人死亡，300人以上負傷。
4 月 1 日 ▼バンコク都と近隣 5 県，プーケッ
ト県の未熟練労働者の最低賃金を日額300バー

ツ

に引き上げ。22職種の職能別賃金も値上げ。
3 日 ▼ 首相，プノンペンで開催された

ASEAN 首脳会議に出席（～ 4 日）。
4 日 ▼下院，和解案を強行審議。
10日 ▼国会，憲法改正案の第 2 読会開始。
11日 ▼タクシン元首相，ラオス・ヴィエン

チャンを訪問（～12日）。
13日 ▼タクシン元首相，カンボジア・シア

ムリアプ訪問。 1 万人以上の支持者集まる。
17日 ▼首相，中国公式訪問（～19日）
20日 ▼最高裁，資産報告虚偽記載でタイ貢

献党チンニチャ・ウォンサワットに議員資格
失効と 5 年間公民権停止の判決。チンニチャ
はインラック首相の姪。
21日 ▼ 首相，メコン川流域国首脳会議（東
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京）出席。
22日 ▼パトゥムターニー県第 5 区で下院補

欠選挙。民主党推薦のキティアサックが当選，
タイ貢献党推薦候補は敗北。
26日 ▼首相，プレム枢密院議長宅を訪問。
29日 ▼首相およびプラユット陸軍司令官，

パッタニー訪問。
5 月 1 日 ▼ 閣議，公共交通機関（バンコクバ
ス公団の普通バス，国鉄 3 等列車運賃）の一
部無料化を今年 9 月まで延期して実施と発表。
2 日 ▼財務省公的債務管理事務局，債券市

場の発展を促すため ASEAN ＋ 3 域内企業が
発行する社債の保証システム運用を発表。

▼中央銀行，政策金利を年3.00％に据え置
くことを発表。
3 日 ▼ バンコク都，高架鉄道 BTS の運営

会社と30年間の延長契約を締結。
5 日 ▼チェンライ市長選でタイ矜持党のワ

ンチャイ候補当選，タイ貢献党敗北。

▼マープタープット工業団地にて化学石油
工場（Bangkok Synthetics Co.）爆発。12人死亡，
129人負傷。
8 日 ▼ 王室批判の SMS を発信したとして

不敬罪で禁固20年の刑で収監された「アーコ
ン」ことアムポン，刑務所内で死去。

▼イスラム諸国会議の特使，来訪。南部国
境 3 県を訪れ，非常事態宣言解除を求める。
10日 ▼ 特別事件捜査局（DSI），UDD 幹部

への不敬罪捜査打ち切り。
11日 ▼ 首相，不敬罪を規定する刑法第112

条改正の意図がないことを明言。
14日 ▼閣議，圧縮天然ガスと液化石油ガス

の価格凍結案（ 3 カ月間）を承認。
15日 ▼商務省，消費財販売企業に 4 カ月間

の価格凍結を要請。
18日 ▼ 憲法裁，UDD 幹部ジャトゥポーン

の国会議員資格はく奪。

19日 ▼タクシン元首相，UDD 集会にて，テ
レビ電話で「正義の前に和解を」と呼びかけ。
一部支持者は「正義が和解の前提」と反発。
20日 ▼閣議，ミャンマーのダウェー工業地

帯開発支援につながる西部地域開発を承認。

▼ウドンターニー市で，市長選が行われ，
現職のイティポン市長がタイ貢献党推薦のソ
ムポン副市長を破り再選。
24日 ▼ソンティ・ブーンヤラットカリン和

解委員会委員長，国会に国民和解法案提出。
25日 ▼国王，アユタヤを視察。 3 年ぶりの

地方行幸。
28日 ▼タイ貢献党議員，国民和解法案を 3

案提出。
29日 ▼ アウンサン・スーチー，来訪（～ 3

日）。サムットサーコン県視察。
30日 ▼与党による和解法案の審議入り強行

提案で，下院議場内で乱闘騒ぎ。

▼タクシン元首相を含む111人の政治家，
5 年間の公民権停止期間終了。

▼刑法第112条（不敬罪）改正を求める約 2
万7000人の名簿が政府に提出される。
31日 ▼ラオスのトーンシン首相，国王と会

談（インラック首相同席）。

▼下院，与党の強行採決で和解法案審議入
り。民主党は投票をボイコット。
6 月 1 日 ▼憲法裁，憲法改正審議に対する違
憲審査請求を受理，下院に審議差止めを命ず。

▼ PAD などの反タクシン派，国会封鎖。

▼下院，国民和解法案第 1 読会延期。

▼ 首相，バンコクで開催中の世界経済
フォーラム（ 5 月31日～ 6 月 2 日）出席。
2 日 ▼憲法裁，憲法改正審議の中止を命令。

▼UDD 集会にて，タクシン元首相がテレビ
演説。憲法裁の決定で和解が困難に，と抗議。

▼アウンサン・スーチー，タイ北西部の
ミャンマー難民キャンプ訪問（テインセイン

9392



286

2012年　重要日誌

大統領，訪タイ中止発表）。
3 日 ▼チェンマイ 3 区補選でタイ貢献党推

薦候補勝利。
8 日 ▼国家エネルギー政策委員会，2007年

に続く3回目の独立発電事業者入札（5400MW
の割り当て）の実施予定を発表。
15日 ▼タクシン元首相，訪日（～23日）。
21日 ▼選挙管理委員会，バンコク第12区選

出カルンタイ貢献党議員を資格停止処分。
28日 ▼ NASA，ウタパオ空港利用計画を断

念。
7 月 3 日 ▼政府，パンサック・ウィンヤラッ
トを首相首席顧問に任命。
7 日 ▼国王，チャオプラヤ川沿いの洪水対

策を視察。
13日 ▼憲法裁，憲法改正は国会で条項ごと

の改正か，全面的改正の場合は国民投票にか
けるべきとの判断を下す。
16日 ▼警察人事委員会，アドゥン新警察庁

長官を選出。
18日 ▼プレア・ヴィヒア寺院周辺域に展開

されたタイ陸軍部隊の撤退開始。
21日 ▼シリキット王妃，入院。
22日 ▼ミャンマーのテインセイン大統領，

来訪（～24日）。
23日 ▼インラック首相とミャンマーのテイ

ンセイン大統領，ダウェー経済特区開発，経
済協力，エネルギー協力について合意し覚書
に署名。
31日 ▼パッタニー市の CS パッタニーホテ

ル爆破事件発生。
8 月 7 日 ▼閣議，付加価値税の税率を 7 ％の
まま据え置く措置の 2 年延長を決定。
14日 ▼新上院議長にニコム副議長選出。
26日 ▼国防相，新国防次官人事を巡る対立

で，サティアン現国防次官ら軍幹部を更迭。
27日 ▼アピシット前首相，ステープ前副首

相，2010年に91人の死者を出した反政府デモ
鎮圧につき，DSI による事情聴取のため出頭。
28日 ▼国家反汚職委員会，タクシン元首相

らに対し，スワンナプーム空港建設における
CTX900疑惑の捜査を取り下げ。
30日 ▼政府，籾米担保融資制度で買い付け

たコメ売却のため初の入札を実施。
9 月 3 日 ▼レッドブル創業者の孫，警察官を
フェラーリでひき逃げ。事件隠蔽工作で逮捕。
5 日 ▼中央賃金委員会，2013年 1 月 1 日か

らの全国最低賃金引き上げの実施を最終決定。
11日 ▼南部国境 3 県の武装抵抗組織のひと

つ，「ムラユ・パッタニー新思想調整機構」
指導者，ワエリ・コプター・ワジ以下100人
以上のメンバーが投降。
27日 ▼ 刑事裁判所，UDD 幹部ジャトゥ

ポーンに執行猶予付き懲役 6 カ月の有罪判決。

▼首相，国連総会出席のため訪米（～29日）。
同日ミャンマーのテインセイン大統領と会談。
10月 1 日 ▼ヨンユット副首相兼内相，辞任。

▼新国防次官にタノンサック陸軍大将。
4 日 ▼ヨンユット・タイ貢献党党首，党首

と議員を辞職。
8 日 ▼タイ貢献党党首代行にウィロート警

察中将就任。
10日 ▼憲法裁，籾米担保貸付け政策に対す

る違憲審査において合憲判断を下す。

▼憲法裁，刑法112条（不敬罪）に対する違
憲審査において，合憲判断を下す。
11日 ▼最高裁，クルンタイ銀行不正融資で

タクシン元首相に逮捕状を新たに発行。
13日 ▼民主党，2010年騒乱について，タク

シンの責任追求集会をルンピニー公園で開催。
16日 ▼国家放送通信委員会， 3 G 携帯電話

で使う周波数の競売を実施。
17日 ▼中央銀行，政策金利の年2.75％への

引き下げを決定･実施。
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▼上院議員67人，政府が保管米を政府間取
引で輸出する政府間契約が憲法第190条の条
約締結手続きに抵触するとして，憲法裁判所
に違憲審査請求。
28日 ▼インラック内閣改造。

▼ロイヤルターフクラブにて，サヤーム防
衛団（ピタックサヤーム）によるインラック首
相退陣要求決起集会に 2 万人集結。
31日 ▼タイ貢献党新党首にジャルポン・ル

アンスアン就任。
11月 1 日 ▼フットサル・ワールドカップ，バ
ンコク，コーラートにて開催（～18日）。
7 日 ▼タイ，ミャンマー両政府代表，ダウェー

経済特別区開発の合同委員会初会合を実施。
8 日 ▼タクシン元首相，ネーピードーにて

テインセイン大統領と会談。
12日 ▼政府，TPP 交渉参加を閣議決定。

▼首相，イギリスを公式訪問（～14日）。
15日 ▼タイ・アメリカ国防大臣会談にて，

防衛同盟共同ビジョン調印。
17日 ▼ヤラー市で爆発，1 人死亡，33人負傷。
18日 ▼オバマ米大統領，来訪（～19日）。

▼タイ商業会議所，タイ工業連盟，タイ銀
行協会の経済 3 団体，来年 1 月とされた最低
賃金日額300バー

ツ への引き上げの全国実施延期
を求めて，陳情書を提出。
20日 ▼閣議，中央賃金委員会の決めた2013

年 1 月 1 日からの未熟練労働者の最低賃金日
額300バー

ツ への引き上げ実施を了承。

▼閣議，外国人事業者の航空機部品製造・
保守管理業への出資比率上限を現行の49%
から70% に引き上げる航空法改正案を承認。

▼首相，プノンペンで開催された東アジア
サミットに出席。
21日 ▼温家宝中国首相，来訪（～22日）。
22日 ▼ 反政府デモ対策でバンコク中心部

（プラナコン区他）に治安維持法適用（～30日）。

23日 ▼投資委員会，工業省，タイ工業連盟，
タイ自動車工業会ほかが記者会見。タイにお
ける自動車の年間生産台数が初めて200万台
を突破したことを報告。
24日 ▼バンコクにおいて，サヤーム防衛団

（ピタックサヤーム）率いる反政府デモ。警察
部隊と衝突，逮捕者138人，負傷者82人。
28日 ▼首相，チャルーム副首相，スカムポ

ン国防相などに対する不信任案を下院で否決。
12月 2 日 ▼アピシット前首相，ステープ前副
首相，DSI にて殺人容疑のため事情聴取。
3 日 ▼ 刑事裁判所，UDD 元幹部のアリス

マンに懲役 1 年の判決を下す。
5 日 ▼国王，誕生日恒例の国民向けスピーチ。
6 日 ▼ナラティワート県内にて，小学校教

員を狙った殺害事件が続発したことを受け，
県内の小学校閉鎖（～ 7 日）。
11日 ▼首相，憲法改正案審議前の国民投票

を実施する意向を表明。

▼ナラティワート県で銃乱射事件，6人死亡，
内 2 人教員。パッタニー県でも教員 2 人死亡。
13日 ▼南部国境 3 県およびソンクラー県の

一部地区の学校，一斉休校（～14日）。

▼首相，パッタニー県訪問。同県小学校教
員の安全問題を討議。
17日 ▼首相，ミャンマー訪問。テインセイ

ン大統領と会談。

▼民主党のラメート顧問弁護士，銃撃され
重傷。犯人は不明。
19日 ▼ペットカセーム通りにてパームオイ

ル値上げ要求の農民デモ。卸売り価格 1 ㌔㌘
当たり 2 バー

ツ から 4 バー
ツ へ値上げを政府合意。

27日 ▼タイ＝カンボジア・シングルビザ政
策施行。
28日 ▼物品税局，初の新車・トラック取得

の物品税還付策への還付申請件数が119. 4 万
件に上ったと発表。
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　 1 　国家機構図（2012年12月末現在）

���� タ　　イ　2011年

国家機構図 (2011 年12月末現在 )
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（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　2007年憲法，1991年省庁局改組法（最終改正2010年）などにより筆者作成。

　 2 　閣僚名簿

閣僚
Yingluck 政権（2012.1.18～） Yingluck 政権（2012.10.28～）

氏名 政党 氏名 政党
首相 Yingluck Shinawatra ＊ PT Yingluck Shinawatra ＊ PT
副首相 Yongyoot Wichaidit+1） PT Chalerm Ubumrung （Pol.Capt.） PT

Chalerm Ubumrung （Pol.Capt.） PT Kittirat Na-Ranong+ PT
Yuthasak Sasiprapha （Gen.） PT Surapong Tovichakchaikul+ PT
Kittirat Na-Ranong+ PT Plodprasop Suraswadi PT
Chumpol silapa-archa+ CTP Phongthep Thepkanjana+ PT

首相府大臣 Woravat Auapinyakul PT Warathep Rattanakorn PT
Nalinee Taveesin ＊ PT Sansanee Nakpong ＊ PT
Niwattumrong Boonsongpaisarn PT Niwattumrong Boonsongpaisarn PT

9796



290

2012年　参考資料

国防大臣 Sukumpol Suwanatat PT Sukumpol Suwanatat （ACM） PT
財務大臣 Kittirat Na-Ranong+ PT Kittirat Na-Ranong+ PT
　副大臣 Tanusak Lekuthai PT Tanusak Lek-uthai PT
　副大臣 Viroon Tejapaibul PT Viroon Tejapaibul PT
外務大臣 Surapong Tovichakchaikul PT Surapong Tovichakchaikul+ PT
観光・スポーツ大臣 Chumpol silapa-archa + CTP Chumpol silapa-archa CTP
社会開発・人間安全
保障大臣 Santi Promphat PT Santi Promphat PT

農業・協同組合大臣 Theera Wongsamut2） CTP Yukol Limlamthong CTP
　副大臣 Nattawut Saikuar PT Siriwat Kajornprasart CTP
　副大臣 Yuttapong Jarussatien PT
運輸大臣 Charupong Ruangsuwan PT Chadchart Sittipunt PT
　副大臣 Chatt Kulkiloke （Pol.Lt.Gen.） PT Prin Suwanatat （Gen） PT
　副大臣 Chadchart Sittipunt PT Prasert Jantararuangtong PT
天然資源・環境大臣 Preecha Rengsomboonsuk PT Preecha Rengsomboonsuk PT
情報技術・通信大臣 Anudith Nakornthap （Gp.Capt.） PT Anudith Nakornthap （Gp.Capt.） PT
エネルギー大臣 Arak Chonlatanon PT Pongsak Ruktapongpisal PT
商務大臣 Boonsong Teriyapirom PT Boonsong Teriyapirom PT
　副大臣 Poom Sarapol PT Nattawut Saikuar PT
内務大臣 Yongyoot Wichaidit+ PT Jarupong Ruangsuwan PT
　副大臣 Chuchard Hansward PT Chatt Kuldiloke （Pol.Lt.Gen.） PT
　副大臣 Thanit Thienthong PT Pracha Prasopdee PT
法務大臣 Pracha Promnog （Pol.Gen.） PT Pracha Promnog （Pol.Gen.） PT
労働大臣 Phadermchai Sasomsub PT Phadermchai Sasomsub PT
文化大臣 Sukamol Kunplome＊ PC Sontaya Kunplome PC
科学技術大臣 Plodpsasop Suraswadi PT Woravat Auapinyakul PT
教育大臣 Suchart Thada-Thamrongvech PT Phongthep Thepkanjana+ PT
　副大臣 Sakda Kongpet PT Sermsak Pongpanich PT
公衆衛生大臣 Wittaya Busanasiri PT Pradit Sintavanarong PT
　副大臣 Surawit Khonsomboon PT Cholanan Sri-kaew PT
工業大臣 Pongsvas Svasti （MR） CPPP Prasert Boonchaisuk CPPP
　副大臣 Tarnis Thienthong PT

（注）　＊女性閣僚，+ 兼務。
　PT （タイ貢献党）， CTP （タイ国家開発党），CPPP（国家貢献開発国民党），PC（民衆の力党）。
 1 ）Yongyoot Wichaidit 副総理大臣兼内務大臣，10月1日辞任。 2）Theera Wongsamut 農業・協同組合大
臣，10月25日辞任。

（出所） 官報および内閣事務所ウェブサイト（http://www.cabinet.thaigov.go/）より筆者作成。 

　 3 　国軍人事
国軍司令官 Gen. Thanasak Patimaprakorn （2011年10月 1 日）
陸軍司令官 Gen. Prayudh Chand-ocha （2010年10月 1 日）
　（第一管区司令官） Maj. Gen. Paiboon Kumchaya （2012年10月 1 日）
海軍司令官 Adm. Surasak Runroengrom （2011年10月 1 日）
空軍司令官 ACM  Prajin Juntong （2012年10月 1 日）
国防次官 Gen. Thanongsak Apirakyotin （2012年10月 1 日）
（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および国防省ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2007 2008 2009 2010 20111） 20121）

人 口（100万人，年末） 65.74 66.32 66.88 67.28 67.58 68.04
労 働 人 口（同上） 36.94 37.70 38.43 38.64 38.92 39.82
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.3 5.5 -0.9 3.3 3.8 3.0
失 業 率（％） 1.4 1.4 1.5 1.0 0.7 0.5
為替レート（ 1 ドル＝バーツ） 34.56 33.36 34.34 31.73 30.49 29.95
（注）　1） 暫定値。
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2007 2008 20091） 2010 20111） 20121）

民 間 消 費 4,555 5,000 4,993 5,430 5,743 6,293
政 府 消 費 1,039 1,121 1,214 1,310 1,398 1,544
総 固 定 資 本 形 成 2,250 2,492 2,182 2,499 2,769 3,250
在 庫 増 減 4 152 -261 121 375 141
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 6,260 6,942 6,180 7,203 8,110 8,517
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 5,544 6,709 5,227 6,453 7,632 8,399
国 内 総 生 産 支 出 8,563 8,998 9,081 10,111 10,425 11,346
国 内 総 生 産（GDP） 8,525 9,080 9,042 10,105 10,540 11,363
海 外 純 要 素 所 得 -311 -324 -353 -435 -377 -442
国 民 総 生 産（GNP） 8,214 8,757 8,689 9,670 10,164 10,921
（注）　 1 ） 暫定値。
（出所）　国家経済社会開発庁 （http://www.nesdb.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質：1988年価格） （単位：10億バーツ）
2007 2008 2009 20101） 20111） 20121）

農・畜産・漁・林業 369.8 385.2 390.4 381.4 397.0 409.4
うち農・畜産・林業 306.7 320.1 322.3 312.5 329.8 344.3

鉱 業 95.1 95.3 96.1 101.1 99.0 106.4
製 造 業 1,686.4 1,751.4 1,645.0 1,873.2 1,793.4 1,918.4
建 設 業 100.5 95.2 95.6 102.1 96.9 104.5
電 力 ・ 水 道 142.0 147.6 148.9 163.8 164.4 180.3
運 輸 ・ 通 信 432.0 429.9 413.7 430.3 441.9 477.4
卸 ・ 小 売 業 591.0 596.7 594.8 610.7 621.7 654.3
金 融 業 148.6 160.9 167.3 180.5 204.5 218.0
不 動 産 業 164.6 168.7 170.6 177.0 183.1 190.3
行 政 ・ 国 防 120.6 122.2 122.3 127.1 127.2 131.8
サ ー ビ ス 408.5 411.6 418.6 448.8 483.6 505.0 
国 内 総 生 産（GDP） 4,259.0 4,364.8 4,263.1 4,596.1 4,599.7 4,895.6
GDP 成 長 率（％） 5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1 6.4
（注）　 1 ） 暫定値。 
（出所）　表 2 に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2009 2010 2011 2012

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 535,880 860,125 645,210 1,211,476 725,455 1,286,807 725,479 1,549,438
ＮＡＦＴＡ 635,226 319,075 714,531 384,136 748,885 459,094 804,605 453,124

ア メ リ カ 567,699 288,566 638,820 342,120 658,839 408,170 703,918 403,587
E U1） 618,759 415,332 690,082 444,947 727,845 545,090 674,110 622,898

ド イ ツ 89,504 118,344 104,374 148,278 113,424 164,585 111,442 186,859
イ ギ リ ス 110,311 60,725 115,717 61,200 117,140 59,481 117,462 86,340

ス イ ス 107,821 85,474 129,270 166,506 143,478 270,883 158,131 227,683
ロ シ ア 13,844 57,996 24,312 102,665 34,624 137,697 35,021 126,624
ＡＳＥＡＮ 1,106,493 850,952 1,403,599 972,606 1,636,787 1,126,630 1,752,213 1,260,791

シンガポール 257,968 197,352 285,187 201,897 344,782 237,612 334,639 244,882
マレーシア 260,837 295,287 334,599 343,889 373,607 376,020 383,709 409,619
インドシナ諸国2） 321,840 162,327 391,965 165,520 470,553 201,424 531,561 254,661

中 国 548,760 586,143 678,632 775,391 825,777 933,271 830,783 1,155,335
香 港 323,220 59,652 413,785 58,232 496,736 71,290 404,990 54,050
台 湾 76,678 165,050 101,979 218,158 116,650 228,901 105,623 256,760
韓 国 96,110 186,770 114,268 258,537 137,927 280,462 147,635 280,753
イ ン ド 109,863 59,450 139,178 72,140 156,288 91,949 169,137 99,994
中 東 298,446 568,840 305,003 679,046 312,438 928,941 360,784 1,004,520
合 計 5,194,597 4,601,982 6,176,302 5,856,591 6,896,541 6,973,650 7,091,320 7,738,550
（注）　 1 ）EU は27カ国の合計値。インドシナ諸国はカンボジア，ベトナム，ラオス，ミャンマーの合計値。
（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万バーツ）
20071） 20081） 2009 2010 2011 2012

経 常 収 支 539,704 67,381 755,336 412,320 363,197 85,532
貿 易 収 支 916,795 575,541 1,121,055 1,000,330 713,742 260,714

輸 出 5,212,208 5,831,086 5,157,644 6,123,265 6,865,650 7,029,412
輸 入 4,295,414 5,255,545 4,036,590 5,122,935 6,151,909 6,768,698

サ ー ビ ス 収 支 -273,014 -431,379 -218,178 -334,037 -301,134 ‒101,136
輸 送 -402,933 -523,393 -386,459 -521,763 -637,793 ‒700,583
旅 行 398,140 436,631 397,516 461,103 628,311 853,679
そ の 他 の サ ー ビ ス -268,221 -344,618 -229,235 -273,377 -291,652 ‒254,232

所 得 収 支 -296,291 -298,145 -331,321 -444,494 -372,897 ‒455,673
雇 用 者 報 酬 - - -23,087 -1,340 -1,108 13,042
投 資 収 支 -296,291 -298,145 -308,234 -443,154 -371,789 ‒468,715

経 常 移 転 収 支 192,214 221,364 183,780 190,522 323,487 381,628
資 本 収 支 -58,818 414,816 -91,570 774,452 -221,278 365,217

直 接 投 資 288,445 146,514 23,394 136,831 -72,013 ‒102,689
証 券 投 資 -228,916 -65,530 -187,855 289,960 101,815 138,937

株 式 97,781 -121,644 42,072 38,420 -25,819 90,905
債 券 -326,696 56,114 -229,927 251,540 127,634 48,032

金 融 デ リ バ テ ィ ブ -10,846 -22,550 38,902 973 -11,169 267
そ の 他 の 投 資 -107,501 356,382 31,725 338,969 -238,182 321,457

誤 差 脱 漏 105,532 329,652 160,834 -200,147 -106,849 ‒287,780
外 貨 準 備 増 減 586,419 811,849 824,600 986,626 35,070 162,969
（注）　 1 ）旧基準の数値。
（出所）　表 1 に同じ。
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タ　イ
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6479万人（2013年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　プーミポン・アドゥーンラヤデート国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝30.73バーツ，2013年平均）

会計年度　10月～ 9月

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

26.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

タイの県（チャンワット）名
（県庁所在地名は県名と同じ）

東 北 タ イ

中 部 タ イ

南 タ イ

北 タ イ 上 部
チェンマイ
チェンラーイ
ナーン
プレー
メーホーンソーン
ランパーン
ランプーン
パヤオ

北 タ イ 下 部
ターク
スコータイ
ウッタラディット
ピサヌローク
カンペンペット
ピチット
ペッチャブーン
ナコンサワン
ウタイターニー

マハーサーラカム
チャイヤプーム
ナコンラーチャシーマー（コーラート）
ブリラム
スリン
シーサケート
ローイエット
ヤソートン
ウボンラーチャターニー
アムナートチャルーン

サケーウ
チャチュンサオ
クルンテープ（バンコク）
サムットサーコン
サムットプラカーン
チョンブリー
ラヨーン
チャンタブリー
トラート
サムットソンクラーム
ラーチャブリー
ペッチャブリー
プラチュワプキーリーカン
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概　　況
　2013年，インラック政権は，政権の目玉政策と目された 3 政策の成否をめぐっ
て大きく揺らいだ。その 3 政策とは，第 1 に憲法改正の動議，第 2 に恩赦法の施
行，そして第 3 に籾米担保融資制度の運営であった。
　2011年の総選挙で勝利して以来，長期政権樹立を目指してインラック政権が
採った具体的な戦略は，まず，クーデタ後に制定された2007年憲法下で広範な権
限を付与された司法，とりわけ憲法裁判所の権限を弱体化させることで首相の権
限を相対的に拡大させることを試み，次に恩赦法を通じて，国軍や民主党幹部と
あわせてタクシン元首相を免罪し，彼の政権復帰を実現することであった。そし
て上記 2 つを可能にするためにも，籾米担保融資制度を通じて農村部での所得向
上をはかることで，大票田の農村部における支持基盤を維持，確立することで
あった。ところが2013年，インラック政権はこの上記すべての政策でつまずいた。
　憲法改正動議は11月に憲法裁の違憲判断を受け頓挫した。そして何よりもタク
シン元首相を免罪する修正恩赦法を11月 1 日未明に下院の賛成多数で可決したこ
とで，恩赦法の成立阻止を唱える反政府デモを勢いづかせた。勢いはその後恩赦
法そのものが上院で否決されても収まらず，街頭デモを率いるステープ前副首相
らは恩赦法阻止からインラック首相即時辞任を求める政権打倒運動，さらには

「タクシン体制」の国外追放とその要求レベルを高め，大規模な反政府・反タク
シン運動へと発展させた。参加者を増やし勢いづくデモ隊は，政府庁舎を占拠し
公務員のサボタージュを呼び掛け，この影響を受けて政府は一時，一部機能停止
に追い込まれた。
　参加者推定10万人に上るタイ史上最大級の規模に発展したバンコクの街頭デモ
を背景に「人民の代表」を標榜する反政府運動に対し，インラック政権は，なら
ば国民の信を問うと12月 9 日には任期半ばで下院を解散して対抗した。ステープ
が事務局長を務める「国王を元首とする民主主義のためのタイ改革人民委員会」
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（PDRC）は選挙自体を認めず，数々の妨害工作を行ったが，政府は2014年 2 月 2
日に予定どおり総選挙を実施した。結局，28の選挙区で立候補者の登録が妨害に
より受け付けられず，新首相選出に必要な475議席（500議席中）の当選議員数を確
定できなかったため，インラック政権は新内閣を組閣することができず，暫定政
権のままとどまることとなり，反政府運動との政治決着は持ち越された。
　また，2013年の政治対立の経済的影響は無視できないものとなった。とりわけ，
景気浮揚策として期待されていた大規模インフラ投資プロジェクトが頓挫し，投
資委員会（BOI）の新委員会発足棚上げに伴い新規投資の承認が遅れたことは経済
成長を鈍化させる要因となった。最終的には2013年の GDP 成長率は前年の6.5％
から大幅に減速し2.9％となった。加えて，政権の目玉政策であった籾米担保融
資制度のもたらした巨額の財政負担が，財政規律ならびに農業生産に悪影響を与
えはじめている。この制度の綻びが露見すると，一気に政治問題化し，2013年12
月には約束した融資の支払い遅れで農家による抗議運動が繰り返されるように
なった。
　対外関係においては，2015年の ASEAN 経済共同体（AEC）成立時に，地域戦略
上，経済的に優位な立場を確立できるようその準備を進めることが外交上の課題
となった。具体的には，近隣諸国との間にタイを中心とする交通網を整備するこ
とであり，その交通インフラ整備に海外投資を呼び込むために首相や運輸相によ
るトップセールスが続けられた。なかでも，インド洋とタイを結ぶ要所となる
ミャンマーのダウェー経済特区の開発，および，ダウェーとタイとを結ぶ東西回
廊の整備に参加してほしい日本や，タイからラオス，中国につながる高速鉄道建
設に参画してほしい中国の両国との関係強化に努めた。

国 内 政 治

憲法改正動議
　インラック政権を支える与党タイ貢献党およびその支持者たちは，司法，独立
機関の裁定の「二重基準」や，司法による立法府および行政府に対する過度の，
そして偏った介入が2006年以後，現在まで繰り返される政治対立の根本たる原因
となっていると主張していた。したがって与党タイ貢献党は，国民の対立を解消
するうえでは，司法機関関連の憲法規定を改正し，その権限を縮小させることが
不可欠であるという立場であった。
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　また，2008年にタイ貢献党の前身である人民の力党のソムチャイ政権が，憲法
裁判所の解党命令を契機として政権を失ったように，現行憲法下では，選挙で下
院の過半数を押さえたとしても，憲法裁の解党命令ひとつで首相を失職させられ
る状況下にある。そのため，現行憲法は民選首相にとっては不都合な権力関係を
規定しており，インラック政権が長期政権を目指すうえで，2007年憲法下で強化
された司法の権限を抑制することはタイ貢献党（および前身となる人民の力党）の
悲願であった。
　2012年に政府・与党は憲法改正条項（第291条）の改正を通じて，新憲法を起草
することを試みたものの，憲法裁は国会での憲法改正審議を差し止め，改正は条
文ごとであれば国会で，憲法全体であれば国民投票で改正するよう命じた。タイ
貢献党はこのような憲法裁の判断を受けて，国会を通じた条文ごとの改正プロセ
スを選択し，2013年に入って憲法改正案を 3 案国会に提出した。
　第 1 の改正案は第68条と第237条を改正する案である。第68条と第237条は憲法
裁に対して，それぞれ現行体制（国王を元首とする民主主義体制）の変更を企図し，
また選挙違反を犯した政党に対して，解党および党執行委員の 5 年間の公民権停
止を命じる権限を付与している。改正案は，憲法裁に付与されたこの権限を剥奪
することにあった。
　政府・与党はまず，現行体制の変更を企図する行為を禁じる第68条について，
当該行為の告発を受理し，その行為について捜査する権限を検察庁に一元化する
ことを明示する改正を提案した。改正の狙いは，第68条違反の告発手続きを検察
庁経由に限ることで，検察庁さえ押さえれば，違憲審査手続きを未然に防ぐこと
が可能となり，憲法裁の権限を骨抜きにできる点にあった。加えて，第237条の
改正では，憲法裁に付与された，選挙違反した政党の強制解散および党執行委員
の 5 年間の公民権停止を命じる権限を剥奪する内容とした。
　第 2 の改正案は，第111～114条の上院規定の改正案である。上院は現在，定数
150議席のうち77議席が77都県からの公選制，73議席が任命制となっている。改
正案は，これを定数200議席に増やし，すべて公選制に変更するものである。こ
の改正の狙いは憲法裁をはじめとする独立機関と上院の間の事実上の互選関係に
楔を打つことにあった。ここでいう互選関係とは，憲法裁判事をはじめとする独
立機関のメンバーは上院の承認が必要であり，一方，その上院議員の半数近い任
命議員を憲法裁長官，選挙委員長，国会オンブズマン長官，国家汚職防止取締委
員長，会計検査委員長，最高裁判所大法廷が委任した最高裁判所判事，最高行政
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裁判所判事を委員として構成される委員会で選出するというルールのことである。
すなわち，上院と司法および独立機関がお互いに，民選首相や下院，政党の影響
力が及ばない独立した形で承認し合い，協同して民選議員に対抗できるメカニズ
ムを確保しているという実態を指す。したがって，上院議員全員を選挙によって
選出するルールを定めることで，上記委員会の上院議員任命権限を剥奪すること
で，この互選関係を崩すことが，改正の主眼となる。
　第 3 に第190条改正案である。外国政府および国際機関との協定締結に際し，
国会の事前承認を義務づけたこの条項の適用範囲を狭め，自由貿易協定や経済協
力などについては事前の国会承認がなくても交渉できるよう緩和し，政府が国会
からより自由に，そして迅速に経済交渉できるようにすることが，狙いとされた。
　これら 3 案のなかでも，憲法裁に付与されていた政党解散命令権を剥奪する改
正点は，行政府と司法府の関係を大幅に変更させるもので，タイ政治のルールの
根本的な書き換えにつながる。それだけに，任命制上院議員をはじめ，野党民主
党らの反発も激しくなった。加えて，そもそも改正案が憲法裁の権限を大幅に縮
小させる目的であるため，憲法裁自ら改正案に合憲判断するかは疑問視されてい
た。
　憲法改正案の審議が始まると即座にソムチャーイ・サウェーンカーン上院議員
が審議についての違憲審査を請求し，審議差し止めの仮処分申請を憲法裁に対し
て請求した。憲法裁はこの請求を 3 対 2 の僅差で受理すると決定，一方で仮処分
請求については棄却したため，国会での審議は続行された。
　最終的に11月20日，憲法裁は上院の選出方法についての改正案について，内容
面，および手続き面の双方から違憲とする判決を下した。まず，内容面について，
改正点となる上院議員の選出方法および構成の変更は，憲法の意図する首相権力
に対する監視機能を弱体化させるため，憲法第68条に規定された「国王を元首と
する民主主義制度」という現体制の変更にあたるとして，憲法裁判事 9 人のうち
6 対 3 で第68条違反のため違憲とした。次に，手続き面について，この改正案に
かかる国会審議が不当に短時間で打ち切られ，加えて下院採決の際，不在議員の
分を他議員が代理投票したとして，手続き上の瑕疵があることが挙げられた。し
たがって，この改正案には憲法改正手続きを規定した第291条違反とする違憲判
断（ 5 対 4 ）が下された。
　憲法改正案を動議した与党タイ貢献党は，憲法裁の違憲判決を不当な介入とし
て非難し，野党民主党は憲法違反の改正案を国王に上奏したインラック首相の辞
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任を求めた。改正案が憲法第68条違反であるという判決ゆえに，タイ貢献党ら与
党に対して解党命令を下されることが心配されたものの，その点は回避された。
　この結果，タイ貢献党の改憲の試みは2012年に続き，下院の過半数を占めなが
らも憲法裁により阻まれることになった。現状の政治ルールを規定する憲法を政
府与党が変更することは許さないが，他方で憲法裁の中立性を疑われるような解
党命令は出さない，という憲法裁の基本姿勢は，2006年からの紆余曲折を経た政
府と憲法裁の間の力の均衡点でもあり，現在のタイにおける行政―司法関係の基
本原則として， 2 年連続して確認されることとなった。

差し替えられた恩赦法と勢いづいた反対運動
　タクシン政権末期の2005年来，タイの政治はタクシン派と反タクシン派の分裂
が続き，両者の対立が収まる兆しは2013年になってもみられなかった。有罪判決
を受けたタクシン元首相の処遇や，2010年の政治デモ集会で逮捕され収監されて
いる赤シャツ派政治犯の釈放，国軍およびアピシット前首相らの2010年赤シャツ
派デモ集会弾圧の責任追及は，いずれも対抗政治勢力の抗議を喚起するものであ
り，十分な捜査も，和解することもできず，膠着状況にあった。
　対立を解決するための手法として2013年に政府与党が目指したのは，恩赦法の
成立であった。2006年 9 月19日クーデタの日以後の政治集会への参加や抗議運動
における違法行為，違法な政治見解表明について不敬罪に抵触するもの以外につ
いてすべて免責し，タクシン派，反タクシン派双方の政治責任および刑事責任を
同時に免罪することで，責任追及の応酬で膠着する政治対立に終止符を打つとい
うものであった。2012年に国民和解法の名で提案され頓挫したものとほぼ同一の
内容であり，政府与党として 2 度目の挑戦であった。
　2013年 3 月20日，与党タイ貢献党下院議員ウォラチャイ・へーマが提出した原
案では，恩赦が適用される政治集会について，対象期間を2006年 9 月19日から
2010年 5 月10日に定め，適用対象は「当該機関における政治運動の決定または命
令の権限を有するものたちの行為を含まない」すべての者と規定した。重要な点
は，この法案ではタクシン元首相やアピシット前首相，国軍司令官らは恩赦適用
外という点であった。
　タクシン元首相が免責されないことが明らかになると，反対運動の関心も高ま
らず， 8 月 7 日から始まる下院での審議を控えて，アピシット民主党党首が国会
に向けてデモ行進を行ったものの，最終的な参加者はわずか数十人と恩赦法ウォ

307

2013年のタイ

ラチャイ案に対する抵抗は非常に小さいものであった。したがって，このまま恩
赦法が無事成立するかと思われていたが，事態は急転した。
　10月18日，下院恩赦法案審議特別委員会において，副委員長を務めるタイ貢献
党のプラユット・シリパニットが審議中の恩赦法について修正案を提出した。プ
ラユット案では恩赦の対象を「政治運動の決定または命令の権限を有するものた
ち」を含めるすべての人物に広げ，加えて2006年 9 月のクーデタ後に設置された
機関（例：資産調査委員会［ASC］）によって訴追された者や事案も免責対象に含
めた。対象期間についても，2013年 8 月 8 日までに拡大し，インラック政権下で
有罪判決を受けた反タクシン運動家たちを懐柔することを狙った。
　アピシット前首相はこの修正の目的が，第 1 にタクシン元首相を免罪し政権復
帰をさせることであり，第 2 にクーデタ後に暫定政権を担った国家安全保障評議
会が設置した ASC の決定により没収されたタクシン元首相の資産（および利子
分）570億バーツの返還を実現することなのは明らかだとして反対した。最終的に
は11月 1 日，与党の賛成多数で第 2 ，第 3 読会を通過し修正恩赦案は可決され，
上院へと送られた。
　修正恩赦法に対し，反タクシン派はタクシン元首相の免罪と政権復帰を阻止す
るため大規模な反対運動を呼び掛け，気勢を上げた。各種世論調査で明らかにさ
れた市民の反応も 8 月の恩赦法原案時とは異なり，半数以上が反対の意を明らか
にし，加えて20％が恩赦法に賛成でも政治指導者は含むべきではないという考え
であった。タマサート大学をはじめ，各大学学長も修正された恩赦法は法治国家
としての根本を破壊するものとして反発し，反対運動に加勢した。
　与党タイ貢献党にとって痛手であったのは，この修正恩赦法に対しては，イン
ラック政権・タイ貢献党を支えてきた赤シャツ派も反発したことにある。その理
由は，この修正恩赦法案では2010年の集会を弾圧した国軍の指導者，アピシット
前首相，ステープ前副首相が免責され，弾圧行為に対する責任追及が不可能にな
るためである。したがって，修正恩赦法案の採択は2010年の集会弾圧によって犠
牲になった家族，仲間の「正義」の実現を求めてタイ貢献党を支持した人々に対
する裏切り行為ですらあった。

気勢を上げるデモ隊と議会政治を見限った民主党
　タクシン元首相復権に道を開く恩赦法に対する反対デモの中心的役割を握った
のはステープ前副首相ら野党民主党議員であった。民主党は2013年に入り， 3 月
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の都知事選， 8 月の都内の下院議員補選と，ともにタイ貢献党候補との一騎打ち
を制し，選挙において好調が続いていた。2013年 6 月の世論調査においても，タ
イ貢献党の支持率は依然として第 1 位であったものの，低下していることが明ら
かになり，民主党への支持率との差は縮まりつつあった。それでも民主党が街頭
デモを重視したのは，10月18日にタクシン元首相を免責する形に修正された恩赦
法を，現国会で止めるすべがなく，議会政治においては勝ち目がないことが再確
認されたためであった。
　強行採決で修正恩赦法を通過させたタイ貢献党は，表向きは国民和解のために
は「過去を水に流して前を向く必要がある」と正当化していた。しかし，反対派
は，この法案にはタイ貢献党の裏の意図，すなわちタクシン元首相の政治復権が
あるということを告発するとして運動を始めた。そのため，“Whistleblower”（告
発者）が合言葉となり，集会では何千何万人もの参加者が運動のシンボルとして
Whistle（笛）を吹き鳴らして反対運動を盛り上げた。
　民主党議員ら率いる街頭デモは，恩赦法成立反対からタクシン体制追放へと，
その達成目標をレベルアップさせると，支持者をさらに集め，11月25日には「100
万人集会」を呼び掛けた。この日は，国会にて首相の不信任案の審議が始まる前
日でもあり，民主記念塔をはじめとするバンコク都内の要所を行進し，首相辞任
を求める「民意」を議場外で示して圧力をかけた。
　11月28日に首相に対する不信任案が与党の反対多数で下院にて否決されると，
11月29日には反タクシン諸派は一堂に会し，ステープを事務局長とする PDRC
を設立した。そしてジェーンワッタナの政府合同庁舎を PDRC の拠点と定め，
街頭デモの指揮系統を一本化し，改めて PDRC を通じてインラック首相の即時
辞任をいっそう強く要求するようになった。政府は事態打開を模索し，国軍の仲
介を経てインラック首相とステープ PDRC 事務局長の直接会談も行われたが，
ステープ側の要求は解散総選挙ではなく，選挙によらない国民の諸団体の代表に
よって構成される「人民会議」への権限委譲であった。インラック首相は，議会
の決定によらない「人民会議」の設置および権限委譲は憲法上規定がなく，憲法
違反にあたるとして要求を却下し，両者の妥協点は見い出せないままであった。
　その後，12月 5 日の国王誕生日を迎え，デモ活動は一時休止したものの，その
後はすぐに復活し，12月 8 日には民主党下院議員153人全員が議員辞職し街頭デ
モに加勢した。民主党議員の加勢を受けて，PDRC は彼らが国民を代表している
といっそう喧伝するようになった。こうした攻勢に対抗するため，翌12月 9 日に
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インラック首相は，それならば国民の信を問うと下院を解散し，翌2014年 2 月 2
日の総選挙日が勅令によって確定した。しかしながら，ステープら PDRC の主
要メンバーはタクシンの影響力を排除できる政治改革なしに選挙を行っても意味
がないとして，あくまで「人民会議」の設置や選挙によらない中立暫定政権の樹
立を要求し続け，デモを継続した。
　ところで，この一連の反政府デモに参加したのはどのような人々であっただろ
うか。参加者は大きく 3 つのグループに分けられる。第 1 にバンコク在住でかつ
ての黄シャツ派の集会にも参加したことのあるバンコクの反タクシン派の人々で
あり，第 2 に民主党の支持基盤である南部からステープらの呼び掛けに応じて加
勢した人々である。こうした人々が長期間路上テントで寝泊まりしつつ，住み込
みで路上集会を継続した。第 3 にはネット上の呼び掛けに応じて参加した学生や
会社員であり，この人々の参加は週末に行われる集会の規模を大きく押し上げた。
アジア財団の調査によると，デモ参加者の半分以上がバンコク都民であり，次い
で近郊の中部各県出身，そして南部出身が多い。また， 6 割以上が，「政治デモ
への参加は今回が初めてである」と回答している。参加目的については，「タク
シンおよびその親族による政治支配を終わらせること」と答えた割合が最大で，
恩赦法や憲法改正など個別政策への反対を目的とする人数を大きく上回っていた。
　一方，国軍はどのような立場であっただろうか。国軍は今回，政府と PDRC
の間で中立的立場をとることに腐心した。ステープらによるクーデタの要求に対
して，プラユット陸軍司令官らは繰り返し不快感を示し，クーデタ実行の意思が
ないことを示し，政府の治安回復要請に対しては，それは警察の仕事であるとし
て，国軍兵士がデモ隊の排除のため発砲することを固く禁じた。プラユット陸軍
司令官がこのような立場をとったのは，彼自身の残りわずかとなった任期を無事
に終えたいという個人的な理由にもよると推測されるが，それ以上に組織的利益
を考えて武力行使を最小限に抑える必要があったためであろう。それは，2006年
のクーデタや2010年の赤シャツ派デモに対する発砲鎮圧後に，国軍の責任追及を
求める声が国民から多く上がった経験に基づいている。また，国王の健康状態の
悪化が心配されているなかでは，国王に1990年代のような仲裁的立場を期待する
こともかなわない以上，分裂した世論を早急にまとめることは困難であり，その
ような状況下では，国軍としては関与を最低限に抑え，政治デモに対する違法行
為の取り締まり，責任者および実行者の逮捕はあくまでも警察の仕事であること
を強調した。
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南部国境 3県，和平交渉と過激化する抵抗運動
　バンコクでの治安維持活動に際して，治安当局が抑制的に動いたのと対照的な
のは南部国境 3 県（ヤラー，パッタニー，ナラティワート）の状況であった。
　警察の発表によると，2013年，南部国境 3 県における中央政府とパッタニー独
立運動派の間の対立は激化し，治安当局，武装組織，そして一般住民の合計267
人が犠牲となった。犠牲となった人命の数，2000億バーツともいわれる治安予算，
6 万人に上る国軍兵士の派遣は，いずれもバンコクを舞台とする政治対立におけ
る各数字と比べて桁違いの規模であり，その点だけからでも南部国境 3 県を舞台
とする政府と反政府武装勢力の対立の深刻度がうかがえる。
　解決の糸口がみえない南部国境 3 県における暴力が続くなかで，2013年，中央
政府と反政府勢力（パッタニー独立運動諸派）の関係改善にむけて，微かな希望は
みられた。 2 月28日，パラドーン国家安全保障会議（NSC）事務局長はマレーシア
のクアラルンプールにおいてムラユ・パッタニー国家革命戦線（Barisan Revolusi 
Nasional Rakyat Melayu Pattani：BRN）のハッサン・タイブ代表と南部国境 3 県を
めぐる和平交渉開始に合意したと発表した。交渉開始にあたってタクシン元首相
とナジブ・マレーシア首相の働きかけがあったことも併せて明らかにされ， 1 カ
月後の 3 月28日にはクアラルンプールで第 1 回和平交渉が実施された。和平交渉
はその後，第 2 回目が 4 月29日，第 3 回目が 6 月13日と連続して開かれたが，和
平交渉の開始は，暴力の沈静化にはつながらなかった。第 1 回交渉の 1 週間後，
4 月 5 日にはヤラー県副知事が爆弾テロの標的となり死亡し， 5 月 1 日には 2 歳
の男の子を含む 6 人が撃たれ犠牲となった。
　警察の発表によれば，2013年における政府治安関係者の犠牲者は前年の60人か
ら129人へと倍増し，反政府武装組織側の犠牲者も前年の28人から53人にと急増
した。和平交渉が開始したにもかかわらず，実際には武装闘争が過激化している
原因は諸説考えられている。第 1 に，そもそも暴力の発端である治安当局による
不当拘留・逮捕が頻発しているためとする説である。第 2 に，反政府武装勢力側
の世代交代が進んだことで，交渉に参加する旧世代の指導者たちと新世代の指導
者たちの間で対立が生じているために，かえって活動の過激化を誘発していると
いう説である。第 3 に，南部 3 県で内戦状態が長引くことで経済活動が低下し，
そのなかで麻薬取引が蔓延するようになり，その結果，利権をめぐって殺し合い
が頻発しているという説である。
　このように，南部国境県で犠牲者が急増した一方で，2013年に和平交渉が開始
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されたという点も特筆すべきことである。第 1 にタイ中央政府が正式に武装闘争
を続けてきたグループの一派（BRN）を対話の相手として認めたことは画期的で
あった。BRN は南部タイの反政府諸派を束ねる立場にないことが次第に明らか
になったものの，武装勢力のなかに交渉相手を求めるタイ政府の立場が明確に
なったことは，今後の対立緩和に向けてその意義は小さくない。
　第 2 に，BRN のような南部国境 3 県の武装勢力の要求が肉声を通じて明らか
になったのも画期的であった。要求の中身について，アブドゥルカリム・カリブ
BRN 交渉代表団員は， 4 月29日に YouTube を通じて以下のように発表した。「一
つ，植民地支配者シャムはマレーシアをファシリテーターではなく調停者として
受け入れること，二つ，和平交渉は BRN に代表者されるパッタニー人と植民地
支配者シャムの間で行われるということ，三つ，交渉には ASEAN の加盟国，イ
スラム協同機構（OIC），および NGO から証人が参加すること，四つ，植民地支
配者シャムは無条件で拘留者すべてを解放し逮捕状を取り下げること，五つ，植
民地支配者シャムは BRN がパッタニー人解放運動であり，分離独立運動ではな
いということを認めること」。上記声明で用いられた「植民地支配者シャム」と
いう術語は，多くのタイ国民にとって初めて聞く言葉であり，中央政府，タイ国
民のもつ南部問題への基本認識を改める言葉となった。第 2 回和平交渉でパラ
ドーン NSC 事務局長が BRN の要求を正式に却下したものの，拘留者の処遇につ
き，無条件一括解放は不可能でも， 1 件ごとに解放の可否を精査する姿勢をみせ，
中央政府との交渉の扉は開かれていることを示した。
　第 3 に，第 3 回和平交渉で，ラマダン月の停戦が合意されると，2013年 7 月の
1 カ月間は暴力事件の件数は42件と2004年来最低の数字を記録した。停戦は実現
しなかったものの，暴力事件がひと月当たりで最低を記録した事実に目を向けれ
ば，BRN との交渉は限定的ではあっても実際に効果があるということが示され
ていた。
　通年で犠牲者を数えると，2013年は対立の激化した年であり，バンコクにおけ
る政府と PDRC の間の対立ゆえに年内に第 4 回交渉が開かれることはなかった。
したがって，和平に向けての道は頓挫したかのようにみえる。それでも，中央政
府のみならず BRN 側も，和平交渉は時間がかかるが和平に向けた唯一の方法で
あると認めており，その共通認識が培われたことは，2013年の大きな成果であっ
たといえるだろう。
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経 済

減速したGDP成長率の諸要因
　2014年 2 月17日の国家経済社会開発庁（NESDB）発表によると，2013年の実質
GDP 成長率は2.9％となり，2012年の6.5％から大きく低下した。GDP 成長率を四
半期ごとにみると，第 1 四半期は前年同期比で5.4％増と堅調であり，2011年洪
水後の復興投資などの投資部門が成長を下支えしていたものの，第 2 四半期は
2.9％と，中国の需要低下や日本の円安，記録的なバーツ高の影響を受け輸出が
伸び悩んだのを背景に成長スピードは鈍化した。第 3 四半期は国内民間消費が前
年同期比でマイナス1.2％と減退し，同様に国内投資もまたマイナス6.5％と減退
の影響を受けて，2.7％と低成長で推移した。第 4 四半期は GDP の約半分を占め
る家計消費が前年同期比マイナス4.5％と1998年以来の落ち込みをみせたことで，
0.6％の低成長となった。
　タイの株価指数（SET 指数）は，2011年の洪水後の回復需要も手伝って，2013
年は年初から好調を維持し1643.43ポイントと16年ぶりの高値を記録（ 5 月21日）
した。その後中国経済の鈍化やアメリカの量的緩和の縮小をめぐる懸念から海外
勢の売りが加速し，SET は一時1275.76まで下落（ 8 月28日）した。その後，一時
は1486.76まで回復（ 9 月20日）したものの，政治対立の影響で大規模インフラ投
資計画への政府支出が延期されることがわかると，SET は再び下落しはじめ，
2013年の最終日（12月27日）には1298.71まで下げた。
　タイ・バーツは米ドルや日本円の量的緩和の影響を受けて第 1 四半期だけで
5 ％のバーツ高となり，アジア通貨のなかでももっとも大幅な切り上げを記録し
た。 4 月21日には，16年ぶりの高値となる終値 1 ドル＝28.625バーツを記録し，
輸出部門，とりわけコメ，ゴム，衣類が打撃を受けた。政府は中央銀行に政策金
利の切り下げを求めるも，中央銀行は国内の個人債務の高さを理由に2.75％に据
え置き，ようやく 5 月29日になって，2.50％へと小幅な切り下げに応じた。一方，
アメリカの量的緩和縮小や中国の需要減退を背景に，2013年後半は一転してバー
ツ安が進行した。中央銀行は，第 3 四半期以降投資支出および家計支出が前年を
下回ったことを理由に，11月27日には年2.5％から年2.25％に政策金利を引き下げ，
為替レートも12月26日には 4 年ぶりのバーツ安となる 1 ドル＝32.76バーツを記
録した。
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　2013年は，このほかにタイの経済成長率を失速させる要因が重なった。第 1 に，
民間国内消費は通年でわずか 1 ％の成長であった。低成長の理由は，2012年に実
施されたマイカー取得減税策により，自動車需要が一巡したことが大きな要因で
あると考えられる。また2013年に計画されていた治水インフラ事業などの大規模
インフラ投資の延期が響き，公共投資はマイナス4.4％となり，民間投資と合わ
せて通年での国内投資額は前年比マイナス1.9％まで縮小した。
　なお，GDP の約38％を占める製造業において，2013年の工場稼働率が60％と
低位で推移しているなかでの国内投資減は，今後の製造業の成長にとって懸念事
項である。国内の政治対立が継続し，先行きが不透明ななかで，第 4 四半期の民
間投資がマイナス13.1％と大幅な減退を記録したこと，および，政府の大規模イ
ンフラ投資が滞っていることも2014年に向けての懸念材料である。
　タイ経済を牽引してきた輸出部門に焦点をあてると，2013年の中国経済の減速
や，日本の円安に伴う需要減により，コンピューター部品関連が6.8％減，ゴム
が5.9％減を記録し，輸出部門合計では0.3％のマイナス成長であった。タイの特
筆すべき点は，政治的対立の経済とりわけ輸出部門への影響が概ね限定的であっ
たことにある。しかし，2013年にはこれまでの「政経分離」の前提が通用しない
ことが明らかとなった。とりわけ政治対立が激化した第 4 四半期の投資の縮小が
もたらす長期的な影響も計り知れない。損失を回復しようにも，下院解散後暫定
内閣となったインラック政権は，選挙管理内閣として権限を制限され，総選挙後
に新政権が誕生するまでは実効的な経済政策，とりわけ大規模な政府投資を始め
ることはできない見通しである。
　インラック政権はその経済政策の大方針として，輸出主導型から内需主導型経
済への移行を目指すとしていたが，2013年の経済成長の鈍化，そして数カ月に及
ぶ国内の政治対立の影響を受けて，基本方針の修正を余儀なくされている。そこ
で以下では，その政策方針の修正をもたらした2013年の経済政策の行き詰まりに
ついて，インフラ整備計画の延期，籾米担保融資制度の綻び，そして BOI の機
能停止についてそれぞれ記したい。

2 つのインフラ開発計画の頓挫―交通運輸・治水インフラ整備事業
　インラック政権の中長期の経済政策は，第 1 に国際市況に左右されやすい輸出
主導型のタイ経済を内需主導型に変え，安定的な経済成長を実現することであり，
第 2 に2015年の AEC 成立を前にして，タイを大陸部東南アジアの生産ネット
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ワークにおけるハブにするという国家開発戦略であった。周辺国に比べ賃金が高
騰するタイの経済成長のためには，政策目標として労働集約型の産業から高付加
価値の資本・技術集約型の産業への転換を進め，同時に GDP の15.2％といわれ
る物流コストを 2 ％にまで引き下げることが掲げられた。インラック政権発足直
後の2011年には，高付加価値産業が集積していたアユタヤ地域の工業団地が，大
洪水により大規模な損害を出したため，各投資家の信頼を回復するために，抜本
的な治水インフラ整備事業の推進が優先課題となった。加えて，2013年 1 月 1 日
から施行された全国一律最低賃金300バーツ政策などによりタイ国内賃金の高騰
が決定的となるなかでも，タイが東南アジアの生産ネットワークのハブとなるた
めには，国内および近隣各国との接続性を高めて財・サービスの移動がより円滑
に安定的に行われるよう，高度な交通インフラの整備もまた急務であった。
　このような国家開発戦略に基づき，2013年 3 月，インラック政権は閣議におい
て総合的な全国交通輸送システム建設のため，財務省に 2 兆バーツの借り入れ権
を付与する法案を国会に提出することを決定した。史上最大規模となるこの借入
額の使途内訳については，42.7％が高速鉄道建設事業，24.9％がバンコクの地下
鉄延伸事業，15％が道路補修・改善事業，14.4％が既存の鉄道網の複線化および
新規路線整備事業，1.6％が港湾整備事業，1.5％が国境道路部の荷役集積所建設
事業に充てられることとなっている。政府試算によると，この総合交通整備事業
により，経済効果として 7 年間にわたって毎年 GDP 成長率が 1 ％上乗せされ，
建設期だけで50万人分の雇用を創出すると試算されている。長期的にはタイ国内
の輸送網を道路中心から鉄道中心へとモーダルシフトを行い，物流コストを大幅
に引き下げることを目標としている。マクロ経済への効果と同様に重要な政策目
標は，インフラ整備の結果，地方間の接続性が向上することでバンコクを中心と
しない地方経済圏をタイ各地に 5 ～10地域誕生させることにある。一部は国境を
またいで形成される各地の国境域経済圏がインフラの充実により活性化すること
で，中央集権的なタイの地理的経済構造をより地域分散型へと変化させ，2015年
の ASEAN 統合を見据えた多極的な経済センターを通じてタイ経済を底上げする
仕組みを構築することを目標としている。
　しかしながら，財務省の 2 兆バーツ借り入れ法案の審議は，恩赦法および憲法
改正案の審議を優先させたしわ寄せをうけて棚上げとなり，国会の承認は大幅に
遅れ，最終的に11月20日にまでずれこんだ。加えて，国会承認を経た直後には野
党民主党のゴーン元財務相が， 2 兆バーツ借り入れ法案はタイの財政規律を著し
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く損ねるものであり，合憲性に疑いがあるとして憲法裁に違憲審査請求を行った。
その結果，国会通過後の国王への上奏手続きは一時停止を余儀なくされ，事業実
施はさらに先送りされることになった。計画当初の予定では2013年年内にも第 1
期高速鉄道建設の国際入札を実施する予定であったが， 2 兆バーツ借り入れ法案
に対する憲法裁の違憲審査結果を待つこととなり，入札は延期され実現は翌年に
持ち越された。
　2013年の注目政策であるもうひとつの大規模インフラ整備プロジェクトは，治
水インフラ整備事業実施であった。2011年の大洪水で明らかとなったタイ全土の
洪水リスクを軽減するため，政府は放水路，貯水ダム，遊水地の建設などからな
る，予算総額3500億バーツの総合的な長期の治水インフラ整備事業を2012年に策
定された「タイ総合的治水計画マスタープラン」に基づき計画し，事業の入札結
果が 6 月18日に発表された。
　 9 つの事業区分からなる治水インフラ整備事業のうち，最大の事業区分を落札
したのは韓国水資源公社（K-Water）で，放水路建設と遊水地建設の 2 件を1623億
バーツで，中国電力建設集団／中国水利電力対外とタイの建設大手イタリアン・
タイの共同事業体（JV）がメーウォンダム建設など 5 件総額1100億バーツでそれ
ぞれ落札し，優先交渉権を得た。落札者の決定を受けて，政府は事業費3143億
バーツの借り入れを承認した。
　入札および予算承認手続きは終了したものの，用地確保に伴う住民移転の問題
や貯水池建設区域の環境問題などの未解決問題について，落札者の決定直後，反
対運動を行っている環境保護団体が事業の取り止めを求めて行政裁判所に提訴し
た。 6 月27日，中央行政裁判所は政府に対し，落札業者との契約前に環境・健康
アセスメント，住民に対する公聴会の実施を命じる判決を下したため，事業契約，
着工の遅れは必至となった。 9 月22日には建設予定地のナコンサワンから約1000
人が400キロメートルを歩いてバンコクを訪れ，メーウォンダム建設計画に反対
する集会を開き，プロジェクト反対を呼び掛けた。
　事業管理者の治水・洪水管理委員会（WFMC）の委員長，プロートプラソップ
副首相は行政裁判所の命令に対して，すでに十分な環境アセスメントを行ってい
ると反論したが，インラック首相は 9 月24日，事業の治水対策への有効性を強調
しつつも，住民や自然環境への影響も認め，反対派の意見を聞く考えを示し，公
聴会を開くよう関係者に指示した。公聴会は10月より約 3 カ月間かけて，工事の
影響を受ける県で実施すると発表された。ただ，タイミングの悪いことに，バン

117116



316

インラック政権の蹉跌

コクにおける反政府運動に呼応して，11月以降は公聴会でも抗議運動が激しさを
増すようになった。11月18日にピチット県で開かれた公聴会では，事業に反対す
る地域住民らが，説明に訪れたプロートプラソップ副首相を取り囲み，バンコク
での反政府デモと同様にホイッスルを一斉に鳴らして抗議した。同副首相も持参
した自身のホイッスルを吹いて対抗するなど，各地で開催された公聴会で混乱が
続き，事業実施の前提条件となる公聴会が多数延期に追い込まれた。追い討ちを
かけるように，インラック首相が12月 9 日下院を解散したことで，暫定政権下で
は 1 件当たり数百億バーツ規模の事業契約を行うのは無理があるという見解を治
水洪水管理委員会のスポット事務局長が示し，事業実施は新内閣が成立する翌年
まで持ち越しとなった。

籾米担保融資制度の綻び
　タイ貢献党の最大の経済政策にして，2013年もっとも大きくつまずいた経済政
策は，籾米担保融資制度の運用であった。稲作農家に対して，収穫した籾米を担
保に資金を融資するこの制度は1982年に始まったものであるが，アピシット政権
期に一時中断された制度の復活をインラック政権は2011年選挙時の公約とした。
注目されたのは，融資基準額が市場取引価格を大きく上回る，普通米 1 トンあた
り 1 万5000バーツという高値に設定されたことであった。インラック政権下で運
用された籾米担保融資制度は市場取引価格より高い基準で融資を行うため，実質
的には融資元の農業・農協銀行（BAAC）が籾米を高値で買い上げる稲作農家の所
得増加政策であり，農村部に対する消費刺激策であった。
　融資価格が市場価格を上回るため，農家は積極的に制度を利用し，籾米担保融
資制度はタイのコメ生産量のほぼ全量で利用されるようになった。ただ，市場価
格が融資時の価格よりも高くなることはまずないので，担保にした籾米を農家が
質請けすることはなく，質流れしたコメの融資資金を BAAC が支払い続けるこ
とになるため，制度運営の課題は，膨れ上がる融資総額を政府が負担し続けられ
るか否かという点にあった。
　インラック政権の籾米担保融資制度では，農家は認可精米所に籾米を預け入れ，
そこで発行される質入れ証書と引き換えに BAAC から融資を受ける。認可精米
所が引き受けた籾米は精米されて公共倉庫機構（PWO）に納入され，精米所は精
米料と運搬料を受け取る。PWO に納入された精米は（1）政府間取引，（2）輸出業
者への入札，（3）国内卸売業者への入札の 3 つの方法で保管米を売却し，売上金
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を国庫に戻すことになる。したがって，PWO に保管された精米の売却状況が籾
米担保融資制度の成否につながることになる。ただ，払い出しの 3 方法のうち，
タイ国内に卸す入札については，国内市場での売値が統制されているため，応札
額が融資基準額に達することがない。そのため，保管米を国内に卸せば逆ざやと
なり，必然的に損失を累積させることになる。したがって，制度を継続可能なも
のにするためには，保管米の輸出価格と輸出量の動向が鍵を握ることとなった。
　2013年 6 月にはこの制度の綻びが露見しはじめた。発端は格付け会社ムー
ディーズが 6 月 3 日，籾米担保融資制度の損失額が初年度の政府予想1000億バー
ツを大幅に上回る2000億バーツに達すると発表したことにあった。ブーンソン商
務相はこの見解に対し反論する記者会見を開いたものの，具体的な政府間取引の
売上額は食糧安全保障上の理由から公表できないとして政府間で730万トンの売
買契約を締結したとのみ発表し，具体的な損失額を公表することもなかったため，
損失額をめぐる憶測が飛び交い，現制度の継続性に不安が立ちこめた。
　籾米担保融資制度の損失にメディアの注目が集まるなか，財務省の監査チーム
は監査結果を発表した。籾米担保融資制度の初年度の記録として，政府は2170万
トンの籾米に対して3520億バーツの融資を行い，払い下げによる売り上げは約
600億バーツ，保管米の評価額は1560億バーツとなり，初年度確定損失額は1360
億バーツになるとした。その後，監査チームのリーダーを務める財務省のスパー
副事務次官は，上院委員会にて籾米担保融資制度の損失額は2011年から始まった
3 収穫期（2011/12年雨季作，2012年乾季作，2012/13年雨季作）で合計約2210億
バーツに上っていると発表し，加えて汚職の蔓延を指摘した。
　損失が累積した最大の要因は保管米の輸出が進んでいないことに起因する。タ
イは長期にわたって世界最大のコメ輸出国であったため，制度設計にあたっては，
タイの国際コメ市場価格に対する影響力を大きく見積もっていた。つまり，タイ
産米の卸売り価格の上昇は国際市場価格の上昇に直結するという楽観的な見通し
があった。ところが，見通しに反して国際市場でのコメ価格は想定したほど上昇
せず，加えて籾米担保融資制度においてタイ産米の品質管理メカニズムが十分に
機能しなかったため，国際市場においてタイ産米の品質に対する信用が低下し，
タイ産米の輸出競争力は失われ，より安価なインドやベトナムに輸出市場を奪わ
れた。
　政府のその後の対応は事態をさらに複雑化させた。累積する財政負担の軽減の
ため，国家コメ政策委員会は 6 月18日，普通米 1 トンあたり 1 万5000バーツとし
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ていたこれまでの担保融資価格を 6 月30日から 1 万2000バーツへと引き下げる予
定であると発表し，翌日閣議決定された。同決定では 6 月20日から担保融資限度
額を無制限から 1 世帯， 1 収穫期あたり最大50万バーツに制限し，これらの政府
の決定は，稲作農家に対する公約違反であるとして農業団体は政府を非難し，政
府が設定した担保価格が高すぎると非難し続けていた野党までもが，農家の反発
に乗じて政府の価格引き下げ決定を非難した。
　籾米担保融資制度をめぐる混乱の影響もあって，内閣支持率が低下するなか

（バンコク大学世論調査で内閣支持率は48.8％から41％に下落），政府は支持率回
復を期待して 6 月30日に内閣改造を行った。新任のニワットタムロン商務相は 7
月 1 日，すぐさま 6 月19日の閣議決定を撤回し， 9 月15日まで普通米 1 トンあた
り 1 万5000バーツに据え置くことを発表し，農家の不満を解消しようと努めた。
　担保価格引き下げ決定の撤回は，他方で，コメ卸売価格の低下を期待したコメ
輸出業者を困惑させた。融資基準価格の据え置きは，輸出用のコメの払い下げ価
格も高止まりすることを意味し，コメ輸出業者として利ざやはきわめて小さくな
る。この決定に対し，タイ・コメ輸出業者協会のチューキアット名誉会長は「二
転三転するタイ政府の政策を国際市場は嘲笑している」と政府を批判した。
　次に問題となったのは，籾米担保融資制度の融資金の支払い遅延であった。籾
米担保融資制度の融資は農家が精米所で質入れ証書を受け取り，証書を BAAC
に提出し，後日資金を受けとる手順となっている。BAAC が農家に支払う資金
は政府が調達し，そこに保管米の売り上げ金を加えて BAAC に払い戻す仕組み
となっている。政府が2011年当初用意した籾米担保融資制度用の運転資金は5000
億バーツであり，タイの民間銀行の試算によればこれまで 4 度の収穫期に対して
6600億バーツの支払いを行い，1800億バーツが売り上げとして還流したため，差
し引き4800億バーツが負担額として累積した計算となる。したがって当初の準備
金はほぼ底をつき，2013年後半はとくに，その継続性が危ぶまれることになった。
　制度維持に黄信号が点るなか，政府は，まず融資基準額を普通米 1 トンあたり
1 万5000バーツに据え置きつつも， 1 世帯あたりの融資限度額を35万バーツに引
き下げた。加えて保管米の売却益を得るために，政府対政府の取引に限定せず，
8 月には一般競争入札による払い下げを検討した。しかしながら，政府の設定し
た最低払い下げ価格が高すぎて募集の20万トンに対して 3 万トンしか成約できず，
12月には BAAC の資金確保のため，金融債750億バーツの発行を目指したが，政
治不安もあって応募額は370億バーツにとどまり，BAAC の資金繰りは悪化した
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ままであった。
　12月になると，いよいよ籾米融資の支払いが滞りはじめた。キティラット副首
相は支払い遅延が政治対立に伴う行政機能の停止によるものであり，BAAC の
資金不足が理由ではないと強弁した。東北部や北部に比べても，とりわけ支払い
が遅れたコメどころの中部では，支払いに数カ月待たされた稲作農家による抗議
デモが始まった。最終的にキティラット副首相は12月17日陳謝したものの，支払
いは滞ったままであった。さらに下院解散後は，政府に国債発行などの方法によ
る新規借入れの権限が失われたため，支払いの見通しすら失われた。
　タイ貢献党は籾米担保融資制度について，その受益者は約2000万人であると推
計し，最低賃金300バーツ / 日への引き上げ政策やマイカー減税策などと比べて
もはるかに多くの国民の所得増加に貢献する最重要経済政策と位置づけていた。
したがって，籾米担保融資制度の成功は，タイ貢献党が長期政権を実現する基礎
条件となる，公約を守る政党であるというブランドを維持し，所得増加で農村部
での支持を固めることと同義であった。それゆえに，巨額の財政負担累積や大規
模な汚職の疑いなど，当初から批判の声が大きな政策であったが，政府は一切の
妥協を拒否してきたのであった。
　2013年，籾米担保融資制度がその綻びを露見させたことで，政策に対する評価
は大きく分かれることになった。まず，融資基準額の高さ，そして買い取り量の
多さゆえに，大幅な所得増が実現したことで農家には人気が高い制度であった。
認可精米所にとっても，PWO が精米をすべて引き受けることから，卸売り業者
としてのリスクがなくなり，精米料と輸送料を安定的に稼ぐことができ，加えて，
籾殻などの売り上げなどの副収入も得られるだけに人気の高い制度となった。
　一方で，コメ輸出業者はこの制度への不満，不信を高めている。主な不満の理
由は，第 1 に担保融資基準額の高さゆえに政府米の払い出し価格も高騰したこと
で，以前のように国際市場価格との間で輸出利益を求めることは難しくなり，第
2 に政府間取引については事実上政府に近い一部の業者だけが政府間取引を独占
しているため公平な競争が阻害されている，というものである。
　加えて，本制度維持のために政府支出が増大したため，財政規律が損なわれつ
つある点を多くの識者が批判した。クルンテープトゥラキット紙によれば，2011
～2013年の 3 季作分の損失は3320億バーツであり，運用コストを上乗せすると実
質的な財政負担はさらに膨れあがっているとも考えられる。政府の国家財政規律
の基準のひとつに，公的債務は予算の15％以内に抑えるよう定められているが，
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2013年の政府予算が約 2 兆4000億バーツであることを考慮すると，籾米担保融資
制度だけで，すでに債務枠をほぼ使い切ってしまったことになる。財政規律を守
ることで市場や国際的な信用を維持する重要性を認めつつも，財政収支バランス
を墨守するため資金調達に強い縛りをかければ，資金不足で農家への支払いが滞
ることは必至で，支払いが滞れば制度に対する農家の信用，さらには農家の政権
への信用が失われる懸念から，政府は制度の財政運営をめぐって苦しい立場に置
かれた。

投資委員会（BOI）の機能停止
　2013年に経済成長が鈍化した最大の要因は国内民間消費と国内投資の減少で
あったが，中長期の経済動向を見極めるうえで，政治対立と議会解散がゆえに生
じた BOI の機能停止のもつ今後の国内投資への影響は，看過できない。
　2013年10月，タイにおいて 2 億バーツを超える投資申請について承認手続きを
行う BOI 小委員会の委員任期が満了した。新委員は下院での承認手続きを経て
就任するのが規定だが，下院では恩赦法，憲法改正案にかかる審議が優先され，
さらに下院が解散した結果，新委員の承認手続きは棚上げとなった。下院解散後
のインラック政権は，権限上の制約ゆえに投資申請の承認や BOI 小委員会の新
委員任命の手続きは行えず，その結果 2 億バーツ以上の投資認可手続きは停止し
た。
　この間，激しい政治対立にもかかわらず，タイでは2013年末を適用期限とする

「持続可能な開発のための投資奨励政策」を利用した再生可能エネルギー，バイ
オ燃料関連の大型の投資案件の申請が相次いでいた。この結果，2013年の投資申
請実績では，最終的には BOI の年初の目標であった9000億バーツを大きく上回
る 1 兆1104億バーツの申請を記録しており，政府の投資奨励策は有効に働いてい
た。それだけに，申請の承認遅れに伴う損失がもたらす，長期的な影響が懸念さ
れる。キティラット副首相によれば，2013年年末で4000億バーツ分の投資申請が
すでに棚上げされており，BOI として提案可能なことは，規定違反を回避するた
めに，大型プロジェクトを 2 億バーツ以下に切り分けて申請することを推奨する
にとどまり，根本的な解決の目処は立っていない。
　インラック政権は2013年には大型インフラ事業や籾米担保融資制度など重要な
経済政策を頓挫させた。国内投資，国内消費を刺激することで，マクロ経済の安
定成長を狙った経済政策であったが，制度的な綻びや，政治対立で足を引っ張ら
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れ，再び輸出部門頼りの経済運営へと大幅な方針転換を余儀なくされている。今
後のタイ経済の回復は，籾米担保融資制度がどのように修正されるのか， 2 兆
バーツの総合インフラ整備事業や治水インフラ事業が着工されるか，また BOI
が早急にその機能を回復できるかに大きくかかっている。それゆえに，今後の経
済動向を理解するためにも，2014年は引き続き，政治動向を注視する必要がある。

対 外 関 係

　外交における2013年のタイの課題は，なによりも経済外交であった。2015年の
AEC 成立で深化する経済統合を見越し，域内における物流網，生産ネットワー
ク上の優位な立場を確立するよう，近隣各国との接続性を強化することである。
具体的には，外国企業に対する高速鉄道建設を中心とする交通輸送インフラ建設
事業入札への応札奨励であり，また，タイが主幹となって開発を進めるミャン
マーのダウェー経済特区開発への投資奨励であった。そのため，2013年外交とし
ては，首相および運輸相を中心として活発なトップセールスが中心的なテーマを
なした。
　日本とはまず， 5 月23日に東京で開かれた首脳会談で安倍首相が高速鉄道建設
への参加をアピールした。タイにとっては，総延長2500キロメートル，東西南北
の 4 線からなる高速鉄道計画において，より好条件の海外投資を得ることを外交
交渉の重要目標としている。したがって，インラック首相は日本に対して，鉄道
事業入札への門戸を開放する一方で，開発資金が不足しているダウェー開発への
日本政府，日本企業の参加を求めた。10月 9 日にブルネイで開催された東アジア
首脳会議（EAS）で行われた日タイ首脳会談では，日本の鉄道インフラをタイの農
産物で等価交換できないか，インラック首相は提案した。インラック政権として
は，高速鉄道事業をテコに，国内問題となっている籾米担保融資制度の解決の糸
口を見出す交渉であったが，WTO で定められたコメのミニマム・アクセス枠の
調整問題もあり，すぐに日本からの了承を得ることはできなかった。一方中国に
対しても，李克強首相が10月に来訪した際に開かれた首脳会談の場では，鉄道建
設協力にかかる覚書（MOU）を締結するとともに，タイ政府が切望していた今後
5 年間に毎年コメを100万トン，天然ゴムを20万トン輸出する MOU を締結する
ことができた。
　また，ミャンマーで開発されているダウェー工業団地プロジェクトもタイ政府
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がミャンマー政府，イタリアン・タイ社と共同で開発する接続性強化策の目玉政
策であり，大陸部東南アジアの東西回廊の実現の鍵を握る国際プロジェクトであ
る。本プロジェクトに対しては，アンダマン海に開かれる深海港建設に対する投
資を，とりわけ日本に呼び掛けている。

2014年の課題
　PDRC は，2014年 2 月 2 日の総選挙における候補者登録作業の妨害に成功し，
新内閣成立に必要な475議席以上の議席確定を阻んだ。その結果，インラック政
権は，暫定内閣としての地位は解消することができず，経済状況の悪化，そして
とりわけ籾米担保融資制度における農民への未払い状況と政権に対する支持の低
下に対して，有効な手立てを打てずにいる。こうした状況を利用して，PDRC と
してはインラック辞任の圧力をかけ続けたいものの，こちらも反政府デモにおけ
る犠牲者の増加や，一部参加者の疲弊などで，運動の規模縮小を余儀なくされて
いる。政府，PDRC の両者ともに政治的決着をつける決定打がみつからないまま，
今後は第三者機関としての国軍や憲法裁，そして，選挙管理委員会の動向が注目
される。
　経済面の復調，とりわけ2013年の第 4 四半期に大幅に落ち込んだ投資の回復を
期待するには，政治対立の解消を待つしかない。したがって政治対立が解消され
ないなかでは，経済成長は輸出部門頼みとなり，アメリカや中国など，国際的な
景気の動向に大きく左右されることになる。
　対外政策もまた，政治対立の解消抜きには大きな進展は期待できない。新政権
が樹立されれば，高速鉄道建設などの国際事業がいよいよ進展する可能性もある。
また，バンコクでの政治対立の状況にかかわらず，暴力が激化する南部国境 3 県
の問題解決に向けては，マレーシアとの協力関係を維持することが期待されてい
る。2013年に始まった和平交渉は，道のりは長くとも続ける以外に選択肢はない。
継続のためには，マレーシアの協力は必要不可欠であり，これまで以上に密接な
二国間関係を構築することが必要となる。

（九州大学比較文化社会研究院准教授）
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1 月 1 日 ▼全国一律最低賃金300バー
ツ 政策を施行。

9 日 ▼中銀，政策金利を2.75％に据置き。

▼スクムパン都知事，任期満了前日に辞任。
10日 ▼最高行政裁判所，カーンチャナブリー

県の鉛汚染被害をめぐる村民による行政訴訟
にて，汚染管理局の過失を認定，補償を命令。
15日 ▼ミャンマー，ラオス，カンボジアか

らの違法移民労働者の国籍証明手続きを 4 月
15日まで特別延長することを閣議決定。
17日 ▼安倍首相来訪（～18日）。インラック

首相と会談。国王に謁見。
21日 ▼チュムポン副首相兼観光・スポーツ

相が死去。
30日 ▼ 収賄罪・殺人罪で 7 年間逃亡中の

チョンブリーの有力者，ガムナン・ポを警察
がバンコクにて逮捕。
31日 ▼タイ国鉄，レッドライン建設の入札

結果を発表。イタリアン・タイ社が受注。
2 月 2 日 ▼ パッタニー県にて農民 2 人，ヤ
ラー県にて商人 4 人が銃殺される。
4 日 ▼首相，カンボジア訪問。シアヌーク

王父国葬式典に参列。
10日 ▼ヤラー県ラーマン郡にて国軍襲撃さ

れ，兵士 6 人死亡。
12日 ▼閣議にて，2014年度予算案を承認。

歳出は2013年度比5.2％増の 2 兆5250億バー
ツ 。

13日 ▼ナラティワート県バチョー郡にて海
兵隊と武装グループが銃撃戦。武装グループ
16人死亡。
20日 ▼中銀，政策金利を2.75％に据え置き。
24日 ▼首相，韓国訪問。朴槿恵大統領就任

式出席。
26日 ▼スカンポン国防相，カンボジアの国

境係争地からの国軍引き揚げについて，カン
ボジアのティア・バン国防相と合意。

▼国家汚職防止取締委員会（NACC），サ

ティアン前国防次官の資産6500万バー
ツ を凍結。

28日 ▼パラドーン国家安全保障会議（NSC）
事務局長，クアラルンプールで国家革命戦線

（BRN）のハッサン・タイブ代表と南部国境
3 県をめぐる和平交渉開始に合意と発表。

▼首相，マレーシア訪問。ナジブ首相と会
談。
3 月 3 日 ▼バンコク都知事選にて，スクムパ
ン民主党候補が再選。
6 日 ▼ 首相，スウェーデン，およびベル

ギー訪問（～ 7 日）。EU 本部にて，タイ・EU
間の FTA について協議。
13日 ▼首相，ラオス訪問。トーンシン首相

と会談。

▼赤道ギニアのンバソゴ大統領来訪（～16
日）。首脳会談実施。
19日 ▼政府，インフラ開発のための特別借

入れ法案を閣議決定。 7 年間にわたり，上限
2 兆バー

ツ の借入れ権限を財務省に付与。
21日 ▼ 首相，ニュージーランド訪問（～24

日）。キー首相と会談。
24日 ▼ 首相，パプアニューギニア訪問（～

25日）。オニール首相と会談。
28日 ▼クアラルンプールにて南部国境 3 県

にかかわる第 1 回和平交渉を実施。
29日 ▼ 2 兆バー

ツ のインフラ特別借入れ法案，
下院第 1 読会を通過。
4 月 2 日 ▼空席となっていた観光・スポーツ
相にソムサック・プリシーサック就任。
3 日 ▼憲法改正 3 案，下院第 1 読会を通過。

▼憲法裁，国会憲法改正審議の違憲審査請
求を受理。審議差し止めの仮処分請求は棄却。

▼中銀，政策金利を2.75％に据置き。
4 日 ▼ NACC，首相の資産調査結果を発表，

隠蔽なしと結論。
5 日 ▼ヤラー県副知事，爆弾テロで死去。

重要日誌 タ　　イ　2013年
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18日 ▼バーレーンのハリーファ国王が来訪
（～20日）。国王，首相らと会談。
21日 ▼チェンマイ県 3 区の下院補選にて首

相実姉のヤオワパー・ウォンサワット当選。

▼バーツ高進行で，16年ぶりの高値となる
終値 1 ドル＝28.625バー

ツ を記録。
22日 ▼赤シャツ派，憲法改正手続き妨害阻

止のため憲法裁前にて座り込み集会開始。
23日 ▼タイ工業連盟，中銀に対し政策金利

を年2.0％に引き下げるよう要求。
24日 ▼首相，第22回 ASEAN 首脳会議参加

のためブルネイ訪問（～25日）。

▼民主党議員，国会会議規則違反でソム
サック下院議長の罷免を上院議長に請求。
27日 ▼首相，モンゴル訪問（～29日）。演説

で2006年クーデタ，2010年デモ制圧を非難。
29日 ▼パラドーン NSC 事務局長，BRN と

2 回目の和平交渉。
5 月 1 日 ▼パッタニー市でテロ事件。 2 歳の
男の子を含む 6 人が機関銃で射殺される。
13日 ▼ 財務省，洪水対策プロジェクト費

3500億バー
ツ のうち，1200億バー

ツ を政府貯蓄銀行と
クルンタイ銀行から借入れることで合意。
17日 ▼ ラモン・タジキスタン大統領来訪

（～19日）。首脳会談実施。
19日 ▼チェンマイで第 2 回アジア太平洋水

サミット開催。バングラデシュ，ブルネイ，
フィジー，グルジア，ラオス，ニウエ，韓国，
タジキスタン，バヌアツより首脳出席。
20日 ▼ 国家経済社会開発庁（NESDB），第

1 四半期 GDP は前期比2.2％減と発表。
21日 ▼南部14県にて 2 時間広域停電発生。
22日 ▼ピラパン・プアタイ党議員，国民和

解法案を下院に提出。

▼首相，訪日（～25日）。タイ投資奨励のた
め「東京ロードショー」実施。
23日 ▼首相，安倍首相と会談。

28日 ▼民主党，憲法改正案に賛成した 6 政
党の解散命令，改正手続きの中止を命じる仮
処分を憲法裁に請求。

▼2013/14年度予算の地方行政機構への配
分について，政府と地方行政機構は当初予定
の27％から28％に増分することで合意。
29日 ▼中銀，政策金利を年2.75％から2.50％

に利下げすることを決定。
30日 ▼インドのシン首相来訪（～31日）。
31日 ▼首相，スリランカ訪問（～ 6 月 1 日）。
6 月 1 日 ▼首相，モルディヴ訪問（～ 3 日）。
13日 ▼ NSC 事務局長，BRN と 3 回目の和

平交渉。ラマダン月の暴力抑制で合意。
▼憲法裁，PAD と民主党議員が提出した，

憲法改正案に対する違憲審査請求を受理。審
議差し止めの仮処分申請は却下。
14日 ▼ 白仮面をつけた反政府運動「V For 

Thailand」と赤シャツ派グループがチェンマ
イにて衝突。
16日 ▼ 反政府運動「V For Thailand」が都

内中心部で集会。

▼バンコク都ドンムアン地区で行われた下
院補選で民主党のタンクン候補がプアタイ党
のユラナン候補を破り初当選。
18日 ▼ BRN，ラジオを通じて進行中の和

平交渉を説明。交渉の 5 条件を提示。

▼洪水対策インフラ建設にかかる入札結果
発表。韓国の K-Water，中国の中国電力建設
集団など 4 事業体が総計2848億バー

ツ で落札。政
府は事業費3143億バー

ツ の借入れを承認。
19日 ▼籾米担保融資制度の融資価格を普通

米 1 万5000バー
ツ / トンから 1 万2000バー

ツ / トンに
引き下げることを閣議決定。
27日 ▼中央行政裁判所，3500億バー

ツ の洪水対
策インフラ建設について，政府に建設事業体
との契約前に住民向け公聴会の開催を要求。
30日 ▼インラック内閣改造。首相が国防相
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を兼任。商務相にニワットタムロン。
7 月 1 日 ▼日本政府，タイ国民の15日以内の
訪日査証免除を決定。
2 日 ▼政府，籾米担保融資制度の融資価格

を引き下げるとした閣議決定を撤回。 1 万
5000バー

ツ / トンに据置くことを閣議決定。
3 日 ▼ 首相，ポーランド訪問（～ 4 日）。

トゥスク首相と会談。
5 日 ▼首相，トルコ訪問（～ 6 日）。ギュル

大統領と会談。翌日，エルドアン首相と会談。
10日 ▼中銀，政策金利を年2.5％に据置き。
12日 ▼憲法裁，国会審議中の憲法全面改正

案は国民投票が必要であるとし，国会審議の
停止及び条項毎の改正手続きを命じる。
16日 ▼首相，フン・セン首相の父親の葬儀

に参列するためカンボジア訪問。
27日 ▼ ラヨーン県沖にてタイ石油公社

（PTT）傘下のパイプラインが破損。約 5 万㍑
の原油流出。
28日 ▼首相，モザンビーク，タンザニア，

ウガンダ訪問（～ 8 月 2 日）。
30日 ▼個人所得税の実質減税につながる国

税法典改正案を閣議決定。
8 月 1 日 ▼ワサン憲法裁長官が辞任。

▼政府，国会および首相府周辺バンコク都
内 3 区に治安維持法適用（～ 7 日）。

▼国王，滞在中のシリラート病院より，フ
アヒンのグライガンウォン離宮に転居。
4 日 ▼チャイ海軍提督ら率いる反政府運動

「人民軍」がバンコク都内で集会開催。
8 日 ▼ウォラチャイ・タイ貢献党議員提出

の恩赦法案が下院第 1 読会を通過。
19日 ▼首相，タジキスタン訪問（～20日）。

ラモン大統領と会談。
20日 ▼ 首相，パキスタン訪問（～21日）。

シャリーフ首相と会談。

▼恩赦法審議の議事をめぐり議場内にて民

主党抗議。警備員と小競り合い。
21日 ▼中銀，政策金利を年2.5％に据置き。
24日 ▼市場でのゴム価格下落に伴い，ナコ

ンシータマラート県にて政府に一定価格での
買い取りを求める抗議運動が発生し，農民が
幹線道路を封鎖。
25日 ▼政府提案の「政治改革会議」の第 1

回会合開催。民主党参加せず。
26日 ▼ゴム農家抗議運動で鉄道線路閉鎖。
28日 ▼上院議員選出法をめぐる憲法第 3 条

改正案を第 2 読会で賛成多数により通過。
29日 ▼首相，国会答弁でゴム農家へのコメ

農家同様の担保融資制度導入を拒否。
9 月 1 日 ▼タイ高速道路公団，都心高速道路
利用料金を45バー

ツ から50バー
ツ に値上げ。

2 日 ▼ 首相，南寧で開催の中国・ASEAN
博覧会参加のため訪中（～ 3 日）。
3 日 ▼ 政府は2013/14年度籾米担保融資制

度の予算2700億バー
ツ の枠組みを決定。

8 日 ▼首相，スイス，イタリア，モンテネ
グロ訪問（～15日）。
10日 ▼政府，ゴム園農家への2520バー

ツ / ライ
（上限25ラ　

　イ分）の助成金実施を閣議決定。
22日 ▼洪水対策インフラ建設事業の一部で

メーウォンダム建設に対する反対集会開催。
28日 ▼国会にて上院議員選出方法を規定す

る憲法第 3 条改正案が賛成多数で可決。
10月 1 日 ▼新検事総長にアタポン・ヤイサワ
ンが任命される。
4 日 ▼首相，ピニェラ・チリ大統領と首脳

会談。タイ・チリ自由貿易協定に署名。
5 日 ▼プラーチーンブリー県，ラヨーン県，

チョンブリー県で洪水。アマタナコン工業団
地冠水。
6 日 ▼首相，APEC 首脳会談出席のためイ

ンドネシア・バリ訪問（～ 8 日）。習近平中国
国家主席と会談。
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8 日 ▼ 2 兆バー
ツ の総合インフラ整備特別予算

借入れ法案，上院第 1 読会通過。
9 日 ▼ 首 相， ブ ル ネ イ で 開 催 さ れ た

ASEAN 首脳会議，東アジア首脳会議（10日）
出席。安倍首相とも首脳会談実施。
10日 ▼検察庁，タクシン元首相のテロ容疑

について証拠不十分で不起訴決定。
11日 ▼李克強中国首相来訪。国会にて演説。

高速鉄道開発協力と農産物による支払いの覚
書に署名。
12日 ▼李克強首相，インラック首相と都内

開催中の中国高速鉄道展示会訪問。その後シ
リントン王女，プレム枢密院議長と会談。
13日 ▼首相，李克強首相と訪チェンマイ。
16日 ▼中銀，政策金利を年2.5％に据置き。
18日 ▼恩赦法案審議下院特別委員会にて，

恩赦法案を変更。恩赦対象を一般国民のみか
ら，政治指導者，国軍幹部を含むものへ拡大。
22日 ▼タイ，ミャンマー両国政府は両国間

を空路渡航の場合，査証免除することを合意。
24日 ▼タイのサンガ（僧団）の最長老，ソム

デット・プラ・ヤンナサンウォン法王が敗血
症のため100歳で逝去。
28日 ▼プラチュワプキーリーカーン県で，

パーム油農家が価格保証を求め幹線道路封鎖。

▼検察庁，アピシット前首相およびステー
プ前副首相を殺人容疑で起訴する方針を発表。
31日 ▼バンコク・サームセーン駅にて恩赦

法案に反対する抗議集会開催。
11月 1 日 ▼下院にて，修正恩赦法案が第 2 ，
第 3 読会を通過し賛成多数で可決。
4 日 ▼恩赦法反対運動拡大。民主記念塔付

近に数万人規模集結。

▼タマサート大学教授会，学生組織，恩赦
法反対を表明。大学の恩赦法反対運動広がる。
7 日 ▼首相，国会審議中の恩赦法案および

国民和解法案を取り下げ，デモ解散を要請。

11日 ▼上院，恩赦法案を反対多数で否決。

▼国際司法裁判所，プレア・ヴィヒア寺院
のカンボジア帰属を確定し，周辺域の帰属に
ついては二国間での再交渉を要求。
12日 ▼デモ隊を率いるステープら民主党議

員 9 人が議員辞職。政府職員にサボタージュ
を，国民に税金滞納を呼び掛け。

▼ IMF，籾米担保融資制度を廃止すべき
とのレポート発表。
15日 ▼ジューリン民主党議員，首相および

内相に対する不信任案動議を下院議長に提出。

▼パキスタンのシャリーフ首相来訪。
19日 ▼ニュージーランドのキー首相来訪。
20日 ▼憲法裁，憲法改正案に違憲判決。連

立与党の解党処分および憲法改正案賛成の議
員資格剥奪請求については，請求を棄却。

▼上院， 2 兆バー
ツ の総合インフラ整備特別予

算借入れ案を承認。

▼政府は中国とコメ120万㌧とタピオカ90
万㌧輸出契約に調印と発表。
21日 ▼上院一部議員，憲法改正案に賛成し

た312人の上下両院議員の弾劾請求を提出。

▼上院一部議員，憲法裁に 2 兆バー
ツ のインフ

ラ整備のための特別予算案を違憲審査請求。
24日 ▼ 反政府派，バンコクにて政権打倒

「100万人集会」実施。マスコミ各社は10万～
20万人規模と推定。

▼ラーチャマンカラー競技場にて赤シャツ
派が数万人規模の政府支持集会実施。
25日 ▼首相，治安維持法適用域をバンコク

都内，ノンタブリー県全域，およびスワンナ
プーム空港区域等に拡大。

▼反政府運動，財務省および総理府予算局
を占拠，外務省も一時占拠。警察は衝突を回避。
26日 ▼首相，シンガポール訪問（～27日）。

▼反独裁民主統一戦線（UDD），バンコク
にて政府支持の集会。会場近くの反政府学生
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グループと衝突し 1 人死亡。

▼タクシン元首相，日本で安倍首相と懇談。
27日 ▼中銀，政策金利を2.5％から2.25％に

引き下げることを決定。

▼反政府運動，ジェーンワッタナー通りの
新政府庁舎を占拠。工業省などの建物に侵入。

▼反政府運動，地方31県にて県庁を包囲。
地方公務員への反政府運動参加を呼び掛け。

▼ NSC，BRN との第 4 回和平交渉はバン
コクの政治混乱を理由として延期と発表。
28日 ▼首相と内相に対する不信任案審議を

下院にて否決。
29日 ▼ 反政府運動，「国王を元首とする民

主主義のためのタイ改革人民委員会」
（PDRC）設立。事務局長にステープ就任。
12月 1 日 ▼ 首相，ステープ PDRC 事務局長
と第 4 歩兵大隊本部にて直接会談。即時辞任，

「人民議会」への権限移譲要求を拒否。

▼首相府，首都警察本部前で反政府デモ隊
と警察が衝突（～ 3 日）。 5 人死亡，263人負傷。

▼ハッサン・タイブ BRN 代表，交渉再開
条件に議会と首相に BRN 側主張承認を要求。
2 日 ▼治安維持担当大臣にスラポン副首相

兼外相を任命。

▼ソムチャーイ元首相ら109人の政党幹部
に対する 5 年間の公民権停止処分期間終了。

▼刑事裁判所，ステープ PDRC 事務局長
らに対し内乱罪容疑で逮捕状発布。
3 日 ▼首相府および首都警察本部敷地をデ

モ隊に開放。催涙ガス弾の使用中止。
5 日 ▼国王，フアヒン離宮にて誕生日恒例

の国民向けスピーチを発表。
6 日 ▼首相，ロックレアー米国太平洋艦隊

司令官と会談。
8 日 ▼民主党下院議員全153人が議員辞職。
9 日 ▼首相，下院を解散。総選挙は翌年 2

月 2 日実施。PDRC 側はインラック首相代行

の即時辞任を求め反政府運動継続。
12日 ▼法務省特別捜査局（DSI），アピシッ

ト前首相，ステープ前副首相を治安部隊の市
民デモへの発砲を許可した殺人容疑で起訴。

▼政府，政治改革協議会開催。PDRC 側の
参加は得られず。
16日 ▼ 民主党党大会開催（～17日）。アピ

シット党首再選。
18日 ▼ 三菱東京 UFJ 銀行，アユタヤ銀行

の発行済み株式の72％を獲得し経営権握る。

▼ DSI，逮捕状の出ている PDRC の幹部17
人に出頭命令。寄付金用の 2 口座を凍結。
21日 ▼民主党，翌年 2 月実施予定の総選挙

ボイコットを決定。
22日 ▼ PDRC，総選挙阻止および「タクシ

ン体制追放」を求め都内大規模デモ実施。

▼ソンクラー県，ナラティワート県にて 4
連続爆弾テロ発生。 2 人死亡，27人負傷。
23日 ▼個人所得税減税の勅令発布。課税所

得15万バー
ツ / 年以下は課税免除。

▼総選挙参加の政党名簿登録開始（～27日）。
PDRC は届け出を阻止すべくタイ日競技場を
包囲。最終的に53政党が参加登録。
25日 ▼政府，首都圏への国内治安維持法適

用を60日間延長。
26日 ▼タイ国家放送通信委員会（NBTC），

新デジタルテレビ放送のライセンス入札実施。

▼政党の選挙参加登録が行われたタイ日競
技場前で警察と反政府デモが衝突。96人負傷。

▼バーツ安進行，一時 4 年ぶりの安値とな
る 1 ドル＝32.76バー

ツ を記録。
28日 ▼総選挙の小選挙区立候補者受け付け

開始（～ 1 月 1 日）。プーケットほか南部 8 県
にて反政府デモが受け付け会場占拠。28選挙
区で立候補者登録できず。

▼バンコク反政府デモ会場で発砲事件。 1
人死亡， 3 人負傷。
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　 1 　国家機構図（2013年12月末現在）

���� タ　　イ　2011年

国家機構図 (2011 年12月末現在 )
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（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　2007年憲法，1991年省庁局改組法（最終改正2010年）などにより筆者作成。

　 2 　閣僚名簿
閣僚 Yingluck 政権（2012.10.18～） Yingluck 政権（2013. 6 .30～）

氏名 政党 氏名 政党
首相 Yingluck Shinawatra ＊ PT Yingluck Shinawatra ＊ PT
副首相 Chalerm Ubumrung（Pol.Capt.） PT Surapong Tovichakchaikul+ PT

Kittirat Na-Ranong+ PT Niwattumrong Boonsongpaisarn+ PT
Surapong Tovichakchaikul+ PT Pracha Promnog（Pol.Gen.） PT
Plodprasop Suraswadi PT Plodprasop Suraswadi PT
Phongthep Thepkanjana ＊ PT Kittirat Na-Ranong+ PT

Phongthep Thepkanjana PT
Yukol Limlamthong+ CTP

首相府大臣 Warathep Rattanakorn PT Warathep Rattanakorn+ PT
Sansanee Nakpong+ PT Santi Proompan PT
Niwattumrong Boonsongpaisarn PT
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国防大臣 Sukumpol Suwanatat（ACM） PT Yingluck Shinawatra ＊ + PT
　副大臣 Yuthasak Sasipraphaa PT
財務大臣 Kittirat Na-Ranong+ PT Kittirat Na-Ranong+ PT
　副大臣 Tanusak Lek-uthai PT Tanusak Lek-uthai PT
　副大臣 Viroon Tejapaibul PT Benjaa Louichareon ＊

外務大臣 Surapong Tovichakchaikul+ PT Surapong Tovichakchaikul+ PT
観光・スポーツ大臣 Chumpol silapa-archa CTP Somsak Pureesrisak CTP
社会開発・人間安全 
保障大臣 Santi Promphat PT Pavinaa Hongsakul ＊ PT
農業・協同組合大臣 Yukol Limlamthong CTP Yukol Limlamthong+ CTP
　副大臣 Siriwat Kajornprasart CTP Siriwat Kajornprasart CTP
　副大臣 Yuttapong Jarussatien ＰＴ
運輸大臣 Chadchart Sittipunt PT Chadchart Sittipunt PT
　副大臣 Prin Suwanatat（Gen.） PT Prin Suwanatat（Gen.） PT
　副大臣 Prasert Jantararuangtong PT Phong Chiwaanan PT
天然資源・環境大臣 Preecha Rengsomboonsuk PT Vichet Gasemthongsri PT
情報技術・通信大臣 Anudith Nakornthap（Gp.Capt.） PT Anudith Nakornthap（Gp.Capt.） PT
エネルギー大臣 Pongsak Ruktapongpisal PT Pongsak Ruktapongpisal PT
商務大臣 Boonsong Teriyapirom PT Niwattumrong Boonsongpaisarn+ PT
　副大臣 Nattawut Saikuar PT Nattawut Saikuar PT
　副大臣 Yanyong Phuangrach
内務大臣 Jarupong Ruangsuwan PT Jarupong Ruangsuwan PT
　副大臣 Chatt Kuldiloke（Pol.Lt.Gen.） PT Pracha Prasopdee PT
　副大臣 Pracha Prasopdee PT Visarn Techateerawat PT
法務大臣 Pracha Promnog（Pol.Gen.） PT Chaikasem Nitisiri PT
労働大臣 Phadermchai Sasomsub PT Chalerm Ubumrung（Pol.Capt.） PT
文化大臣 Sontaya Kunplome PC Sontaya Kunplome PC
科学技術大臣 Woravat Auapinyakul PT Phiiraphan Phaalusuk PT
教育大臣 Phongthep Thepkanjana+ PT Jaturon Chaisaeng PT
　副大臣 Sermsak Pongpanich PT Sermsak Pongpanich PT
公衆衛生大臣 Pradit Sintavanarong PT Pradit Sintavanarong PT
　副大臣 Cholanan Sri-kaew PT Sorawong Thienthong PT
工業大臣 Prasert Boonchaisuk CPPP Prasert Boonchaisuk CPPP
　副大臣 Tarnis Thienthong PT
（注）　＊女性閣僚，+ 兼務
　PT（タイ貢献党），CTP（タイ国家開発党），CPPP（国家貢献開発国民党），PC（民衆の力党）。

（出所）　官報および内閣事務所ウェブサイト（http://www.cabinet.thaigov.go/）より筆者作成。 

　 3 　国軍人事
国軍司令官 Gen. Thanasak Patimaprakorn （2011年10月1日）
陸軍司令官 Gen. Prayudh Chand-ocha （2010年10月1日）
　（第一管区司令官） Lt.Gen.Teerachai Nakvanich （2013年10月1日）
海軍司令官 Adm. Narong Pipatanasai （2013年10月1日）
空軍司令官 ACM  Prajin Juntong （2012年10月1日）
国防次官 Gen. Nipat Tonglek  （2013年10月1日）

　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Adul Saengsingkaew （2012年10月1日）
首都圏警察本部長 Pol. Lt. Gen. Kamronwit Thoopkrachang
    （2012年6月22日）
（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および国防省，警察本部ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2008 2009 2010 2011 2012 2013

人 口（100万人，年末） 63.39 63.53 63.88 64.08 64.46 64.79
労 働 人 口（同上） 37.70 38.43 38.64 38.92 39.41 39.38
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 5.50 -0.90 3.30 3.81 3.02 2.18
失 業 率（％） 1.38 1.49 1.04 0.68 0.66 0.72
為替レート（ 1 ドル＝バーツ） 33.36 34.34 31.73 30.49 31.08 30.73
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2008 20091） 20101） 20111） 20121） 20131）

民 間 消 費 4,999.61 4,993.30 5,429.68 5,742.85 6,293.51 6,462.00
政 府 消 費 1,120.84 1,213.93 1,310.03 1,397.53 1,544.33 1,642.64
総 固 定 資 本 形 成 2,492.33 2,181.82 2,499.31 2,769.02 3,245.93 3,181.26
在 庫 増 減 152.27 -261.32 121.38 37.45 137.21 298.92
財・サービス輸出 6,941.53 6,180.05 7,203.30 8,109.95 8,529.21 8,752.45
財・サービス輸入 6,708.78 5,226.53 6,452.51 7,631.79 8,400.22 8,362.51
国 内 総 生 産 支 出 8,997.80 9,081.26 10,111.19 10,425.01 11,349.96 11,974.76
国 内 総 生 産（GDP） 9,080.47 9,041.55 10,104.82 10,540.13 11,375.35 11,897.45
海 外 純 要 素 所 得 -323.60 -352.51 -434.96 -376.52 -453.10 -727.17
国 民 総 生 産（GNP） 8,756.87 8,689.04 9,669.86 10,163.62 10,922.25 11,170.28
（注）　 1 ） 暫定値。
（出所）　国家経済社会開発庁 （http://www.nesdb.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質：1988年価格） （単位：10億バーツ）
2008 20091） 20101） 20111） 20121） 20131）

農・畜産・漁・林業 385.23 390.36 381.40 396.95 412.18 418.00 
うち農・畜産・林業 320.06 322.34 312.46 329.83 347.09 357.26 

鉱 業 95.28 96.11 101.14 99.03 107.14 109.50 
製 造 業 1751.41 1645.02 1873.17 1793.36 1917.14 1918.52 
建 設 業 95.19 95.55 102.09 96.88 104.47 105.69 
電 力 ・ 水 道 147.60 148.88 163.85 164.45 180.36 181.97 
運 輸 ・ 通 信 429.93 413.67 430.34 441.90 477.59 515.37 
卸 ・ 小 売 業 596.74 594.79 610.71 621.68 654.28 675.48 
金 融 業 160.94 167.35 180.48 204.54 217.74 239.90 
不 動 産 業 168.74 170.60 177.03 183.12 190.25 199.03 
行 政 ・ 国 防 122.16 122.26 127.09 127.18 131.80 133.47 
サ ー ビ ス 411.62 418.57 448.82 470.58 505.26 541.91 
国 内 総 生 産（GDP） 4364.83 4263.14 4596.11 4599.66 4898.19 5038.84 
GDP 成 長 率（％） 2.50 -2.30 7.80 0.10 6.50 2.90 
（注）　 1 ） 暫定値。 
（出所）　表 2 に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2010 2011 2012 2013

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 641,910.14 1,211,476.41 719,382.47 1,288,145.90 725,043.96 1,550,385.87 671,815.67 1,256,023.07
ＮＡＦＴＡ 714,530.68 384,135.67 746,657.47 459,670.84 804,603.63 441,017.64 795,389.58 501,196.35

アメリカ 638,820.07 342,119.90 656,591.57 408,651.25 703,918.36 391,397.68 694,499.03 447,416.07
E U1） 691,050.78 445,008.00 728,974.77 546,319.60 675,112.45 631,100.70 678,535.47 700,051.31

ド イ ツ 104,373.69 148,278.46 113,426.43 165,161.12 111,442.17 187,034.29 123,188.21 187,086.69
イギリス 115,717.08 61,200.02 117,141.29 59,596.40 117,428.15 86,836.74 114,695.73 101,172.60

ＡＳＥＡＮ 1,403,105.43 972,605.91 1,628,801.33 1,134,038.17 1,744,998.12 1,261,078.25 1,792,787.32 1,276,092.04
シンガポール 284,693.62 201,897.17 343,976.47 237,668.33 334,639.05 244,933.04 339,782.51 250,722.83
マレーシア 334,598.81 343,889.13 373,614.11 376,183.48 383,674.62 409,623.46 393,568.51 405,484.92
インドシナ諸国1） 391,965.35 165,520.20 463,356.82 208,356.48 524,380.71 254,662.08 574,257.08 276,296.21

中 国 678,631.83 775,391.18 791,212.19 930,826.32 829,848.16 1,160,448.99 824,844.63 1,155,279.11
香 港 354,820.58 58,231.56 360,080.42 71,296.72 404,989.77 59,336.86 399,508.61 49,640.93
台 湾 101,770.31 218,158.10 116,373.38 229,011.77 105,617.63 256,760.15 101,962.34 232,255.54
韓 国 114,267.82 258,536.91 137,929.45 280,992.26 147,634.65 281,527.01 138,358.67 276,801.75
中 東 305,003.47 679,046.35 311,930.16 928,981.54 360,784.44 1,010,549.08 354,284.89 1,083,365.34
合 計 6,113,335.52 5,856,591.27 6,707,988.27 6,982,719.15 7,082,490.96 7,813,060.54 6,910,509.74 7,666,934.36
（注）　 1 ） EU は2012まで27カ国の合計値，2013から28カ国の合計値（クロアチア含み）。インドシナ諸国

はカンボジア，ベトナム，ラオス，ミャンマーの合計値。
（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万バーツ）
2008 2009 2010 2011 20121） 20131）

経 常 収 支 67,380.50 755,336.30 312,943.98 130,456.55 -46,397.97 -71,815.55
貿 易 収 支 575,540.85 1,121,054.49 937,249.42 514,847.70 188,767.13 207,679.63

輸 出 5,831,085.78 5,157,644.01 6,060,184.02 6,675,068.11 7,020,565.52 6,927,604.03
輸 入 5,255,544.93 4,036,589.52 5,122,934.60 6,160,220.42 6,831,798.39 6,719,924.40

サ ー ビ ス 収 支 -431,563.88 -217,367.89 -338,967.67 -321,753.07 -107,647.67 119,469.45
輸 送 -523,392.69 -386,458.80 -522,305.61 -636,597.04 -710,952.50 -683,864.39
旅 行 436,631.44 397,515.99 457,228.23 654,889.21 856,926.27 1,088,952.95
その他のサービス -344,802.63 -228,425.08 -273,890.29 -340,045.24 -253,621.44 -285,619.11

所 得 収 支 -298,144.99 -331,320.87 -476,312.44 -394,607.55 -507,188.48 -721,167.24
雇 用 者 報 酬 0.00 -23,087.11 -1,340.04 10,051.59 13,041.74 7,187.92
投 資 収 支 -298,144.99 -308,233.76 -474,972.41 -404,659.15 -520,230.21 -728,355.17

経 常 移 転 収 支 221,548.53 182,970.57 190,974.68 331,969.48 379,671.05 322,202.62
資 本 収 支 414,816.26 -91,570.14 802,666.29 -26,502.37 448,236.19 23,395.37

直 接 投 資 146,514.12 23,394.04 148,271.63 149,184.19 -58,312.15 185,869.37
証 券 投 資 -65,529.96 -187,854.90 310,806.24 120,055.05 188,217.25 -244,479.61

株 式 -121,644.43 42,072.21 57,694.57 -54,131.28 60,312.34 -227,623.35
債 券 56,114.48 -229,927.10 253,111.68 174,186.33 127,904.91 -16,856.26

金融デリバティブ -22,550.21 38,902.07 972.77 -17,641.73 14,071.85 -29,827.56
そ の 他 の 投 資 356,382.30 31,724.71 334,897.02 -276,901.87 297,013.53 103,444.61

誤 差 脱 漏 329,652.01 160,834.02 -128,984.66 -68,884.19 -238,868.81 -114,199.33
外 貨 準 備 増 減 811,848.77 824,600.18 986,625.62 35,070.00 162,969.40 -162,619.51
（注）　 1 ） 暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
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タ　イ
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6512万人（2014年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　プーミポン・アドゥーンラヤデート国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝32.63バーツ，2014年平均）

会計年度　10月～ 9月
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概　　況
　2014年 5 月22日，タイでは国軍が立憲革命以来13回目となるクーデタを実行し
た。これによってレームダック化していたインラック政権は崩壊し，プラユッ
ト・チャンオーチャー陸軍司令官を議長とする国家平和秩序維持評議会（NCPO）
による統治が始まった。
　NCPO は，政権掌握と同時にタクシン派の政治家や反クーデタ，反王制発言を
行ったとする知識人を召喚するなど厳しい言論統制を布きつつ，暫定憲法に基づ
いて政治改革と恒久憲法起草に取り組んでいる。しかしながらその作業は NCPO
が選出した組織によって進められており，国民の間からは改革の正当性を疑問視
する声も挙がっている。
　一方，政権掌握後に NCPO が迅速に行った治安対策や，2013年末から滞って
いた経済政策が再開されたことを受け，景気は回復しつつある。暫定首相となっ
たプラユット NCPO 議長は，給付金や減税によって消費を刺激し，相続税・固
定資産税の導入を試みるなど経済格差の是正に取り組む姿勢を見せている。しか
し，輸出の不振や一次産品の価格下落に圧され，年内に本格的な景気回復はみら
れなかった。
　クーデタの影響は内政にとどまらず，対外関係にも及んだ。クーデタを受けて，
アメリカ，オーストラリア，欧州諸国は軍事援助を含む援助協力を直ちに凍結し，
民主政治の再開を訴えた。一方で暫定政権は中国や近隣のメコン諸国と経済協力
を軸に協力関係を深化させており，それを梃として欧米や日本との関係を牽制，
あるいは均衡させようとしている。
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国 内 政 治

大衆運動による混乱
　2013年11月末に勃発した恩赦法強行採決をめぐる反政府運動は，インラック首
相の即時退陣，選挙によらない諸団体の代表によって構成される「人民会議」へ
の権限委譲を求める街頭運動へと発展した。2014年 1 月13日には，元民主党幹事
長であるステープ・トゥアクスバンに率いられた「国王を元首とする民主主義の
ためのタイ改革人民委員会」（PDRC）が，「バンコク封鎖」と称して約17万人を
動員し，都内の交通の要所約 7 カ所を占拠しつつ集会や行進を行った。さらにこ
うした抗議活動への爆弾攻撃や銃撃，警官との小競り合いが相次ぎ， 4 日間で約
69人が負傷， 1 人が死亡する事態となった。
　インラック首相は， 1 月15日に下院総選挙を予定どおり 2 月 2 日に実施すると
発表した。またその一方で，21日には首都バンコク全域と周辺県に対し非常事態
宣言を発令して治安の維持を図った。2013年12月23日から行われた立候補者受付
では，PDRC 側の妨害行為によって南部やバンコクの28選挙区で立候補者がゼロ
となる事態が発生しており，今後さらなる混乱が予想されたためである。その危
惧どおり， 1 月26日の期日前投票では PDRC による投票妨害のために全国375選
挙区のうち83選挙区で投票が実施できなかった。しかし，インラック政権は，投
票が実施できなかったのは南部とバンコクのみであるとして， 2 月 2 日総選挙実
施の決定を堅持した。
　騒然とした空気のなか，下院総選挙は予定どおり 2 月 2 日に行われた。PDRC
が南部を中心に再び投票妨害を行った結果，全国の投票所約 9 万4000カ所のうち
約 1 万カ所，全国375選挙区の 2 割弱にあたる69選挙区で投票が完了できない事
態に陥った。選挙管理委員会は投票ができなかった選挙区での再投票を決定した。
選挙実施後も PDRC は主張の焦点を「全閣僚の辞任」「人民会議の設置」に絞っ
て抗議行動を継続した。反政府集会は「バンコク封鎖」をピークに参加者を減ら
していたものの，週末になるとネットでの呼び掛けに応じてやってきた学生や会
社員を吸収して膨れあがった。デモをめぐる暴力事件も後を絶たず， 2 月22日と
23日には反政府デモ会場で相次いで起きた爆弾事件に巻き込まれ，子ども 3 人が
死亡する事態に至る。一方 PDRC の姿勢を受けて，政府支持派の間でも強硬路
線を謳うグループが現れた。 2 月末にはナコンラーチャシーマーで「反独裁民主
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戦線」（UDD）の支持者の一部が新たなグループを結成し，一時は武装化も報じ
られた。UDD もまた 4 月 5 日にバンコク西部で約 6 万人からなる政府支持集会
を開き，PDRC の動きを牽制しはじめる。 5 月 2 日にはアドゥン国家警察長官が，
近々に政府派と反政府が衝突の恐れありとして警戒の強化を発表するなど，タク
シン派と反タクシン派の対立は一触即発の状態となっていた。

司法による政権揺さぶり
　混迷のなかでもインラック首相が辞任を受け入れず選挙実施に固執したのは，
もし辞任すれば刑法第157条によって職務放棄で起訴される恐れがあり，選挙実
施日を変更すれば選挙管理委員会から訴えられる可能性が高いと判断したためで
ある。しかしかかる判断も空しく，最終的にインラック首相は2007年以降のタク
シン派の首相たちと同様に，司法判決によって失職した。　
　インラック政権とその政策に対する訴訟は，2013年11月に上院の民選化を定め
た憲法改正案に憲法裁判所が違憲判決を下して以降，急増している。 1 月 8 日に
は，憲法裁判所が2007年憲法第190条の改正案を違憲とする判決を下す。また 3
月12日には，同じく憲法裁判所が，2013年11月20日に上院で可決された 2 兆バー
ツ規模のインフラ開発計画のための借入法案に違憲判決を下した。同計画は，イ
ンラック政権がタイを大陸部東南アジアの生産・運輸ハブにするという国家開発
戦略のもとに提出した目玉政策だったが，借入法案が違憲とされたことで実施は
不可能となった。
　また憲法裁判所は， 2 月 2 日の下院総選挙の結果についても無効と判断した。
投票妨害にあった選挙区のやり直し決定が，選挙の同日実施を定める憲法第108
条に違反しているとの理由による。下院総選挙については，選挙実施後の 2 月 4
日に民主党議員が108条違反を訴えており，憲法裁判所はいったんこれを不受理
とした（12日）。しかし， 3 月 6 日にオンブズマンが再度提訴するとこれを受理し，
上述の判決を下したのである。与党議員や法学者は，法案の司法審査請求権しか
認められていないオンブズマンによる提訴を却下せずに受理したのは憲法裁判所
の越権行為だと反論したが，決定が覆ることはなかった。
　インラック政権の命運を決したのは， 5 月 7 日に国家安全保障評議会（NSC）議
長の人選をめぐるインラック首相の利益相反行為を認めた憲法裁判所の決定で
あった。インラック政権は，2011年 8 月の発足直後に公務員の人事異動を行い，
この際に NSC 議長だったタウィンを首相府顧問とし，後任に首相の義兄である
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ウィチアン警察長官を任命した。タウィンはこれを不服として2012年 4 月30日に
異動取り消しを求めて行政裁判所に提訴した。行政裁判所は2014年 3 月 7 日にタ
ウィンの訴えを認め，復職の決定を下した。これをふまえて上院議員が同日中に，
タウィンの更迭を利益相反であり憲法違反だとして憲法裁判所に提訴した。憲法
裁判所はその訴えを認め，首相以下閣僚10人を罷免する決定を行った結果，イン
ラックは失職した。
　インラックとタクシン派の政治家をめぐる訴訟のうち，今後影響がもっとも大
きいと思われるのは，国家汚職防止取締委員会（NACC）による一連の訴追案件で
ある。NACC は 1 月16日にインラックに対する籾米担保融資制度をめぐる不正
容疑の捜査開始を決定し， 5 月 8 日には弾劾を決定した。また， 4 月29日には
2013年11月の憲法改正案を承認した当時の国会議員308人（上院50下院258）のうち，
上院議員36人に対する憲法違反（第270条）の訴追を決定している。インラックへ
の弾劾は，2015年 1 月23日に立法府にあたる国家立法会議で可決され，インラッ
クは今後 5 年間の政治活動停止が確定した。党首の政治活動が停止されたことで，
タイ貢献党はより不利な条件で民政復帰後の選挙を戦うことを余儀なくされた。

統制された国軍の行動
　相次ぐ司法の判断によって国政が機能不全状態に陥り，反政府派と政府支持派
の間のデモ隊の緊張が最高潮に達していた 5 月20日，国軍司令官らと警察長官が
タイ全土での戒厳令を発令した。22日には，プラユット陸軍司令官が2007年憲法
の停止と下院解散を発表し，国家平和秩序維持評議会（NCPO）による行政権掌握
を宣言した。今次のクーデタは，インラックを含むタクシン派勢力を超法規的な
措置で権力中枢から追放したという点で，2006年のクーデタと同じ対立構造に基
づいている。しかしながらクーデタに際して市内に戦車部隊が展開された前回に
比べ，今回は国軍の出動のないまま政権掌握が果たされた点が異なる。2013年末
以来の一連の騒動のなかにあって，国軍は常に静観の立場を維持していた。2014
年12月には PDRC のステープ議長が国軍に対し政府側と反政府側のいずれにつ
くのかを迫る局面もみられたが，プラユット陸軍司令官はこの要求を一蹴した。
一方で国軍は「公正な選挙の実施を支持する」との立場を表明しつつ，公正な選
挙が果たされなかった場合「国軍がクリーンな選挙をさせる用意がある」旨をほ
のめかし， 1 月13日の「バンコク封鎖」の前後には，子どもの日（11日）と国軍の
日（18日）のパレードに史上初めて戦車部隊を導入し，国民の間でクーデタの噂を
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惹起させるなど，政府への牽制とも取れる行動を繰り返した。
　 5 月に入ってもプラユット司令官は「法の枠内での対立解決」を主張していた
が，同月 5 日以降に UDD と PDRC の武力衝突の可能性が高まったことに加え，
12日に上院議員による非公式の会合で各機関，政党間での話し合いが膠着状態に
陥った。プラユット司令官は20日に戒厳令を発動し，翌日選挙管理委員会幹部や
上院議長代行，与党タイ貢献党と野党民主党の幹部，UDD と PDRC の指導者を
招集して，調整会議を開催した。国軍による権力掌握と各派代表の身柄拘束を発
表し，クーデタが実行されたのは，同会議の 2 日目の席上でのことであった。
　このようにクーデタに至るまでの国軍の動きは，きわめて統制のとれたもの
だった。これは，国軍内部がタクシン首相派，反タクシン派に分裂していた2006
年の時と異なり，今回は国軍内部が反タクシン路線で統率がとれていたためであ
る。このためクーデタに際しても武力で軍内の首相派を制圧する必要はなく，む
しろ出動すればかえって大衆運動組織を巻き込んだ暴力を誘発する恐れがあった。

徹底した反対派の排除と言論統制
　クーデタ後，タクシン派とみられていた警察長官，国営企業幹部や官僚が次々
と更迭された。また11月には，タクシン派寄りといわれてきた警察で大規模汚職
事件が発覚し，高級幹部の多くが逮捕，解任された。さらに今次のクーデタでは，
一般市民やマスコミ，識者に対する徹底した言論統制が行われたのも特徴である。
プラユット司令官らは，クーデタの直後に一般市民による無許可の武器携帯を禁
じて小火器類を押収したほか，知識人や政治家に出頭命令を出し，政治活動に関
する念書に署名をさせるなどして言論への統制を行った。出頭を拒否すると命令
違反で逮捕されるため，海外へ避難する者も現れた。また一般人に対しても，
ジョージ・オーウェルの小説『1984』の輪読会や，映画『ハンガーゲーム』のな
かに出てくる反体制のサインを公共の場で示すことがクーデタ批判にあたるとし
て，こうした行為を禁止する措置をとった。さらにクーデタ批判と並んで NCPO
が神経を尖らせているのが，王室への侮辱行為である。刑法第112条（不敬罪）に
よる起訴件数は2006年以来急増していたが，国際的 NGO ヒューマンライツ
ウォッチ（Human Rights Watch）の報告によれば，クーデタ以降新たに14件が起訴
されている。なかには，クーデタ以前に取り下げられた事件が暫定政権下で再度
起訴されて実刑判決を受けた例もあり，その恣意的な運用に国内外から批判が寄
せられている。
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　一方で NCPO は「国民に幸福を返還する」を標語として，クーデタ発生後に
軍の提供による無料音楽祭の開催や，歴史映画『ナレースワン』の無料上映，
サッカーワールドカップの全試合テレビ視聴無料化といった政策を打ち出した。
また上記の標語をタイトルとしたトーク番組を毎週金曜の夕方に放映し，暫定首
相となったプラユット議長が政府の政策について国民に語りかける試みを行うな
ど，人心の掌握にも力を注いでいる。

NCPO体制下の憲法起草作業
　クーデタを決行したプラユット陸軍司令官は， 5 月24日付けの文書で NCPO
議長に就任した。さらに国王による暫定憲法の承認を経て， 8 月21日に暫定立法
府である国家立法会議から選出され， 8 月24日に国王の承認を受けて暫定首相に
就任した。クーデタの指導者が首相を兼務するのは，1992年のスチンダー陸軍司
令官以来である。また前回2006年のクーデタでは指導者らが直ちに国王に拝謁し
て承認されているのに対し，プラユット司令官による直接の拝謁は， 7 月22日の
暫定憲法下賜までなされなかった。暫定体制構築のための手続きについても，憲

著作権の関係により，　　
この写真は掲載できません
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法公布までの日数は62日（前回は13日），暫定首相選出までは91日（前回は13日）と，
前回に比べ大幅に遅れている。さらに総選挙までの日数は 1 年半以上（前回は14
カ月）かかるとみられており，前回と比べ，クーデタ実行グループによる直接統
治期間が長いのが特徴である。
　プラユット NCPO 議長は 5 月31日に総選挙実施までのロードマップを発表し，
新たな政治体制構築までの道程を提示した。そのスケジュールに沿って 7 月22日
に発布された暫定憲法は，恒久憲法の内容や成立までの手続きを詳しく規定する
過去に例のないものであった。
　2014年暫定憲法は，2006年にも設けられた臨時立法府である国家立法会議

（NLA）のほかに，国家改革評議会（NRC）の設置を定めている（第27条）。NRC は
県の代表77人と11の分野から選ばれた代表173人の計250人からなり，NCPO は県
別と分野別それぞれのための NRC 評議員選考委員を選出し，選ばれてきた候補
者を250人に絞り込む権限をもつ（第30条）。こうして選ばれた NRC 評議員は，
憲法起草委員による憲法草案に助言，提案できるほか，NLA へ法案を提出する
権限をもつ。NCPO は，NRC 評議員選出のほか，NLA 議員の推薦権，憲法起草
委員会（CDC）議長と委員のうち 5 人の推薦権を有する（第 6 条，第30条，第32条）。
　さらに暫定憲法は，CDC が起草する恒久憲法の内容についても言及し，汚職
防止，汚職議員の政界追放，議員への党議拘束解除，道徳や倫理の振興，ポピュ
リスト政策の禁止，所得再配分における財政健全性の確保，改革続行のための制
度整備などを定める。そのなかでも重要なのは，恒久憲法の原則を維持するため
の仕組みを講じることを定めている点である（第35条 9 項）。これによって，新た
に成立する恒久憲法は改正がきわめて困難なものになるであろうことが予想され
る。
　つまり NCPO は暫定体制のみならず，暫定憲法や憲法起草過程を通じて，新
たな恒久憲法に基づく将来の政治体制についても強力な影響を及ぼしているとい
えよう。たとえば， 8 月13日に任命された NRC 評議員選出のための選出委員会
は，11の部会のうち 5 つの部会の議長を NCPO 顧問が務める。そして10月 6 日
に発足した NRC 評議員250人には，タクシン派政権を批判してきた「グループ
40」と称される上院議員グループのメンバー（22人）や，PDRC に近い人物など，
反タクシン派とみられる議員が多数選出されている。この人選に対して前与党・
タイ貢献党のスラポン前外相は「失望した」との意見を表明し，政治改革の公平
性に疑問を投げかけた。
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　12月前半を通じた NRC，NCPO との協議をふまえて，CDC は12月22日に以下
のような案をとりまとめた。

（1） 下院の議席定数を500から450に削減し，小選挙区比例代表併用制（MMP 方式）
を導入する。

（2）上院議員は全員任命制とする。
（3）首相は下院で選出されるが，非議員も就任可能とする。
（4）選挙管理委員会については，当選者の認定などに権限を限定する。
　12月25日に発表された上記の案は，民選の下院議員の議席数を削減し，上院を
任命制に戻すなど，全体として民選政治家と政党の影響を削ぐものとなっている。
そのなかでも議論の焦点となったのが，（ 1 ）と（ 3 ）であった。
　新しい選挙制度として採用された MMP 方式は，選挙区制と比例代表制の 2 つ
の選出方式を連関させるところに特徴がある。まず，全議席を全国レベルでの比
例代表制の得票率に応じて各政党に配分する。そして選挙区での当選者数がその
政党が得た議席総数に満たない場合，残り議席を政党名簿上位候補者から埋めて
いく。この方式によると死票がなくなり，より民意に近い形で議席配分を行うこ
とができる一方で，大政党による議席独占が事実上困難になり，連立を促すと考
えられる。

表 1　憲法起草の進捗状況

2014年 2015年

7 月22日 2014年暫定憲法公布 1 月12日 CDC，憲法起草作業開始

7 月31日 国家立法議会（NLA）発足 4 月　　 CDC，憲法草案を提出

8 月13日 政治改革評議会（NRC）評議員選出
のための委員選出 5 月　　 NLA，NCPO が憲法草案を検討。

意見提出

9 月 4 日 暫定内閣を国王承認 7 月　　 CDC，憲法草案最終案を作成

10月 6 日 NRC 発足 8 月　　 NRC，憲法草案を審議

11月14日 憲法起草委員会（CDC）発足 10月　　 NRC 承認の場合，恒久憲法施行

12月22日 NRC，NCPO が CDC への提言とり
まとめ 2016年

　　22日 CDC，提言を審議 2 月　　 総選挙実施？

（出所）　筆者作成。
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　首相の選出方法については，NRC から首相直接選出制を推す意見が出されて
いた。これは行政権と立法権の完全な分離を目指して提案したものだが，CDC
では反対や懐疑的意見も多く，最終的には見送られた。非議員の首相を可能とし
たのは，政治混乱に陥った場合も首相を立てられるようにするための措置だが，
タイ貢献党や民主党からは「国民を議会から遠ざけ民主主義に反する」などとし
て批判の声が挙がっている。
　このように体制内でもさまざまな意見を抱えたまま，CDC は2015年 1 月から
憲法起草作業を開始した。NCPO の発表では2015年10月に憲法草案を承認，施行
の予定だが，2014年末には暫定政権閣僚が2015年末に予定されていた総選挙の延
期を示唆するなど，民政復帰までの道程はいまだ不透明である。

経 済

　プラユット・NCPO 政権の経済面での課題は，インラック政権末期に起きた政
策の行き詰まりを打開し，経済を再び成長軌道に乗せることだった。以下では年
間を通じたマクロ経済の動きを概観した後，インラック政権によって導入された
籾米担保融資制度の顛末と， 2 兆バーツインフラ開発計画の変遷，そしてプラ
ユット政権による経済政策のうち相続税・固定資産税と国境近隣経済特区計画に
焦点をあてて記述する。

マクロ経済の動き
　2015年 2 月16日に発表された国家経済社会開発庁（NESDB）の統計によると，
2014年の実質 GDP 成長率は0.7％であり，2012年の6.5％，2013年の2.9％を大き
く下回って 2 年連続の低下となった。ただし四半期ごとの変遷をみると，第 1 四
半期（ 1 ～ 3 月）が前年同期比マイナス0.5％（季節調整済み前期比マイナス1.9％）
だったのに対し，第 2 四半期（ 4 ～ 6 月）は前年同期比で0.4％（同1.2％），第 3 四
半期（ 7 ～ 9 月）には0.6％（同1.2％），第 4 四半期（10～12月）では前年同期比で
2.3％（同1.7％）と緩やかながら回復しつつある。
　回復の鍵は民間消費と輸出であろう。タイの GDP の半分を占める民間消費は，
2013年第 4 四半期の前年同期比マイナス4.1％を底として上昇しつつあり，第 1
四半期にはマイナス3.0％だったものが，第 3 四半期には2.2％まで拡大した。投
資は年間で前年比マイナス2.8％だが，これも通年でみると前年第 4 四半期のマ
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イナス11.4％を底として，民間投資に主導される形で第 3 四半期にプラスに転じ，
第 4 四半期には前年同期比で3.2％まで伸長した。かたや政府投資は，年間を通
じて前年比マイナス6.1％と低調である。
　第 1 四半期の民間消費の低迷は，主に耐久財消費需要の落ち込みによってもた
らされた。なかでも顕著だったのが自動車販売台数の低下である。タイ工業連盟

（FTI）自動車部会が2014年12月に発表した統計によると，2014年の自動車国内販
売台数と生産台数はそれぞれ前年比で33.7％，23.5％の減少となっている。これ
は前年第 1 四半期に初めての新車購入税還付措置に基づく納車が続き，比較ベー
スが高水準になっていたことに加え，政治混乱に由来する消費者信頼感の低下や，
籾米担保融資制度の支払停滞による農業所得の下落が影響した。
　またタイの家計債務が GDP に占める割合は，2008年の55.8％から2013年の
82.3％へと大きく増加しており，ASEAN 諸国のなかでも突出している。中央銀
行のデータによると，2014年 6 月の時点で家計債務残高は約10兆バーツに達して
いる。一方で，中央銀行は 3 月以降政策金利を2.0％で維持しているが，石油価
格の下落によりインフレ率が低下したため，実質の金利は上昇を続けている。
　民間消費とともにタイ経済を牽引してきた輸出部門だが，商務省によると2014
年の輸出額は2275億7400万ドルで，前年比マイナス0.14％となった。なかでも農
産品および農産加工品の輸出額は年間でマイナス2.5％となっており，天然ゴム
や冷凍水産品・加工品，砂糖の輸出縮小と，世界市場における農産品・水産品の
価格下落の影響を受けた形である。一方でコメの輸出額は，籾米担保融資制度の
保管米を政府が放出した効果で23.0％と増加している。
　一方，工業品の2014年輸出額は1.1％増となり，とくにアメリカでの景気回復
の影響を受けて同国向け輸出が伸びた。自動車については，2014年通年の輸出台
数は前年比横ばいの112万8102台となった（FTI 自動車部会発表）。輸出先の上位
を占めるオーストラリアやインドネシアで，完成車の販売不振が続いているため
である。オーストラリアでは，主たる貿易相手である中国の成長鈍化の影響で景
気が低迷しており，インドネシアでは日系メーカーが完成車の現地生産を開始し
たことでタイへの需要が縮小した。
　国別にみた場合，2014年通年では，アメリカ，EU，ASEAN 向け輸出がそれぞ
れ4.1％，4.7％，0.2％の増加だったのに対し，日本，中国向けはそれぞれマイナ
ス1.9％，マイナス7.9％と減少を記録した。これは日本国内での消費税増税や中
国での景気減速の影響によるものとみられる。
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　こうした状況にあって目を引くのが，近隣諸国との国境貿易の拡大である。
2014年に国境を接するマレーシア，カンボジア，ラオス，ミャンマーとの国境地
帯で行われた貿易は，通年で9875億7200万バーツ，前年比6.9％増を記録した。
うち最大の相手国はマレーシアであり，タイの国境貿易総額の約51％を占める。
ミャンマー，ラオス，カンボジアはそれぞれ前年比8.9％，14.3％，22.0％の増加
となっている。

籾米担保融資制度の経緯
　インラック政権は籾米担保融資制度の導入を選挙公約としていた。これはタク
シン政権で従来の制度を改変して実施したスキームであり，コメの市場買い取り
価格を大きく上回る融資基準額を設定し，実質的に籾米を農民から高額で買い上
げるというものであった。同制度は2010年から停止されていたが，インラック政
権はこれを導入することで農村部における所得向上とタイ貢献党への支持固めを
ねらったのである。しかし，結果的にはこの政策がインラック政権を揺るがし，
首相の政治家としての立場を追い詰めることとなった。
　インラック政権によるこの制度は，政府が市場価格よりも高く買い取ったコメ
をいくらで輸出できるかにかかっていた。政府はタイ産米の価格が上がれば国際
市場価格も上昇すると見込んでいたが，実際にはインドやベトナムからの輸出が
増えたため，価格は上昇せず，結局タイ政府は1700万トンもの在庫米を抱えるこ
ととなった。これはタイの2014年の年間輸出量の約1.5倍にあたる。
　こうしたことから2013年には，同制度の破綻が各方面から指摘されるように
なっていた。2013年12月頃には実際に籾米融資の支払いが滞りはじめ，タイ商務
省の報告では2013年11月以降に政府が引き取った籾米の代金1155億バーツが2013
年12月の時点で未払いとなっていた。東北部や北部，中部の稲作農家は，モミ代
金の支払いを求めて各地で抗議のデモを開始した。稲作農家のなかにはモミ代金
を当て込んで多額の借金を負った者も多く，2014年 1 月には状況を悲観した農民
の自殺事件が起きた。PDRC のステープ議長はすかさず農家への共感を表明し，
バンコク市内で稲作農家への義援金を募るデモを行うなど，支払要求を政権打倒
運動に繋げるための働きかけを開始した。
　農民らの抗議に対し，政府は支払いの遅延は政治混乱による行政機能の停滞に
よるものであり，資金に不足はないと釈明した。しかし2013年12月 9 日に下院が
解散したことで政府は大規模な国債発行などの権限を失い，支払いはいっそう困
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難となった。
　暫定政府となったインラック政権は，各地で行われる稲作農家の支払要求デモ
に対し時限付きで支払いを約束したものの，代金支払い窓口となっている農業農
協組合銀行（BAAC）が手持ち資金による立替拠出を拒否したために約束は実行さ
れず，かえって農家の怒りの火に油を注ぐ結果となった。 2 月 6 日には，農民団
体「タイ農民ネットワーク」の呼び掛けで東北部，中部の稲作農民数千人がノン
タブリー県にある商務省庁舎前に押し寄せ，融資金の即時支払いを求めて座り込
みを始めた。12日には国家農民会議ロッブリー支部が，19日に中部・北部の24県
の農民代表による抗議集会をバンコクで開催予定であると発表，21日には北部・
中部で稲作農民や精米業者5000人がバンコクを目指し，トラクターでのデモ行進
を開始した。
　かかる事態をふまえ，当初政府は政府銀行間融資によって資金を調達しようと
した。しかし， 2 月16日に政府系金融機関である政府貯蓄銀行（GSB）が BAAC
に50億バーツを貸し付ける計画が明らかになると，直後から南部，バンコクを中
心に GSB への取り付け騒ぎが発生，預金約300億バーツが 1 日で引き出される事
態となった。やむを得ず GSB は，17日に BAAC への追加融資150億バーツの実
施見合わせを発表し，この手段は失敗した。ニワッタムロン商務相は 2 月19日に
商務省前に居座る農民の代表と会談し，28日までの支払を約束してデモをいった
ん解散させた。そして24日に中央予算緊急予備費から200億バーツを支払に充て
る案について選挙管理委員会の承認を求める一方，在庫米の管理を担当する商務
省に対し，コメの市場放出による資金回収を急がせた。
　その結果，選挙管理委員会は 3 月に中央予算からの支出を承認し，支払いは 4
月 7 日に開始された。しかし，対象が2013年11月に籾米を担保にした農家のみ
だったことから，農家の側でも評価は分かれた。タイ農民協会は選挙管理委員会
の決定に満足を表明した一方，タイ農民ネットワークは，すべての農民への支払
いを求めてインラック首相や関係政府機関を刑事告訴し中央行政裁判所はこの訴
えを受理している。ほかにもピチット県の農民グループをはじめ，約600人の農
民が最高検察庁を通じて政府機関を告訴した。
　解決の糸口となったのは，クーデタであった。 5 月25日，NCPO は農家の困窮
解消に優先的に取り組むとして，融資金総額900億バーツの支払い開始を発表し
た。BAAC の運転資金から約400億バーツ，残りを国内金融機関からの借り入れ
で賄うというものである。実際に26日から支払いが始まり，BAAC は 2 日間で
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3 万9487人の稲作農民に対し43億1000万バーツの融資金を支払ったと発表した。
しかし2013年から始まった保管米の大量放出の影響もあってコメの市場価格は低
迷を続け，コメ農家は窮状が続いた。このためプラユット政権は10月 1 日に新た
に景気刺激策の一環として総額400億バーツを340万戸の稲作農家に支給すること
を決定したが，これは一戸当たり上限1500バーツ（ 1 ライ＝約1600平方メートル
当たり1000バーツ）を支給するに留まるものであった。このため効果については
疑問視する声も多く，かえって同様に価格低迷に悩むゴム農家の反発を招いてい
る。その結果，政権は16日に新たにゴム農家へ同様の政策を適用することを決定
した。
　最終的に，2014年までに政府が籾米担保融資制度へ投じた資金は約8780億バー
ツ，うち損失は5800億バーツとなり，籾米担保融資のために2011年当初に政府が
用意した原資5000億バーツを上回った。NACC は2014年 1 月 6 日に籾米担保融
資制度における職務怠慢容疑でインラック首相の捜査開始を決定していた。同制
度で当初から指摘されていた汚職対策のための措置を取らず，またずさんな運営
に対し監督責任を放棄したというのがその容疑の内容である。インラックは
NACC に出頭し，政策レベルでの汚職は存在しないと証言したが，NACC は 5
月 8 日にインラックの弾劾を決定， 7 月17日には巨額の損失を国家に負わせたこ
とを理由に，刑事告訴を決定した。

クーデタ後の経済運営
　NCPO は， 5 月22日の政権掌握直後からインラック政権下で滞っていた各種の
政策を実施した。 5 月27日に政策顧問団を任命し，経済担当としてプリーディヤ
トーン元財務相，ナロンチャイ元商務相，ソムキット元財務相といったテクノク
ラートや専門家を配して，政策形成にあたらせた。 6 月 3 日には「緊急計画」と
して，コメ価格保証制度，国家インフラ投資，国境地域経済開発，中小企業への
低利信用供与，OTOP（一村一品運動）の振興，低利住宅の供給，インフォーマル
セクターの負債者救済措置，税制改革などを打ち出す。そして 7 日には活動を停
止していた投資委員会（BOI）委員を選出，プラユット自ら委員長に就任し，10日
に 2 兆5750億バーツ（前年度比 2 ％増）からなる新年度予算を編成した。
　プラユット政権の経済政策で，もっとも注目されるのが相続税と固定資産税導
入の試みである。タイでは1944年に相続税が廃止されていたが， 9 月の NLA で
プラユット暫定首相が固定資産税とともに導入を表明した。これらの税制が実施
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されれば，階層間での富の再配分が促され，所得格差の是正に繋がる。2006年以
降続く政治混乱の原因は経済格差にあるとの判断に基づき，対立の抜本的解決策
として提案されたのが同案だった。11月18日の閣議で承認された案は5000万バー
ツ以上の資産に限定し，税率上限は10％（非累進課税）とするものである。NLA
での審議が順調に進めば，施行は2015年 6 月頃に予定されている。しかし富裕層
からの抵抗も大きく，2015年に入っても協議が続いている。
　抜本的改革と平行し，プラユット政権は公共事業による雇用創出や減税，給付
金による消費刺激策にも力を入れている。10月 1 日に行われた閣議では，2014年
予算の消化分（1471億バーツ）と2015年予算の前倒し実施（1295億バーツ）からなる
総額3644億7000万バーツの景気刺激策が承認された。この政策は，先述した農家
への給付金による消費の刺激のほか，2011年の大洪水で損傷した道路や，全国
8000カ所の学校の修復や新設，全国1000カ所の医療施設の修復などの公共工事に
よる雇用創出と波及効果をねらったものである。さらに年末が近づくにつれ，公
務員の賃上げ，学士未満の学歴で一定収入以下の公務員への生活費補助，中小企
業法人税減税，中小企業支援のためのベンチャーキャピタル基金の設置，従来よ
り緩い信用審査基準で年利36％未満（手数料など含む）の小口融資などの中間層や
低所得者向けの措置が次々に打ち出された。政府は当面こうした措置によって消
費を促し，景気浮揚と人心掌握をねらうものと思われる。

2 兆バーツインフラ開発計画の「復活」
　前政権の「負の遺産」として打ち切られた籾米担保融資制度とは対照的に，形
を変えて復活した計画もある。それが 2 兆バーツインフラ開発計画である。同計
画は，インラック政権がタイを地域の製造・輸送ハブにすることを目指し，国家
予算にほぼ匹敵する 2 兆バーツの特別予算を組んで立てたものであった。その要
点は，高コストの道路輸送を鉄道，水運などに転換し，メコン地域や ASEAN 諸
国への連結性を向上させるため，インフラ整備，輸送設備を改善してモビリティ
の向上を図るという点にあり，なかでも高速鉄道の導入や複線化といった鉄道シ
ステム改善に重点がおかれていた。この計画のためにインラック政権は2013年11
月に「国の運輸分野インフラ開発のための借入権限を財務省に付与する法律」を
成立させたが，同法案は憲法裁判所の判断により2014年 3 月に違憲判決を受け，
計画は宙に浮いていた。
　NCPO は当初，新たに設けた運輸戦略委員会に同計画を検討させ，総額を 1 兆
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2000億バーツに縮小し，国鉄の複線化を先行して，高速鉄道については棚上げす
ると発表していた。ところが 7 月末，急きょ総額 2 兆5750億バーツの交通インフ
ラ整備計画（2014～2022年）を決定したのである。その内容は，プラチュアップキ
リカーン～チュムポーン線（全長167キロメートル），ナコンパトム～ホアヒン線

（全長165キロメートル）など鉄道 6 路線の複線化，バンコク首都圏の電車網整備，
主要国道の 4 車線化に加え，ノーンカーイ～ナコンラーチャシーマー～サラブ
リー～チョンブリーを経てマープタープット港に至る全長737キロメートルの路
線（3926億バーツ）と，チェンラーイ～プレー～アユタヤーを経て，マープター
プットに至る全長655キロメートルの路線（3489億バーツ）の 2 路線からなる高速
鉄道計画も含まれていた。
　高速鉄道計画が復活した背景には，中国の影響がうかがわれる。財務省は， 2
兆バーツ借入法案が廃案となった後の 4 月に，新たな資金調達先として中国が提
唱していたアジアインフラ投資銀行（AIIB）構想への参画を示唆していた。中国
は2010年のアピシット民主党政権の時代にもタイの南北を貫通し，雲南省からシ
ンガポールまで繋ぐ鉄道建設の合弁計画に合意した経緯がある。AIIB によるイ
ンフラ開発の重点地域として中国が検討しているのは，カンボジア，ラオス，タ
イ，ミャンマー，ベトナムの東南アジアの大陸国だといわれており，中国側に
とってもタイ側の鉄道建設計画は魅力的であった。10月に運輸省運輸交通政策企
画事務局が 2 本の高速鉄道路線の実地調査に入ると，中国政府は在バンコク中国
大使館を通じて運輸省次官に接触し，鉄道建設プロジェクトへの投資に関心があ
る旨を表明している。そして11月 9 日のプラユット暫定首相による中国訪問時に，
両国首脳は中国による高速鉄道計画への計画について合意した。同計画は12月 7
日の NLA で承認された後，19日に正式に覚書が調印された。　

国境経済特区構想と外国人労働者政策
　11月，プラユット暫定首相はタイ国内の国境沿いに経済特区を設け，そこで外
国人労働者を使った農業や縫製産業を誘致し，輸出のための生産拠点とする計画
を発表した。BOI は，この国境経済特区への投資に 3 年間の法人税免除措置を設
けるとしている。特恵対象となっているのはムクダーハーン，アランヤプラテー
ト，サケーウ，ターク，ソンクラーの 5 カ所の経済特区である。ここではそれぞ
れ国境を接するラオス，カンボジア，ミャンマー，マレーシアからの労働者が日
帰りで出入国し，特区内で就労することが想定されている。
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　タイでは急速に進んだ少子高齢化によって，ここ数年労働力不足が続いている。
タイ国内に合法滞在者のみで約155万人（2012年統計）以上いるといわれるカンボ
ジア，ラオス，ミャンマーからの移民労働者は，いまや建設，漁業，農業などの
分野で重要な労働力となっている。クーデタ後の 6 月には，軍政による不法滞在
者の摘発を恐れたカンボジア人労働者らが大挙して帰国する騒動が起きたが，そ
の数は25万人に及び，改めてその存在の大きさを感じさせた。
　こうした近隣諸国からの移民労働者に対し，NCPO は就労合法化の名の下に管
理を強化しようとしている。今次の国境経済特区構想は低廉な労働力としての外
国人労働者に着目したのだが，NCPO による移民労働者管理強化策の一環として
も位置づけられるだろう。

対 外 関 係

　2014年の対外関係は，一見，「クーデタをめぐり欧米諸国と対立」した結果，
「中国へ急接近」したかのようにみえる。確かにクーデタの発生を受け，諸外国
の対応は分かれた。欧米諸国が軍事援助を含む援助協力を直ちに凍結して民主政
治の再開を訴えたのに対し，中国や ASEAN 諸国は NCPO に対する明示的な批判
を控えた。なかでも中国とは，高速鉄道の開発計画や通貨スワップに関する新た
な協定を交わし，中国主導の AIIB への参加を表明するなど蜜月の到来を印象づ
ける出来事が続いている。しかし注意が必要なのは，冷戦後のタイにとって欧米

（とくにアメリカ）と中国との関係はゼロサムではなく，むしろ両国との関係を維
持しつつ，米中を互いのバランサーとして機能させる戦略をとってきたという点
である。NCPO 体制下でもこの戦略は基本的に変わらず，むしろ意思決定制度が
凝集的になった分，より顕著に現れたといえよう。
　クーデタ後，アメリカは国内法にしたがって 5 月24日にタイへの軍事協力，軍
事演習，要人交流，その他の協力を停止した。 6 月27日にはケニー駐バンコクア
メリカ大使が NCPO の外交担当だったプラジン空軍司令官と会見している。し
かし， 7 月 4 日に在バンコクアメリカ大使館で行われた恒例の独立記念日記念式
典では，NCPO 幹部は招待されず，インラック政権の元閣僚や UDD の幹部が招
かれるという異例の事態となった。こうしたアメリカの措置に対し，タイ国内で
はクーデタ支持派の市民やマスコミを中心に内政干渉だとしてデモやネットでの
批判が行われたが，NCPO 自体は明示的な批判を行っていない。また経済・外交
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問題を担当するプラジン NCPO 副議長（空軍司令官）は， 6 月26日に多国籍軍事
演習「コブラ・ゴールド」について言及し，同演習はタイ・アメリカ双方にとっ
て利益となっていることを強調し，暗に他国への移転を牽制した。コブラ・ゴー
ルドはタイ米間の軍事演習として始まり，現在は他の ASEAN 諸国や日本，中国
も参加する東アジア安全保障上の重要な信頼醸成のための制度となっている。タ
イ国軍にとってこうした多国間の取り組みを主催することの戦略的意義は大きい。
またタイにとってアメリカは冷戦時代以来の同盟国であり，両国軍の人事交流も
長い歴史をもつ。こうした事情をふまえると，NCPO にとってアメリカとの関係
を断絶する対外的な理由はないと考えられる。
　一方中国は，クーデタ直後に NCPO へ治安回復を賞賛するメッセージを送り，
6 月には両国軍幹部の往来，交流を実施している。25日にはプラジン副議長が駐
バンコク中国大使と会見しているが，これに先んじて 6 日にプラユット議長が中
国のビジネス訪問団と会見している。これはクーデタ直後に NCPO が接触した
民間訪問団との会見の中でもっとも早いものであった。この後，タイは AIIB へ
の参加を公式表明し， 7 月末には一時中断していたタイ中経済合同委員会の再開
も報じられた。そして 7 月以降，タイと中国は両国を結ぶ高速鉄道開発計画での
協力を発表し，年末には覚書を調印している。
　中国に加え，カンボジア，ミャンマー，ラオス，ベトナムといった近隣諸国と
の関係も友好が維持されている。カンボジアとは2009年から2010年にかけて国境
地帯の領土問題をめぐり対立状態にあったが， 7 月 2 日にカンボジア政府が紛争
地帯で拘束されたタイ人を解放し，軍政へ友好のサインを示している。一方でプ
ラユット議長は，首相就任後にこれらの近隣諸国を歴訪し，各国で経済協力や貿
易投資促進を約束した。
　さらに NCPO は，クーデタ後の選択肢が限られた国際関係のなかで，中国へ
の「急接近」をアメリカや日本，インドといった他の国々に対する牽制として利
用するかのような動きをみせている。たとえば日本とは，年末にカンボジア国境
からミャンマー国境まで横断する鉄道路線の開発計画が浮上しており，幹線鉄道
の南北を中国と，東西を日本との協力で進める構図になりつつある。また2014年
末にタイ閣僚が選挙の延期を示唆した時，アメリカ国務省は直ちにこれを批判す
る声明を発表した。しかし，2015年 2 月に予定されていたコブラ・ゴールドに関
しては，参加兵力を削減したものの参加を表明している。このように，アメリカ
とタイの関係は，中国や他の友好国との距離を測りつつ，正常化に向けてそのタ
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イミングと条件を探りつつあるものと考えられる。

2015年の課題
　プラユット政権にとって最大の課題は，恒久憲法公布と選挙の実施である。現
在 CDC で起草作業が続いているが，その内容については CDC 内，CDC と
NCPO の間でも意見の相違がみられる。2015年 8 月に予定どおり NRC が憲法草
案を承認すれば国王の署名を経て発効するが，否決された場合，NRC と CDC を
再選出して起草作業をやり直すことが暫定憲法で定められている。そうなれば
2016年 2 月に予定されている総選挙はさらに延期となろう。短期的には言論統制
によって秩序は維持され，タイ貢献党や UDD も雌伏して選挙の実施を待ってい
る。しかし長期化した場合，政府の抑圧に対する国民の不満と不信が鬱積し，再
びデモやテロとして噴出する恐れがある。
　経済は復調傾向にあるが，本格的な回復は消費の回復と輸出の拡大が鍵となろ
う。回復のための「特効薬」となる政策は現在のところ提示されておらず，政府
は当面減税や給付金などで家計の消費を促す政策を続けることになろう。また長
期的には，2015年の ASEAN 共同体成立を控え，サービス貿易の自由化や大型イ
ンフラ開発計画，なかでも高速鉄道計画の実施によるインフラ連携などの早期実
施が望まれる。
　外交面では，対米関係の正常化が注目される。早期選挙実施を促すアメリカ政
府の発言は年明けから頻度を増しており，民政復帰への圧力が高まっている。こ
うした圧力を NCPO がどう受け止め，どのタイミングで関係を正常化させるか
が注視される。一方メコン地域では，中国との関係を軸として政治経済的関係の
緊密化が予想される。中国・メコン関係と欧米諸国，そして日本との関係をどう
具体的にバランスさせていくのかが，2015年の課題となるだろう。

（地域研究センター）
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1 月 1 日 ▼下院選挙立候補受付締切日。南部
28選挙区で立候補登録できず。
3 日 ▼選管， 2 月 2 日の下院総選挙実施を

決定。
8 日 ▼ 憲法裁，国会の憲法第190条改正承

認を違憲と判断。
10日 ▼インラック首相代行，辞任を否定。
13日 ▼ PDRC，バンコク内の複数の道路を

封鎖。警察発表で17万人が参加。
15日 ▼ポンテープ副首相，予定どおり 2 月

2 日に総選挙を実施すると発表。
16日 ▼国家汚職防止取締委員会（NACC），

籾米担保融資制度をめぐる不正疑惑でイン
ラック首相の捜査開始決定。
17日 ▼ PDRC デモに爆発物。35人が負傷し，

男性 1 人が死亡。

▼タヌーサック財務副相，籾米担保制支払
金調達を農業農協銀行へ要請。
21日 ▼政府，バンコクおよび周辺地域に22

日より60日間非常事態宣言の発令。
22日 ▼中銀，政策金利を2.25％に据え置き。
24日 ▼反タクシン派上院議員および民主党

の前下院議員，22日発令の非常事態宣言の違
憲性について憲法裁判所に提訴。
26日 ▼下院選挙期日前投票日。PDRC の妨

害で375選挙区のうち83区で投票できず。
27日 ▼ PDRC デモ会場で相次いで爆発・

発砲事件。 3 人が重軽傷。
2 月 1 日 ▼バンコク都ラクシー区の投票所近
くで爆発事件。 3 人負傷。
2 日 ▼ 下院議員総選挙投票日。375選挙区

のうち18県69区で妨害により実施できず。
3 日 ▼選管，非公式の選挙結果公表。選挙

実施された68県で投票率45.8％。
4 日 ▼民主党，憲法裁判所に対し，同日投

票を定めた憲法第108条違反で下院選挙の無

効を提訴。

▼商務相，中国の籾米売却契約撤回を発表。
5 日 ▼ ステープ PDRC 事務局長，ラーマ

8 世橋など複数の道路封鎖解除。
6 日 ▼東北部，北部，中部の稲作農家，商

務省前で籾米担保制度支払い要求のデモ。
11日 ▼選管，下院総選挙で投票できなかっ

た選挙区の再選挙日を 4 月20・27日と決定。
12日 ▼憲法裁，民主党による下院選挙無効

の訴えを却下。

▼多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」実
施（～22日）。史上初めて中国軍が参加。
16日 ▼政府貯蓄銀行による農業農協銀行へ

の50億バー
ツ 貸し付け計画が報道され，取り付け

騒動発生。政府貯蓄銀行は 1 日に300億バー
ツ の

引き出しを受け，農業農協銀行への融資見合
わせ決定（17日）。
18日 ▼国会前で反政府デモ隊と警官隊が衝

突。警官含む 5 人が死亡，負傷者70人。
19日 ▼ニワッタムロン商務相，籾米担保制

度の未払い金問題で米農家および精米業者の
代表者と会談。
22日 ▼トラート県の反政府デモ会場で爆発

事件，子ども 1 人が死亡，34人が負傷。
23日 ▼バンコク，トラートの反政府デモ会

場で爆発。子ども 3 人が死亡。
25日 ▼暫定内閣，籾米担保融資制度の支払

金として緊急予備費から200億バー
ツ の支出を決

定。さらに選管が中央予算から 7 億1200万バー
ツ

の支出を暫定内閣に許可。
3 月 2 日 ▼第 3 回ベンガル湾多分野経済技術
協力（BIMSTEC）首脳会議開催（ネーピー
ドー）。外務次官が首相代理で参加。
3 日 ▼ PDRC，「バンコク封鎖」解除を宣言。
4 日 ▼上院選挙立候補受付開始（～ 8 日）。
6 日 ▼国家オンブズマン，憲法裁に 2 月 2
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日下院選挙の無効を提訴。
7 日 ▼ 最高行政裁，タウィン前 NSC 議長

の復職を認める判決。
12日 ▼ 中銀，政策金利を年2.25％から年

2.00％に引き下げ。

▼憲法裁，財務省に 2 兆バー
ツ の借入権限を与

える法律に違憲判決。
18日 ▼ NCAA，籾米担保制度をめぐる背

任容疑でインラック首相の事情聴取を発表。
19日 ▼バンコクと周辺地域での非常事態宣

言解除。国内治安維持法を適用。

▼ラクシー区での銃撃戦の容疑者逮捕。反
政府デモ隊との関与を認める。
21日 ▼憲法裁， 2 月の下院選挙に無効判決。
26日 ▼ 内閣，タウィン NSC 前議長の復職

を決定。
30日 ▼上院議員選挙投票日。投票率42.8%。
31日 ▼インラック首相，NACC に出頭。籾

米担保制度をめぐる不正容疑を否認。
4 月 1 日 ▼タイ改革国民学生同盟の反政府デ
モ会場で銃撃事件。 3 人負傷， 1 人死亡。

▼憲法裁，NSC 議長の人事をめぐりイン
ラック政権に憲法違反があったとする上院議
員らの訴えを受理。
5 日 ▼ 反独裁民主戦線（UDD），バンコク

西部ウタヤーン通りで政府支持集会。
6 日 ▼第 2 回メコン川委員会首脳会議開催

（ホーチミン）。外務次官が首相代理で参加。

▼深南部ヤラー市で連続爆発事件， 1 人死
亡，30人負傷。
7 日 ▼農業農協銀行，2000億バー

ツ の籾米担保
代金の支払い開始。
8 日 ▼選管，上院当選者58人の名簿発表。

▼ PDRC，内務省と首相府を除く官公庁の
封鎖解除。
10日 ▼タイ発電公社，タイ北部の 2 つのダ

ムで水位が50％を切ったため節水を呼び掛け。

15日 ▼バンコク，ルンピニ公園の反政府デ
モ会場で銃撃事件。 1 人が死亡。
22日 ▼インラック首相，BOI 委員を選出。

BOI は 5 月 1 日に業務再開。
28日 ▼暫定内閣，バンコク首都圏への国内

治安維持法適用を60日間延長することを決定。
29日 ▼ NACC，2013年違憲と判断された

憲法改正案を支持したとして上院議員36人の
訴追を決定。
30日 ▼選管，下院選挙の再投票日を 7 月20

日と発表。
5 月 6 日 ▼ソンクラー県ハジャイ市内の 2 カ
所で爆弾事件。負傷者10人。
7 日 ▼憲法裁，NSC 議長の人事に違憲判決。

インラック首相代行以下閣僚10人が失職。首
相代行後任にニワッタムロン商務相。
8 日 ▼ NACC，籾米担保融資制度をめぐ

る職務怠慢容疑でインラック元首相の弾劾請
求を決定。

▼最高検察庁，PDRC 指導者を反乱罪と不
法集会の容疑で起訴決定。
9 日 ▼ ASEAN 首脳会議開催（ネーピー

ドー）。首相，外相欠席。
20日 ▼四軍司令官と警察長官，タイ全土に

戒厳令布告。平和治安維持本部設置。
21日 ▼平和治安維持本部にて， 4 軍司令官

と警察長官，上院議長，選管，民主党とタイ
貢献党，PDRC，UDD の代表者が協議。
22日 ▼ 国軍と警察による全行政権維持と

2007年憲法の停止を宣言。国家平和秩序評議
会（NCPO）設置。夜間外出禁止令発令。

▼ケリー米国務長官，クーデタ非難声明。
23日 ▼ NCPO，インラック元首相らタクシ

ン派政治家，軍人，UDD，PDRC 幹部，元
閣僚，官僚など114人に出頭命令。

▼プラユット陸軍司令官，在タイ58外国公
館代表者に事態説明。外国人保護を約束。
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24日 ▼プラユット，NCPO 議長就任。国王
拝謁はなし。

▼アメリカ，オーストラリア，軍事援助お
よびその他の援助停止決定。
25日 ▼ NCPO，籾米担保融資制度の融資金

の支払いを開始。
31日 ▼ プラユット NCPO 議長，テレビ演

説で民主化までのロードマップ提示。
6 月 3 日 ▼ NCPO，パタヤなど 7 カ所で夜間
外出禁止令解除（13日に全国で解除）。

▼ NCPO，緊急計画発表。コメ価格保証制
度，国家インフラ投資，国境地域経済開発，
中小企業への低利信用供与，OTOP，低利住
宅供給，インフォーマルセクター金融負債者
救済，税制改革を実行へ。
5 日 ▼ NCPO，消費財生産・販売業者の代

表へ11月までの価格凍結に協力を要請。
6 日 ▼ プラユット NCPO 議長，中国のビ

ジネス訪問団と会見。経済関係の発展を保障。
7 日 ▼ BOI 任命。委員長はプラユット議長。
9 日 ▼ NCPO，憲法付属法の継続を決定。

▼ NCPO，国家エネルギー政策委員会の設
置決定。
10日 ▼ NCPO，2015年度予算の大枠を発表。

歳出総額 2 兆5750億バー
ツ ，編成時赤字2500億バー

ツ 。

▼外国人労働者に関する小委員会設置。
11日 ▼運輸戦略委員会，高速鉄道計画棚上

げを決定。
12日 ▼カンボジア人労働者の大量出国始ま

る。その後 1 カ月で約25万人が帰国。
18日 ▼中銀，政策金利を2.00％に据置き。
20日 ▼米国務省人身取引報告書，タイを最

低ランクに格下げ。
24日 ▼ NCPO，中国の AIIB 構想に参加表

明。
25日 ▼ EU，タイとの協力協定調印を見送

り公式訪問を停止。

▼プラジン空軍司令官，中国大使と会見。
26日 ▼ケニー米国大使，タナサック最高司

令官と会見。

▼プラジン空軍司令官，韓国大使と会見。

▼ NCPO，サケーウなど東部国境 4 カ所に
外国人労働者登録センター開設。
27日 ▼ケニー米国大使，タイ政府の移民労

働者規制政策に支持表明。
7 月 7 日 ▼ラオス，ミャンマー，カンボジア
の駐タイ大使，新しい移民労働者政策を支持。
9 日 ▼日本人商工会議所会頭ら，バンコク

にてプラジン空軍司令官と会談。
22日 ▼ プラユット NCPO 議長，国王拝謁。

暫定憲法公布。
▼ NCPO，BOI を工業省から首相府に移管。

24日 ▼ プラユット NCPO 議長，バンコク
にてシンガポール国軍司令官と会談。
27日 ▼ プラユット NCPO 議長，バンコク

にてカンボジア国防相と会談。
29日 ▼ソムキット経済顧問，特別大使とし

て中国を訪問。

▼ NCPO，総額 2 兆4000億バー
ツ の交通インフ

ラ整備計画（2014～2022年）を承認。
31日 ▼国家立法会議（NLA）発足。

▼ NCPO，相続税と固定資産税導入案を原
則承認。

▼ウボンラーチャターニー県裁判所，2012
年に不敬罪で起訴され， 6 月に再度起訴され
ていた男性に禁錮14年10カ月の実刑判決。
8 月 6 日 ▼国王，シリラート病院に入院。

▼中銀，政策金利を据え置き。
8 日 ▼ NLA 初会合。
13日 ▼ NCPO，NRC 評議員を選出する77

人の委員を選出。
20日 ▼タナサック最高司令官，定例の二国

間高レベル会合でミャンマー訪問（～22日）。
21日 ▼ NLA，プラユット NCPO 議長を暫
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定首相に選出。

▼ NCPO，ダウェイ経済特区開発計画継続
を承認。
25日 ▼ 第46回 ASEAN 経済閣僚会議開催

（～28日）。第 9 次サービス自由化協定調印。
27日 ▼ タイ・欧州ビジネス評議会，プラ

ユット NCPO 議長と会見。
28日 ▼刑事裁判所，特別捜査局によるアピ

シット元首相らの2010年赤シャツ強制排除に
おける殺人容疑での起訴を棄却。
31日 ▼ 国王，プラユット NCPO 議長が提

出した閣僚名簿を承認。
9 月 4 日 ▼国王，プラユット暫定内閣承認。
8 日 ▼国軍人事発表。ウドムデート陸軍副

司令官が陸軍司令官に就任。
12日 ▼プラユット首相，施政方針演説。
15日 ▼国王，シリラート病院を退院。
16日 ▼ NCPO 新メンバー発表。
22日 ▼アメリカ，人身取引問題での制裁を

行わないことを決定。
27日 ▼ NCPO，NLA に28人を追加任命。

10月 1 日 ▼ NCPO，総額3644億7000万バー
ツ の景

気刺激策を承認。
2 日 ▼首相，城内外務副大臣と会談。
3 日 ▼国王，シリラート病院に再入院。
6 日 ▼国家改革評議会（NRC）発足。
9 日 ▼ 首相，初外遊でミャンマー訪問（～

10日）。
15日 ▼首相， ASEM 首脳会議出席のためイ

タリア訪問。安倍首相と会談（16日）。
21日 ▼国家改革評議会 （NRC），初会合開催。
22日 ▼運輸省，タクシー値上げを承認。
24日 ▼国家米穀政策委員会，作物価格安定

のための農産物管理計画を承認。
30日 ▼首相，カンボジア訪問（～31日）。
11月 3 日 ▼首相，アメリカ企業代表34人と会
談。

4 日 ▼憲法起草委員会（CDC），発足。
9 日 ▼首相，北京訪問。習近平国家主席と

会談。APEC 首脳会議出席（10～11日）。
12日 ▼首相，ミャンマー訪問（～14日）。第

25回 ASEAN 首脳会議出席の後，安倍首相と
会談（13日）。
25日 ▼ポンパット前警察庁中央捜査局長ら

警察幹部が不敬罪・資金洗浄容疑で逮捕。
27日 ▼首相，ラオス，ベトナム訪問。

▼プラヴィット副首相，総選挙は2016年に
なるとの談話発表。
29日 ▼皇太子秘書局，皇太子妃の欽賜姓剥

奪を発表。
12月 8 日 ▼ NRC 政治改革部会，首相・閣僚
の直接選挙制度を賛成多数で提案。
9 日 ▼ NCPO，中長期景気対策承認。
12日 ▼皇太子妃，王族の地位を返上して離

婚。
15日 ▼ NRC，憲法起草に関する提言事項

を審議。19日に CDC へ提出。
16日 ▼ NCPO，汚職対策委員会設置。
17日 ▼中銀，政策金利 6 回連続据え置き。
18日 ▼相続税法案，NLA 第 1 読会通過。

▼ NLA，キティラット元財相と国会議員
308人の弾劾取り下げを決定。
19日 ▼ 第 5 回大メコン圏（GMS）首脳会議

開催（バンコク）。

▼首相，李克強中国首相と会談。高速鉄道
開発計画協力と農産物貿易協力覚書調印。
22日 ▼ CDC，NRC などによる憲法案につ

いての提言審議。首相・閣僚の直接選挙制に
ついては不採用を決定。
24日 ▼米国務省，選挙延期に非難声明。
30日 ▼ NCPO，治水事業の2015年度予算

559億5800万バー
ツ を承認。
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　 1 　国家機構図（2014年12月末現在）
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（注）　NCPO ＝国家平和秩序維持評議会。各省の大臣官房は省略。
（出所）　NCPO 命令。2014年暫定憲法などにより筆者作成。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 プラユット暫定政権（2014年 9 月 4 日発足）
氏　　　　名

首相 Prayudh Chan-o-cha （Gen.）
副首相 Prawvit Wongsuwon （Gen.）+

M.R. Pridiyathorn Devakula
Yongyuth Yuthavong 
Tanasak Patimapragorn （Gen.） +
Wisanu Krue-Ngam

首相府大臣 M.L. Panadda Diskul
Suwapan Tanyuwattana
Niwattumrong Boonsongpaisarn 
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国防大臣
　副大臣

Prawvit Wongsuwon （Gen.）+
Udomdej Sitabutr （Gen.）

財務大臣 Sommai Phasee 
外務大臣
　副大臣

Tanasak Patimapragorn（Gen.）+
Don Pramudwinai

観光・スポーツ大臣 Kobkarn Wattanavrangkul ＊

社会開発・人間安全保障大臣 Adul Saengsingkaew （Pol.Gen.）
農業・協同組合大臣 Petipong Pungbun Na Ayudhya 
運輸大臣
　副大臣

Prajin Juntong （Air Chief Marshal）
Arkhom Termpittayapaisith

天然資源・環境大臣 Dapong Ratanasuwan （Gen.）
情報技術・通信大臣 Pornchai Rujiprapa
エネルギー大臣 Narongchai Akrasanee
商務大臣
　副大臣

Chatchai Sarikalya （Gen.）
Apiradi Tantraporn ＊

内務大臣
　副大臣

Anupong Paojinda （Gen.）
Suthee Makboon

司法大臣 Paiboon Khumchaya　（Gen.）
労働大臣 Surasak Karnjanarat （Gen.）
文化大臣 Vira Rojpojchanarat 
科学技術大臣 Pichet Durongkaveroj 
教育大臣
　副大臣
　副大臣

Narong Pipatanasai （Admiral）
Krissanapong Keeratikorn
Surachet Chaiyawong 

公衆衛生大臣
　副大臣

Rajata Rajatanavin
Somsak Choonharat

工業大臣 Chakramon Phasukavanich
（注）　＊女性閣僚，＋兼務。カッコ内は軍における階級。 
（出所）　官報および内閣事務所ウェブサイト（http://www.cabinet.thaigov.go/）より筆者作成。 

　 3 　国軍人事
国軍司令官 Gen. Worapong Sanganetra （2014年 9 月 8 日）
陸軍司令官 Gen. Udomdej Sitabutr （2014年 9 月 8 日）
　（第一管区司令官） Lt. Gen. Kampanat Ruddith （2014年 9 月 8 日）
海軍司令官 Adm. Kraison Chansuwanit （2014年 9 月 8 日）
空軍司令官 ACM  Trits Sonchaeng （2014年 9 月 8 日）
国防次官 Gen. Sirichai Distakul （2014年 9 月 8 日）
国防副次官 Adm. Chumnum Archawongse （2014年 9 月 8 日）
 Gen. Vijit Sripraserit  （2014年 9 月 8 日）

　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Somyot Pumpanmuang
    （2014年10月 1 日）
首都圏警察本部長 Pol. Maj. Gen. Srivara Ransibrahmanakul
    （2014年 6 月22日）
（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および国防省，警察本部ウェブサイト。
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主要統計 タ　　イ　2014年

　 1　基礎統計
2009 2010 2011 2012 2013 2014

人 口（100万人，年末） 63.53 63.88 64.08 64.46 64.79 65.12
労 働 人 口（同上） 38.43 38.64 38.92 39.41 39.38 38.91）

消 費 者 物 価 上 昇 率（％） -0.90 3.30 3.81 3.02 2.18 1.89
失  業  率（％） 1.49 1.04 0.68 0.66 0.72 0.51）

為替レート（ 1 ドル＝バーツ） 34.34 31.73 30.49 31.08 30.73 32.63
（注）　 1 ）2014年 7 月時点の暫定値。
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2009 2010 2011 2012 2013 2014

民 間 消 費 4,993.30 5,429.68 5,742.85 6,293.51 6,475.85 6,644.63
政 府 消 費 1,213.93 1,310.03 1,397.53 1,544.33 1,643.46 1,729.87
総 固 定 資 本 形 成 2,181.82 2,499.31 2,769.02 3,245.93 3,180.87 3,146.16
在 庫 増 減 -261.32 121.38 37.45 137.21 298.35 -37.25
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 6,180.05 7,203.30 8,109.95 8,529.21 8,753.51 9,111.74
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 5,226.53 6,452.51 7,631.79 8,400.22 8,362.56 8,217.43
国 内 総 生 産 支 出 9,081.26 10,111.19 10,425.01 11,349.96 11,989.49 12,377.71
国 内 総 生 産（GDP） 9,041.55 10,104.82 10,540.13 11,375.35 11,898.71 12,141.10
海 外 純 要 素 所 得 -352.51 -434.96 -376.52 -453.10 -799.08 -590.05
国 民 総 生 産（GNP） 8,689.04 9,669.86 10,163.62 10,922.25 11,099.62 11,551.05
（注）　暫定値。 
（出所）　国家経済社会開発庁（http://www.nesdb.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質：1988年価格） （単位：10億バーツ）
2009 2010 2011 2012 2013 2014

農・畜産・漁・林業 390.36 381.40 396.95 412.18 417.80 422.45 
うち農・畜産・林業 322.34 312.46 329.83 347.09 357.06 360.64 

鉱 業 96.11 101.14 99.03 107.14 109.54 108.95 
製 造 業 1,645.02 1,873.17 1,793.36 1,917.14 1,919.06 1,898.27 
建 設 業 95.55 102.09 96.88 104.47 105.50 101.53 
電 力 ・ 水 道 148.88 163.85 164.45 180.36 181.93 187.21 
運 輸 ・ 通 信 413.67 430.34 441.90 477.59 515.97 539.44 
卸 ・ 小 売 業 594.79 610.71 621.68 654.28 675.48 679.85 
金 融 業 167.35 180.48 204.54 217.74 239.81 253.49 
不 動 産 業 170.60 177.03 183.12 190.25 198.75 199.64 
行 政 ・ 国 防 122.26 127.09 127.18 131.80 133.85 139.85 
サ ー ビ ス 418.57 448.82 470.58 505.26 542.11 544.95 
国 内 総 生 産（GDP） 4,263.14 4,596.11 4,599.66 4,898.19 5,039.79 5,075.62 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） -2.30 7.80 0.10 6.50 2.90 0.71
（注）　暫定値。 
（出所）　表 2 に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2011 2012 2013 2014

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 719,382.47 1,288,145.90 725,043.96 1,550,385.87 671,804.54 1,256,045.21 701,534.61 1,161,118.50
N A F T A 746,657.47 459,670.84 804,603.63 441,017.64 795,216.74 501,258.42 879,520.20 522,419.87

アメリカ 656,591.57 408,651.25 703,918.36 391,397.68 694,326.19 447,475.67 767,856.29 474,102.42
E U1） 728,974.77 546,319.60 675,112.45 631,100.70 678,487.87 673,755.23 751,296.91 633,177.23

ド イ ツ 113,426.43 165,161.12 111,442.17 187,034.29 123,140.62 187,087.33 145,634.98 192,327.34
イギリス 117,141.29 59,596.40 117,428.15 86,836.74 114,695.73 101,187.88 128,816.89 90,424.14

A S E A N 1,628,801.33 1,134,038.17 1,744,998.12 1,261,078.25 1,792,533.72 1,277,989.21 1,909,592.39 1,333,908.79
シンガポール 343,976.47 237,668.33 334,639.05 244,933.04 393,568.51 406,576.27 410,287.25 414,464.25
マレーシア 373,614.11 376,183.48 383,674.62 409,623.46 339,782.51 250,732.46 335,677.43 256,211.29
インドシナ諸国1） 463,356.82 208,356.48 524,380.71 254,662.08 574,252.32 276,296.21 664,879.50 320,277.43

中 国 791,212.19 930,826.32 829,848.16 1,160,448.99 824,672.21 1,155,295.93 806,437.58 1,251,528.28
香 港 360,080.42 71,296.72 404,989.77 59,336.86 399,508.61 49,726.53 405,266.40 38,648.47
台 湾 116,373.38 229,011.77 105,617.63 256,760.15 138,317.91 276,979.42 145,268.88 277,968.80
韓 国 137,929.45 280,992.26 147,634.65 281,527.01 101,962.34 232,296.73 128,984.72 245,004.81
中 東 311,930.16 928,981.54 360,784.44 1,010,549.08 354,284.88 1,092,814.93 377,243.81 944,714.40
合 計 6,707,988.27 6,982,719.15 7,082,490.96 7,813,060.54 6,909,741.17 7,657,345.59 7,314,700.31 7,410,503.65
（注）　 1 ）EU は2012まで27カ国の合計値，2013から28カ国の合計値（クロアチア含み）。インドシナ諸

国はカンボジア，ベトナム，ラオス，ミャンマーの合計値。
（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2009 2010 2011 20121） 20131） 20141）

経 常 収 支 4,783.17 4,268.74 7,776.84 -304.57 2,891.69 9,815.28
貿易・サービス収支 5,567.38 6,088.61 -3,572.89 536.11 5,360.57 11,073.33

貿 易 6,589.51 8,111.37 -687.65 80.11 3,790.84 7,635.62
輸 出 42,816.48 51,032.41 47,731.82 56,423.50 55,903.09 56,762.59
輸 入 36,226.97 42,921.04 48,419.47 56,343.40 52,112.25 49,126.97

サ ー ビ ス -1,022.13 -2,022.75 -2,885.24 456.00 1,569.73 3,437.71
輸 送 1,630.52 1,614.40 1,330.96 1,562.63 1,527.62 1,559.17
旅 行 5,110.27 6,327.47 6,737.72 10,089.53 10,974.44 12,061.12

第 一 次 所 得 収 支 -2,302.45 -3,598.36 6,311.25 -3,692.28 -5,108.37 -3,359.11
第 二 次 所 得 収 支 1,518.24 1,778.49 5,038.48 2,851.60 2,639.49 2,101.05

資 本 移 転 等 収 支 55.90 79.35 16.50 12.80 11.00 0.00
金 融 収 支 1,086.87 2,997.58 -14,530.46 2,681.69 -6,547.18 -7,006.25

直 接 投 資 138.18 -1,550.86 -5,980.56 -449.21 2,532.36 -58.97
証 券 投 資 -2,185.00 2,413.74 -369.37 -1,812.50 -7,163.33 -2,659.45
金 融 派 生 商 品 37.98 -1,149.61 -148.83 -284.48 -175.44 -2.19
そ の 他 投 資 3,095.72 3,284.32 -8,031.68 5,227.89 -1,740.76 -4,285.65

誤 差 脱 漏 1,841.86 1,559.12 2,316.41 -1,682.92 384.39 -2,988.03
総 合 収 支 7,767.80 8,904.80 -4,420.70 707.00 -3,260.10 -179.00
（注）　IMF 国際収支マニュアル第 6 版を採用。 1 ）暫定値。

 （出所）　表 1 に同じ。
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タ　イ
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6573万人（2015年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　プーミポン・アドゥーンラヤデート国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝34.25バーツ，2015年平均）

会計年度　10月～ 9月

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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26.

28.
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50.

51.
52.
53.
54.
55.
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57.
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59.
60.
61.
62.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

タイの県（チャンワット）名
（県庁所在地名は県名と同じ）

東 北 タ イ

中 部 タ イ

南 タ イ

北 タ イ 上 部
チェンマイ
チェンラーイ
ナーン
プレー
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遠のく民政復帰
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概　　況
　 2 年目を迎えて，軍政は長期政権化の様相を呈しつつある。憲法起草委員会が
起草した新憲法草案は， 9 月 6 日に憲法起草および国家改革実行のための審議機
関である国家改革評議会（NRC）で否決された。このため憲法起草プロセスは憲
法起草委員会の再選出からやり直しとなり，2016年に予定されていた総選挙は翌
年以降への延期が決定した。さらにプラユット・チャンオーチャー暫定政権は，
クーデタ以来続いていた戒厳令を 4 月 2 日に解除したものの，同時に暫定憲法第
44条の規定に従って，クーデタ実行組織である国家平和秩序維持評議会（NCPO）
議長が単独で決定を行う体制を継続している。
　また2015年はテロと汚職に揺れた 1 年でもあった。なかでも 8 月に起きたバン
コク中心部での爆弾テロ事件は，外国人を含む死者20人，負傷者125人を出し，
国際的にも注目を集めた。一方，国内では王室関連事業をめぐり国軍・警察関係
者が関係したとされる汚職事件が耳目を集めた。
　経済面では，2015年に入り輸出が前年比マイナスとなった。農産品価格低迷や
干ばつなどで苦しむ農家が救済を求めてデモを行うなか，政府は 8 月19日に内閣
改造を実施し，経済担当副首相としてソムキット NCPO 顧問を抜擢し， 9 月に
はコミュニティ支援と中小企業支援の 2 本の柱からなる包括的経済政策を発表し
た。景気低迷脱却という短期目標と高所得国への移行という中長期目標の同時達
成を目指し，政府は積極的な公共投資と選択的な外資誘致に取り組む。
　外交面では，民政復帰や人身取引問題をめぐる欧米諸国との応酬と，活発化す
るアジア諸国との協力との対比が目立った。とくに中国とは，国交40周年を迎え
て政治・軍事・経済と多分野にわたる交流が行われた反面，目玉事業ともいえる
鉄道開発では起工が先送りされており，今後の動向が注目される。

2015年のタイ
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国 内 政 治

暫定憲法第44条による軍政統治
　プラユット暫定内閣は， 3 月31日の閣議で，2014年 5 月20日以降継続していた
戒厳令の解除を決定した。戒厳令については，アメリカのラッセル国務次官補が
1 月26日の来訪時には戒厳令が民主主義原則の履行を阻むものとして懸念を表明
したほか，ヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナル
などの国際人権団体も，軍事裁判所での民間人の裁判や拷問による自白の強要を
問題視し，たびたび戒厳令の解除を求めていた。これに対しプラユット政権は，
戒厳令は安全保障に関係した容疑者の身柄拘束，取り調べに限定しており，変更
または代替は火急の課題ではないとの立場を貫いてきた。それが2015年に入って
戒厳令の解除に踏み切ったのは，新憲法起草作業が進み，本格的な草案審議作業
に臨むにあたって，「戒厳令下で制定された憲法」という批判を回避する必要が
あったためと考えられる。また戒厳令を解除しても，2014年暫定憲法第44条の規
定は，NCPO 議長であるプラユット首相が治安上必要と判断した場合に，立法，
行政，司法上のいかなる命令をも出す力をもつこと（非常大権）を認めている。非
常大権に基づく NCPO 議長命令の発令に他機関の同意は不要であり，事後通告
で済むことから，NCPO は戒厳令解除の後も大きな権力を維持することが可能で
ある。
　「非常大権」は，サリット・タナラット陸軍元帥による軍事独裁政権時代に首
相の権限として憲法に導入されたのを嚆矢とする（1959年暫定憲法第17条）。同様
の規定は以後クーデタのたびに制定された暫定憲法でも踏襲されているが，1991
年以降は，首相ではなくクーデタ実行組織にその決定を委ねる内容に変化した。
2014年暫定憲法第44条もまた，1991年憲法以降のこうした規定をふまえており，
クーデタ実行組織による統治を制度的に維持するための装置として位置づけられ
よう。
　これらの事情をふまえて，閣議決定どおり戒厳令は 4 月 2 日に解除され，同時
に NCPO 命令仏暦2558年第 3 号により，暫定憲法第44条に基づく NCPO 議長の
非常大権が実施された。実際にプラユット首相は，第44条に基づく NCPO 議長
命令を2015年末までに52件発出している。そのうち最も多いのは汚職の疑いのあ
る省庁高官の更迭を命じるもの（35件）であり，ほかに経済問題（違法漁業取り締
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まり，航空安全基準達成のための措置，宝くじ販売の適正化など 9 件），社会秩
序維持（公道での自動車レース禁止，教育機関付近でのアルコール販売禁止，森
林違法伐採など 4 件），治安問題（政治的集会の禁止 4 件）が含まれる。
　このように非常大権は通常の手段では解決が困難と見られる行政的問題に対す
るいわば「特効薬」として発令される例が多い。その反面， 5 月22日に開催され
た反クーデタ集会に参加した学生が第44条に基づいて拘束されたり，10月31日に
会見を開いて学問・言論の自由を主張した大学教員が，NCPO の禁止する政治集
会を行ったかどで政府によって刑事訴追されるなど，「非常大権」による反クー
デタ体制派取り締まりの例も起きている。こうしたことから，タイ国内では
NCPO の権力強化を懸念する学者や弁護士，政治家らが憲法第44条の停止を政府
に訴え，新憲法の起草と民主的体制への速やかな移行を求めた。

追い込まれるタクシン派政党
　NCPO が憲法起草作業を進めつつ統治のための手段を固める一方で，インラッ
ク・チンナワット前首相とタイ貢献党に対する司法のさらなる追及も続いた。 1
月20日，国家汚職防止委員会は，ブンソン・テリヤピロム元商務相らが籾米担保
融資制度によって発生した政府在庫米を処分するために中国と調印したコメの政
府間取引合意を違法と認定， 5 月 8 日には暫定議会である国家立法会議（以下，
暫定議会）でブンソン元商務相らの弾劾が可決された。暫定議会は，インラック
前首相についても 1 月23日に籾米担保融資制度における不正行為について弾劾を
可決した。これによってインラック前首相らは，今後 5 年間にわたり政治活動が
禁止されることとなった。さらに政府は，籾米融資制度の損失をインラック前首
相とブンソン元商務相らに請求する方針を固めた。2015年 9 月の段階でインラッ
ク前首相に対しては5360億バーツ，ブンソン元商務相については約100億バーツ
の請求を見積もる報告書が財務省および商務省から提出されたが，2015年中に査
定は完了しなかった。
　一方，2007年憲法の上院議員選出方法に関する条項の改正に賛成した元議員ら
の弾劾についても審議が行われた。最終的に，上院議員38人については 3 月12日
に，下院議員248人は 8 月14日に，それぞれ暫定議会が弾劾を否決した。これに
よって有力政党の政治家が大量に政治活動を禁止されるという事態は回避された
ものの，タイ貢献党にとってはインラックをはじめ幹部の政治活動が停止された
うえ，主要な資金源であるチナワット家への損害請求によって，資金的にも大き
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な制約を課せられることが予想される。

憲法起草過程，振り出しへ
　2014年12月に公表された憲法起草原案は，首相公選制が盛り込まれたことをめ
ぐり，激しい論争を惹起した。これをふまえて憲法起草委員会は，2015年 1 月12
日から憲法起草原案の再検討作業を開始した。試行錯誤の後，新たに 4 月17日に
憲法草案の審議機関である国家改革評議会（NRC）に提出された新憲法起草案（以
下，新原案）は，「市民の政治上の権限を政治家と同等にまで高めること」（ボー
ウォンサック・ウワンノー委員長の説明）を目指し，意見表明のための市民会議
設置，国家倫理会議や市民監視評議会による汚職の監視，市民による法案提出権
の最低署名人数引き下げ，下院選挙の比例代表区における個別候補者への投票

（オープンリスト方式）などの措置が盛り込まれた。新原案では，2014年に問題と
なった首相公選制に関する条項は取り下げられた。その一方で，新原案は政治混
乱に陥った場合に議員資格のない者の首相就任を認めている（国会開会から15日
以内に下院が議員から首相を指名できない場合，総下院議員の 3 分の 2 以上の賛
成で成立）。また上院を任命制のみ200議席と定める一方，下院議員選挙は前原案
と同様に小選挙区比例代表併用制（MMP 方式，比例代表の得票率で議席配分）と
した。選挙後の体制については，国家改革の実行を担保するために NRC と暫定
議会から選出された議員からなる国家改革推進機関を設置することを定めた。
　この新原案に対し，各政党は（1）非下院議員の首相就任，（2）上院の任命制，

（3）下院議員選挙における MMP 方式採用の 3 点について批判を寄せ，新憲法の
正当性を担保するため国民投票実施は不可欠と主張した。
　 4 月20日から ₇ 日間にわたり行われた NRC の審議でも，新原案の内容につい
て意見が戦わされた。上述の争点のうち（3）については，1990年代のように連立
による政権の弱体化を危惧する声が上がった。また（1）について，政党関係者か
らの批判が相次いだ。現行の2007年憲法付属選挙法によると，政党に所属してい
ない者，あるいは政党として選挙管理委員会に登録していない団体からの国会議
員選挙への立候補は認められていない。政党関係者らは，2010年に焼き討ち騒動
の発端となったタクシン派の市民団体「反独裁民主主義同盟」（UDD），2014年
にインラック政権打倒を訴えて首都の幹線道路を封鎖した「国王を元首とする民
主主義のためのタイ改革人民委員会」（PDRC）のような在野の政治団体も新たな
付属法で立候補者を擁立できるようになれば，政党の弱体化だけでなく，国会外
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での政治闘争を煽ることになりかねないという危惧を表明した。
　さらに憲法草案に対する国民投票の是非や，国民投票を実施する場合の暫定憲
法改正手続きのあり方についても，憲法起草委員会や NRC の内部，および憲法
起草委員会と暫定内閣の間で意見が分かれた。最終的に，憲法起草委員会と
NRC は国民投票の実施で一致し，内閣に意見を提出した。これを受けて NCPO
と暫定内閣は 5 月19日の合同会議で，NRC による国民投票実施前の新憲法草案
承認を条件に，国民投票実施のための暫定憲法改正を決定した（表 1 ）。
　こうした過程を経て，プラユット内閣は 5 月25日に臨時閣議を開催し，憲法起
草委員会の新原案に対する110項目の修正要求を決定した。その主な点は以下の
とおりである。

①　 国家倫理会議などさまざまな組織設置条項を憲法本文から除去し，代わ
りに新憲法に基づいて別途制定される憲法付属法で設置する。

②　 非政党政治グループも国政選挙で候補者を擁立できると定める条項を除
去する。

③　 下院選挙の比例代表区における「オープンリスト」方式の廃止と，従来
の政党名簿方式へ変更する。

④　選挙管理委員会に代わる選挙実施組織の新設を再検討する。
　争点となっている非下院議員の首相就任について，ウィサヌ・クルアンガーム

表 1　憲法草案検討のプロセス

4 月17日 憲法起草委員会，草案を国家改革評議会（NRC）に提出

4 月20～26日 NRC での審議

4 月27日 NRC，憲法草案を内閣，NCPO，国家立法議会（暫定議会）に提出

5 月19日 内閣，修正憲法草案を審議

5 月25日 内閣，憲法起草委員会に草案とコメントを送付

5 月28日 暫定議会，憲法起草委員会に草案とコメントを送付

6 月25日 憲法起草委員会，最終審議開始

8 月22日 憲法起草委員会，NRC に修正草案を再提出

（暫定憲法修正により日程 1 カ月繰り延べ）

9 月 6 日 NRC，修正草案を否決

（出所）　Matichon, Thairat, Bangkok Post などより筆者作成。
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副首相は「ほかの組織から修正の要望が出ていることから内閣としては言及しな
い」と説明した。内閣の提案に続き，26日には NRC も（1）条文を全315条から
118条に削減する，（2）首相は下院議員から指名する，（3）上院議員は，各県 2 人
ずつの選出議員からなる選挙を採用するなどの修正案を提出した。
　新原案への修正と平行して，内閣と NCPO は 6 月 9 日に合同会議を開催し，
国民投票に向けた暫定憲法改正について以下のような項目を決定した。この決定
をふまえ，18日に暫定議会が改正案を可決した。

①　 汚職によるものを除き，過去に政界追放処分を受けた者の閣僚，議員就
任を認める。

②　 新任式にあたり王位継承者，または国王が委任した者への宣誓も可とす
る。

③　 憲法起草委員会による最終草案の NRC 提出期限を30日延長し， 8 月22
日とする。

④　 NRC の最終憲法草案承認を経て国民投票を実施する。国民投票では新
憲法への賛否のほか，暫定議会または NRC が決議し内閣が承認した他
の議題を加えることを可能とする。

⑤　 NRC は最終憲法草案に対する決議後に解散。その後は首相が指名した
200人からなる国家改革推進会議を組織し，NRC の業務を引き継ぐ。

⑥　 NRC の決議または国民投票により最終憲法草案が否決された場合，21
人からなる新たな憲法起草委員会を組織し，180日以内に新たな憲法草
案を起草する。この草案も国民投票で否決された場合，旧憲法のなかか
らいずれかを採用する。

　主要機関からの修正要求を受け，憲法起草委員会は 6 月25日から新憲法の最終
起草作業を開始した。作業では国家権力監視のための市民会議，倫理会議の設置
を定める条項を削除する一方，下院選挙立候補者の 3 分の 1 以上を女性にしなけ
ればならないと定める新原案第76条を残した。また ₇ 月 6 日の会議では，下院議
員選出方法について，下院議席を中選挙区300議席，比例代表区150議席の合計
450議席とし，比例代表区は全国区とすることで合意した。また比例区では「オー
プンリスト方式」を採用せず，政党名簿方式に戻した。さらに上院は全200議席
のうち77議席を各県 1 人の直接選挙で選出，残り123議席を任命とし，その内訳
を元公務員10人（省次官経験者 5 人，国防省次官・陸海空 3 軍司令官経験者 5 人），
職業・業界団体代表15人，農業・労働・学術・コミュニティ・地方組織の代表各
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6 人の計30人，有識者68人と定めた。首相選出方法については， 9 日の会議で非
下院議員の首相就任に関する規定を残すことで合意した。ただし，下院議員の首
相候補の場合は下院議員総数の過半数の支持を要件とする一方，非議員候補につ
いては総数の 3 分の 2 以上と条件を厳しくしている。また下院議会召集から30日
以内に首相を選出できなかった場合，もっとも票数の多い議員が首相に指名され
る。首相の任期は 1 期 4 年， 2 期までであったものを 1 期 8 年までに変更した。
　このように国民投票に向けて起草作業が進んでいた 8 月上旬，憲法起草委員会
が突如「国家改革・和解戦略委員会」設置に関する条項の導入を決定し，新たな
論争が巻き起こった。「国家改革・和解戦略委員会」とは，政治危機に際して最
高意思決定を行うための機関であり，委員長 1 人に加え，下院議長，上院議長，
首相，国軍最高司令官，陸海空の 3 軍司令官，警察長官，元首相，元下院議長，
元最高裁長官の11人と有識者11人の委員22人からなる。
　委員長は委員の 3 分の 2 以上の賛成があれば命令を発動することができ，憲法
裁判所長官，最高行政裁判所長官と協議を経て国会，内閣を合法的に従わせると
いうものである。委員の任期は 5 年で，通常の情勢下では国家改革と和解の推進
機関として存続する。これと類似のアイデアとして，「国民和解・挙国一致内閣」
も提唱された。NRC 政治改革・和解委員長であるアネーク・ラオタマタット教
授は，新憲法草案とあわせて「国民和解・挙国一致内閣」についても国民投票に
かけ，賛成多数であれば軍政に替わって 4 年間の任期で国政を担当，その間に和
解と国家改革を進めるという案を提案した。この構想に対し，タクシン支持派の
市民組織・UDD の指導者の 1 人であるナタウット・サイクア元副商業相は，
NCPO の権力温存をねらう構想だとして批判，PDRC の指導者だったターウォ
ン・センニアム元民主党副党首も「戦車を使わずしてクーデタを起こすための仕
掛け」だと非難した。
　こうした論争のなか，憲法起草委員会は 8 月22 日に285条からなる最終恒久憲
法草案を NRC に提出した。そのなかに含まれていた「国家改革・和解戦略委員
会」設置の条項について，民主党のアピシット・ウェーチャチーワ党首，タイ貢
献党のインラック前首相をはじめ，政党政治家は反対の意思を表明して NRC に
否決を訴えた（表 2 ）。
　そして 9 月 6 日，NRC は最終憲法草案の採決を行った。委員が一人ひとり起
立して賛否を口頭で述べる形で行われた採決の結果，反対135票，賛成105票，棄
権 ₇ 票で，最終草案は否決された。これによって NRC と憲法起草委員会は暫定
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憲法の規定に従って議決後に解散し，新たに選出し直すこととなった。
　新たな憲法起草委員会と NRC の後継として新たに組織された国家改革推進会
議（NRSC）は，10月 5 日に委員が選出され，新憲法起草委員長に NCPO 顧問の
ミーチャイ・ルチュパン氏が就任した。新憲法起草委員会は2016年 1 月11日から
17日にかけて行われる最終会合を目指して起草作業を行い，2015年末までに上院
議員200人の任命制，非議員の首相就任，選挙区・比例代表の併用による下院議
員選挙制度などで原則合意した。起草作業にあたり，ミーチャイ憲法起草委員会
委員長は「よりタイの実情に即した政治制度の構築」を掲げた。たとえば下院選
挙制度における落選者に投じられた「死票」を政治にどう反映するかといった議

表 2　憲法起草委員会による恒久憲法草案の骨子（2015年 8 月22日）

第 1部　国王を元首とする民主主制度の基礎
①　投票を国民の義務とする。
②　政党結成の条件を緩和する。
③　不正取得が判明した国有資産について，裁判を通して返還を求める権利を認める。

第 2部　政党指導者および政治組織
①　選挙制度は選挙区と比例代表制との並立とする。
②　�選挙による当選者は少なくとも非投票の意思表示をした投票者の総数を上回り，全有

効投票数の20％以上を獲得しなければならない。これを満たさない場合は再選挙とす
る。

③　�上院は直接選挙で各県から選出された77人と任命制の123人の議員計200人，任期 3 年
とする。

④　�非議員の首相候補は下院の会期開幕から30日以内に推挙され，下院総数の 3 分の 2 以
上の支持を必要とする。開幕から30日経過後は議員投票で最多票数を獲得した候補者
を指名する。

⑤　上院は法案発議権をもたない。

第 3部　法の支配，裁判，行政の監視
①　資産公開や選挙違反に関する違法行為に問われた公職者に控訴権を認める。
②　弾劾対象となる違法行為に重大な倫理的違反を含める。
③　選挙管理委員会が選挙の実施，管理，再選挙など全権を有する。

第 4部　改革と和解
①　和解と改革の 2 つの委員会を統合し，「国家改革・和解戦略委員会」とする。
②　上記委員会は 3 軍司令官を含め最多23人で構成し，国家改革と和解に取り組む。

経過規定
国家改革・和解戦略委員会は 5 年間存続。政治的機能不全状態に際しては介入し，行政，
司法権限を掌握する。

（出所）　憲法起草委員会ウェブサイト掲載憲法草案より，筆者作成。
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論を行った結果，下院選挙については旧憲法草案の提示した MMP 方式ではなく，
有権者は選挙区候補者にのみ投票する方式（Mixed Member Apportionment: MMA）
を検討している。MMA 方式では選挙区を350議席，比例代表を150議席とし，選
挙区候補者への投票で選挙区当選者を決定する一方，各候補者への票数は全国で
集計され，各政党の比例代表制での議席数に反映される。またこの制度の下では
選挙区で支持候補がいないことを意味する棄権票を残し，当選者はこの棄権票を
上回る票数を獲得しなければならない。一方，旧草案で最終的に最大の争点と
なった政治危機の解決メカニズムについては，何らかの仕組みが必要との認識で
は一致したものの，具体的な組織については合意に達しなかった。

連続テロ事件，大型汚職への対応
　 8 月17日，バンコクの中心部に位置するラーチャプラソン交差点にあるエー
ラーワン廟で爆発があり，20人が死亡，125人が負傷する惨事となった。さらに
翌18日にはサートーン船着き場に爆弾が投げ込まれて小爆発が起きたが，死傷者
は出なかった。　
　タイ国内では2000年代に入ってから南部のマレーシア国境隣接 4 県で断続的な
テロが続いており，紛争が激化した2004年以降，6000人以上が死亡している。ま
た2010年以降はタクシン派と反タクシン派のデモ参加者や指導者をねらった攻撃
が相継ぎ，たびたび死傷者を出してきた。南部地域における連続テロが国境隣接
4 県以外で起きることがほとんどなく，タクシン派政権の是非をめぐる対立で起
きた攻撃はデモ隊参加者や選挙の投票所をねらったものが主流であったのに対し，
8 月の爆弾事件は犯行声明もなく，これまでねらわれたことのない観光地を標的
としていたことから，犯人をめぐって一時さまざまな憶測が流れた。
　国家警察は，死傷者に中国人が多数含まれていたことから，タイ政府が不法滞
在していたウイグル人109人を ₇ 月に中国に強制送還した報復として，ウイグル
人が事件に関与したとの見方を公表。現場の監視カメラに映っていた男を容疑者
として手配し， 8 月19日には国際刑事警察機構（ICPO）に協力を要請した。そし
て 8 月29日にバンコク都内のアパートで外国籍の男性を 1 人， 9 月 1 日には爆弾
事件の実行犯とみられる別の外国人男性 1 人をカンボジアとの国境地帯でそれぞ
れ拘束した。 9 月25日には拘束した 2 人の自供に基づき，彼らが事件の実行犯で
あると断定し，ウイグル人による観光客をねらった爆弾テロ事件として立件，起
訴に及んだ。

303

2015年のタイ

　2015年は，このほかにも爆弾事件が相次いだ。 2 月 1 日には，バンコクの高架
鉄道（BTS）サイアム駅付近にあるショッピングモールで爆弾による爆発が，また
3 月10日には観光地サムイ島の百貨店駐車場で自動車が爆発し，約10人が負傷し
た。
　犯人逮捕で爆弾事件が落ち着きかけた10月，今度は著名な占い師とその秘書，
知人ら 3 人が不敬罪で逮捕されたとの報道が流れ，世間を驚かせた。警察は当初
この報道を誤報としていたが，後にこれらの人物が，王室関連事業をめぐり王室
の名をかたって不正な利益を得たかどで逮捕したと発表した。さらにこの不敬罪
事件の捜査過程で，王室の栄誉を称えるためホアヒンに建設されたラーチャパッ
ク公園の造成事業をめぐり，現役の陸軍関係者が不正を働いていたという疑いも
出てきた。とくにラーチャパック公園造成事業に関しては，11月に入ってウドム
デート・シータブット国防副大臣（前陸軍司令官）の関与が報道されたことをきっ
かけとして，真相究明を主張する UDD の幹部や学生らが公園視察を試みて当局
に拘束されたり，同事件を報道していたタクシン派のテレビ局が当局の強制捜査
を受けるなどの事件が続いた。こうした動きを受けて，政府は11月に陸軍および
国防省内にそれぞれ汚職調査のための特別委員会を設置して調査を行った。調査
の結果，12月末までにいずれの委員会も「汚職の事実は確認できず」との報告を
まとめた。またこれらの委員会とは別に捜査を検討していた国家汚職防止委員会
も，十分な証拠なしとの理由で年末に捜査見合わせを決定した。

経 済

　2016年 2 月15日の国家経済社会開発委員会事務局（NESDB）発表によると，
2015年のタイの年間経済成長率は2.8％であった。これは前年の0.8％を大きく上
回る。民間の消費支出と投資がそれぞれ2.1％，4.7％増加したことの結果である。
四半期ごとの GDP（季節調整済み）は対前期比で ₇ 四半期連続のプラス成長と
なった。
　国内消費は伸びたものの，回復は依然として遅れている。自動車を例にとると，
タイ工業連盟（FTI）によれば，2015年の自動車生産台数は191万3002台で，前年比
で1.76％増，輸出向け生産台数は7.02％増となった一方，国内向け生産台数は前
年比6.05％減であった。回復が遅れている理由としては，物品輸出の低迷，農民
所得の減少，消費者への融資が頭打ちとなったことなどが挙げられる。ことに世
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界経済低迷の影響は大きく，2015年の物品輸出は，自動車を除くすべての主要品
目がマイナスの伸び率となった。なかでも中国経済の低迷が物品輸出に及ぼした
影響は無視できない。ただし原油安による輸入価格の下落により，貿易収支は改
善に繋がった。他方，サービス輸出は堅調に伸びた。とくに観光業は， 8 月のバ
ンコクにおける爆弾テロの影響で 9 月の観光客数の前年比伸び率が 1 桁台に下落
し，減少が危惧されたものの，最終的に2015年は年間約2988万人という過去最高
の人数を記録した。
　また主要農産物の価格が低迷するなかで，農家は例年にない干ばつの被害にも
苦しんだ。内務省防災局によると， 6 月までの雨量は全土で平年を下回り，全国
₇ 万4965の村のうち約13％にあたる9525の村で干ばつ被害が発生した。政府は 2
月に被害を受けた農村ごとに100万バーツの予算を配分し， ₇ 月27日には農業協
同組合銀行を通じて2015年 9 月まで実施予定の農民向け制度外金融債務解消プロ
ジェクトを 1 年間延長し，融資規模も 1 農家当たり10万バーツから15万バーツに
引き上げるなどの措置をとった。それでも事態は改善せず，10月には政府がカン
チャナブリーの農家に対し乾季の米作を中止するよう要請するに至り，反発した
農民による抗議運動を惹起した。こうした状況から農業所得は見込み以上に減少
した。
　また家計債務の増大も看過できない。タイの家計債務の急増はここ数年たびた
びタイ国内で報道されてきたが，タイ中央銀行の統計によると，2015年には
GDP の 8 割を占めるまでに拡大した。農家などの低所得層を中心に生活費に充
当するための借入も増えているほか，統計には表れない高利貸し等の非公式業者
からの借入による生活苦も報道された。

ソムキットの登用と 2つの経済戦略
　2015年 8 月19日，プラユット首相は内閣改造を行った。33人の閣僚のうち10人
が新任， ₇ 人が異動という大規模な内閣改造であったが，そのなかでも最も注目
を集めたのは，経済担当副首相がプリーディーヤトーン・テーワグーン元財務相
から，ソムキット・ジャトゥシーピタック NCPO 顧問に交代した点であった。
ソムキットは，タクシン政権時代に副首相を務め，内需振興と外資導入を同時に
追求する「デュアル ･ トラック政策」を推進したことで知られている。また当時
活発化した自由貿易協定（FTA）交渉を担当した経験をふまえて，今次の就任では
経済関連省庁に加えて外務省の担当となった。ほかにも財務大臣に就任したアピ
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サック・タンティウォーラウォン，情報技術・通信大臣となったウットム・サー
オナーヨン，新商務副大臣のスウィット・メーシンシーなど，ソムキットに近い
人々が経済関連閣僚に抜擢された。
　新しい「経済チーム」は，就任直後の 9 月から10月にかけて「短期経済対策」
として農村や低所得者を対象とする「第 1 弾対策」（総額1363億バーツ），中小企
業の経営改善を目指す「第 2 弾対策」（総額2060億バーツ）を打ち出した（表 3 ）。
　短期経済政策のなかには，前任のインラック政権やかつてのタクシン政権でも
試みられたものが含まれており（村落基金など），目新しい内容とは言い難い。む
しろソムキットの抜擢と新規対策の導入は，プラユット政権が，タイの抱える積
年の課題に地道に取り組み，実務的な経済政策を試行しているというメッセージ
を示しているといえよう。
　「経済チーム」はその後も「ターゲット」に指定された業種について法人所得
税免除期間を最長13 年とする投資奨励法改正提案や（ 9 月15日閣議承認），経済
特区に関する投資優遇措置の導入（同22日閣議承認），法人税の基本税率を従来の
30％から現行の20％で固定する（10月13日閣議承認）などの政策を次々と打ち出し
た。また11月26日に日本を訪問したソムキット副首相は，安倍晋三首相との会談
の席で，それまでタイが明言してこなかった環太平洋パートナーシップ（TPP）協
定参加への支援を打診するなど，貿易自由化と投資誘致のための外交も積極的に
進めている。
　新しい経済政策のなかでも注目されるのが，タイ投資委員会（BOI）の投資優遇

表 3　新「経済チーム」による短期経済政策（2015年 9 月 1 日および 8 日閣議承認）

第 1 弾対策 第 2 弾対策

農村・低所得層向け 中小企業向け

・各村落の村落基金に対し，農業農協銀行や
政府貯蓄銀行を通じて 1 カ村当たり100万
バーツ／ 5 年間の融資

・村落基金から低所得者に総額600億バーツ
融資

・村落での小型公共事業のため総額363億
バーツ（7255カ村）の予算措置

・小規模投資のための総額400億バーツの予
算措置

・中小企業向け低利融資（総額1000億バーツ）
・中小企業信用保険公社による債務保証
・中小企業に対する30万バーツ以上の所得に

対する法人税の減税（15～20％から10％へ）
・ベンチャーキャピタル基金の創設（60億

バーツ）

（出所）　閣議決定ウェブサイトより筆者作成。
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制度を改変し，タイの国際競争力強化に資する高度な産業の育成を目指す「スー
パー・クラスター計画」である。従来，BOI の投資優遇制度は，タイのなかでも
開発の遅れた地方の開発を促すため，地理的ゾーンに区分され指定されていた。
これに対し，「スーパー・クラスター計画」では，研究開発や高付加価値を創造
するハイテク産業，インフラ事業，サプライチェーンの強化に繋がる業種へ，選
択的に外資を誘致することを目指している。同計画では，ターゲットに指定され
た（11月17日閣議承認）10業種に対して，BOI が最大の税制優遇を付与する。なお，
これまでタイ国内で操業してきた労働集約的部門は，「スーパー・クラスター計
画」のなかで ₇ 月に政府が決定した「国境経済特区」へ移転することが明記され
た。2015年 9 月14日には NESDB 年次総会で第12次国家経済社会開発計画（2016
年10月～2020年10月）の骨子が発表された。同計画では高所得国への仲間入りを
見据えた産業構造転換を課題として掲げており，ソムキット副首相らの構想をふ
まえたものになっている。
　タイでは2013年 1 月 1 日以来，最低賃金を全国一律300バーツと定めている。
しかし，2014年頃から問題になった家計債務問題や生活コストの上昇を理由に，
2015年 3 月31日にタイ労働者団結委員会（TLSC）が，また10月 ₇ 日に TLSC と国
営企業労働者関係連合が合同で，最低賃金の全国一律360バーツへの引き上げを
求める要求書を首相および労働省に提出した。また 6 月には，中央賃金委員会が
各県ごとに賃金水準を決める方式を提案している。タイにおける産業高度化を目
指した「スーパー・クラスター計画」にとって，非熟練労働者の賃金をどう扱う
かは，今後いっそう重要な課題となろう。

違法漁業，民間航空機安全対策
　新たなマクロ経済政策の一方で，プラユット政権は個々の課題にも直面した。
そのひとつが，違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策である。タイでは以前から
他国領海での違法漁業や，漁船での強制労働による搾取が問題となっており，国
内外の人権団体や労働 NGO が対策の必要を指摘していた。こうした違法漁業問
題は，2015年になると国際的に注目されるようになった。 4 月21日には，欧州連
合（EU）がタイ政府に対し，IUU 漁業対策が不十分だとして， 6 カ月以内に改善
計画を実施しなければタイからの水産物輸入を禁止すると警告した。また 8 月19
日には，インドネシアの海洋漁業省や国軍が，周辺海域で摘発したフィリピンや
ベトナム，タイなどの違法操業漁船38隻を爆破処理し，IUU 漁業撲滅への断固
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たる姿勢を表明した。こうした事態を受け，プラユット首相は 4 月23日に暫定憲
法第44条に基づいて違法漁業対策指令センターを設置し，新規制を設ける NCPO
議長命令を発出した。またこれ以降，漁業従事者に対しては漁船および使用機器
の登録や船舶監視システム導入が義務づけられたほか，違反者に対する罰則も設
けられた。また企業側でも，水産加工大手のユニオン・フーズがエビなどの下処
理工程の内製化を決定し，生産ラインにおける労働搾取防止のための措置を強化
するといった対応がみられた。これにより年内の EU による禁輸措置発動は免れ
たが，一方でタイ国内の漁業関係者の多くは対応が間に合わず，操業を控えると
いう事態に陥った。
　また民間航空機の安全基準問題も，大きな課題として浮上した。 3 月20日，国
連機関である国際民間航空機関（ICAO）は，タイ航空運輸局に対し「重大な安全
上の懸念（SSC）がある」とするレポートを非公式に送付した。この措置により，
タイ国籍のすべての航空会社は，日本をはじめとする ICAO 加盟国への新規就航
や，増便などのスケジュール変更，機材変更など，新たに認可が必要となる手続
きの審査を中断した。このため，エア・アジアなどの格安航空会社は，自社便就
航を見送り共同運行のチャーター便による代替運航に転換するなどの対応を迫ら
れた。レポートで ICAO はタイ航空運輸局の安全審査体制が ICAO が定める安全
監査基準を満たしていないとし，改善を求めた。しかしその後も具体的な改善が
見られなかったことから，監査結果をふまえて 6 月19日に公式にタイ航空運輸局
に対して SSC を通達， 4 カ月以内の改善を求めた。新規就航や増発便の制限は，
ICAO 加盟国とタイの間のインバウンド・アウトバウンド移動双方にとって大き
な障害であり，タイの観光業への打撃となりかねない。事態をふまえ，プラユッ
ト内閣は 5 月20日の閣議で民間航空関連の法改正を行うとともに，ICAO の提言
に従い民間航空の監督機能と執行部門を分離し，航空事故などの調査部門は独立
機関に再編して首相府に直接報告させることを決定した。具体的には，運輸省航
空運輸局を解体し，新たに空港局と独立行政法人「国家民間航空事務局」を設置
している。政府はこれにより ICAO の審査基準クリアを目指しているが，その後
もアメリカ連邦航空局が ICAO 基準に未達であることを理由として12月 2 日にタ
イ国籍の航空会社の安全性評価を「カテゴリー 2 」に格下げしたと発表したほか，
ICAO も依然として SSC の評価を取り下げていない。
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対 外 関 係

欧米諸国との応酬
　前年に引き続き，2015年も軍政による統治をめぐって，欧米諸国との応酬が続
いた。とくに今年は民政復帰を促す声に加え，上述した EU による IUU 漁業対
策への要求や，ICAO による航空安全対策不足の指摘，中国からの亡命者や不法
入国者を強制送還したことに対する国際機関や欧米政府からの批判など，多分
野・多方面にわたり対応を求められることが多かった。
　このうち，IUU 漁業や航空安全基準については，すでに述べたように軍政に
よる具体的対応がみられた。その成果はいまだ明確ではないものの，2015年内に
EU は禁輸措置を発動せず，本稿執筆現在も発動の動きはみられない。また航空
安全問題についても，12月10日に欧州航空機関は従来どおりタイの航空会社の欧
州乗り入れを許可するとの決定を下した。
　またタイは2014年，アメリカ国務省が毎年発表する「人身取引報告書」（TIP
報告書）で，経済制裁の可能性もある最低ランクに位置づけられたが，2015年 ₇
月27日に発表された2015年版 TIP 報告書でも再び最低ランクにとどまった。ミャ
ンマー領海から流入するロヒンギャ族の人身取引をめぐる官憲の汚職や，IUU
漁業における強制労働の問題への「十分な対応」がなされていないというのがそ
の理由である。すでに述べたように，政府は2015年，暫定憲法第44条によって漁
業分野での強制労働に関する政府委員会を設け，立法による対策を進めてきた。
また，ロヒンギャ族の人身売買事件に関与した容疑で2014年に逮捕された陸軍中
将ら72人について，最高検察庁が， ₇ 月25日に人身売買などの容疑で起訴を決定
した。しかしながら人身取引の防止について目立った成果はいまだ出ていないこ
とから，プラユット首相は TIP 報告書公開に先立ち「タイ政府は人身取引問題に
ついて十分な取り組みを行ってきた。その成果が出るには時間がかかるであろう
ことから，（今年の）TIP 報告書でランクが上がるとは思っていない」とアメリカ
を牽制した。
　一方，民政復帰や不敬罪への批判について，プラユット政権は外国政府に対し
ても強硬な姿勢を堅持した。 1 月26日にはアメリカからダニエル・ラッセル国務
次官補が来訪した際，チュラロンコーン大学での講演のなかでインラック前首相
の弾劾決議と政治活動停止の措置について触れ，民選首相の解任とクーデタ政権
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による弾劾への懸念を表明した。これに対しタイのドーン・ポンラマットウィナ
イ外相は28日にパトリック・マーフィー駐タイ米代理大使をタイ外務省に呼び，
ラッセル国務次官補による発言がタイ国内の各層に不安をもたらしたとして不快
感を伝えている。さらに11月25日には， 9 月に着任したグリン・デイヴィス新大
使が，記者会見でタイ国内における言論状況に言及し，政府による言論統制と一
般市民の軍法会議による裁判，ならびに不敬罪による量刑の長期化に懸念を表明
した。プラウィット副首相兼国防相は，こうしたデイヴィス大使の発言に直ちに
強い不快感を表明した。12月13日には，タイ外国人記者クラブが，タイ警察から
デイヴィス大使の発言の経緯について不敬罪容疑での捜査協力の要請を受けたと
発表した。さらに一連の報道を受けて，11月27日には市民約200人がバンコクの
アメリカ大使館前で集会を開き，デイヴィス大使の解任を要求するという事態に
発展している。
　こうした経緯をみるかぎり，プラユット政権は，国内政治問題については外国
の介入を断固として拒否する一方で，人身取引や IUU 漁業といった実務的問題
については NCPO 体制の制度に基づき対応を進めた様子がうかがわれる。こう
した対応をふまえて，EU やアメリカ政府も，IUU 漁業問題や TIP 報告書をめぐ
る経済制裁を今のところ発動していない。またタイとアメリカの間で例年行われ
る多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」も2015年 2 月に例年どおり実施されたほ
か，ソムキット副首相が訪日時に TPP 加盟を示唆するなど，タイ米関係は決定
的な悪化には至っていない。

日本，ASEAN諸国との関係
　欧米諸国との関係が慎重に模索されているのと対照的に，近隣の ASEAN を含
む東アジア諸国との関係は深化が進んだ。
　プラユット首相は 2 ， 3 ， ₇ 月と 3 度にわたって来日し，安倍晋三首相と会談
したほか， 1 月27日には当時のプリーディヤトーン経済担当副首相と和泉洋人首
相補佐官が，タイの高速鉄道整備計画での協力に合意している。11月には新たに
就任したソムキット経済担当副首相が他の経済担当を伴って来日し，日本のビジ
ネス界に「スーパー・クラスター計画」（「経済」の項目を参照）の概要をアピー
ルすると同時に，安倍首相との会談で南部経済回廊に関する日タイ鉄道協力覚書
署名や，タイの TPP 加入に関する協議を行った。
　近隣の ASEAN 諸国とも，2015年末の ASEAN 経済共同体発足を前に，11月20
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日の第27回 ASEAN 首脳会議で経済統合に向けた協力推進で合意したほか，近隣
のカンボジアとは10年ぶりで合同閣議を開催し， 5 年間での貿易額 3 倍増を確認
するなど，関係の安定化に努めた。

対中関係の深化
　中国とは国交40周年という節目の年を迎えて，政府首脳をはじめ国軍関係者，
ビジネス界要人など，多層的な交流が目立った。プラユット首相は国交40周年記
念パーティーに出席し，プラウィット国防大臣兼副首相は 4 月と 9 月の 2 回にわ
たって中国を訪問している。また 4 月のプラウィット副首相の訪中に際してはウ
ドムデート陸軍司令官ら国軍関係者が同行し，中国解放軍関係者と意見交換を
行った。さらに11月12日にはタイと中国の空軍が史上初の合同軍事訓練を実施し
たほか，タイ海軍が中国からの潜水艦購入を検討するなど，軍事面での連携も行
われた。12月17日にはタイ・中国国交40 周年記念事業としてタイ中国ビジネス・
フォーラムを開催し，中国企業に「スーパー・クラスター計画」への投資を呼び
掛けた。
　一方で，2014年に注目を集めた中国との鉄道開発協力計画は2015年後半に入っ
てプロセスに遅れが出ている。中国側が担当する設計作業は，バンコク＝ゲンコ
イ区間，ゲンコイ＝ナコンラチャシマ区間ですでに 8 割方終了し，その他の区間
も2015年内に終了する見通しだった。しかし，当初10月23日に起工が予定されて
いたタイ東北部ノンカイ県と東部ラヨン県マプタプット港を結ぶ標準軌複線鉄道
建設覚書の合意は， 9 月10・11日に行われた両国の担当者による協議で延期が決
定した。これは中国側の提示した予算がタイ側の見積もりを上回ったことに加え，
鉄道開発協力とパッケージで締結されたコメとゴムの取引をめぐる覚書について，
ゴムの取引条件をめぐって両国間で合意がまとまらなかったことによる。結局ゴ
ムとコメの取引に関しては12月 4 日に両国が合意に達し，コメ10万トンとゴム20
万トンの取引に関する覚書に調印した。このことからアーコム運輸相は鉄道につ
いても2016年内に着工するとの見通しを述べている。このように中国とは具体的
な協力課題をめぐって協議，協調していく段階に入りつつあるといえよう。

2016年の課題
　プラユット政権にとって，政治上および対外政策上の最大の課題は，2015年に
引き続き，恒久憲法を成立させることにある。ミーチャイ新憲法起草委員会委員
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長が2016年 1 月29日に公表した新憲法草案では，MMA 方式による下院選挙，非
議員の首相就任，上院の任命制，選挙管理委員会や国家汚職防止委員会の権限強
化，政治危機時における裁定の権限を憲法裁判所に与えるといった項目が明らか
になった。同委員長は，2016年 4 月頃まで広く意見を募ってから最終草案を確定
し， ₇ 月頃に国民投票を実施し，これが可決されれば選挙法や，上下両院，独立
監視機関の役割などに関する10本の憲法関連付属法起草に着手する。このスケ
ジュールで進んだ場合，総選挙は憲法付属法起草作業の後，2017年の 8 月から11 
月頃になることが見込まれる。民主党とタイ貢献党の 2 大政党は MMA 方式によ
る少数政党の乱立状態と非議員の首相就任の 2 点について，NCPO の介入の契機
になるとの危惧を表明している。しかし最大の問題点は，ミーチャイ委員長が，
国民投票で新憲法草案が否決された場合，現在の暫定憲法を恒久化するとしてい
る点であろう。アメリカは2016年からタイの農水産加工物に対する特恵制度の再
検討を示唆しており，民政復帰が対外関係や経済にも影響することが予想される。
　経済面では，短期経済政策による低所得層への支援と第12次国家経済社会開発
計画にも記載された「スーパー・クラスター計画」による産業再編が鍵となろう。
同計画が目指すタイの経済課題の解決が，今後予想される政治的変動を越えて果
たして実践されるのか，またどう実践されるのかが注目される。

（地域研究センター）
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1 月 9 日 ▼アメリカ国務省，人身取引報告書
に基づくタイへの経済制裁はないと発表。
10日 ▼内閣，戒厳令の廃止を求める国家人

権委員会の提言を拒否。
20日 ▼国家汚職防止委員会，籾米担保融資

制度問題に関し，ブンソン元商務相らが違法
な政府在庫米処分のための中国との政府間取
引（G ₂ G）に調印したことを認定。
23日 ▼国家立法会議（以下，暫定議会），イ

ンラック前首相の弾劾可決。政治活動 ₅ 年間
禁止。
26日 ▼ラッセル米国務次官補，来訪。イン

ラック前首相の弾劾について懸念を表明。
27日 ▼プリーディヤトーン経済担当副首相

と和泉洋人首相補佐官，高速鉄道整備計画で
の協力に合意。
2 月 1 日 ▼サイアム駅付近で爆発事件。
8 日 ▼プラユット首相，訪日（～10日）。
9 日 ▼ 多国間軍事演習「コブラ・ゴール

ド」実施（～20日）。
11日 ▼内閣，干ばつ被害の3051カ所のタン

ボンに各100万バー
ツ の予算配分を決定。

13日 ▼国家汚職防止委員会，籾米担保融資
制度に関する政府間取引の損失額を提示する
よう財務省に書簡を提出。
24日 ▼国家汚職防止委員会，2010年赤シャ

ツデモ強制排除に関し，当時のアピシット元
首相，ステープ元副首相の責任を認定。
3 月11日 ▼中銀，政策金利を2.0％から1.75％
に引き下げ決定。
12日 ▼暫定議会，2014年憲法改正に賛成し

た元上院議員38人の弾劾決議を否決。

▼国家汚職防止委員会，上院選出方法の
2014年の憲法改正案に賛成を理由とする前下
院議員248人の弾劾を決定。
13日 ▼プラユット首相，訪日（～15日）。

25日 ▼パッタニー県で治安部隊の誤認によ
り，地元住民 ₄ 人が殺害される。
27日 ▼ホアヒンでの移動閣議で59件のイン

フラ計画承認。
31日 ▼ タイ労働者団結委員会（TLSC），最

低賃金の全国一律 ₁ 日360バーツ への引き上げを
首相に要求。
4 月 2 日 ▼国王，戒厳令解除の勅令に署名。
ソンクラーの一部を除き全土で戒厳令解除。
首相，暫定憲法第44条の発動を宣言。
4 日 ▼南部トラン県で天然ゴム農家，パー

ム農家が農業副大臣退陣要求の看板を設置。
6 日 ▼国家平和秩序維持評議会（NCPO），

10日に予定の赤シャツ強制排除事件追悼集会
の開催を禁止。
8 日 ▼プラウィット副首相兼国防相，ウド

ムデート陸軍司令官らが訪中（～10日）。

▼メドベージェフ・ロシア首相，来訪。
10日 ▼サムイ島の百貨店駐車場で自動車が

爆発。約10人が負傷。
17日 ▼ 憲法起草委員会，国家改革評議会

（NRC）に憲法最終草案を提出。
19日 ▼最高裁政治職訴訟部，ブンソン元商

務大臣ら21人が関与した籾米担保融資制度に
係る不正事案で最高検察庁の申立てを受理。
20日 ▼ NRC，憲法草案審議を開始。
21日 ▼欧州連合， ₆ カ月以内に違法・無報

告・無規制（IUU）漁業対策を改善しない場合，
タイ水産物の輸入を禁止すると警告。
28日 ▼閣議，2016年度国家予算の大枠とし

て ₂ 兆7200億バー
ツ を承認。

29日 ▼暫定憲法第44条に基づき違法漁業問
題解決指令センターを設置。

▼中銀，政策金利を1.5％に引き下げ決定。
5 月 3 日 ▼チェンマイ大学やタマサート大学
の学者や政治家など150人，憲法草案の国民
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投票を求める要求。
8 日 ▼暫定議会，ブンソン元商務相ら ₃ 人

の籾米担保融資制度に関する政府間取引の不
正行為の弾劾決議を可決。
12日 ▼ NGO 貧民連合が憲法草案の国民投

票実施を求める声明を発表。
13日 ▼ 憲法起草委員会と NRC，憲法草案

の国民投票に同意し，首相に提案。
14日 ▼ヤラー県の中心部で同時多発爆弾事

件。
19日 ▼ NCPO・内閣合同会議，国民投票の

ための暫定憲法改正に同意。

▼インラック前首相，最高裁での初公判。

▼クーデタ ₁ 周年。バンコクとチェンマイ
で反クーデタデモが開催され，参加者拘束が
相次ぐ。即日保釈。
27日 ▼外務省，タクシン元首相のパスポー

トを失効処分。
28日 ▼刑事裁判所，2008年の首相府占拠事

件首謀者 ₆ 人に禁錮 ₂ 年の判決。
6 月 9 日 ▼ NCPO･ 内閣合同会議，暫定憲法
改正項目決定。
12日 ▼ JICA，バンコク大量輸送網整備事

業で ₅ 年ぶりの円借款貸付契約に調印。
18日 ▼暫定議会，暫定憲法改正案を可決。
19日 ▼ 国際民間航空機関（ICAO），タイの

航空安全審査体制に重大な懸念を発表。
24日 ▼控訴裁判所，2008年空港占拠事件の

首謀者13人にタイ空港公団に ₆ 億バー
ツ の支払い

を命令。
26日 ▼学生グループ「新民主主義運動」の

メンバー14人が逮捕。
7 月 1 日 ▼ 政府，IUU 漁業取り締まり強化
を開始。
2 日 ▼海軍潜水艦選定委員会，中国製潜水

艦を第 ₁ 候補と決定。
3 日 ▼プラユット首相，日メコン首脳会議

参加のため訪日（～ ₅ 日）。
7 日 ▼軍事裁判所，拘束していた新民主主

義運動メンバーの無条件釈放を決定。
9 日 ▼政府，不法入国者として拘束してい

た100余人のウイグル人を中国に強制送還。

▼イスタンブールで強制送還に抗議するデ
モ隊がタイ名誉総領事館を襲撃。
10日 ▼ソンクラー，ナラティワート県で11

日にかけて爆弾事件。 ₆ 人が死亡。
14日 ▼閣議，総額1604億バー

ツ の高速道路建設
計画を承認。

▼集会規制法，施行。
15日 ▼第 ₁ 回特別経済区政策開発委員会，

国境 ₅ 地域を特区として選定。
16日 ▼改正暫定憲法，施行。
21日 ▼ NGO 貧民連合，政府の水管理対策

に不満を表明。
22日 ▼閣議，アジアインフラ投資銀行参加

と拠出金285万㌦の支出を承認。
23日 ▼ベトナムのグエン・タン・ズン首相，

来訪。貿易投資拡大で合意。
25日 ▼最高検察庁，ロヒンギャ族の人身売

買事件などの容疑でマナット陸軍中将ら72人
の起訴を決定。
27日 ▼農協銀行役員会，農民向け制度外金

融債務解消プロジェクトの延長を承認。

▼アメリカ国務省，人身取引報告書発表。
タイは前年に続き最低ランクにとどまる。
8 月 5 日 ▼相続税法，施行。
13日 ▼アメリカ国務省，不敬罪による逮捕

と量刑の長期化を憂慮し，タイ政府に表現の
自由の保障を促す声明を発表。
14日 ▼暫定議会，上院議員選出方法に関す

る憲法改正を支持した248人の元下院議員の
弾劾を否決。
16日 ▼王妃誕生日記念イベント「母のため

の自転車」実施。
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17日 ▼ラーチャプラソン交差点で爆弾テロ。
死者20人。翌18日にはサートーン船着き場で
爆発。
19日 ▼プラユット首相，内閣改造発表。経

済担当副首相にソムキット元 NCPO 顧問。
22日 ▼ボーウォンサック憲法起草委員長，

ティラチャイ NRC 議長に最終憲法草案を提
出。
23日 ▼国王，改造内閣を承認。
27日 ▼最高裁判所，クルンタイ銀行不正融

資事件でタクシン元首相らに有罪判決。
29日 ▼警察，ラーチャプラソンの爆弾事件

の重要容疑者としてトルコ国籍の男を逮捕。
9 月 1 日 ▼閣議，短期経済対策を承認。

▼最高裁判所政治職訴訟部，籾米担保融資
制度に関する不正裁判で，インラック前首相
側が要求していた裁判の延期を決定。

▼警察，ラーチャプラソン爆弾事件の実行
犯容疑者としてもう ₁ 人の男をカンボジア国
境で逮捕。
2 日 ▼プラウィット副首相兼国防相，訪中。

李克強首相，許其亮国家中央軍事委員会副主
席らと会談。
6 日 ▼ NRC，憲法草案を否決。
7 日 ▼ ₁ ㌦＝36バーツ 台に一時下落。
11日 ▼タイ・中国，ノンカイ＝マプタプッ

ト間の複線鉄道の着工延期を決定。
15日 ▼閣議，改正投資奨励法案を承認。
17日 ▼南部ナラティワート県の ₈ カ所で爆

弾テロ。住民 ₂ 人と兵士 ₁ 人が死亡，13人が
負傷。
22日 ▼ 閣議，法人税減税措置の恒久化と

「スーパー・クラスター構想」を承認。
23日 ▼プラユット首相，国連総会出席のた

め訪米（～10月 ₁ 日）。
28日 ▼警察，ラーチャプラソン爆弾事件に

ウイグル人組織が関与していると発表。

10月 5 日 ▼憲法起草委員会および新たに国家
改革推進会議（NRSC）のメンバーを選出。
ミーチャイ NCPO 顧問が新憲法起草委員長
就任。
6 日 ▼ 閣議，干ばつ被害農家の支援で16 

年度緊急予備費枠からの40億7100万バー
ツ 追加配

分を決定。支援総額115億バー
ツ に。

7 日 ▼ TLSC およびタイ国営企業労働者関
係連合，最低賃金の全国一律 ₁ 日360バーツ に引
き上げの要望書を首相および労働省に提出。
8 日 ▼経済特区政策委員会，新たに ₄ 業種

への最優遇措置を決定。
13日 ▼国家改革推進会議，ティナパン氏を

議長に選出。
19日 ▼警察，不敬罪容疑の事件について特

別捜査チームを設置。
21日 ▼最高裁判所，タクシン元首相への名

誉棄損をめぐる訴訟で一部の被告による上告
を棄却。ただし被告のうちソンティASTV マ
ネージャー社主は無罪判決。

▼警察，不敬罪容疑でプラクラム警察少佐，
占い師スリヨン氏とその秘書の ₃ 人を逮捕。
26日 ▼財務省，今後半年の2000億バー

ツ の借り
入れ計画を発表。
27日 ▼第 ₈ 回中国・タイ鉄道協力合同委員

会（北京，～29日）。 ₂ 路線の着工延期を決定。
28日 ▼農民復興開発基金と農民債務ネット

ワークの約400人が債務解決を訴えラマ ₈ 世
橋付近で集会。
11月 3 日 ▼閣議，天然ゴム農家救済のための
120億バー

ツ の予算を承認。
5 日 ▼農協銀行，干ばつ被害農家のため，

債務支払期限延長など ₄ 事業を承認。
11日 ▼ 官民連携委員会，総額3342億700万

バー
ツ の官民連携 ₅ 事業を決定。
12日 ▼タイ・中国空軍，初の合同軍事訓練。
17日 ▼国家賃金委員会，最低賃金の引き上
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げを2016年 ₆ 月まで凍結すると発表。
20日 ▼プラユット首相，第27回 ASEAN 首

脳会議参加（クアラルンプール，～22日）。

▼日タイ首脳会談，タイの環太平洋パート
ナーシップ（TPP）協定参加支援を協議。

▼工業相，ターゲット産業10業種を対象と
する金融支援100億バー

ツ 特別基金設置計画を発
表。
23日 ▼運輸省国道局，総額 ₂ 兆1000億バー

ツ の
全国特別国道開発計画を公表。
25日 ▼バンコク軍事裁判所，不敬罪容疑で

元陸軍将校 ₁ 人，元警察将校 ₂ 人の計 ₃ 人に
逮捕状を発行。

▼デイヴィス駐タイ米大使，不敬罪による
量刑長期化への懸念を表明。
26日 ▼ソムキット副首相訪日。TPP 参加へ

の支援を要請。
27日 ▼ プラユット首相，第23回 APEC 非

公式首脳会議参加（マニラ，～19日）。

▼国連難民高等弁務官事務所，タイ政府に
よるウイグル人難民認定者 ₂ 人の中国への強
制送還を非難。
12月 1 日 ▼ 閣議，総額 ₁ 兆79000億バー

ツ の運輸
インフラ開発プロジェクト行動計画，承認。

▼アメリカ連邦航空局，タイの航空業界の
安全基準をカテゴリー ₂ に引き下げ。

▼国家汚職防止委員会，ラーチャパック公
園をめぐる汚職問題での捜査見合わせを決定。
3 日 ▼プラユット首相，大手企業25社の経

営者との草の根経済開発戦略のための官民合
同委員会発足で合意。
4 日 ▼政府，コメ10万㌧とゴム20万㌧の取

引に関する中国との覚書に調印。鉄道協力覚
書については署名見合わせ。
7 日 ▼ラーチャパック公園の視察を計画し

ていた学生グループを軍が拘束。同日解放。
9 日 ▼ NCPO，国家汚職防止委員会のパン

テープ委員長を解任。
10日 ▼欧州航空機関，従来どおりタイの航

空会社の欧州乗り入れ許可の方針を決定。

▼食品加工大手ユニオングループ，エビな
どの下処理工程の内製化を決定。
11日 ▼国王誕生日慶祝イベント「父のため

の自転車」実施。
14日 ▼日本政府，ダウェー特別経済区開発

に関する特別目的会社に出資する株主間協定
に署名。

▼タマサート大学の教員ら，ラーチャパッ
ク公園の不正疑惑調査を試みた学生・市民の
身柄拘束に批判声明。
15日 ▼閣議，官製インフラ基金設置を承認。
16日 ▼タイ・アメリカ戦略対話（バンコク）。
17日 ▼タイ・中国国交40周年記念タイ中国

ビジネス・フォーラム開催。
18日 ▼タイ・カンボジア合同閣議。 ₅ 年間

で二国間貿易 ₃ 倍増計画に合意。
30日 ▼国防省のラーチャパック公園不正疑

惑調査委員会，不正は確認できずとの調査結
果を公表。
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　 1 　国家機構図（2015年12月末現在）
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（注）　各省の大臣官房は省略。
　 ₁ ）　2015年10月に国家改革評議会の後継として新たに国家改革推進会議が組織された。

（出所）　NCPO 命令，2014年暫定憲法などにより筆者作成。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 プラユット政権（2014年 ₉ 月 ₄ 日発足，2015年 ₈ 月19日改造）
氏　　　　名

首相 Prayudh Chan-o-cha（Gen.）
副首相 Prawit Wongsuwon（Gen.）＋

Prajin Jantong（ACM）
Somkid Jatusripitak ＊

Narong Pipatanasai（Adm.）
Tanasak Patimapragorn（Gen.） 
Wisanu Krue-Ngam
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2015年　参考資料

首相府大臣 M. L. Panadda Diskul
Suwapan Tanyuwattana

国防大臣
　副大臣

Prawvit Wongsuwon（Gen.）+
Udomdej Sitabutr（Gen.）

財務大臣
　副大臣

Apisak Tantiworawong*
Wisut Srisupan（2014年11月18日任命）＊

外務大臣 Don Pramudwinai
観光・スポーツ大臣 Kobkarn Wattanavrangkul ＊

社会開発・人間安全保障大臣 Adul Saengsingkaew（Pol. Gen.）
農業・協同組合大臣 Chatrachai Sarikulya（Gen.）
運輸大臣
　副大臣

Arkhom Termpittayapaisith
Omsin Chiwaphruek ＊

天然資源・環境大臣 Surasak Karnjanarat（Gen.）
情報技術・通信大臣 Utom Savanayon ＊

エネルギー大臣 Anantaporn Kanjanarat（Gen.）＊

商務大臣
　副大臣

Apiradi Tantraporn ＊

Suvit Maesincee ＊

内務大臣
　副大臣

Anupong Paojinda（Gen.）
Suthee Makboon

司法大臣 Paiboon Khumchaya（Gen.）
労働大臣 Sirichai Distakul（Gen.）＊

文化大臣 Vira Rojpojchanarat 
科学技術大臣 Pichet Durongkaveroj 
教育大臣
　副大臣
　副大臣

Dapong Ratanasuvan（Gen.）
Thirakiat Jaroensetasil ＊

Surachet Chaiyawong 
公衆衛生大臣 Piyasakol Sakolsatayadorn ＊

工業大臣 Achaka Sibunruang ＊

（注）　＊新任閣僚，＋兼務。カッコ内は軍における階級。
（出所）　官報を参照。

　 3 　国軍人事
国軍最高司令官 Gen. Somai Kaotira （2015年 ₈ 月28日）
陸軍司令官 Gen. Thirachai Nakwanich （2015年 ₈ 月28日）
　（第一管区司令官） Lt. Gen. Theppong Thipjantr （2015年 ₈ 月28日）
海軍司令官 Adm. Na Arinij （2015年 ₈ 月28日）
空軍司令官 ACM Treetod Sonjance（留任） （2015年 ₉ 月 ₈ 日）
国防次官 Gen. Pricha Chan-Ocha （2015年 ₈ 月28日）
国防副次官 Gen. Chaicharn Charngmongkol （2015年 ₈ 月28日）
 Gen. Phopol  Manirintr （2015年 ₈ 月28日）

　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Chakathip Chaijinda （2015年10月 ₁ 日）
首都圏警察本部長 Pol. Maj. Gen. Sanit Mahatawon （2014年 ₆ 月22日）

（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および警察ウェブサイト。
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主要統計 タ　　イ　2015年

　 1　基礎統計
2010 2011 2012 2013 2014 2015

人 口（100万人，年末） 63.88 64.08 64.46 64.79 65.12 65.73
労 働 人 口（同上） 38.64 38.92 39.41 39.38 38.96 39.16
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 3.30 3.81 3.02 2.18 1.89 -0.9
失  業  率（％） 1.04 0.68 0.66 0.72 0.6 0.7
為替レート（ １ ドル＝バーツ） 31.73 30.49 31.08 30.73 32.48 34.25
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2010 2011 2012 2013 2014 2015

民 間 消 費 5,429.68 5,742.85 6,293.51 6,475.85 6,644.63 6,974.35 
政 府 消 費 1,310.03 1,397.53 1,544.33 1,643.46 1,729.87 2,334.15 
総 固 定 資 本 形 成 2,499.31 2,769.02 3,245.93 3,180.87 3,146.16 3,375.48 
在 庫 増 減 １2１.38 37.45 137.21 298.35 -37.25 -１08.63 
財・サービス輸出 7,203.30 8,109.95 8,529.21 8,753.51 9,111.74 9,340.69 
財・サービス輸入 6,452.51 7,631.79 8,400.22 8,362.56 8,217.43 7,811.71 
国 内 総 生 産 支 出 10,111.19 10,425.01 11,349.96 11,989.49 12,377.71 14,104.34 
国 内 総 生 産（GDP） 10,104.82 10,540.13 11,375.35 11,898.71 12,141.10 13,537.49 
海 外 純 要 素 所 得 -434.96 -376.52 -453.１0 -799.08 -590.05 -576.１2 
国 民 総 生 産（GNP） 9,669.86 10,163.62 10,922.25 11,099.62 11,551.05 12,961.36 
（注）　暫定値。
（出所）　国家経済社会開発委員会事務局（http://www.nesdb.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質　基準年＝2002） （単位：10億バーツ）
2010 2011 2012 2013 2014 2015

農・畜産・漁・林業 600.90 638.73 656.02  661.31 665.79 637.53
うち農・畜産・林業 458.52 489.98 507.16  514.67 519.22 494.33

鉱 業 224.23 220.68 237.72  242.10 238.23 241.03
製 造 業 2,551.93 2,428.62 2,596.19 2,640.86 2634.52 2,658.75
建 設 業 228.36 218.46 235.81  235.97 227.24 263.08
電 力 ・ 水 道 264.12 266.76 292.91  290.04 297.96 309.86
運 輸 ・ 通 信 730.80 752.88 821.25  867.23 896.79 963.18
卸 ・ 小 売 業 1,249.26 1,253.54 1,322.54 1,332.94 1326.50 1,384.12
金 融 業 407.57 432.53 498.77  569.25 608.14 652.19
不 動 産 業 629.12 663.65 735.03  753.84 757.56 788.74
行 政 ・ 国 防 456.49 473.06 491.31  492.42 498.59 494.82
サ ー ビ ス 592.09 618.08 658.32  675.79 681.96 685.74
国 内 総 生 産（GDP） 8,227.95 8,296.55 8,896.47 9,136.86 9211.57 9,471.30
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 7.5 0.8 7.2 2.7 0.8 2.8
（注）　いずれも暫定値。国家経済社会開発委員会事務局では2015年から過去すべての GDP 統計を固定

基準年方式から連鎖方式に変更した。 
（出所）　表 2に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2012 2013 2014 2015

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 725,043.96 1,550,385.87 671,804.54 1,256,045.21 698,951.82 1,154,512.91 676,241.40 1,064,179.66
N A F T A 804,603.63 441,017.64 795,216.74 501,258.42 879,427.37 522,419.87 948,326.36 522,492.92

アメリカ 703,918.36 391,397.68 694,326.19 447,475.67 767,856.29 474,102.42 811,411.74 472,011.87
E U1） 675,112.45 631,100.70 678,487.87 673,755.23 751,280.54 633,177.23 740,813.26 616,453.66

ド イ ツ 111,442.17 187,034.29 123,140.62 187,087.33 145,634.98 192,327.34 144,587.10 189,137.98
イギリス 117,428.15 86,836.74 114,695.73 101,187.88 128,803.99 90,424.14 128,749.07 86,663.07

A S E A N 1,744,998.12 1,261,078.25 1,792,533.72 1,277,989.21 1,909,196.51 1,333,908.79 1,859,365.04 1,308,142.01
シンガポール 334,639.05 244,933.04 393,568.51 406,576.27 410,287.25 414,464.25 342,844.22 406,033.17
マレーシア 383,674.62 409,623.46 339,782.51 250,732.46 335,520.29 256,211.29 294,436.78 242,928.39
インドシナ諸国1） 524,380.71 254,662.08 574,252.32 276,296.21 664,683.76 2,095,008.47 751,962.44 2,043,766.64

中 国 829,848.16 1,160,448.99 824,672.21 1,155,295.93 806,437.58 1,251,528.28 801,234.98 1,403,194.26
香 港 404,989.77 59,336.86 399,508.61 49,726.53 405,266.40 38,648.47 399,805.40 53,571.10
台 湾 105,617.63 256,760.15 138,317.91 276,979.42 128,984.72 245,004.81 118,878.09 256,506.93
韓 国 147,634.65 281,527.01 101,962.34 232,296.73 145,268.88 277,968.80 138,242.74 239,568.11
中 東 360,784.44 1,010,549.08 354,284.88 1,092,814.93 377,243.83 353,999.15 944,714.40 622,799.60
合 計 7,082,490.96 7,813,060.54 6,909,741.17 7,657,345.59 7,313,066.40 7,403,898.06 7,227,927.43 6,906,117.75
（注）　 １ ）EU は2012まで27カ国の合計値，2013から28カ国の合計値（クロアチア含む）。インドシナ諸

国はカンボジア，ベトナム，ラオス，ミャンマーの合計値。
（出所）　表 １ に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）

経 常 収 支 4,268.74 7,776.84 -1,498.77 -5,１69.１4 15,417.71 34,838.51
貿易・サービス収支 6,088.61 -3,572.89 3,3１6.58 10,391.27 26,685.21 44,488.19

貿 易 8,111.37 -687.65 6,670.27 6,661.17 24,582.69 34,593.20
輸 出 51,032.41 47,731.82 225,744.96 225,409.46 224,777.05 212,109.14
輸 入 42,921.04 48,419.47 219,074.70 218,748.29 200,194.35 177,515.94

サ ー ビ ス -2,022.75 -2,885.24 -3,353.69 3,730.10 2,102.52 9,894.99
輸 送 1,614.40 1,330.96 -22,800.78 -22,254.09 -20,975.59 -18,103.58
旅 行 6,327.47 6,737.72 27,607.72 35,298.25 31,350.63 36,960.55

第 一 次 所 得 収 支 -3,598.36 6,3１１.25 -17,039.68 -26,048.56 -20,097.20 -１6,892.39
第 二 次 所 得 収 支 1,778.49 5,038.48 12,224.33 10,488.15 8,829.70 7,242.72

資 本 移 転 等 収 支 79.35 16.50 234.43 281.23 100.33 0.08
金 融 収 支 2,997.58 -14,530.46 １2,789.99 -2,487.99 -１6,489.48 -１8,9１8.57

直 接 投 資 -1,550.86 -5,980.56 -１,36１.53 3,8１4.47 -563.49 -3,83１.70
証 券 投 資 2,4１3.74 -369.37 3,398.28 -4,766.36 -１2,086.33 -１7,043.08
金 融 派 生 商 品 -1,149.61 -１48.83 538.77 -34１.06 430.93 797.37
そ の 他 投 資 3,284.32 -8,031.68 １0,2１4.47 -1,195.04 -4,270.59 １,１58.84

誤 差 脱 漏 1,559.12 2,316.41 -6,260.95 2,326.80 -238.76 -１0,06１.１2
総 合 収 支 8,904.80 -4,420.70 5,264.70 -5,049.10 -１,2１0.20 5,858.90
（注）　IMF 国際収支マニュアル第 6 版を採用。 １ ）暫定値。
（出所）　表 １ に同じ。
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タ イ
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6593万人（2016年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　マハー・ワチラロンコーン・ボディンタラテープパヤワランクーン国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝35.30バーツ，2016年平均）

会計年度　10月～ 9月

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

26.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

タイの県（チャンワット）名
（県庁所在地名は県名と同じ）

東 北 タ イ

中 部 タ イ

南 タ イ

北 タ イ 上 部
チェンマイ
チェンラーイ
ナーン
プレー
メーホーンソーン
ランパーン
ランプーン
パヤオ

北 タ イ 下 部
ターク
スコータイ
ウッタラディット
ピサヌローク
カンペンペット
ピチット
ペッチャブーン
ナコンサワン
ウタイターニー

マハーサーラカム
チャイヤプーム
ナコンラーチャシーマー（コーラート）
ブリラム
スリン
シーサケート
ローイエット
ヤソートン
ウボンラーチャターニー
アムナートチャルーン

サケーウ
チャチュンサオ
クルンテープ（バンコク）
サムットサーコン
サムットプラカーン
チョンブリー
ラヨーン
チャンタブリー
トラート
サムットソンクラーム
ラーチャブリー
ペッチャブリー
プラチュワプキーリーカン

パッタルン
トラン
パッタニー
ソンクラー
サトゥーン
ヤラー
ナラティワート

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

27.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

ノーンカーイ
ルーイ
ウドンターニー
ノーンブアランプー
サコンナコン
ナコンパノム
ムクダーハーン
コーンケーン
カーラシン

チャイナート
シンブリー
ロッブリー
サラブリー
アーントーン
スパンブリー
プラナコンシーアユタヤー
カーンチャナブリー
ナコンパトム
ノンタブリー
パトゥムターニー
ナコンナーヨック
プラーチーンブリー

チュムポーン
ラノーン
スラートターニー
パンガー
クラビー
プーケット
ナコンシータマラート

国 境
地方区分
県 境
首 都
県庁所在地

ラ オ ス

カンボジア
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マレーシア
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概　　況
　2016年のタイは，在位70周年を迎えたプーミポン・アドゥンヤデート国王の崩
御という大きな歴史的節目を迎えた。世界でも稀にみる長い治世を誇ったラーマ
9 世プーミポン国王が10月13日に逝去し，タイの開発・発展と政治的安定の求心
力であった 9 世王の時代（1946～2016年）が終焉した。かねてより危惧された国内
の混乱もなく 1 カ月の服喪期間を終え，12月 2 日にワチラロンコーン皇太子の王
位継承が公示された。
　そのなかで，2014年 5 月にクーデタを実行した国家平和秩序維持評議会

（National Council for Peace and Order: NCPO）の主導する軍政統治が 3 年目に入り，
プラユット暫定政権下で 2 度目の憲法起草過程が始まった。憲法起草委員会

（Constitution Drafting Committee: CDC）が2016年 3 月に示した憲法草案をもとに，
8 月 7 日に賛否をめぐる国民投票が実施され，民政復帰にむけた第一歩が準備さ
れた。国民投票では全有権者の61％の賛成票を得て草案が承認され，制定過程は
10月の議会承認と首相による副署まで進んだ。直後に国王崩御となり，修正の必
要性から憲法発布は2017年 4 月に持ち越された。
　経済面は2015年と比較して堅調に推移したといえる。物品輸出の減少に歯止め
がかかり，農業部門も成長率がプラスに転じた。観光産業も依然として好調を維
持している。一方，さまざまな投資奨励措置が実行されたにもかかわらず，民間
投資の反応は鈍いままである。そのため，ASEAN 域内の生産・統括拠点として競
争力を向上させるという中期的目標に関しては，実現の確かな道筋がみえていない。
　外交面では，欧米諸国との懸案事項であった違法漁業問題等をめぐる対応に進
展があったものの，人権問題は今も膠着状態にある。中国との軍事・経済面の交
流が深まる一方，日本や CLMV 諸国とも経済交流を活発化させ，大規模インフ
ラ整備計画の進展が待たれている。

2016年のタイ
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国 内 政 治

「国父」の崩御と新国王の誕生
　現ラタナコーシン王朝のなかで，最長の在位期間（70年）を誇ったプーミポン国
王が，2016年10月13日15時52分，88歳で崩御した。宮内庁は，年初から侍医団に
よるご容体の報告を週 1 度国民に行ってきたが，プラユット・チャンオーチャー
首相が同日午後 7 時，テレビで国王崩御の報を告げた。政府は 1 カ月の服喪期間
を設け，国民に黒服着用（官僚は 1 年間黒服を着用）や娯楽・パーティ等の自粛を
要請した。タイ国民の約 9 割は，すでにプーミポン国王以外の治世を知らない世
代であるといわれる。バンコクは街中が国王の肖像・遺影で飾られ（写真参照），

「国父」と慕われた国王の逝去を惜しんだ。王宮内に安置された国王の棺には，
10月29日から一般市民が弔問を開始し， 1 日 1 万人とした政府の想定を超える数
の国民が王宮を訪れ，王に哀悼の意を示した。
　多くのタイ字紙とタイ語雑誌が国王特集を組み， 9 世王の業績を改めて報じた。
その内容を要約すると，プーミポン王は早世したラーマ 8 世王に代わり18歳で即

フアランポーン駅ホールの 9世王祭壇（10月15日，小林磨理恵氏撮影）
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位した後，25歳までスイス・ローザンヌ大学で勉学を修め，芸術・スポーツにも
多彩な才覚と関心を示した。帰国後，全国を自ら巡回して農村の貧困や洪水被害
などの問題に関心を寄せ，王室プロジェクトの前身となる計画を1950～1952年に
開始した。農業や干ばつ・洪水対策，教育など国民生活に直結する取り組みを自
ら実践する国王の姿に国民の信頼が寄せられた。
　1973年以降の政変・民主化運動で非常事態が生じた際は，国王が政変の調停や
承認の意思を示し，「国王を元首とする民主主義体制」の要としてタイ政治の安
定に役割を果たすカリスマ的元首の像が定着した。さらに，1990年代末から国王
が提唱した「足るを知る経済」モデルは，その後の各種国家計画にも反映された。
　新国王には，1972年に後継者の指名を受けたワチラロンコーン皇太子が即位し

（2016年12月 1 日），翌 2 日に国会議長が王位継承を公示した。父王の逝去直後，
新王が服喪のため即位に時間をかけたい意向を示したため，10月13日から 1 カ月
半はプレーム枢密院議長が摂政代行に就任し，即位後に遡及してこの期間が王位
継承の準備期間に位置づけられた。
　この事態に伴い，憲法制定過程にも変更が生じた。当初，CDC は10月11日に
憲法草案を内閣に提出し，30日以内に国王署名と裁可を経て年内に憲法制定する
ことを目指した。しかし10月に国王崩御となり，さらに王室への奏上過程で王室
関連条項の修正を枢密院が内閣に求めたことから（2017年 1 月10日），国王の憲法
署名は延期された。CDC は，関連条項に新たに修正を加えた憲法草案を2017年
2 月17日に再度内閣から奏上する運びになった。国王の憲法裁可が2017年まで延
長された事態に，一時は暫定政権と新国王の間の距離を案じる憶測がメディアに
飛び交った。これから数年のうちに王室，枢密院，軍の間の新たなパワーバラン
スが模索され，プーミポン国王時代に代わる新たな国王像の構築が進むことが予
想される。

長引く 2度目の憲法起草過程：次期総選挙予定の繰り延べ
　2014年 5 月クーデタで，タックシン元首相の実妹インラック首相が率いる政権
を追放した軍の実行組織（NCPO，発足は 7 月）は，2014年 7 月に暫定憲法を公布
した。その後，新たな憲法制定に始まる民政復帰へのロードマップ（行程表）を実
施し，政治改革を行う約束を掲げることにより，NCPO は統治の正当性を主張し
てきた。最初の行程表では，2015年中に新しい恒久憲法を制定して総選挙という
スケジュールが組まれたが， 1 回目の憲法草案は2015年 9 月に国家改革評議会
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（NRC）によって否決され，憲法制定は仕切り直しになった。
　2015年末から進行した 2 回目の憲法起草は次のような経過をたどり，最終的に
2017年 4 月 6 日に成立した。2015年10月，最初の憲法草案が棄却された後，NRC
を引き継ぐ国家改革推進会議（National Reform Steering Assembly: NRSA）が発足し
た。CDC 議長には NCPO 顧問のミーチャイ・ルチュパンが就任し， 2 つめの草
案取りまとめにあたった。ミーチャイ議長は，汚職撲滅をはじめとする国家改革
の仕組みを盛り込み，選挙前に政党が首相候補者名を公表する義務など新たな政
治制度の提案も加え，憲法草案（第 1 次）を2016年 1 月29日に公表した（全16章270
条）。 2 月23日，プラユット首相は憲法草案のなかに，棄却されて前草案にはな
かった政治的危機の解決方法を盛り込むよう，ミーチャイ議長に要請した。具体
的には，次回総選挙から 5 年間の経過規定において，最初の上院議員を NCPO
が任命し，下院による首相選定が円滑に進まない場合，上院も首相選定に加わっ
て下院議員以外から首相を指名できる方法が提案された。当初のミーチャイ議長
案においては，首相任命は下院の専権事項であり，アピシット民主党党首をはじ
め既存政党と知識人は，プラユット首相の提案が民政復帰後も NCPO の影響力
を保持する試みであるとして，強い反発を示した。
　 3 月29日，全16章279条からなる憲法草案（第 2 次）が公表され，この草案を国
民投票にかけることになった。ミーチャイ CDC 議長は，議論を呼んだプラユッ
ト首相提案を草案に盛り込み，代わりに国民投票でその是非を国民に問う形で政
治的決着を図った（ 4 月 7 日に国家立法会議 National Legislative Assembly が決定）。
3 月29日草案の特徴として，
　①　第 7 章「国会」に関する規定が従来の憲法と大幅に異なること，
　②　上述の経過規定を最終章（上下院合同の首相審議は第272条）に付したこと，
　③ 　「国家改革」について単独の第16章を設け，また第 8 章第162条に内閣が国

家戦略計画に沿う政策を遂行し，国会で公表する義務を記したこと，
　④ 　王室関連規定において，2007年憲法第 7 条まで引き継がれてきた「憲法に

規定がない事柄が生じた場合，国王陛下を元首とする民主主義の慣習に従う」
という国王大権に関わる条文を修正し，新憲法第 5 条で「ただし，首相や最
高裁長官らで構成される合同会議で判断する」旨のただし書きを加えたこと，

　⑤ 　社会的倫理，国民の社会的権利（汚職撲滅や国民の教育・福祉を受ける権
利など）を前面に出したこと，

などが挙げられる。
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　選挙制度については，有権者が選挙区の候補者だけを選び，政党に直接投票し
ない MMA（Mixed Member Apportionment）方式が採用された。同方式では下院の
議席定数（選挙区350議席，比例代表150議席）のうち，先に選挙区の当選者を投票
で決め，政党の比例代表部分については，選挙区候補者への投票数を政党ごとに
合算し，その割合をもって政党議席数に割り当てる。
　国民投票のため，選挙管理委員会はこの草案の内容を説明する1700万部のパン
フレットを 5 月から全国に配布して準備を進めた。投票用紙は 2 項目の質問から
なり，まず第 1 の質問で草案自体の賛否を問い，第 2 に追加質問として「次回総
選挙から 5 年に限り，国会両院で首相にふさわしい者を審議する経過規定を認め
るか」という内容を加えた。 8 月 7 日の国民投票の結果は，投票率が59.4％で，
有効票数に対して第 1 質問の賛成61.35％，追加質問の賛成が58.11％を占め，憲
法草案が可決された（表 1 ）。
　民主党アピシット党首とタックシン派のタイ貢献党（またはプアタイ党）は，そ
れぞれ草案への反対を表明した。しかし，政党の地盤である南部（民主党）と北
部・東北部（タイ貢献党）の結果では，東北部において反対票が賛成票を上回った
もののほかでは既存政党の思惑が外れ，反対票優勢にはならなかった。マヒドン
大学は，国民投票に行った人を対象に年末に世論調査を行い，この投票結果は汚
職撲滅などを進めるプラユット政権への支持を表すばかりでなく，混乱期を早く
脱して社会を安定させたい民意を反映している，と分析結果を報告した（Bangkok 
Post 紙，2016年12月21日付）。
　憲法起草の過程は， 8 月の国民投票まで順調に推移したものの，国民投票の結
果を反映するための憲法草案修正（第 3 次案を10月11日に公表），10月以降の国王

表 1　国民投票（第 1項目）の結果

項目 票数 ％

「認める」（全国） 16,820,402 61.35
「認めない」（全国） 10,598,037 38.65
有効票 28,804,432 96.85
無効票または棄権 936,209 3.15
投票者数 29,740,677 59.40
有権者数 50,071,589 100.00

（出�所）　選挙管理委員会2016年 8 月10日報告書�
（http://www.etc.go.th/th/?page_id=8583）より引用。
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崩御と王位継承を経て，2017年 4 月に持ち越された（表 2 参照）。
　2017年 2 月，憲法草案の第 4 次案が作成され（2017年 2 月17日），憲法草案への
国王裁可が 4 月に下りた。憲法発布から総選挙に至る段取りにおいては，憲法公
布後に関連10法の審議と成立（240日以内），NRSA による個別法審議（60日），選
挙準備期間（150日）などを含めて約480日（16カ月）が必要とみられる。新憲法の成
立が2017年 4 月にずれこんだ現状から，2017年中の総選挙実施は困難と指摘され
ており，現実的には2018年の総選挙という予定が浮上している。

暫定憲法第44条による統治と急速な改革
　政治改革と汚職撲滅のためのクーデタを明言したプラユット首相は，2014年暫
定憲法第44条に NCPO 議長の「非常大権」を定め，これを根拠に NCPO 布告や
NCPO 議長令を発する手法で，この 3 年間の実権を握ってきた。この暫定憲法に
よって，NCPO 議長であるプラユット首相には，治安維持のため司法，立法，行
政上の命令を発し，その決定権に裁判でも抗することができない効力が与えられ
てきた。NCPO 布告は，主に NCPO による統治の方針を示すのに対して，NCPO
議長令はより細かな決定を盛り込み，後者の議長令に限れば2014年 8 月から2016
年10月までに400号以上が発令された。議長令の約半数は汚職審査に関わる公務
員の職務停止命令，ほかの理由による公務員更迭人事等で占められるが，2016年

表 2　新憲法の制定過程（2016年～2017年 4 月まで）

2016年 1 月29日 CDC による憲法骨子の提示
　　　 2 月23日 NCPO による 5 年間の非常時対応16項目の修正要求
　　　 3 月29日 国民投票にかける憲法草案の提示
　　　 8 月 7 日 国民投票を実施
　　　10月11日 CDC，投票結果を反映させた修正案を首相に提出
　　　　　13日 プーミポン国王崩御
　　　11月 2 日 国王崩御に伴う憲法修正案を内閣に提出
　　　　　 8 日 憲法修正案に首相が副署
　　　　　 9 日 暫定政権，憲法修正案を王室に奏上
　　　12月 1 日 マハー・ワチラロンコーン王即位
2017年 1 月10日 枢密院を通じて王室関連条項修正要求
　　　 　 　 15日 日程延期に必要な暫定憲法修正を官報に告知�
　　　 2 月17日 再修正した憲法草案を王室に奏上
　　　 4 月 6 日 国王が署名し2017年憲法成立

（出所）　タイ国官報・新聞報道を基に筆者作成。
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には NCPO 議長令を使って政治・社会改革を加速しようとする例が目立った。
このように議長令の内容には，政権運営の推移が密接に反映されてきた。現暫定
政権の改革の成果を現時点で評価するのは時期尚早であるため，ここでは主に改
革の進め方にかぎってその特徴を指摘したい。

1 ．政治・社会改革とNCPO議長令
　プラユット首相は，汚職撲滅と国民生活向上という目標を政治・社会改革の優
先課題として強調し，2016年の議長令には改革推進を目指す政権の姿勢が垣間見
られた。
　汚職撲滅については，2016年も汚職審査のため公務員の停職・解任を命じる
NCPO 議長令が多数発令された。プラユット首相は 8 月にマハーサーラカム県自
治体職員32人を一度に停職処分としたほか，10月18日の NCPO 議長令64/2559号
では，バンコク都庁のイルミネーション事業や入札での汚職容疑によりスクムパ
ン都知事を解任し，アサウィン副知事を知事代行に任命した。
　国民生活に直接関わる分野では， 3 月29日に農業用の土地改革区域が転売され
事業用に使用されてきた問題解決のため，NCPO 議長令36/2559が発令された。
このほか 6 月15日に NCPO 議長令28/2559号で，基礎教育15年間の原則無償化方
針（現行12年から 3 年延長）を定めた。こうした議長令による改革の試みについて，
専門家や法律家は，既存の法体系を飛び越えて効率的に改革を実行する意図を評
価する一方で，法体系全体に不整合をもたらし，長期的には民政復帰後の政策継
続性に問題が生じる可能性も指摘している。
　このほか，官民連携パートナーシップによる大規模インフラ整備事業を加速さ
せるため， 3 月 8 日の NCPO 議長令 9 /2559号により，環境影響評価（EIA）の審
査中でも内閣が事業決定できる特別令を施行した。政府が推進する開発事業の遅
れを防ぐ措置を講じ，日本や中国との共同開発計画を進捗させる可能性が高まっ
た。他方，タイの環境 NGO は，EIA の結果が出る前に事業を始めてしまう特別
令がもたらす環境や住民生活への影響を懸念し，この議長令への反対を表明した。
　プラユット暫定政権は，NCPO が定めた国家改革目標を民政復帰後の次期政権
に引き継ぐ意思を表わし，20年間の長期国家戦略策定に意欲を見せている。12月
27日の閣議では，NRSA の改革提言を実現するための統合委員会設置も決められ
た。民政復帰後も NRSA 主導の改革主体を存続させる制度設計に対して，タイ
貢献党のカニン・ブンスアン氏は「新政権には，政権発足前から定められた国家
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戦略を執行する枷がはめられた。新たな政策を立てる余地がなく，軍の影響下に
ある政権は上院のご機嫌うかがいにより弱体化する」と批判した。民政復帰後も
NCPO の勢力を保とうとする憲法や制度設計に対しては， 3 月の草案発表時点か
ら法律家や政党政治家が1980～1988年プレーム政権期の「半分の民主主義」時代
に時計の針を戻す動きとして，警戒感を表明している。
　2018年総選挙にむけて，NCPO のこうした意図が政党の選挙公約や民政復帰後
の政権発足にいかなる影響を与えるか，プラユット暫定政権後の重要な争点がみ
えはじめた。

2 ．軍政下の言論統制と治安維持の強化
　NCPO が強い関心を払ってきた言論統制と治安維持の強化も続いている。とり
わけ政治活動家の身柄拘束や言論統制，軍事法廷での審理においては，NCPO 布
告 7 /2557号「 5 人以上の政治的集会の禁止」，NCPO 布告97/2557号「NCPO に対
する協力と公への情報配布の定め」，NCPO 布告103号「社会対立や分断をあおる
行為の禁止」が頻繁に発動されてきた。在タイのアメリカ大使館や国際 NGO は，
こうした軍政特有の強権的統治が言論の自由や人権保障の観点から深刻な問題を
引き起こしていると指摘する。
　2016年には，軍の権力を司法・警察権の範囲にも拡大する議長令が発令された

（NCPO 議長令13/2559号： 3 月29日）。同議長令は，長らく解決困難であったタ
イ国内の麻薬問題や「影の勢力」一掃に取り組むため，指名された軍の部隊に違
法行為の取り締まり権限と超法規的地位を与えている。実際，これまで首都警察
の手が及ばなかったバンコクの麻薬業者の摘発例も報道された。 4 月 5 日，アム
ネスティ・インターナショナルやヒューマンライツ・ウォッチを含む国際的人権
団体 6 団体は，こうした軍の権力強化につながる措置に反対し，同議長令の停止
と民主的体制への移行を政府に求めた。

タックシン派政党への対応と農村住民の政治的取り込み
　クーデタにより政権から追放されたタックシン派のさらなる責任追及も続いた。
2015年 1 月23日，インラック政権時代の籾米担保融資政策における不正行為につ
いて暫定議会が弾劾を可決し，インラック・チンナワット前首相ら旧閣僚は 5 年
にわたる政治活動の禁止を命じられた。2016年には，籾米担保米払い下げから生
じた国庫損失をインラック前首相，ブンソン・テリヤピロム元商務相ら元閣僚と
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元商務省幹部 6 人に損害賠償請求するための行政命令が発せられ，ブンソン元商
務相ら 6 人には200億バーツ，インラック前首相には357億バーツの賠償が求めら
れた。これに対して両者は裁判所に不服申し立てを行ったが，裁判で係争中であ
るにもかかわらず，首相が再度賠償を命じたため，インラック前首相らは強い反
発を示した。このほか，閣議は 9 月27日に設置された国家反汚職センターを通じ
て籾米担保制度の政策を執行した公務員や民間業者など全国33県で859件の責任
追及と賠償請求を行う方針を定めた。
　タイ貢献党側からみて，党活動の資金源であった幹部の資産に打撃を加え，前
政権協力者を追い詰めるこうした NCPO の措置は，党活動に制約を課して総選
挙前の党勢を削ぐ動きにほかならない。インラック前首相は，プラユット暫定政
権による一方的措置が続けば，2017年 1 月に政府が呼び掛けた総選挙前の対話再
開，「国民的和解」の行方に暗雲が立ち込めると応酬した。2006年クーデタ以来，
タックシン派と反タックシン派に分断されてきた社会的対立の収束と「国民的和
解」の行方は，総選挙準備が始まる2017年のもっとも重要な政治課題である。
　さらに，2001～2011年選挙まで，タイ貢献党の強固な支持地盤であった東北
部・北部農民の支持を取り込もうとする政府の試みも始まった。地方農村部の生
活向上を目指す複数の国家計画が立ち上げられ，全国の貧困者登録，農産物価格
下落に苦しむ農家（天然ゴムや香り米農家など）を対象に政府機関によるゴム調達
や政府のコメ買い取りが始まった。11月 7 日の国家米穀政策管理委員会では，総
額180億バーツに上る籾米担保政策が採用され，大規模なコメ農家の支援策が決
められた。このほか経済の項で触れる「プラチャーラット」政策では全国農村に
50万バーツ，最大で計350万バーツの予算配分を約束した。さらに， 1 年以内に
農村に高速インターネット通信網を整備し，20年後の農民所得を年39万バーツに
引き上げる目標を掲げる「スマート農民20年計画」も始動した。これら一連の政
策には，前政権の経済政策を担当したソムキット・チャトゥシーピタックが副首
相に登用された影響もみられ，クーデタ前に批判を浴びたポピュリズム政策との
政策内容の重複が指摘されている。前政権の賠償責任が問われる籾米担保制度に
類似した政策も採用されるなど，現在の施策に対する政府の説明責任を問うメ
ディアの声もあがっている。
� （船津）
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経 済

堅調だが力強さを欠くマクロ経済
　2016年のタイのマクロ経済は，大きなショックに直面することなく，おおむね
堅調に推移した。実質国内総生産の成長率は3.2％となり，前年の2.9％から上昇
した。しかし，国家経済社会開発委員会（NESDB）による年初の成長率見通しが
3.0～4.0％であったことを考えると，予測の範囲内とはいえ，期待をやや下回り
力強さに欠ける展開となった。
　生産面から実質国内総生産をみると，農業部門の成長率は0.6％となり，前年
の－5.7％と比較して生産の減少に歯止めがかかった。上半期は乾季の渇水や農
産物価格の下落による影響を受けてマイナス成長が続いたものの，下半期は雨季
に主要作目の生産量が増加したため，通年でプラスの成長率を確保した。一方，
非農業部門の成長率は3.5％であり，前年の3.9％から減速している。製造業の成
長率はほぼ横ばいの1.4％であった。電気・電子機器の生産が拡大したものの，
自動車など輸送機器の生産は成長率が低下している。タイ工業連盟が発表する自
動車生産台数は，年間およそ194万台と前年を1.6％上回るにとどまった。他産業
については成長率が横ばいか低下しているものが多い。ただし，宿泊・飲食サー
ビス業をはじめとする観光関連産業は依然として高い成長率を示している。これ
は，国内や海外からの観光客が順調に増加していることを反映したものである。
外国人観光客数は前年から8.9％増という高い伸び率を示した。観光・スポーツ
省によると，2016年の観光収入は 2 兆5300億バーツに達し，国内総生産に占める
割合も，17.7％にまで高まっている。
　支出面から実質国内総生産をみると，民間消費支出は3.1％の成長率となり，
前年の2.2％から上昇した。農民所得の減少に歯止めがかかったことに加えて，
観光などサービス支出が増加したためと考えられる。一方，固定資本形成は，前
年の4.4％から2.8％に成長率が低下している。政府による固定資本形成の成長率
は9.9％と依然としてかなり高いが，前年に29.3％増という驚異的な数字を記録し
たため，民間による固定資本形成が0.4％の増加と沈黙した状況では，成長率の
低下を避けることができなかった。一方，財・サービスの輸出は2.1％の成長率
となり，前年の0.7％から上昇した。このうち，物品輸出は前年の－3.4％から
0.0％へと減少に歯止めがかかった。日本，中国，ASEAN 向けの物品輸出は，い
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ずれも，前年のマイナス成長からプラスへと転じ，とくに日本向けの物品輸出は
名目で6.7％の成長率と高い伸びを示した。財・サービスの輸入が減少した結果，
経常収支の黒字は拡大している。全体としてみると，民間消費，政府投資，そし
て寄与度の大きい外需の伸びが経済成長率を下支えしたといえる。逆に，民間投
資の停滞はマクロ経済の力強さを失わせる原因となった。
　その他の経済指標も比較的安定している。中央銀行の金融政策に重大な変更は
なく，政策金利も年間を通じて1.5％に据え置かれた。商務省の発表する消費者
物価指数の上昇率は0.2％となり，前年の－0.9％のデフレから脱したものの，景
気回復の足取りが重いためにわずかな上昇にとどまった。失業率は1.0％と前年
の0.9％からほぼ変化していない。そうしたなか，中央賃金委員会は，10月19日
に最低賃金を2017年 1 月 1 日から引き上げることを決定した。それまで，全国一
律 1 日当たり300バーツであった水準を，各県ごとの経済情勢を勘案して， 5 ～
10バーツほど引き上げるという内容である。引き上げ幅は小さく，過去 3 年，最
低賃金が据え置かれていた事情を考慮すると，企業の雇用や利潤に与える影響は
軽微なものにとどまると考えられる。物価上昇率が低位にあるため，短期的には
可処分所得が増加することによる正の影響が見込まれる。ただし，継続的な賃金
上昇の圧力が経済の長期的な構造に与える影響については，十分な注意が必要で
あろう。

投資を通じた国際競争力の向上
　2011年に始まった第11次国家経済社会開発計画は，2016年 9 月で計画期間の終
了を迎えた。後継となる第12次国家経済社会開発計画は，NESDB の年次会合で
7 月22日に公表され 9 月13日の閣議で承認された。計画期間は2016年10月から
2021年 9 月までの 5 カ年であり，この期間，年平均 5 ％の経済成長率を実現する
ことで， 1 人当たり国民総所得を，6000ドルから8200ドルまで引き上げることを
目標に掲げている。これを受けて計画では国際競争力を向上させるための戦略に
関しても，多くの言及がなされている。
　国際競争力を向上させるための戦略を整理すると，国内においては産業構造を
高度化しつつ人材の育成と研究開発を促進し，国外との対比では ASEAN 域内に
おける生産・統括拠点としての魅力を高めるということになる。具体的な政策と
しては，前年から施行されたタイ投資委員会（BOI）の新投資奨励措置と，政府の
交通インフラ整備計画が中核的な役割を果たす。すなわち，政府と民間による投
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資を通じて，国際競争力の向上を図ることが政策の骨子といえる。
　新投資奨励措置では，以前の単純なゾーン制に基づく恩典付与から，奨励業種
ごとの恩典付与に変更された。恩典は法人税免除を含む A 1 ～A 4 と，法人税免
除を含まない B 1 ～B 2 の計 6 カテゴリーに分類され，それぞれの業種がいずれ
かの恩典カテゴリーに対応する。また，研究開発や人材育成の費用などを含むこ
とを条件とするメリットベースの追加恩典も存在する。さらに，特定の業種とそ
れに関連する教育・研究・政府機関などが集中的に立地する産業クラスター型の
特別経済開発区を設定し，人材協力や技術向上を条件とした投資奨励措置も策定
した。つまり，投資インセンティブに関わる恩典条件を細かく設計することに
よって，産業構造の転換，人材の育成，研究開発の促進をパッケージで進めるこ
とを意図したものといえる。産業クラスターに関しては，2016年中の投資申請が
恩典の条件となったため，2016年は投資政策の成果を占う 1 年となった。
　結果として，2016年の BOI に対する投資の申請件数は1546件，予定金額は
5844億バーツとなった。これは対前年比で件数にして56％，金額にして196％の
大幅増である。産業別では，自動車・同部品産業への投資が885億バーツ，電
気・電子産業への投資が649億バーツなど，BOI の奨励業種に対する投資が全体
の51％を占めたとされる。これをもって，投資奨励措置の成果とみなす向きもあ
る。だが実際は，2015年に投資申請が急激に落ち込んだことの反動にすぎない。
投資奨励措置の変更に伴う様子見もあって，2015年は申請件数（988件）と予定金
額（1977億バーツ）がともに過去10年で最低水準まで落ち込んだ。2016年も十分な
回復を果たすことはできず，2013年（申請件数1991件，予定金額 1 兆10億バーツ）
や2014年（2935件， 1 兆6507億バーツ）の実績を大きく下回ったままである。この
背景には，新たな投資奨励措置が以前と比較して著しく複雑な内容になったこと
や，産業クラスターに関わる制度面やインフラのサポートが十分に用意されてい
ないことが指摘できる。また，競争力の向上という長期的な目標を掲げながら恩
典に申請期限を設けるなど，短期的な景気回復の手段として投資を活用しようと
する意図が前面に出てしまったため，全体にちぐはぐで性急な印象を与えたこと
は否定できない。新たな投資奨励措置の影響については，しばらく民間投資や外
国直接投資の動向を注意深くみていく必要がある。
　一方，政府による交通インフラ整備計画も遅々としている。計画にはバンコク
の都市路線延伸なども含まれるが，もっとも重要なのは，バンコクと地方を結ぶ
鉄道の複線・高速化である。計画が進められてきた高速鉄道は 4 路線あり，うち
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バンコク＝チェンマイ路線は日本との技術協力，バンコク＝ノンカイ路線は中国
との共同開発の下に建設が行われる予定であった。しかし，中国との共同開発に
おいては，プロジェクトの手法や商業開発権の付与，借款利率をめぐって折り合
いがつかず， 3 月23日にはプラユット首相がタイの単独投資による一部区間の先
行投資を明言する事態に至った。最終的には，全区間の共同開発を確認したもの
の，2016年末の時点でも建設開始の目途は立っていない。日本とは 8 月 6 日に新
幹線技術の導入を前提とした協力覚書を運輸担当大臣の間で交わしたものの，こ
ちらも着工には至っていない。南北と東西を結ぶ高速鉄道の建設は，ASEAN 域
内の生産・物流拠点としてタイの魅力を高めるために必要な投資であり，建設の
度重なる遅れが懸念される。

ASEAN経済共同体の発足
　2015年12月31日，ASEAN 経済共同体（AEC）が正式に発足した。ASEAN 経済
共同体は，域内市場統合，政策の共通化，公正な経済開発，グローバル経済への
統合を推進することを目標としており，うち域内市場統合については関税率の撤
廃を中心に大きな進展が図られている。小売・金融などサービス市場の統合や労
働市場の自由化については課題も多く残っているが，タイにとっては競争力を向
上させる重要な基盤となる。とくに，ラオス，カンボジア，ミャンマーと国境を
接している地理的な利点を生かし，こうした ASEAN 後発国との連結性を高めな
がら，生産・統括拠点の役割を担うことがひとつの経済戦略となっている。
　生産・統括拠点としての魅力を高めるという点では，国境県に設置された特別
経済開発区も重要な役割を果たすと期待される。これは，国境を接するいくつか
の県に設けられた特別経済開発区であり，非熟練労働力の使用が認められる奨励
事業である点が当初から特徴となっている。隣国の安価な労働力とタイの優れた
インフラを結びつけて，国境を横断する経済活動の拠点をタイに誘致することが
目的と考えられる。しかし，特別経済開発区の造成に応じる民間ディベロッパー
が少ないことが報道されるなど，国内の関心は決して高くない。そのため，実効
的な政策として機能するのかどうか，現時点では未知数といわざるをえない。ま
た，タイとラオス，カンボジア，ミャンマーとの貿易額（輸出＋輸入）合計が，対
ASEAN 貿易額合計に占める割合は，前年の20.3％から19.7％へ微減するなど，
経済取引の点でも顕著な変化が生じているわけではない。ASEAN 経済共同体と
いう枠組みのなかで，相対的な優位性を確保するための具体的な政策については，
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まだ模索段階にあるといえる。

所得格差の是正
　タイの社会経済におけるもうひとつの中期的な課題としては，国内における所
得格差の是正を挙げることができる。第12次国家経済社会開発計画でも重要な目
標に位置づけられ，とりわけ相対的に貧しい農村世帯の所得向上は，政治の安定
という観点からも長く重視されてきた。
　この課題に取り組むアプローチとして，ソムキット副首相を中心とする経済
チームは「プラチャーラット」政策を提唱している。これは政府，民間企業そし
て民衆部門が協力するメカニズムの構築を意味し，基層社会の底上げを図ること
を目的としている。ここでの民衆部門とは，農民，低賃金労働者，中小企業や自
営業の経営主など，国民の大きな割合を占める低中所得者層に対応する。
　 1 月26日の閣議では，「プラチャーラット」の理念の下，全国の農村にそれぞれ
50万バーツ，最大で合計350億バーツの予算を配分することが決定された。また 3
月22日の閣議では，「プラチャーラット」住宅プログラムの名称で700億バーツの
与信枠を設定し，住宅を購入する低所得者層と住宅供給を行う事業者向けの融資
を決定した。さらに，中小企業や新規参入企業を支援する大企業に税制上の優遇
措置を与える「ピー・チュアイ・ノーン」（年長者が年少者を助ける）プログラム
の開始を 4 月 1 日に発表した。こうした「プラチャーラット」政策は，端的にい
うと所得再分配政策のひとつである。ただし，政府を通じた所得移転だけでなく，
民間企業と民衆部門の直接的な協力，さらに民衆部門の自立的な発展を促進する
ことにより，国民各階層の融和を醸成する工夫が加えられている点が特徴である。
　所得再分配機能という点では，相続税と固定資産新税が導入されたことも見逃
せない。相続税法は 2 月 1 日に施行され，資産が 1 億バーツを超えた場合が対象
となる。また，生前贈与についても，一定金額を超えた場合は課税の対象となる。
一方，固定資産新税は土地・建物への課税を拡大するものであり，まずは土地・
建物の評価が財務省によって進められている。2017年中にこの作業は完了する予
定であり，固定資産新税が施行された場合，資産から生じる税収は300億バーツ
から640億バーツに倍増する見込みである。こうした税制改正は一見すると地味
に感じられるが，これまでタイの富裕層に対する課税強化がまったくなされてこ
なかった点を考慮すると，抜本的な政策転換として評価することができる。
　国内の所得格差の是正に向けた措置がとられる一方，政府は短期的ショックに
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見舞われた農家への事後的な対応にも追われることとなった。 1 月には天然ゴム
価格が 1 キログラム当たり30バーツという歴史的な水準に下落したことを受け，
ゴム生産農家が価格の引き上げなどを求めるデモや集会を行い，政治問題の様相
を呈してきた。政府は生産者団体と協議を行うとともに， 1 月12日の閣議では政
府機関によるゴム調達量を10万トン増加する緊急の措置を決定した。一方，チャ
オプラヤ水系では前年に続いて乾季の厳しい渇水が生じ，政府は 2 月23日の閣議
で，生産調整を実施するコミュニティを対象とし，農業・農業協同組合銀行

（BAAC）を通じた総額150億バーツの低利融資プログラムを決定した。また，困
窮する農家への対策として， 6 月21日には 1 ライ（＝0.16ヘクタール）当たり1000
バーツの現金給付および債務返済に関するモラトリアム期間を決定した。さらに，
米価下落に対しては雨季の籾米出荷を遅らせことで対応するため，11月に担保貸
付を行った。担保貸付金は市場価格の90％に抑制されたものの，収穫調整・保管
に要する費用への補助金を加えると市場価格を超える。直接の比較はできないが，
政策の枠組みはかつての籾米担保融資制度の復活を彷彿とさせるものであった。
　タイは人口の約半数が農村に居住し，就業人口の 4 割弱が農業部門に従事して
いる。プーミポン前国王が長らく農村振興に尽力したこともあり，農民保護政策
の必要性は一定の理解が存在すると思われる。しかし，中期的な所得格差是正に
資する政策と一時的な困窮を緩和する政策との区別は曖昧であり，単なる政治的
動機に基づくポピュリズムが顔をのぞかせる懸念も払拭することはできない。

（塚田）

対 外 関 係

　2016年の対外関係において，プラユット政権は政治活動の禁止や王政に関わる
政治問題では，従来どおり外国メディアなどの介入を拒否する強硬路線を貫いた。
他方，いくつかの実務的な外交課題（違法・無報告・無規制［IUU］漁業問題や
人身取引問題，一般市民の軍法会議裁判，中国との鉄道開発計画など）では，国
内での政策対応を進め，民政復帰後をにらんだ柔軟な姿勢も見せはじめた。

欧米諸国との関係：言論統制と違法漁業問題などへの対応
　欧米諸国と欧米メディアや人権団体などは，2016年も引き続き，タイにおける
政治活動の統制や不敬罪適用，違法・無報告・無規制（IUU）漁業や人身取引と
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いった内政問題に懸念を表明してきた。とりわけ， 3 月29日の NCPO 議長令
13/2559号において治安維持・犯罪抑圧の専門部隊が設置され，その超法規的地
位が認められたことで，タイの人権状況にいっそうの悪化がもたらされるとして，
4 月 5 日に国際人権団体 6 団体が共同声明を出した。
　国王崩御後のプラユット政権は，とくに王位継承に伴う問題について厳格な言
論統制を敷き，11月 1 日付で軍がネット上の不敬罪容疑を取り締まり，サイバー
攻撃に備えるサイバーセンターの設置を発表した。同日，タイ警察は国王崩御か
ら 2 週間のうちに不敬罪で15人を逮捕し，同容疑で10人を捜査中と発表した。さ
らに12月 6 日には，プラウィット副首相兼国防相が，新国王に対する不敬罪容疑
で国内 BBC ウェブサイトと Facebook に 2 日間の閲覧停止措置を発動し，外国メ
ディアも例外なく言論取り締まりの対象とする方針を示した。ただし，一般市民
の不敬罪容疑や政治活動の審理では，批判の強かった軍事法廷で民間人を審理す
るやり方を改め， 9 月12日の NCPO 議長令で，軍事法廷から一般法廷での審理
に切り替えた。国連は，一連のタイ軍による治安維持活動の強化に対して，2017
年にタイ政府への働きかけを強める方向性を打ち出している。
　他方，人身取引問題とも絡んだ違法漁業問題では，政府の対応が一定の成果を
あげ，欧米諸国が状況を静観する様子がみられた。人身取引問題では，タイの漁
業・水産加工業における人身取引や強制労働，外国人労働力搾取問題について，
アメリカ国務省が2014年「人身取引報告書」（TIP 報告書）で，経済制裁発動の可
能性もある最低ランクに位置づけていた。これが2016年 6 月30日の TIP 報告書で
は，タイのランクが Tier 2 から Tier 3 のウォッチリスト・レベルまで引き上げられ
た。違法漁業問題では，2015年 4 月以来，欧州連合（EU）から改善措置を実施しな
ければタイから水産物の禁輸措置をとるとの強い警告が発せられてきた。政府は，
2015年から違法漁業対策指令センターを設置し，新規制によって漁船などの登録
や船舶監視システムの導入，違反者への罰則を設けて対応を強化してきた。2016
年 4 月22日，EU 側はプラウィット副首相と再度面会し，6 月に警告（イエローカー
ド）レベルにとどまる旨を告げた。タイ政府は違反者への罰金引き上げ，操業許可
取り消しといった強い措置を取りはじめ，2017年 3 月時点でも EU はタイの水産
物禁輸措置（レッドカード）を発動せず，対応は警告レベルにとどまっている。

ASEAN諸国との関係
　近隣の ASEAN 諸国との関係は，2015年12月末の ASEAN 経済共同体（AEC）の

213212



304

プーミポン国王の崩御と新憲法制定への道のり

発足から 1 年を経て，よりいっそう緊密化した（AEC に関わる経済協力計画やそ
の経済的効果については，経済の項を参照）。経済統合に向けた二国間合意の地
ならしも進んだ。2016年 6 ～ 7 月にはミャンマー・ラオスとの労働協力枠組みな
どの政府間合意を固め，タイ・マレーシアの中央銀行間でも二カ国間で現地通貨
建ての決済を促進する方針について合意した。

アジア諸国とのインフラ整備協力の活発化
　ASEAN 以外のアジア諸国との関係において，経済面では従来の特定の国に偏
らない全方位外交の傾向を示し，中国だけでなく日タイ間の協力関係の維持，イ
ンドとの経済協力関係を進める方針が示された。
　もっともダイナミックな動きがある経済協力分野は，タイ国内の鉄道整備や陸
路で近隣諸国間を結ぶ大規模インフラ整備計画である。 8 月 6 日にはバンコク＝
チェンマイ間の高速鉄道に関する覚書を日タイ運輸相レベルで調印した。他方，
タイ・中国間ではバンコク＝ノンカイ鉄道計画のうち，ナコンラーチャシーマー
までの区間について2016年10月までに着工する努力がなされた。しかし，意思決
定過程が迷走し，着工予定に大幅な遅れが出たため，プラユット首相は2017年 2
月にタイ国鉄公社のトップ人事を刷新して計画の仕切り直しを図った。さらにタ
イ＝インド間を長距離鉄道で結び，南アジアと陸路をつなぐインフラ整備計画も
浮上しており，アジア諸国間の大規模なインフラ整備協力が活発化している。

深まる中国との軍事協力関係
　軍事面では，米軍との共同演習を実施しつつ，並行して中国とも軍事協力関係
を深化させている。2015年11月に両国空軍による初の合同軍事訓練を行ったのち，
2016年 5 月21日～ 6 月 7 日にタイ・中国海軍による合同軍事演習が実施された。
さらに第28・29回 ASEAN 首脳会議中の 9 月 7 日，南シナ海問題についてこれま
で中立姿勢を保ってきたタイ政府は「中国による海域秩序構築に協力を」（ウィー
ラチョン政府報道官）と発言した。加えて12月12～13日にはプラウィット副首相
兼国防相が中国を訪問し，タイ国内に軍事物資工場を建設するよう要請した。タ
イ国軍が中国軍に急接近する様子をみせており，今後中国を意識したタイの外交
スタンスの変化が，アメリカや ASEAN 諸国との関係に与える影響が注目される。

（船津）
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2017年の課題
　2017年のタイでは，第 1 に2017年 4 月に成立した新憲法関連法の制定過程が注
目される。2017年新憲法には，次期総選挙後の首相選任に NCPO が影響力を行
使できる規定があり，こうした NCPO の権力基盤存続を最小限の範囲にとどめ
たい既存政党と NCPO とのせめぎ合いが焦点となるであろう。第 2 に，2006年
クーデタとタックシン元首相追放から，10年余にわたってタックシン派対反タッ
クシン派に分断されてきた社会の国民的和解への取り組みが，総選挙に先立つ重
要課題である。第 3 に，長期的な課題として，プーミポン国王時代に築かれたタ
イ独特の「国王陛下を元首とする民主主義」体制の慣習を，新国王のもとでいか
に再編するか，に注目が集まるであろう。
　経済面では，大きな変化が生じることは予想しにくい。当面は好調を維持する
観光産業を中心としたサービス産業のいっそうの振興を図り，消費支出や景気動
向を確かなものとする必要がある。そのうえで，交通インフラ整備計画など，将
来に向けた投資を着実に実行していくことが重要となる。産業構造の高度化や民
間投資の促進については，多くの政策が矢継ぎ早に策定されたが，そのすべてで
期待どおりの成果が得られているとは言い難い。本当に有効な政策とそうでない
政策とを見極める仕組みが必要であり，そのためには，政府に対して市場や民間
企業との高い対話能力が求められる。
　外交面では，国連・欧米諸国が問題とする言論統制や人権問題への対応，
ASEAN 共同体の経済統合の行方並びにタイ・中国共同の鉄道開発計画の遅れを
いかに挽回するか，という懸案事項への取り組みが注目される。

　（船津：新領域研究センター）
　（塚田：開発研究センター）
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1 月 1 日 ▼政府，中小企業の納税登録を促す
2 つの勅令を公布。新規の登録には税制上の
優遇措置を付与。
5 日 ▼天然ゴム生産者会議と生産者，価格

暴落への対応を求めてデモ。
6 日 ▼予算局，農村部雇用創出事業として

700億～1000億バー
ツ 規模の補正予算案編成を発

表。
7 日 ▼民主党元議員ウィラート氏，都庁の

イルミネーション事業，BTS 契約期間延長
等をめぐる疑惑を検察庁・国家汚職防止取締
委員会（NCCC）に告発。
12日 ▼閣議，天然ゴム農家への支援策とし

て，政府機関による調達量の増加（10万㌧）を
決定。価格目標は示さず。
24日 ▼ タイ国内で中東呼吸器症候群

（MERS）感染の 2 例目を確認。
26日 ▼閣議，全国農村に50万バー

ツ を上限に配
布する350億バー

ツ 規模の「プラチャーラット」
政策予算を決定。

▼閣議，アジアインフラ投資銀行に対する
21億1000万バー

ツ の出資を承認。
29日 ▼ 憲法起草委員会（CDC），新憲法の

最初の草案公表。
2 月 1 日 ▼相続税法施行。
2 日 ▼閣議，2017年度予算の大枠として，

前年度を0.5％上回る総額 2 兆7330億バー
ツ を承

認。
3 日 ▼中銀，金融政策の現状維持と1.50％

の政策金利据え置きを決定。
14日 ▼ 首相，カリフォルニアでのアメリ

カ・ASEAN サミットに出席（～15日）。
23日 ▼首相，憲法草案に次回総選挙から 5

年は国家平和秩序維持評議会（NCPO）が非常
事態に対応できる規定を盛り込む意向を言明。

▼閣議，干ばつのため生産調整を行う農家

に対して，農業・協同組合銀行を通じて総額
150億バー

ツ の与信枠を決定。
29日 ▼投資委員会，航空機工業とロボット

工学にもスーパークラスター政策と同等の投
資奨励措置を承認。
3 月 8 日 ▼歳入法典改正。法人税の基本税率
30％を恒久的に20％に引き下げ。

▼ NCPO 議長令 9 /2559号により，環境影
響評価の審査中でも大規模インフラ事業を決
定可能とする特別令を発令。
9 日 ▼アジア協力対話第14回会議，バンコ

クで開催。
16日 ▼日本政府，タイへのノンプロジェク

ト無償資金協力支援（10億円）を決定。
22日 ▼首相と外務大臣，訪中。メコン―ラ

ンツァン協力首脳会議で中国と共に共同議長
国を務める（～23日）。

▼中銀，マレーシア中央銀行と現地通貨建
て決済の促進について合意。

▼閣議，低所得者向けの住宅プログラムに
700億バー

ツ の与信枠を承認。

▼閣議，手数料・金利を優遇した低所得層
向け住宅（最大 4 万戸）供給を目指す「プラ
チャーラット」住宅政策を了承。
23日 ▼中銀，政策金利を1.50％に据え置き。

▼首相，着工が遅れるタイ＝中国複線鉄道
計画について，タイ単独投資による開発を明
言。建設は中国が行うことで合意。
29日 ▼ CDC，NCPO が求めた上院議員任

命案を含めた新憲法草案の修正版を発表。

▼ NCPO 議長令13/2559号公示。軍に違法
な「影の勢力」対策の権限を付与。
31日 ▼首相ら，ワシントンで核安全保障サ

ミットに出席（～ 4 月 1 日）。

▼ NCPO 事務局長，政治的発言を続ける
反体制派の軍キャンプ収容案を発表。

重要日誌 タ　　イ　2016年
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4 月 1 日 ▼財務相，中小企業・起業を支援す
る大企業への税制優遇策を発表。
19日 ▼閣議，税負担軽減のため個人所得税

の改革案を承認。

▼労働連帯委員会委員長ら，最低賃金引き
上げを求めて陳情書を提出。
22日 ▼憲法草案についての 8 月国民投票に

向けた「国民投票法」公布（23日施行）。
23日 ▼バンハーン元首相，死去。
26日 ▼閣議，預金保険機構によるペイオフ

上限を2500万バー
ツ から段階的に100万バー

ツ まで引
き下げることを承認。
5 月11日 ▼中銀，政策金利を1.50％に据え置
き。
17日 ▼ プラユット首相，ロシア・ASEAN

特別首脳会議のためロシア訪問（～19日）。
21日 ▼ タイ・中国海軍，合同軍事演習（～

6 月 7 日）。
23日 ▼ プラウィット副首相，違法・無報

告・無規制（IUU）漁業問題で EU はタイへの
最終判断を半年間先送りしたと報告。
25日 ▼中小企業の事業更生手続きを規定す

る破産法改正法施行。
27日 ▼国家放送通信委員会（NBTC），第四

世代移動通信向け周波数（900MHz）の再入札
を実施。
6 月 3 日 ▼首相，アジア安全保障サミットの
ためシンガポール訪問。
7 日 ▼閣議，土地・建物税法案の原則を承

認。
8 日 ▼最高裁判所と政治職者刑事事件法廷，

タックシン政権下の農業協同組合相チュー
チープ被告と秘書の元下院議員ウィタヤー被
告に禁錮 6 年の実刑判決を下す。
15日 ▼ NCPO 議長令28/2559号公示。基礎

教育15年間の費用を原則無償化する方針を定
める。

16日 ▼首相，インドを公式訪問（～18日）。
20日 ▼南部パッタニー県で爆発事件。兵士

2 人が負傷。
21日 ▼閣議，稲作農家への支援策を承認。

現金給付，債務の支払猶予や金利減免，作物
保険の補助金など総額455億8900万バー

ツ 。
22日 ▼中銀，政策金利を1.50％に据え置き。
23日 ▼ミャンマーのアウンサンスーチー国

家顧問と閣僚，タイ公式訪問（～25日）。労働
協力枠組みの覚書署名。
7 月 3 日 ▼パトゥムターニー県クロンルアン
郡と陸軍対空砲第 2 大隊，地元警察とのかか
わりが疑われる民家のサイコロ賭博場を摘発。

▼パッタニー県中央モスク付近で爆弾事件。
1 人が死亡， 2 人が負傷。
4 日 ▼事業担保法施行。中小企業向け対策

として，債権者に占有権を移転せずに事業で
用いる動産などに担保設定を認める。

▼国家放送通信委員会（NBTC），タックシ
ン派の「ピース TV」に対して10日から30日
間の放送中止を命令。
5 日 ▼ラオスのトーンルン首相，タイを公

式訪問（～ 6 日）。外国人労働力に関する協力
について合意覚書に署名。

▼農業用土地改革区域の土地不法占有問題
の解決を目指す NCPO 議長令36/2559号発令。
合法的占有の証拠を30日以内に提示できない
場合，占有者に強制退去を求める。
8 日 ▼タイ海軍，違法操業中のベトナム籍

の船 3 隻に発砲し， 2 人が負傷。
10日 ▼バンコク都議会ウィラット前議員が

バンコク都の小型消防車の購入価格について
NCCC に調査を要請。
13日 ▼財務省，プーミポン国王即位70周年

の記念硬貨を発行。
15日 ▼ 首相，ASEM 首脳会合出席のため

モンゴル訪問（～16日）。
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2016年　重要日誌
▼農業・農協銀行，政府貯蓄銀行，クルン

タイ銀行，年間10万バー
ツ 未満の低所得層の貧困

者登録受け付けを開始。
17日 ▼ タイ・イギリス間の FTA 締結交渉

を準備することで基本的に合意。
22日 ▼ NESDB，第12次国家経済社会開発

計画を公表。2017～2021年度の経済成長率に
ついて平均 5 ％を目標とする。
8 月 3 日 ▼中銀，政策金利を1.50％に据え置
き。
5 日 ▼ NCPO 議長令で汚職疑惑により59

人の公務員の職務停止を公示。うち地方自治
体関係者が44人を占め，32人がマハーサラ
カーム県自治体に集中。
6 日 ▼バンコク＝チェンマイ間高速鉄道の

共同開発に関して，日本とタイが運輸相・交
通担当相間の協力合意文書に署名。
7 日 ▼新憲法草案の賛否を問う国民投票を

実施。過半数の賛成で憲法草案承認。
12日 ▼南部 7 県で10件の連続火災・同時多

発爆破事件が発生。 2 人が死亡， 6 人が負傷。
23日 ▼閣議，経済の競争力強化および投資

誘致を目的とした 4 法案を承認。投資奨励法
改正法，競争力強化法，特別経済区法，タイ
国工業団地公団法改正法。
9 月 4 日 ▼プラユット首相，G20サミット出
席のため，訪中（～ 5 日）。
6 日 ▼ プ ラ ユ ッ ト 首 相， 第28・29回

ASEAN 首脳会議出席のためラオス訪問（～
8 日）。災害緊急対応に関する ASEAN 宣言
に署名。
7 日 ▼ウィーラチョン政府報道官，南シナ

海問題で「中国に協力を」と発言。
8 日 ▼国家立法会議，予算法案可決。
9 日 ▼マレーシアのナジブ首相，タイ公式

訪問。
12日 ▼首相，不敬罪や治安問題等の民間人

被告を軍事法廷でなく一般法廷で審理する方
針を布告。
14日 ▼中銀，政策金利を1.50％に据え置き。
15日 ▼政府，報道関係者などに対してプラ

ユット政権の 2 年間の業績を強調。
19日 ▼ 首相，国連総会出席のため訪米（～

25日）。

▼商務相，籾米担保融資政策による損害賠
償を請求するため，ブンソン元商務相ら 6 人
に200億バー

ツ 返還を求める行政命令に署名。
27日 ▼閣議，零細農民を対象とした新たな

現金給付と債務モラトリアムからなる支援策，
国家反汚職センターの設置を決定。
10月 3 日 ▼汚職・不正行為事件刑事裁判所が
発足。
4 日 ▼閣議，南部国境地域問題に取り組む

統一機関の設置を決定。
5 日 ▼政府，香港雨傘運動指導者の黄之鋒

を空港で拘束し，中国当局の要請により香港
へ送還。
11日 ▼ CDC，首相に新憲法案を提出。
13日 ▼プーミポン国王崩御。プレーム枢密

院議長が摂政代行に就任。

▼政府，11月14日まで服喪のため半旗の掲
揚，パーティや娯楽番組などの自粛を要請。
官僚は， 1 年間の服喪期間中黒服を着用。
18日 ▼閣議，農地改革法改正案を了承。農

地改革事務所による農地の買い上げを認める。

▼ NCPO 議長令64/2559号発令。汚職疑惑
でスクムパン都知事を解任し，アサウィン副
知事を次期選挙まで知事代行に任命。

▼財務副大臣と財務次官，籾米担保融資政
策による国庫損失補塡のため，インラック前
首相に357億バー

ツ の賠償を求める行政命令に署
名。
19日 ▼中央賃金委員会，最低賃金の引き上

げを決定。全国一律日額300バー
ツ から各県別に
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5 ～10バー
ツ 引き上げ。2017年 1 月 1 日より。

29日 ▼王宮内のプーミポン国王棺への一般
国民による弔問開始。
11月 1 日 ▼タイ警察，国王崩御から 2 週間で
不敬罪により15人逮捕，不敬罪容疑で10人を
捜査中と発表。サイバーセンターを設置。
2 日 ▼ CDC，国王崩御に伴い新憲法案の

王室関連条項の修正案を内閣に提出。
7 日 ▼国家米穀政策管理委員会，米価下落

を受け，普通白米の籾米担保貸付の実施を決
定。
8 日 ▼閣議，高齢者を雇用した企業への税

制優遇策を含む高齢者対策を了承。

▼首相，新憲法案に副署し，王室秘書局に
提出。
9 日 ▼中銀，政策金利を1.50％に据え置き。
16日 ▼首相，農業効率化と農民所得向上を

目指す「スマート農民」計画を発表。

▼ CDC 委員長，政党法の起草過程で政治
汚職への罰則に死刑の適用も検討中と表明。
17日 ▼首相，特別経済区開発政策委員会に

て東部経済回廊開発の推進を指示。東部 3 県
への投資加速のため。
19日 ▼プラチン副首相，首相の代理として

APEC 会議に参加（ペルー，～20日）。
22日 ▼政府，故プーミポン国王に忠誠を示

す「忠誠のための団結」行事，全国で開催。
26日 ▼国家立法議会，ラッタナコーシン王

朝10世王にワチラロンコーン皇太子を指名。
12月 1 日 ▼マハー・ワチラロンコーン新国王，
即位（公示は 2 日）。
3 日 ▼南部の洪水被害が激化。数千人規模

の被害と発表。
5 日 ▼故プーミポン国王をしのぶ誕生記念

行事を実施。
6 日 ▼プラウィット副首相兼国防相，国内

BBC ウェブサイトと Facebook に 2 日間の閲

覧停止措置。新国王への不敬罪容疑で捜査。

▼マハー・ワチラロンコーン国王，枢密顧
問官14人を任命。うち新任 6 人の宣誓式を行
う。
7 日 ▼ CDC，憲法関連法である政党法案

を公表。

▼タマカーイ寺前住職タマチャヨー僧，寄
進物の横領疑惑等を否定。首相は「同僧を逮
捕すべき」と発言。
10日 ▼首相，国王に奏上中の憲法草案のう

ち国王権限に関する条項修正のため，署名期
限を延長することを発表。
12日 ▼プラウィット副首相兼国防相，中国

を公式訪問。中国国防相にタイ国内での軍事
物資工場の建設を要請（～13日）。
13日 ▼閣議，年末までのショッピング減税

措置を承認。前年に比べ対象期間を拡大。

▼閣議，2017年度運輸インフラ開発投資に
関する36件の実施計画を承認。総額8960億バー

ツ

規模。
15日 ▼内閣改造。第 4 次プラユット政権発

足。

▼ CDC，憲法関連法である選挙委員会法
の草案を公表。
21日 ▼中銀，政策金利を1.50％で据え置き。

年間を通じて政策金利に変更なし。
27日 ▼閣議，国家改革推進会議による提言

を実現するための統合委員会設置を決定。
31日 ▼マハー・ワチラロンコーン新国王，

初のテレビ演説を行い，国民に結束を呼び掛
け。

▼チャルームチャイ陸軍司令官，次期総選
挙について，いかなる結果が出ても軍の介入
はないと表明。

219218



310

参考資料 タ　　イ　2016年

　 1 　国家機構図（2016年12月末現在）

311

タ　　イ

（注）　各省の大臣官房は省略。 1 ）2016年10月 6 日に改組。 2 ）2016年 9 月16日に改組。
（出所）　NCPO 命令，官報などにより船津作成。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 プラユット政権（2014年 9 月 4 日発足，2016年12月15日第四次改造）
氏　名

首相 Prayut Chan-o-cha（Gen.）
副首相 Prawit Wongsuwon（Gen.） 

Prachin Chantong（ACM）
Somkhit Chatusriphitak＊

Narong Pipatanasai（Adm.）
Thanasak Patimapragon（Gen.） 
Wisanu Krue-ngam
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首相府大臣
　同上

Omsin Chiwaphruek＊ 
Suwit Maesinci＊

国防大臣
　副大臣

Prawit Wongsuwon（Gen.） 
Udomdet Sitabut（Gen.）

財務大臣
　副大臣

Apisak Tantiworawong＊

Wisut Sisuphan＊

外務大臣
　副大臣

Don Pramutwinai
Wirasak Hutrakun＊

観光・スポーツ大臣 Kobkan Watthanawarangkun＊

社会開発・人間安全保障大臣 Adun Saengsingkaew（Pol. Gen.）
農業・協同組合大臣
　副大臣

Chatchai Sarikulya（Gen.）
Chutima Bunyapraphat＊

運輸大臣
　副大臣

Akhom Toempittayapaisit
Phichit Akharathit＊

天然資源・環境大臣 Surasak Kanchanarat（Gen.）
デジタル経済社会大臣 Phichet Durongkhawerot＊

エネルギー大臣 Anantapon Kanchanarat（Gen.）＊

商務大臣
　副大臣

Apiradi Tantrapon＊

Sonthirat Sonthichirawong＊

内務大臣
　副大臣

Anupong Paochinda（Gen.）
Suthi Makbun

法務大臣 Suwaphan Tanyuwanthana＊

労働大臣 Sirichai Distakun（Gen.） 
文化大臣 Vira Rotpotchanarat 
科学技術大臣 Achaka Sibunrueang＊

教育大臣
　副大臣
　副大臣

Tirakiat Chreonsettasin＊

M. L. Panatda Disakun＊

Surachet Chaiyawong 
公衆衛生大臣 Piyasakon Sakonsatayadon
工業大臣 Uttom Sawonayon＊

（注）　＊2016年12月15日に異動。カッコ内は軍における階級。
（出所）　官報を参照。

　 3 　国軍人事
国軍最高司令官 Gen.Suraphon Suwanna-at （2016年10月 1 日）
陸軍司令官 Gen. Chaloemchai Sitthisat （2016年10月 1 日） 

（第一管区司令官） Lt. Gen. Aphirat Khongsomphong （2016年10月 1 日）
海軍司令官 Adm. Na Arinit （2015年 8 月28日）
空軍司令官 ACM Chom Rungsawang （2016年10月 1 日）
国防次官 Gen. Chaicharn Charngmongkol （2016年10月 1 日）
国防副次官 Gen. Chatudom Titthasiri （2016年10月 1 日）
 Gen. Achanai Sisuk （2016年10月 1 日）
 Adm. Phonthep Nuthep （2016年10月 1 日）

　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Chakthip Chaichinda （2015年10月 1 日）
首都圏警察本部長 Pol. Maj.Gen. Sanit Mahathawon （2014年 6 月22日）

（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および警察ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2011 2012 2013 2014 2015 2016

人 口（100万人，年末） 64.1 64.5 64.8 65.1 65.7 65.9
労 働 人 口（同上） 38.9 39.4 39.4 38.6 38.6 38.3
消 費 者 物 価 上 昇率（％） 3.81 3.02 2.18 1.89 －0.90 0.19
失 業 率（％） 0.68 0.66 0.72 0.8 0.9 1.0
為替レート（ 1 ドル＝バーツ） 30.49 31.08 30.73 32.48 34.25 35.3
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2011 2012 2013 2014 2015 2016

民 間 消 費 5,988.2 6,544.1 6,746.9 6,941.6 7,024.9 7,279.2
政 府 消 費 1,825.1 2,020.8 2,118.9 2,242.9 2,366.1 2,454.0
総 固 定 資 本 形 成 2,921.3 3,335.7 3,278.3 3,261.0 3,373.3 3,490.8
在 庫 増 減 108.0 127.3 267.8 －98.2 －331.4 －330.4
財・サービス輸出 8,011.5 8,622.4 8,797.5 9,167.2 9,446.1 9,898.7
財・サービス輸入 7,781.5 8,492.4 8,432.2 8,270.4 7,861.7 7,782.8
国内総生産（支出側） 11,072.7 12,157.9 12,777.3 13,244.0 14,017.4 15,009.6
国内総生産（生産側） 11,306.9 12,357.4 12,921.2 13,203.7 13,672.9 14,360.6
海 外 純 要 素 所 得 －272.7 －566.2 －825.5 －686.8 －709.0 －716.3
国 民 総 所 得（GNI） 11,034.2 11,791.2 12,095.7 12,517.0 12,963.9 13,644.3
（注）　暫定値。
（出所）　国家経済社会開発委員会事務局 （http://www.nesdb.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質　基準年＝2002） （単位：10億バーツ）
2011 2012 2013 2014 2015 2016

農 業 638.7 656.0 660.7 657.1 619.8 623.7
鉱 業 220.7 237.7 242.9 238.9 244.0 242.5
製 造 業 2,428.6 2,596.2 2,647.2 2,649.8 2,689.8 2,727.3
建 設 業 218.5 235.8 235.2 229.5 268.6 290.9
電 力・ ガ ス・ 水 道 266.8 292.9 289.6 297.3 310.3 323.8
運輸・情報通信業 752.9 821.2 866.6 894.3 940.1 992.2
卸 売 ・ 小 売 業 1,253.5 1,322.5 1,335.2 1,326.6 1,378.6 1,447.9
宿泊・飲食サービス業 336.3 383.7 421.2 431.3 494.4 545.3
金 融 業 432.5 498.8 560.3 602.3 655.5 695.8
不 動 産 業 663.7 735.0 753.5 758.2 772.2 786.2
行 政 ・ 国 防 473.3 493.0 495.5 501.6 507.1 511.0
医療・教育・その他 623.4 663.5 687.2 702.4 718.1 742.1
国 内 総 生 産（GDP） 8,301.6 8,902.9 9,146.1 9,229.8 9,501.2 9,808.1
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 0.8 7.2 2.7 0.9 2.9 3.2
（注）　いずれも暫定値。国家経済社会開発委員会事務局では2015年から過去すべての GDP 統計を固定

基準年方式から連鎖方式に変更した。  
（出所）　表 2 に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2013 2014 2015 2016

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 671,804.5 1,256,045.2 698,951.8 1,154,512.9 675,702.3 1,064,179.7 721,222.9 1,088,756.2
N A F T A 795,216.7 501,258.4 879,427.4 522,419.9 948,260.9 522,507.0 1,004,108.7 480,848.3

アメリカ 694,326.2 447,475.7 767,856.3 474,102.4 811,346.3 472,025.9 858,223.7 427,950.0
E U1） 678,487.9 673,755.2 751,280.5 633,177.2 740,811.2 616,453.7 773,717.3 641,460.0

ド イ ツ 123,140.6 187,087.3 145,635.0 192,327.3 144,587.1 189,138.0 157,554.2 208,124.8
イギリス 114,695.7 101,187.9 128,804.0 90,424.1 128,749.1 86,663.1 134,993.4 71,444.0

A S E A N 1,792,533.7 1,277,989.2 1,909,196.5 1,333,908.8 1,859,365.0 1,308,137.5 1,916,208.9 1,302,232.3
シンガポール 339,782.5 250,732.5 335,520.3 256,211.3 294,436.8 242,928.4 288,396.3 230,991.4
マレーシア 393,568.5 406,576.3 410,287.3 414,464.3 342,844.2 406,033.2 337,695.2 386,406.5
インドシナ諸国1） 574,252.3 276,296.2 664,683.8 320,277.4 751,962.4 330,918.1 779,972.3 340,406.6

中 国 824,672.2 1,155,295.9 806,437.6 1,251,528.3 801,235.0 1,403,176.7 833,857.7 1,490,526.8
香 港 399,508.6 49,726.5 405,266.4 38,648.5 399,805.4 53,571.1 402,157.2 56,611.3
台 湾 101,962.3 232,296.7 128,984.7 245,004.8 118,877.9 256,486.6 117,842.0 252,911.0
韓 国 138,317.9 276,979.4 145,268.9 277,968.8 138,239.2 239,569.3 141,699.3 257,927.1
中 東 354,284.9 1,092,814.9 377,243.8 944,714.4 353,980.8 622,799.6 312,058.2 525,828.6
合 計 6,909,741.2 7,657,345.6 7,313,066.4 7,403,898.1 7,227,927.4 6,906,117.8 7,548,572.6 6,904,725.0
（注）　 1 ）EU は2013年から28カ国の合計値（クロアチア含む）。インドシナ諸国はカンボジア，ベトナム，

ラオス，ミャンマーの合計値。
（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015 2016

経 常 収 支 9,426.9 －1,619.7 －4,845.5 15,099.6 32,149.0 46,412.5
貿 易・ サ ー ビ ス 収 支 7,632.8 4,159.6 11,428.9 27,551.6 46,081.6 59,913.3

貿 易 12,185.6 108.7 54.6 17,263.1 26,841.1 35,752.5
輸 出 221,399.0 227,734.1 227,461.7 226,685.1 214,088.7 214,111.7
輸 入 209,213.4 227,625.4 227,407.1 209,422.1 187,247.5 178,359.3

サ ー ビ ス －4,552.8 4,050.9 11,374.3 10,288.5 19,240.5 24,160.9
輸 送 5,830.5 5,923.5 6,144.1 5,723.3 5,743.5 5,682.1
旅 行 27,184.1 33,855.3 41,779.6 38,417.8 44,922.3 49,871.0

第 一 次 所 得 収 支 －9,139.8 －18,241.1 －26,900.9 －21,179.8 －20,622.2 －20,324.1
第 二 次 所 得 収 支 10,933.9 12,461.8 10,626.6 8,727.9 6,689.6 6,823.2

資 本 移 転 等 収 支 －40.9 234.4 281.2 100.3 0.1 0.0
金 融 収 支 －8,269.2 12,790.0 －2,488.0 －16,203.6 －17,101.6 －24,804.1

直 接 投 資 －4,702.1 －1,361.5 3,814.5 －766.3 4,012.5 －10,021.4
証 券 投 資 3,903.2 10,358.0 －1,367.8 －4,694.6 －12,690.9 2,175.7
金 融 派 生 商 品 －610.2 538.8 －341.1 716.9 903.3 526.4
そ の 他 投 資 －9,120.1 10,214.5 －1,195.0 －4,141.3 －5,509.3 －13,122.8

誤 差 脱 漏 96.8 －6,140.0 2,003.1 －206.6 －9,188.5 －8,763.8
総 合 収 支 1,213.6 5,264.7 －5,049.1 －1,210.2 5,858.9 12,844.5
（注）　2016年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
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面 積 51万3114km2

人 口 6619万人(2017年末)
首 都 バンコク(正式名称はクルンテープ・マハーナコン)
言 語 タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗 教 仏教(上座部)，ほかにイスラーム教
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会計年度 10月～9月
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2017年憲法下の政党政治の抑制と
国家構造改革
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概 況
2014年5月クーデタで実権を握った国家平和秩序維持評議会(National Council

for Peace and Order: NCPO)の軍政統治が4年目を迎えるなか，2017年4月6日に
「仏暦2560年(西暦2017年)タイ王国憲法」(以下，2017年憲法と略)が公布・施行
された。2017年憲法成立後の政治的課題は，総選挙の実施時期，NCPOが次期政
権に及ぼす影響力，国家構造改革の行方などに絞られた。暫定政府は，年初から
2018年11月の総選挙実施を約束し，民政移管をにらんだ国民的和解への取り組み，
次期政権に引き継ぐ「20年国家戦略」計画の作成，憲法付属法10法案の審議・制
定の準備を進めた。しかし，2018年2月末になって選挙関連法案を期限内に成立
させられない見込みとなり，2019年2月以降に総選挙を延期した。政党側の選挙
準備は振り出しに戻り，数度にわたる延期で総選挙の行方そのものに疑問が付さ
れはじめた。
経済面では，2017年のマクロ経済が堅調に推移し，経済成長率の予測は9～12
月期以降，上方修正された。暫定政権は，政治的混乱から進まなかった経済政策
に着手し，新たな成長戦略の策定や運輸・交通インフラ整備，国内の格差・貧困
対策を進めている。とくに憲法に根拠をおく「20年国家戦略」の目玉として，東
部経済回廊(Eastern Economic Corridor: EEC)構想や経済の高付加価値化を進める
タイランド4.0構想が策定され始め，新たな成長戦略と貧困対策を二本柱に据え
た経済改革の方針が示された。運輸・交通インフラ計画の一部は契約・着工の段
階に入り，新たな成長路線の実現に期待が寄せられている。
外交面では，欧米諸国との懸案事項であった難民問題や違法漁業・人身取引問
題をめぐる国内法が整備され，欧州連合(EU)との関係改善が進んだ。2017年10
月にはトランプ大統領とプラユット首相の首脳会談も実現し，アメリカとの間に
も関係修復の兆しが見えてきた。アジア諸国との関係では，安全保障面で中国と
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の接近が一層進み，高速鉄道整備事業など多分野で交流が深まった。また
ASEAN諸国との間でも，域内貿易・直接投資の推進に向けて，今後の協力の進
展が注目される。

国 内 政 治

2017年のタイでは，4月に憲政史上20番目となる2017年憲法が制定され，民政
移管に向かう最初の途筋がつけられた。
プラユット暫定政権は，政党法・選挙委員会法をはじめとする憲法付属法案
(表1参照)の審議が進むなか，2017年末まで，総選挙を2018年11月に実施すると
明言していた。ところが，2018年2月になっても10の憲法付属法のうち選挙実施
に必要な上院議員選任法案と下院議員選挙法案の審議を完了させられず，2018年
2月27日の閣議で，急遽，総選挙の延期を決めた。公約であった総選挙の時期が
延期され，総選挙に関わる今後の予定は不透明になった。
新憲法の施行後も，2014年クーデタ以来の言論統制や政治的集会の禁止は解か
れず，集会禁止令違反による住民や知識人の逮捕が続いた。これは，新憲法の経
過規定第265条により，総選挙による新内閣発足まで，2014年暫定憲法第44条の
NCPO議長の絶対的権限に関する定めが維持されること，また，第279条により
NCPO 布告7/2557号「5人以上の政治的集会の禁止」，NCPO 布告97/2557号
「NCPOに対する協力と公への情報配布の定め」，NCPO布告103号「社会対立や
分断を煽る行為の禁止」などの効力が，暫定政権の定めた他の法令とともに新憲
法制定後も維持されているためである。国内のメディア・政党・知識人は，次期
選挙の準備段階に入っても政治的自由が回復されない軍政の対応に批判を強めた。
とうとう NCPOは限定的ながら12月22日に一部の政党活動の自由を許可制で認
める措置をとったが，今後，選挙準備が活発化するにつれて，メディアや政党，
知識人が政治的自由を政権に求める動きが強まると予想される。

2017年憲法の成立と関連法の起草過程
2014年5月にタイ貢献党政権を追放した NCPOは，当初は民政復帰に向けた
恒久憲法の2015年中の制定と総選挙の早期実施を約束した。しかし，実際の新憲
法制定はクーデタから約3年後となり，民政復帰に向けたスケジュールは大幅に
ずれこんでいる。その背景には，①2015年9月に最初の草案が国家改革評議会
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(NRC)により否決され，憲法の起草過程をやり直したこと，②2016年10月の
ラーマ九世王崩御の影響などが挙げられるほか，政治的安定に向けた国内の条件
が回復されない情勢なども作用している。
2017年憲法には，民主的と言われた1997年憲法の選挙制度によって進展した，
2001年からの政党政治を不安定化要因とみなして抑制し，民政移行期を軍主導の
委員会や国の独立機関の監督下に置いて，政治的混乱の収拾に備える意図が反映
されている。実際，2017年憲法には従来の憲法に加えて，いくつかの新たな特徴
がみられる。このうち選挙や政治に関わる重要事項としては次のものがある。
① 第7章「国会」に関する規定を1997年憲法および2007年の憲法から大きく
変え，とくに上院議員200人全員(最初の上院議員のみ NCPOの助言により
国王が任命する250人。第269条)を任命制にしたこと(1997年憲法は上院議員
200人全員が民選，2007年憲法は上院議員150人の民選・任命が半々ずつ)。
② 下院議員外から非民選の首相を指名できるようにしたこと(1997年憲法お
よび2007年憲法では首相の資格として下院議員であることを要した)。
③ 選挙制度に MMA(Mixed Member Apportionment)方式を採用し，有権者が
選挙区の候補者だけを選び，その票から比例代表の結果も導く形式を取った
こと。
④ 選挙委員会には，選挙における不正行為の監督だけでなく被選挙権の停止
権限が与えられ，さらに政党を監督する権限も与えられたこと。
⑤ 「国家改革」に関する一章を単独に設け，政権には政治，国家行政，法律，
司法手続き，教育，経済，その他の分野における国家改革を義務づけたこと
(第257条，第258条)。内閣は策定される「国家戦略」に従って政策を遂行し，
国会にその進捗状況を報告する義務を負うこと(第270条)。
⑥ 国会が可決した法律案について，首相や議員が違憲審査を求めれば，憲法
裁判所がこれを審査し廃案にできること(第148条：ただし，同様の条項は
1997年と2007年の憲法にもある)。
⑦ 経過規定に政治的危機の解決方法を示し，総選挙から5年間は首相指名を
国会の両院合同会議によるものとし(第272条)，政党が提出する名簿から首
相を指名できない場合，非民選の首相を指名できること(第272条2項)。
このうち③のMMA方式の導入は，2001～2011年の総選挙で圧勝し続けたタッ
クシン派政党のように，単独で過半数票を獲得できる強力な政党の出現を阻止す
ることが目的と考えられている。この制度は，選挙区と比例区で個別に当選者を

2017年憲法下の政党政治の抑制と国家構造改革
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決めるのではなく，選挙区候補者への投票数を政党ごとに合算し，その割合に
従って政党議席数に割り当てるものである。政党は，選挙区で獲得した議席数か
ら算出された割合を超えて比例代表議員の当選枠を得ることができないため，大
きな政党が成立しにくい。また⑤では，現政権下の国家改革推進会議(National
Reform Steering Assembly: NRSA)が定めた国家改革目標を，民政移管後の次期政
権に引きつがせることが明記され，政策決定に関わる政府の裁量の余地を狭めて
いる。加えて，④⑥は政党の運営や議会による政権運営を軍や国の独立組織の管
理下におく仕組みであり，一連の憲法付属法案の起草においても(表1参照)，政
党法で議員候補者の予備選考制度を導入するなど，政党活動に大きな制約を課す
内容が盛り込まれている。
民政復帰後も政党政治を管理下におき，NCPOが定めた改革機構を存続させる
憲法に対して，法律家や政党政治家はプレーム政権期の「半分の民主主義」の復
活であるとして，批判を強めている。

2017年のタイ
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表1 2017年憲法付属法の起草・成立状況(2018年3月時点)

法案名 現状 憲法起草委員会
の草案提出

国家立法会議
(NLA)承認 官報公布

選挙委員会法 施行 4月7日 7月13日 2017年
9月13日

上院議員選任法 審議中 11月28日 (第一読会)
11月30日 未

下院議員選挙法 審議中 11月28日 (第一読会)
11月30日 未

政党法 施行 4月3日 8月3日 2017年
10月7日

国家人権委員会法 施行 2月27日 9月14日 2017年
12月12日

憲法裁判所訴訟法 施行 9月29日 11月23日 2018年
3月2日

政治職刑事裁判訴訟法 施行 5月29日 7月13日 2017年
9月28日

オンブズマン法 施行 4月24日 7月27日 2017年
12月27日

汚職不正防止抑制法 NLA

承認 10月31日 12月25日 未

国家会計検査法 施行 8月29日 10月19日 2018年
2月21日

(出所) 憲法制定委員会ウェブサイト，新聞から作成。
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新憲法の公布にあたり，マハー・ワチラロンコーン国王は1968年以来50年ぶり
に王宮で憲法発布式を行うことを提案し，チャックリー王朝記念日の4月6日，
王宮に閣僚や枢密院顧問，政府高官，外交官らを招いて，プラユット首相に署名
した新憲法を渡した。

「国民的和解」の不調とタックシン派政党への圧力
2017年1月，暫定政府は憲法の枠組みに従って総選挙の実施前に各方面との対
話を再開し，2006年クーデタ以来，タックシン派と反タックシン派に分断された
社会の対立を2017年内に収束させることを呼びかけた。具体的には，2017年2月
14日に第1回目「和解のための対話」を開催，3～4月に政党や市民団体，財界
や報道関係者等を招いて対話し，その内容をふまえて7月11日の「社会契約」
(Social Contract)の発表を行った。ところが，和解案としての「社会契約」の中
身に，「公正な選挙と国会を通じた政治対立の解決」「汚職の排除」「資源保全へ
の国民参加の保証」「国民生活の質改善の重視」などに加えて，現政権への支持
を意味する「国家改革への支持」「国家戦略に従い国を前進させることへの支持」
という項目が加わった。さらに「軍も当事者の1人として署名し，二度とクーデ
タを起こさないことを誓うべきである」とするタイ貢献党の主張も退けられたこ
とから，和解の当事者であるタイ貢献党・民主党は，軍主導の色彩が強い「社会
契約」案への署名を拒否し，総選挙前の「国民的和解」は事実上，物別れに終
わった。
他方，「和解」プロセスに並行して，政権はタックシン派政党幹部の資産に打
撃を与える圧力をかけ続け，逃亡中のタックシン元首相の SHINコーポレーショ
ン売却時の課税に関わる裁判やインラック前首相に籾米担保融資政策の損失補填
を命じる行政処分など，前政権関係者の訴追や課税措置を強化した。もっとも注
目を集めたのは，6月29日と8月25日に予定された籾米担保融資政策に関わる国
庫への損害賠償裁判とインラック前首相の職務怠慢の罪を問う裁判であった。前
首相は6月29日の法廷には出廷し，暫定政権による一方的措置の不当さを訴え，
一連の審判の公正さに疑義を呈した。ところが，8月25日の公判前(報道では23
日)にインラック前首相は国境からカンボジアを経由して国外逃亡し，25日の裁
判に欠席した。こうした事態からタイ貢献党は方向性を決める中心人物を失い，
現状ではタックシン派・反タックシン派をめぐる社会的対立も収束する見通しが
立たない状況にある。

2017年憲法下の政党政治の抑制と国家構造改革
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プラユット首相による国民への問い：選挙政治への懐疑
総選挙に向けて憲法関連法案の起草と審議が続くなか，プラユット首相は5月
26日と11月8日に恒例の国民向けのテレビ番組を通じて，選挙政治に関する4項
目と6項目の問いを国民に投げかけ，内務省と国内安全維持本部(ISOC)に国内
の意見を非公開で聴取するように命じた。
5月の4項目の質問は，(1)次の選挙で「よい統治」を行う政府は生まれるか，
(2)もし，よい政府が生まれないときはどうすればよいか，(3)国家戦略や国家開
発など国の将来を考慮せずに選挙のことばかり考えるのはよいことか，(4)悪い
政治家が選挙で勝利し，問題が再発したら誰がどのように解決するのか，につい
て国民に投げかけた。次の11月の6項目の質問も，軍の政治的立ち位置を探る質
問が含まれ，(1)次回選挙で新たな政党や政治家は必要か，(2)NCPOが特定の政
党と協力することはどうか，(3)現政権の施政で国に明るい未来は見えてきたか，
(4)過去の政府と現政権を比較することは正しいか，(5)選挙で選ばれた政権は効
率的に国の持続的開発を行えるか，(6)この時期，政党や政治家が NCPOや政府
を攻撃することは正当か，など軍の政治関与の是非を問う内容が入れ込まれた。
国内の各種メディアをはじめ民主党やタイ貢献党は，選挙政治に対するあから
さまな疑念や次期政権における軍の関与に含みを持たせた10の問いかけに抗議を
示した。この情勢をふまえて，政党側の駆け引きも活発化し，民主党の元党首ピ
チャイ・ラッタクンが5月28日にタイ貢献党を含む政党の大連合を呼びかけたほ
か，政権側のワンチャイ議員はタックシン派政党を除いた政党連合を提案した。
軍主導の政党を結成する可能性について，プラユット首相は過去の軍人政党が
成功しなかったことを理由に否定したものの，総選挙後の首相続投，または軍の
影響下にある人物を首相に推す可能性はさまざまな形でほのめかしている。しか
し暫定政権の足元にも不安要素が生じ，11月には労働相の突然の辞任や，汚職撲
滅を掲げた政権の幹部であるプラウィット副首相に資産隠し疑惑が浮上している。
総選挙に向けて，暫定政権の実績を示して権力を維持しようとする軍政と，民主
制への復帰を掲げる政党との間で，政治的正当性をめぐる駆け引きが激しくなる
ことが予想される。

急展開の国家構造改革：「非常大権」による産業育成と分配政策
プラユット首相は，汚職撲滅に続く政治・社会改革の優先課題として，国民生
活向上を目標に掲げ，憲法に定めた「国家戦略」計画(NESDB の計画名では

2017年のタイ

289

233232



14_タイ.mcd  Page 8 18/05/15 18:47  v5.51

「20年国家戦略」)に基づく経済成長政策の策定に力を入れている。並行して前政
権の経済政策を担当したソムキット・チャトゥシーピタック副首相を主要なブレ
インに登用してタックシン時代とも連続する多数の分配政策を実施に移した。暫
定政権は，こうした改革によって正当性を主張し，次期政権に影響力を及ぼす意
図があるのではないかと指摘されている。
8月18日の定例の国民向けテレビ番組において，プラユット首相は20年後
(2036年)のタイ経済は，世界10位以内の国際競争力をつけ，1人当たり45万バー
ツの国民所得を目指すと抱負を述べた。タイ全土の生産性を向上させるため，現
暫定政権で交通・運輸インフラの整備に2兆3900億バーツの計画を始動させ，各
種の経済特区を設置し，産業育成と地域経済構造の転換に向けた経済改革を断行
すると決意を述べた(「経済」の項参照)。
2017年には，その改革を推進するため，2014年暫定憲法第44条を根拠とする

NCPO議長の「非常大権」を用いて NCPO議長令を頻繁に発動し，手続きの簡
素化やスピードアップを図る場面が見られた。とりわけ，政権が経済構造改革の
目玉事業として制度の整備を急ぐ EEC計画(「経済」の項参照)において，NCPO

議長による「非常大権」発動が目立った。年初の1月17日には，プラユット首相
が，EEC開発を加速するため NCPO議長令2/2560号により東部3県のチョンブ
リー県，ラヨーン県，チャチュンサオ県を特別経済区に定め，開発推進のための
各種委員会を設置した。5月26日には，EECにおける官民連携事業の手続き期
間の短縮措置を官報に公示し，10月25日には EEC地区の旧都市計画案を無効化
し，新案の都市計画を策定できるよう NCPO議長令47/2560号を発した。こうし
た「非常大権」の発動は，政権が進める改革政策の推進を円滑にしている反面，
開発拡大から影響をうける地域住民や環境影響を懸念する弁護士団体からは，
「憲法に定められた住民参加や環境影響評価などの法的手続きを無視している」
と反対の声も上がっている。
また2017年には，政権が約束した分配政策と貧困層の底上げ策が本格的に始動
した。農村人口や高齢者，貧困層への現金給付やカード配布，都市部の低コスト
住宅の整備，農村の情報インフラ整備，コメ・天然ゴムの生産農家を対象とする
政府調達など多岐にわたる配分政策が実施に移された。なかでも，2度にわたる
貧民登録を実施し，年間所得10万バーツ以下で低資産の国民1167万人を対象に配
布された国民福祉カードでは，対象となる国民が青旗と呼ばれる店舗で生活必需
品を購入する際に毎月200～300バーツの補助を得られるほか(所得3万バーツ未
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満の者は300バーツ，所得3万以上10万バーツ未満の者は200バーツ)，各種交通
機関ごとに500バーツの交通費補助も支給され，新たな分配政策として注目を集
めている。

プーミポン前国王の葬儀
2017年10月26日，前年10月に逝去したラーマ9世・プーミポン国王の火葬が執
り行われた。農村の貧困や干ばつ洪水対策，教育など国民生活に直結する取り組
みを率先して実践した前国王は，世界でも稀にみる70年の長い治世(1947～2016
年)を誇り，国民から「国父」と慕われてきた。王宮内に安置された前国王の棺
には，2016年10月29日から一般市民や各国要人が弔問を始め，2017年10月5日ま
でに延べ1273万9531人が国王に哀悼の意を示し，前国王への献金額は8億8955万
バーツに上ることが報告された。
政府の方針により，国葬の参列者には国内外の要人7500人が選定され，このほ
か王宮前広場に25万人近い人出があるなか，10月25日から29日まで5日間の日程
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王宮広場前の国王葬儀行列(2017年10月26日，Kowit Boondham氏撮影，提供)

著作権の関係により、
この写真は掲載できません
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この写真は掲載できません
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で前国王の葬儀関連行事が盛大な規模で執り行われた。
前国王の火葬とともに，タイの開発時代と政治的安定の求心力となってきた
ラーマ9世王の時代(1947～2016年)が終焉を迎えた。今後，マハー・ワチラロン
コーン国王の戴冠式が時期をみて行われる予定である。

(船津)

経 済

堅調に推移するマクロ経済と成長戦略の転換
2017年のタイのマクロ経済は，9～12月期から堅調に成長軌道に乗り，成長の
好調さを印象づけた。2016年に引き続き，物品輸出を中心とする輸出や観光が堅
調に推移し，実質国内総生産の成長率が前年の3.3％から3.9％に上昇して，過去
5年間でもっとも高い値となった。タイ証券取引所(SET)によれば，2017年末の
SET指数は1753.71で前年末から13.7％上昇した。
生産面から実質国内総生産をみると，前年まで生産の減少が続いていた農業部
門は，洪水の影響はあったものの成長率が6.2％に上昇した。コメの生産および
輸出は堅調で，コメの輸出は1162万トンと前年と比べて17.4％増となった。一方，
非農業部門の成長率は3.7％であり，前年の3.8％から横ばいである。製造業の成
長率は2.5％となり前年の2.2％からやや上向いた。タイ工業連盟によれば，2017
年の自動車生産台数は，前年比2.28％増の198万8823台となった。観光関連とし
て宿泊・飲食サービス業(8.5％)が高い成長率を示したほか，運輸・情報通信も
6.3％となった。国内や海外からの観光客が順調に増加している。観光・スポー
ツ省によると，外国人観光客数は前年の8.8％増(353万8000人)で前年と同様の高
い伸び率を示した。
支出面から実質国内総生産をみると，民間消費支出は前年の3.5％を上回る
3.8％の成長率となった。農民所得が拡大したほか，観光などサービス支出が増
加したためと考えられる。一方，固定資本形成は，前年の3.4％から2.7％に成長
率が低下している。財・サービスの輸出は5.9％の成長率となり，前年の5.4％か
ら上昇した。このうち，物品輸出は前年の0.1％から9.7％へと上昇した。中国向
けの物品輸出は名目で19.4％の成長率と高い伸びを示したほか，台湾，韓国向け
の輸出も堅調であった。
その他の経済指標も比較的安定している。中央銀行(BOT)の金融政策委員会は
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政策金利を1.5％に据え置き，金融政策の大きな変化はなかった。消費者物価指
数の上昇率は0.7％となり，デフレを脱した前年の0.2％から上昇した。失業率は
1.2％と前年の1.0％から微増したが，依然として低い水準にある。
最低賃金は2013年から全国一律に1日300バーツとされていたが，2017年1月

1日から地域の状況に応じて5～10バーツ引き上げられたほか(バンコクは310
バーツ)，2017年中には職種別の技能基準賃金の引き上げが行われた。最低賃金
のさらなる引き上げも議論されたが最終合意は2018年1月にずれ込んだ。この改
定ではプーケット県，チョンブリー県，ラヨーン県の最低賃金がバンコク(325
バーツ)よりも高い330バーツに設定された(2018年4月1日施行)。物価上昇率が
低位にある現状では，賃上げにより短期的には可処分所得増加による経済への正
の影響が見込まれる。ただし，継続した賃金上昇圧力が与える長期的な影響につ
いては，今後も十分な注意が必要であろう。

少子高齢化と移民労働者問題
2016年10月に始まった第12次国家経済社会開発計画は，他の ASEAN諸国と比
べてもタイの経済成長率が低迷してきた背景に構造的な問題があることを指摘し，
少子高齢化に伴う労働力不足，技術革新の遅れなどから今後の生産性の向上がタ
イ経済の課題であると分析している。
実際，タイでは合計特殊出生率が1.5(2015年)まで低下するなど少子高齢化の
進行が速く，その対策として2017年にはいくつかの施策が実施された。たとえば，
高齢者雇用を奨励するため，歳入法典に基づく勅令により，60歳以上の高齢者を
雇用する法人にその経費の控除が認められた(3月3日施行)。また，労働保護法
改正(9月1日施行)では，定年退職を雇い止めとみなす旨の規定が設けられ，定
年退職者に対する手当の支給が義務づけられた。さらに，12月の高齢者法改正で
は，低所得高齢者(60歳以上，年収10万バーツ以下)に対する生活保護の財源とし
て，たばこ・酒類の物品税の2％を高齢者基金に組み入れることが定められた。
他方，子育て支援策として，子どもに対する手当の上限撤廃(従来は3人まで)や
税控除が導入された。
また，上記と関連して労働力不足の問題に直面するタイ経済は，移民労働者，
とくに近隣のミャンマー，ラオス，カンボジアからの労働者への依存を強めてお
り，2014年に成立した暫定政権は，必要な許可書類を持たない移民労働者の規制
強化・正規化を進めてきた。その背景には，安全保障上の理由のほか，人身取引，
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違法漁業など移民労働者に対する人権侵害への対処を求める国際的圧力(「対外関
係」の項参照)があり，就労許可のない移民労働者に対して暫定登録と国籍証明
を求める措置をとってきた。政府は，移民労働者の就労許可手続きの厳格化，移
民労働者の保護強化を目的に，外国人就労管理緊急勅令を制定した(6月23日施
行)。たとえば，許可なく就労した外国人に対して5年以下の懲役または2000
バーツから10万バーツの罰金を科すなどこの緊急勅令は厳しい規定を設けていた
ため，数万人規模の移民労働者が出国し，移民労働者が多く就労する農業・漁業，
中小企業などに混乱をもたらした。経済団体からの要請を受けて，NCPO議長令
33/2560号(7月5日制定，6月23日に遡及)により一部罰則規定の効力発生が
2018年1月1日に延期された。さらに，政府は，同法の影響を緩和するための法
改正を検討せざるを得なかった(改正法は2018年3月に制定)。労働省雇用局によ
れば，2017年12月において国籍証明を終えた者が約125万人，3カ国との覚書に
基づく労働者が58万人に達したが，政府は届け出を完了していない移民労働者が
十数万人いるとみている。

経済構造改革：「タイランド4.0」と国際競争力の強化
こうした構造的問題を打破するために，新憲法では国が「持続的な発展目標と
なる国家戦略を策定する」義務が定められ(第65条)，憲法に根拠をおく「国家戦
略」計画の策定が明記された。この「国家戦略」計画は，従来の国家経済社会開
発計画や国家予算計画，国家安全保障政策を統括する最上位の国家計画に定めら
れ，長期的な国家改革を主導する各種委員会も憲法上の位置づけを得た。
2016年10月に始まった第12次国家経済社会開発計画は，第11次国家経済社会開
発計画までの安定的経済の構築とタイの特性を生かした産業育成という目標から
転じて成長路線を強調し，生産性向上と国際競争力向上のための提言に力点を置
いている。具体的には，高付加価値を生む産業育成と投資奨励策ならびに政府に
よる運輸・交通インフラ整備を中核的な政策として，2021年9月までの5カ年で
年平均5％の経済成長率を実現し，1人当たり国民総所得を6000ドルから8200ド
ルに引き上げることにより，先進国入りを目指している。第12次国家経済社会開
発計画とも整合性を保って策定される「20年国家戦略」は，その詳細を公聴会な
どによって決めていくが，おおまかな政策の概要は国家社会経済開発庁
(NESDB)の第12次国家経済社会開発計画のウェブサイトに公表されている。
2017年には，「国家戦略」の核心部分となる「タイランド4.0」計画とこれを具体
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化した EEC計画とその政策が開示された。
「タイランド4.0」計画では，「20年国家戦略」の一環として，経済社会のデジ
タル化に即した新産業を外資の誘致政策も利用して育成することを目指し，国際
的競争力を強化する10業種の「ターゲット産業」を指定している。初期段階にお
いては，タイ経済の強みを発揮できる「次世代自動車，スマート・エレクトロニ
クス，医療健康ツーリズム，農業・バイオテクノロジー，未来食品」の5業種を
ターゲット産業に指定し，のちに「ロボット産業，航空・ロジスティックス，バ
イオ燃料とバイオ化学，デジタル産業，医療ハブとなる産業」の育成を目指す。
この「ターゲット産業」10業種については，2月8日にタイ投資委員会(BOI)が
ターゲット産業誘致のため，法人所得税の10年間免除と1～3年間の追加優遇策
を決定している。
これら「ターゲット産業」を定めた EEC計画の実施は，2016年6月24日の閣
議で決定され，同10月4日に EEC法令案が原則承認された。これは，東部臨海
工業地帯として過去30年にわたって産業集積地となってきた東部3県(チョンブ
リー県，ラヨーン県，チャチュンサオ県)を再開発し，産業のハイテク化や観光
地域との連結，空港を中心とする都市開発を一気に進める構想である。2017年1
月，政府は5年間で約1兆5000億バーツを EEC計画に投資する予定を公表し，
「ターゲット産業」の育成，観光の振興，政府主導のインフラ開発と3つの国際
空港(スワンナプーム，ドーンムアン，ウタパオ空港)や鉄道の連結を大きな柱と
する概要を示した。これに際して，産業育成に不可欠な国内外の民間投資を呼び
込むために，BOIは外国企業を含めた過去最大規模の税制優遇措置や物資の輸入
関税の免除等を発表した。新たな投資奨励措置では，以前のゾーン制に基づく恩
典付与から奨励業種や地区限定の恩典付与に変更され，EEC投資には法人所得
税を最長8年免除，特別産業への投資は法人所得税の最長15年免除という長期に
わたる優遇措置を設けた。さらに EECでの研究開発促進のため，人材育成や研
究に補助金を提供する国家競争力強化基金(100億バーツ)の設置も決められた(大
泉啓一郎[2017]『「タイランド4.0」とは何か(後編)』『環太平洋ビジネス情報
RIM』Vol.17, No.67, pp.99－115.より引用)。

分配政策と「プラチャーラット政策」
上記の国際競争力の強化策に加え，2017年度には，国内における所得格差の是
正と貧困対策が実施に移された。官民協力により草の根経済を支える「プラ
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チャーラット政策」(『アジア動向年報 2017』を参照)では，民間団体や企業の協
力を仰ぎながら，低所得者向け住宅購入プロジェクトや稲作農家への収穫助成金
の拠出が実現した。また政府が2016年に実施した貧民登録の2回目が2017年4～
5月に実施され，年間所得10万バーツ以下で低資産の国民1167万人を対象に国民
福祉カードが国から配布された。このカードをもつ国民の割合は総人口の17％を
超え，所得に応じて月々200～300バーツの買い物やガス代金割引，公共交通機関
の運賃支給を受けられるようになった。このほか子ども手当や高齢者手当の増額，
「1村落25万バーツ」事業による集落改善事業，中小企業向けの「官民協力によ
る中小企業開発基金」の融資など，多くの分配事業が2017年に実施され，暫定政
権が主導する分配政策の定着を印象づけた。

(船津・今泉)

対 外 関 係

2017年の外交政策において，プラユット政権は欧米諸国との関係改善と中国と
の二国間協力に本腰をいれ，いくつかの実務的な外交課題に解決策を見いだした。
欧米諸国が注視してきたタイ国内の政治活動抑制やメディア統制については，政
権の強硬路線が変わることはなかったものの，アメリカのトランプ大統領との首
脳会談が実現し，難民問題や人身取引・外国人労働者問題などに関する法整備を
進めることにより，民政復帰をにらんだ欧米・アジア諸国との関係改善に意欲的
な姿勢が示された。

欧米諸国・国際機関との関係改善：人身取引，違法漁業問題への対応
欧米諸国や国連機関は，2014年の軍クーデタ以降，タイ国内の難民の扱いや人
身取引問題，違法・無報告・無規制(Illegal, Unreported, Unregulated: IUU)漁業問
題，政治的自由の抑圧等に対して懸念を表明してきた。しかし，2016～2017年に
タイ側の取り組みが進み，北朝鮮情勢をめぐってタイからも協力を得る必要性が
浮上したことから，欧米諸国の側から外交関係修復に向けた働きかけが相次ぎ，
関係は正常化に一歩近づいた。
タイ政府は，国内に約10万人いるとされる難民の問題に対応するため，1月10
日の閣議で「不法移民と難民への対応に関するコミットメント」を決議し，難民
のスクリーニングを行う方針を発表した。国連難民高等弁務官事務所は，これを
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難民・不法移民の保護と合法化につながる措置として評価し，7月に決議の履行
を政府に促した。
また2014年クーデタ以来，軍による暫定政権との政治関係を停止してきた EU

は，注視していた人身取引問題に絡む違法漁業問題でタイ政府が違反者への罰金
引き上げ，操業許可取り消し措置をとったことを評価し，水産物禁輸措置(レッ
ドカード)の発動を避けた。さらに12月11日の EU外相会議で政治関係を停止す
る方針を変え，タイ・EU間の FTA交渉準備が再開される運びになった。
アメリカとの関係は，6月末まで米国務省「人身取引報告書」(TIP報告書)に

てタイが第2段階(要監視)扱いに留められるなど，上半期は膠着状態にあった。
しかし，北朝鮮情勢の緊迫化を受けて10月にトランプ大統領とプラユット首相の
会談が実現してから好転の兆しをみせた。12月には米通商代表部(USTR)が知的
財産権に対する対外制裁スペシャル301条監督国リストからタイを外すなど，関
係修復に向けた重要な転換期にある。
このほか，タイは2015年6月から国際民間航空機関(ICAO)により空港・航空
会社の安全管理体制に重大な懸念がある国に指定され，タイ航空業界は国際線の
新規就航・増便などの制限を受けてきた。政府は，航空会社に航空運送許可の再
取得を義務づけることで改革を促し，条件を満たさない航空会社に国際線の運行
を停止するなどの措置をとった。その結果，同指定も10月に解除された。

ASEAN諸国との関係緊密化
近隣の ASEAN諸国との関係は，2015年12月末の ASEAN経済共同体(AEC)の
発足後，経済統合や協力に向けた地ならしが続けられた。域内の経済関係が緊密
化するとともに，二国間の懸案事項にもいくつかの解決策がとられた。
とりわけ重要なのは，近隣のミャンマー，ラオス，カンボジアとの懸案事項で
あった不法労働者問題への対応策として，タイ政府が6月23日に外国人就労管理
の緊急勅令を施行したことである。とくにタイ国内に250万～500万人(うち正規
労働者は200万人)いると推計されるミャンマー人労働者について，7月7日に
ミャンマーとタイのそれぞれの労働省が移民労働協定を締結するなど，協力関係
が進展しつつある(「経済」の項を参照)。このほか，タイ・インドネシア・マ
レーシアの中央銀行が3カ国通貨の相互決済枠の運用を取り決め(12月11日)，9
月7日には，カンボジアで両国首相そろっての合同閣議を開催して二重課税防止
協定等を締結するなど，近隣諸国の関係緊密化を印象づけた。
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ASEAN(とくにベトナム)と中国の間でかねて係争状態になっている南シナ海
問題では，タイは2016年から中国寄りの意見を表明してきた。2017年にはフィリ
ピンも中国との融和に方針を切り替えたことから，今後，ASEAN加盟国間の意
思決定は，ASEAN議長を務めるシンガポールと各国間の協議によってその行方
が定められる。

深まる中国との協力関係
タイは，経済面で日タイ間の協力関係を維持し，安全保障面でも伝統的に特定
の国に偏らない全方位にわたるバランス外交を取り結んできた。しかし，オバマ
政権時代のアメリカが，タイへの武器売却等に制裁措置をとったことも手伝って，
近年はタイの軍事政権をいち早く承認した中国と，急接近ともいえる関係を築き
つつある。4月には閣議が中国製戦車10両の購入予算を承認し，海軍に中国製潜
水艦の購入を認めたほか，国防省がタイ国内に中国製武器の整備施設を建設する
方針を決めている。経済協力分野でもっともダイナミックな動きがあったのは，
タイ＝中国間の高速鉄道網整備計画である。バンコク＝ナコンラーチャシーマー
間の鉄道建設計画では，2016年からタイ・中国間の意思決定の迷走が報道されて
きたが，プラユット首相が2017年2月にタイ国鉄公社の人事を刷新し，6月15日
には NCPO議長令30/2560号を発動して契約・入札手続きの簡素化，中国人エン
ジニアの職業免許問題等を解決した。トップダウンで計画手続きのスピードアッ
プを図った結果，12月21日には，首相列席の下ようやく同計画の起工式にこぎつ
けた。
同時にタイは，軍事面で米軍との共同演習を続けており，北朝鮮情勢の緊迫に
際してアメリカや欧米諸国，日本に協力する姿勢をみせている。タイ・中国間の
軍事協力関係がより一層深化するなか，欧米諸国や日本との外交・経済関係をど
のように維持していくのか，タイのバランス外交の行方が注目される。

(船津)

2018年の課題
2018年5月，プラユット首相率いる軍政は5年目に入る。プラユット首相が国
民に選挙政治への疑念を問う動きをみせるなか，2018年2月末に総選挙の実施時
期が延期され，政党政治家側は，軍政の対応に不満を噴出させた。対するプラ
ユット首相は，汚職対策と国家構造改革に取り組む政権の姿勢を前面に打ち出し，
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長引く暫定政権の存在理由を国民に訴えかけた。国際社会から公約を履行できる
か否かが注視されるなか，2018年のタイでは，引き続き総選挙の時期，首相選任
をめぐる軍と既存政党との駆け引きが最大の焦点になるであろう。2006年9月
クーデタ以降，タックシン派と反タックシン派に分断され，政治的安定を欠いた
タイ社会で，どのように政治・経済の安定と民主政治の折り合いをつけていくか
という課題が待ち受けている。
経済面では，成長軌道に乗りつつある経済を失速させないよう，好調なサービ
スや物品輸出関連業の振興を図り，2017年にてこ入れした消費支出など景気動向
を確かなものにしていく必要がある。また運輸・交通インフラの整備計画も進み
はじめ，2018年は，景気浮揚に必要な材料がそろっている。ただし，暫定政権が
掲げる産業構造の高度化や民間投資の促進は，いずれも政府の調整能力が問われ
る課題であり，長期的政策としての有効性を見極める必要があろう。
外交面では，総選挙の延期による政治的な不透明性が，海外からのリスク算定
や投資に与える影響を見定めることが重要であろう。また安全保障と経済協力に
おいて急接近している中国との関係の行方も，アメリカ・日本・ASEAN諸国と
のバランスをとるうえで重要な外交課題として注目される。

(船津：新領域研究センター主任研究員)
(今泉：新領域研究センター上席主任調査研究員)
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重要日誌 タ イ 2017年
1月4日

▲

プラユット首相，民政移管にむけ
て行程表の変更はないと言明。
9日

▲

マハー・ワチラロンコーン国王，新
憲法案の摂政に関する一部条項修正について
枢密院を通じて提案。
10日

▲

閣議，不法移民と難民問題に関する
政府コミットメントを決議。
11日

▲

商務相，南部の洪水被害額を見積も
り，幹線道路の浸水19本，産業の損失約4万
3000事業者，推計1000億バー

ツ 規模と発表。
16日

▲

国民和解委員会プラウィット副首相，
集会制限を残したまま民政復帰の合意提案を
行う方針を説明。
17日

▲

プラユット首相，東部経済回廊
(EEC)開発について国家平和秩序維持評議会
(NCPO) 議長令2/2560号を発令。EEC政策
委員会，事務局ほかを設置。
25日

▲

世界176カ国の2016年腐敗認識指数，
タイは前年76位から101位に転落。

▲

財務省財政局，無所得者が対象の高齢者
手当を100バーツ 増額する予定を公表。
29日

▲

国家改革推進会議(NRSA)が提案し
た報道従事者法案について報道関係30団体が
反対声明を発表。
2月1日

▲

法務省，アメリカ・ロールスロイ
ス社によるタイ航空への不正工作疑惑につい
て調査を開始。
2日

▲

プラユット首相，国家和解準備委員
会の33人を指名。
6日

▲

アピサック財務相，国庫残高の低下
に関する財政悪化の懸念を否定。財源不足は
なく一時的な低下と説明。
8日

▲

国防省，2020年までに国内の不法移
民労働者を合法化し，労働者登録する方針を
発表。

▲

タイ投資委員会(BOI)，ターゲット産業

誘致のため，法人所得税の10年間免除と1～
3年間の追加優遇策を決定。
12日

▲

国王が第20代大僧正(仏教組織サン
ガの最高権威者)を任命。
13日

▲

商務相，大規模店舗の管理と零細商
店の保護・振興を目的に，小売・卸売業法案
の提出を提案。
14日

▲

「仏暦2560年ターゲット産業に対す
る国家競争力強化法」施行。

▲

プラウィット副首相主導の「和解のため
の対話」，第1回目開催。
15日

▲

BOI，バンコク・ムアントンタニで
「タイの機会：タイランド4.0への鍵」セミ
ナーを開催。首相がタイランド4.0構想を説
明。
16日

▲

軍・捜査当局，貯蓄組合資金の横領
疑惑がかかるタマチャヨー前住職の身柄確保
のため，パトゥムターニー県タマカーイ寺に
立ち入り，封鎖。
17日

▲

プラユット首相，憲法起草委員会
(CDC)が再修正した憲法を国王に奏上。
20日

▲

臨時閣議，50億バー
ツ 超の国の公共事業

に際して国際競争入札の実施を義務づけ。
3月3日

▲

歳入法典に基づく勅令施行。60歳
以上の高齢者雇用への経費控除を認める。
5日

▲

日本の天皇・皇后，プーミポン前国
王弔問のためタイを訪問(～6日)。
14日

▲

閣議，タックシン元首相の2006年
SHIN コーポレーション株式売却について，
160億バー

ツ の課税と督促を行う方針を決定。
18日

▲

会計検査委員会，政治家113人の税
金申告漏れに関する資料を国税局に提出。
20日

▲

プラウィット副首相，国民的和解案
を6月までに作成・公表する予定を報告。

▲

フィリピンのドゥテルテ大統領，タイ公
式訪問。21日に首脳会談，二国間協力覚書に
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署名調印(～22日)。
21日

▲

政府，物品税修正案を承認。
29日

▲

汚職・不正行為事件刑事裁判所，タ
イ観光協会元総裁チュタマート・シリワン氏
に禁錮刑50年，娘に44年の有罪判決。
4月5日

▲

改正道路交通法を施行。車両の搭
乗者全員にシートベルト着用を義務化。
6日

▲

マハー・ワチラロンコーン国王，新
憲法に署名。「仏暦2560年(西暦2017年)タイ
王国憲法」公布。
11日

▲

閣議，中国製戦車10両を購入するた
め20億バー

ツ の予算を承認。
14日

▲

ラーマ五世王騎馬像近くに埋められ
ていた立憲革命記念の人民党顕彰プレートの
消失について報道される。
24日

▲

国防省コンチープ報道官，国内に中
国製武器の整備施設を建設する方針を報告。
海軍の中国製潜水艦購入も承認。
25日

▲

NRSA メディア改革小委員会，報
道従事者法案修正を提案。
30日

▲

プラユット首相，アメリカのトラン
プ大統領と電話会談。北朝鮮の核ミサイル開
発問題等について話し合い。
5月1日

▲

NRSA，報道従事者法案を修正。
報道従事者を免許制にする項目等を取り下げ
て法案承認。
16日

▲

国立劇場前で爆弾事件。
22日

▲

ASEANプラス6の経済閣僚会議を
ベトナム・ハノイで開催(～24日)。

▲

プラモンクットグラオ陸軍病院で時限爆
弾による爆破事件。25人が負傷。
26日

▲

政府，暫定憲法第44条に基づき
EEC における官民連携事業の手続き期間の
短縮措置を官報に公示。

▲

プラユット首相，定例の国民向けテレビ
番組で，選挙政治についての4項目の問いを
国民に投げかけ。

28日

▲

民主党元党首ピチャイ・ラッタクン
氏，次回総選挙で軍に対抗するため，民主
党・タイ貢献党を含む主要4政党による連立
構想の訴え。
6月3日

▲

NRSA ワンチャイ議員，総選挙
にむけて軍政と反タックシン派政党の連立を
呼びかけ。
4日

▲

NCPO，国民的和解を推進する対話
について，結果の要約を報告。

▲
ソムキット副首相，日本訪問。日系企業

に EEC投資を呼びかけ。7日に安部首相と
会談(～8日)。
15日

▲

タイ・中国共同開発のバンコク＝ナ
コンラーチャシーマー高速鉄道計画の実施を
加速するため，NCPO議長令30/2560号を発
令。
22日

▲

国家立法会議(NLA)，「国家戦略
法」を可決。

▲

バンコク都バンナー地区チャロン・ポカ
パン・フーズ(CPF)工場の排水処理場で死者
5人の事故発生。同工場は26日から30日間の
操業停止。
23日

▲

外国人就労管理に関する緊急勅令施
行。雇用主に，外国人労働者の正規の労働許
可証取得と福利厚生提供を義務づけ。
27日

▲

アメリカ国務省，人身取引報告書発
表。

▲

プラユット首相，警察改革委員会の人選
の終了を報告。
29日

▲

インラック前首相，籾米担保融資政
策で生じた国庫への損害5000億バー

ツ をめぐる賠
償責任の最高裁公判に出廷。
7月5日

▲

NCPO議長令33/2560号発令。外
国人就労登録に関する罰則の開始日を延長。
6日

▲

エネルギー政策監督委員会，石化石
油ガス(LPG)小売価格の自由化を決定(8月
1日実施)。
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7日

▲

ミャンマー労働省とタイ労働省，タ
イへの移民労働に関する協定を締結。
11日

▲

閣議，タイ＝中国間高速鉄道建設計
画のバンコク＝ナコンラーチャシーマー区間
について1兆7904億バー

ツ で実施する最終案を承
認。
12日

▲

政府，10年間の長期滞在ビザと医療
目的の入国ビザ延長を認める方針を発表。
13日

▲

NLA，憲法付属法である政治職刑
事訴訟法案と選挙委員会法案を可決。
17日

▲

政府，国民的和解案10項目を発表。
意見聴取のステージを設置(～20日)。
8月1日

▲

2017年憲法に基づく国家戦略法と
国家改革推進法，施行。
3日

▲

アメリカのティラーソン国務長官，
タイ公式訪問。

▲

NLA，憲法付属法である政党法案を修
正して可決。
8日

▲

内務省災害防止軽減局，7月5日～
8月7日の洪水被害について44県，約180万
人に及ぶことを報告。
11日

▲

香港特別行政区の林鄭月娥行政長官，
タイ公式訪問。
15日

▲

閣議，国家改革委員会を構成する11
分野の委員人事を承認。

▲

閣議，石油・ガス鉱区第21次入札のため，
生産物分与契約方式を導入したエネルギー省
令案を原則として認可。
18日

▲

プラユット首相，定例の国民向け番
組で，20年後のタイを世界10位以内の国際競
争力をもつ国にするとの目標を示す。
25日

▲

インラック前首相，籾米担保融資政
策における職務怠慢の罪を問う最高裁公判を
欠席。事前の国外逃亡が発覚。
9月1日

▲

改正労働保護法施行。定年退職と
定年退職者への手当支給を規定。
4日

▲

プラユット首相，BRICS 定例会議

出席のため訪中(厦門，～5日)。タイ＝中国
間高速鉄道事業の契約に調印し，10月着工を
確認。
7日

▲

プラユット首相，カンボジア公式訪
問。カンボジアのフン・セン首相と合同閣議
を開催。二重課税防止協定を締結。
11日

▲

日本の経済産業相と経済使節団，日
タイ修好130周年記念の一環でタイ訪問。
17日

▲

ドーン外相，第72回国連総会出席の
ため訪米(～24日)。
27日

▲

最高裁判所，籾米担保融資政策にお
ける不正を放置した罪で，逃亡中のインラッ
ク前首相に禁錮5年の実刑判決。
10月1日

▲

政府，国民福祉カードを導入し年
間所得10万バー

ツ 以下で低資産の国民1167万人に
配布。
2日

▲

プラユット首相，トランプ大統領と
の会談(3日)のため訪米(～4日)。
8日

▲

憲法付属法である政党法，施行。
9日

▲

運輸省，国際民間航空機関(ICAO)
による航空安全の懸念を示すレッドフラッグ
(2015年6月～)が解除されたことを報告。
16日

▲

タイ国コメ輸出業者協会，商務省の
要請により東北タイ稲作農家に1ライ当たり
200バーツ の収穫助成金拠出を発表。
25日

▲

プーミポン前国王の葬儀関連儀式始
まる(～29日)。26日に王宮前広場にて葬儀。
40カ国以上の元首，王族，外交団が参列。

▲

首相，EECの旧都市計画案を無効化し，
新案の策定を可能にするため NCPO 議長令
47/2560号を発令。
31日

▲

外務省，国外逃亡中の前インラック
首相のパスポートの失効を発表。

▲

世界銀行報告書，タイの中小企業投資に
対する利便性を評価し，タイのビジネス環境
を190カ国中26位に位置づけ。
11月1日

▲

シリチャイ労働大臣，首相の人事

2017年 重要日誌
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介入をきっかけに辞意表明。2日告示。
7日

▲

閣議，ASEAN・香港間の FTA協定
への署名を決定。
8日

▲

首相，選挙に関する新たな6項目の
問いを国民に投げかけ。

▲

首相・外相・商務相，第25回 APEC 会
議出席のため，ベトナム訪問(ダナン，～11
日)。

▲

中銀の金融政策委員会，政策金利を年
1.5％に据え置き。

▲

アユタヤ県でワゴン車転倒事故。日本人
観光客4人の死亡。
11日

▲

政府，景気刺激策として年末の
ショッピング減税を実施(～12月末)。
13日

▲

首相，第31回 ASEANサミット出席
のため，フィリピン訪問(マニラ，～14日)。
同日第9回メコン・日本サミットに出席。
19日

▲

閣議，中小企業の支援強化策として
2400億バー

ツ の長期低利融資の導入を決定。▲

タイ証券取引所(SET)株価指数，一時
1736.83ポイントまで上昇し24年ぶりの高値を記録。
24日

▲
第5次プラユット政権，発足。

27日
▲

ソンクラー石炭火力発電所建設に反
対する住民グループ，警官隊と衝突。政治集
会禁止令違反で16人が逮捕される。
28日

▲

ソンクラーでの移動閣議。南部開発
につながる運輸インフラ計画等を了承。
30日

▲

NLA，下院議員選挙法案と上院議
員選任法案を承認。

▲

プラユット首相，第5次プラユット政権
の新閣僚とともに国王前で宣誓式。
12月4日

▲

閣議，外国人就労管理に関する緊
急勅令の修正案(罰則の軽減)を原則了承し，
砂糖価格の自由化に関する法規を決定。
6日

▲

プラウィット副首相に資産虚偽報告
疑惑発生。官邸前のテレビ報道で300万バー

ツ 相
当の高級腕時計・ダイヤ指輪の着用を撮影さ

れ，国家汚職防止委員会が調査を開始。
11日

▲

タイ・インドネシア・マレーシアの
中銀，3カ国通貨の相互決済枠の運用開始
(2018年1月～)を発表。
12日

▲

外務省，11日の欧州連合(EU)外相
会議が決めたタイ・EU間の FTA交渉再開に
歓迎の意を表明。
14日

▲

日本の国土交通省，バンコク＝チェ
ンマイ間高速鉄道事業の最終報告書をタイ運
輸省に提出。

▲
アメリカ国務省の北朝鮮政策特別代表

ジョセフ・ユン氏，来訪。
15日

▲

外相，第3回メコン－ランツァン協
力外相会議に出席のため訪中(雲南)。

▲

アメリカ通商代表部(USTR)，知的財産
権に対する対外制裁スペシャル301条監督国
リストからタイを外すことを報告。
18日

▲

財務省，新たな土地・建物税の評価
基準となる公定地価を公表。

▲

BOI，EEC 特別経済区の対象業種を決
定。投資優遇策を適用。

▲

憲法擁護協会のシースワン代表，プラ
ウィット副首相の資産隠し疑惑で，副首相の
職務停止処分を要求。
21日

▲

タイ＝中国間高速鉄道計画，起工式。

▲

タイ電話公社(TOT)，2万4700村を含む
全国のナショナル・ブロードバンド・ネット
ワークの敷設工事の完了を報告。

▲

タイ観光公団(TAT)，今年の外国人観光
客数が3400万人を突破したことを報告。
22日

▲

首相，NCPOの許可を得た政党に部
分的活動の自由を認める NCPO 議長令を発
令。
28日

▲

タイ国新聞報道関係者協会，年次会
議を開催。2017年の政府によるメディア監視
を批判。
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参考資料 タ イ 2017年
●໐1 国家機構図(2017年12月末現在)
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●໐2 閣僚名簿
閣僚 プラユット政権(2014年9月4日発足，2017年11月24日第5次改造)

氏 名
首相 Prayut Chan-o-cha (Gen.)
副首相 Prawit Wongsuwon (Gen.)

Wisanu Krue-ngam
Prachin Chantong (ACM)
Somkhit Chatusriphitak

Chatchai Sarikanlaya(Gen.)＊

タ イ
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首相府大臣 Suwaphan Tanyuwatthana
＊

同上 Kopsak Phutrakun
＊

国防大臣 Prawit Wongsuwon (Gen.)
副大臣 Chaichan Changmongkhon (Gen.)＊

財務大臣 Apisak Tantiworawong

副大臣 Wisut Sisuphan

外務大臣 Don Pramutwinai

副大臣 Wirasak Hutrakun

観光・スポーツ大臣 Wirasak Khowsurat
＊

社会開発・人間安全保障大臣 Anantapon Kanchanarat (Gen.)＊
農業・協同組合大臣 Kritsada Bunrat

＊

副大臣 Lak Watchananwat
＊

副大臣 Wiwat Salayakamthon
＊

運輸大臣 Akhom Toempittayapaisit

副大臣 Phairin Chuchotthawon
＊

天然資源・環境大臣 Surasak Kanchanarat (Gen.)
デジタル経済社会大臣 Phichet Durongkhawerot

エネルギー大臣 Siri Chiraphongphan
＊

商務大臣 Sonthirat Sonthichirawong
＊

副大臣 Chutima Bunyapraphat
＊

内務大臣 Anupong Paochinda (Gen.)
副大臣 Suthi Makbun

法務大臣 Prachin Chantong (ACM)＊
労働大臣 Adun Saengsingkaew(Pol.Gen.)＊
文化大臣 Vira Rotpotchanarat

科学技術大臣 Suwit Maesinci
＊

教育大臣 Tirakiat Chreonsettasin

副大臣 Udom Khachinthon
＊

副大臣 Surachet Chaiyawong

公衆衛生大臣 Piyasakon Sakonsatayadon

工業大臣 Uttom Sawonayon

副大臣 Somchai Hanhiran
＊

(注) ＊2017年11月24日に異動。カッコ内は軍・警察における階級。
(出所) 官報を参照。

●໐3 国軍人事
国軍最高司令官 Gen.Thanchaiyan Sisuwan (2017年10月1日)
陸軍司令官 Gen. Chaloemchai Sitthisat (2016年10月1日)
(第一管区司令官) Lt. Gen. Aphirat Khongsomphong (2016年10月1日)
海軍司令官 Adm. Narit Prathumsuwan (2017年10月1日)
空軍司令官 ACM. Chom Rungsawang (2016年10月1日)
国防次官 Gen. Thepphong Thippayachan (2017年10月1日)
国防副次官 Gen. Wisut Nangoen (2017年10月1日)

Adm. Chumphon Lumphikanon (2017年10月1日)
ACM. Surasak Thungthong (2017年10月1日)
Gen. Nat Intharacharoen (2017年10月1日)

●໐4 警察人事
警察長官 Pol. Gen. Chakthip Chaichinda (2015年10月1日)
首都圏警察本部長 Pol. Lt. Gen. Chanthep Sesawet (2017年8月30日)
(注) カッコ内は任命日。
(出所) 官報および警察ウェブサイト。
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主要統計 タ イ 2017年
1 基礎統計

2012 2013 2014 2015 2016 2017
人 口(100万人，年末) 64.5 64.8 65.1 65.7 65.9 66.2
労 働 人 口(同上) 39.4 39.4 38.6 38.5 38.3 38.1
消 費 者 物 価 上 昇 率(％) 3.0 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7
失 業 率(％) 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
為替レート(1ドル＝バーツ) 31.08 30.73 32.48 34.25 35.30 33.94
(出所) タイ中央銀行(http://www.bot.or.th/)。

2 支出別国内総生産(名目価格) (単位：10億バーツ)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

民 間 消 費 6,544.1 6,746.9 6,933.4 7,012.6 7,260.4 7,538.2
政 府 消 費 2,020.8 2,113.4 2,238.1 2,352.6 2,461.5 2,532.0
総 固 定 資 本 形 成 3,335.7 3,278.3 3,262.8 3,369.9 3,484.3 3,580.0
在 庫 増 減 127.3 267.8 -98.2 -304.6 -420.7 -50.6
財・サービス輸出 8,619.9 8,797.3 9,165.2 9,444.7 9,950.6 10,533.1
財・サービス輸入 8,492.4 8,432.5 8,270.4 7,861.7 7,804.7 8,441.0
国内総生産(支出側) 12,155.4 12,771.2 13,230.8 14,013.5 14,931.5 15,691.7
国内総生産(生産側) 12,357.3 12,915.2 13,230.3 13,747.0 14,533.5 15,450.1
海 外 純 要 素 所 得 -566.2 -825.5 -680.7 -709.0 -682.4 -672.2
国 民 総 所 得(GNI) 11,791.1 12,089.7 12,549.6 13,038.0 13,851.1 14,777.9
(注) 暫定値。
(出所) 国家経済社会開発委員会事務局(http://www.nesdb.go.th/)。

3 産業別国内総生産(実質 基準年=2002) (単位：10億バーツ)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

農 業 656.0 660.6 658.7 617.4 602.3 639.9
鉱 業 237.7 242.8 238.9 244.6 247.0 235.9
製 造 業 2,596.2 2,645.6 2,647.2 2,691.2 2,753.0 2,822.7
電 力・ガ ス・水道 292.9 289.2 296.9 312.0 325.4 330.9
建 設 業 235.8 235.1 229.4 268.5 291.7 284.9
卸 売 ・ 小 売 業 1,322.5 1,333.8 1,325.4 1,388.4 1,462.7 1,555.2
宿泊・飲食サービス業 383.7 420.9 431.4 496.1 545.3 591.6
運輸・情報通信業 821.2 866.3 894.1 941.9 980.3 1,052.4
金 融 業 498.8 560.3 602.3 652.7 695.0 729.5
不 動 産 業 735.0 753.4 758.0 771.6 796.0 832.5
行 政 ・ 国 防 493.0 495.5 502.0 505.2 507.4 508.5
医療・教育・その他 663.5 687.0 705.6 720.1 743.6 765.3
国 内総生産(GDP) 8,902.8 9,142.1 9,232.1 9,510.9 9,823.1 10,206.5
ＧＤＰ成長率(％) 7.2 2.7 1.0 3.0 3.3 3.9
(注) いずれも暫定値。国家経済社会開発委員会事務局では2015年から過去すべての GDP統計を固定
基準年方式から連鎖方式に変更した。

(出所) 表2に同じ。
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4 国・地域別貿易 (単位：100万バーツ)
2014 2015 2016 2017

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 697,589.6 1,154,512.9 675,543.2 1,064,179.7 718,354.8 1,088,576.5 754,855.2 1,097,380.6
ＮＡＦＴＡ 879,403.5 522,420.1 948,260.9 522,507.0 1,004,263.9 480,272.5 1,047,086.0 558,214.9
ア メ リ カ 767,832.4 474,102.7 811,346.3 472,025.9 858,391.6 427,366.4 897,666.0 510,741.3

Ｅ Ｕ1) 751,218.4 633,177.2 740,518.6 616,453.7 773,517.0 641,566.3 803,765.2 704,237.4
ド イ ツ 145,635.0 192,327.3 144,587.1 189,138.0 156,930.4 208,153.9 166,617.0 207,686.1
イ ギ リ ス 128,804.5 90,424.1 128,543.6 86,663.1 134,942.4 71,461.4 138,290.3 100,275.7

ＡＳＥＡＮ 1,908,927.3 1,333,912.4 1,858,983.0 1,308,137.5 1,920,462.2 1,296,041.1 2,018,893.4 1,421,661.1
シンガポール 335,487.0 256,211.3 294,436.1 242,928.4 288,800.3 230,991.1 281,078.2 272,046.3
マレーシア 410,241.5 414,464.3 342,825.7 406,033.2 337,477.2 382,818.4 350,151.7 402,994.5
ＣＬＭＶ1) 664,683.8 320,281.1 751,826.9 330,918.1 780,490.0 340,126.8 851,769.4 361,213.7

中 国 806,418.4 1,251,528.3 800,893.9 1,403,176.7 833,538.0 1,490,905.6 995,474.8 1,514,987.7
香 港 405,266.4 38,648.5 399,805.4 53,571.1 402,289.9 56,613.4 416,566.8 99,101.3
台 湾 128,984.6 245,004.8 118,877.9 256,486.6 118,230.6 252,529.2 134,939.7 278,750.2
韓 国 145,242.0 277,968.8 138,216.1 239,569.3 142,750.7 258,286.6 158,192.9 276,106.3
中 東 377,252.0 944,714.4 353,980.8 622,799.6 312,591.7 517,467.7 285,979.7 644,990.6
合 計 7,311,089.0 7,403,904.8 7,225,722.8 6,906,078.4 7,550,704.1 6,888,186.7 8,008,374.5 7,629,897.8
(注) 1)EUは28カ国の合計値(クロアチア含む)。CLMVはカンボジア，ラオス，ミャンマー，ベト
ナムの合計値。

(出所) 表1に同じ。

5 国際収支 (単位：100万ドル)
2012 2013 2014 2015 20161) 20171)

経 常 収 支 -1,698.4 -4,861.1 15,224.0 32,111.4 48,237.3 48,126.5
貿易・サービス収支 4,080.9 11,413.2 27,489.8 46,038.8 60,764.0 61,666.0
貿 易 30.1 39.6 17,201.4 26,798.3 36,539.4 31,865.7
輸 出 227,655.2 227,455.3 226,623.6 214,045.8 214,250.8 235,105.7
輸 入 227,625.1 227,415.8 209,422.3 187,247.5 177,711.4 203,240.0

サ ー ビ ス 4,050.9 11,373.6 10,288.4 19,240.5 24,224.6 29,808.2
輸 送 -15,836.2 -15,203.6 -13,340.7 -9,918.8 -9,339.0 -9,834.3
旅 行 27,607.7 35,298.3 31,347.1 37,204.1 39,720.2 47,883.7

第 一 次 所 得 収 支 -18,241.1 -26,900.9 -20,993.7 -20,622.2 -19,340.6 -20,973.2
第 二 次 所 得 収 支 12,461.8 10,626.6 8,727.8 6,694.8 6,813.9 7,425.9
資 本 移 転 等 収 支 234.4 281.2 100.3 0.1 12.7 -140.9
金 融 収 支 12,790.0 -2,488.0 -15,954.7 -16,799.2 -21,022.9 -18,228.4

直 接 投 資 -1,361.5 3,814.5 -766.3 3,936.5 -10,345.8 -11,647.9
証 券 投 資 3,398.3 -4,766.4 -12,012.8 -16,508.1 -2,797.6 -2,477.7
金 融 派 生 商 品 538.8 -341.1 965.8 903.3 303.3 116.2
そ の 他 投 資 10,214.5 -1,195.0 -4,141.3 -5,130.9 -8,182.8 -4,218.9

誤 差 脱 漏 -6,061.4 2,018.8 -579.8 -9,453.3 -14,382.7 -3,800.5
総 合 収 支 5,264.7 -5,049.1 -1,210.2 5,858.9 12,844.5 25,956.7
(注) 1)2016年，2017年は暫定値。
(出所) 表1に同じ。

2017年 主要統計
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タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6641万人（2018年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　マハー・ワチラロンコーン・ボディンタラテープパヤワランクーン国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝32.31バーツ，2018年平均）
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選挙をめぐる攻防，東部経済回廊の進展
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概　　況
　2018年，国家平和秩序維持評議会（National Council for Peace and Order：NCPO）
は，総選挙実施に向け準備を進める一方，選挙後も権力を温存するための仕組み
作りに力を注いだ。 9 月に下院議員選出のための選挙法が施行されたことを受け
て，政府は下院総選挙を2019年 2 月と発表し，12月には政治活動が全面解禁と
なった。他方で，軍政もまた自らの受け皿となる政党を結成したほか，大企業と
の提携による低所得層向け生活支援策や，「持続可能なタイ主義」と称した新た
な官民協力政策を開始するなど，民心の掌握と統制に努めている。一方市民は，
政治活動自由化の前から，街頭やインターネットで選挙の早期実施と軍政退陣を
訴える活動を断続的に行っていた。世論調査ではプラユット・チャンオーチャー
首相の続投を望む声が高い一方，タクシン派政党支持者も依然として多く，選挙
の結果がその後の政治運営にどう影響するのかが注目される。
　経済面では，輸出が伸び悩んだものの，堅調な民間消費に下支えされて，前年
並みの4.1％の成長を確保した。政府が推進する経済成長戦略である「タイラン
ド4.0」やその中核事業である東部経済回廊（EEC）の具体化に向けた作業が進んだ。
立法による EEC 政策委員会・事務局の実施体制が整備されたほか，イノベーショ
ン特区，デジタル・パークなどの指定が行われた。 3 つの国際空港をつなぐ東部
高速鉄道などインフラ整備のための優先プロジェクトの入札も開始されたが，事
業者の選定など本格的な実施は2019年に持ち越された。
　対外関係では，クーデタ以降冷え込んでいた欧州諸国とは首脳外交が再開し，
インドをはじめとする南アジア諸国とも協力強化を確認した。他方で，中国との
協力もまた，政府間の政治関係構築から官民にわたる実務協力へと拡大と深化を
みせつつある。対象分野も高速鉄道建設から e コマースや電子決済システムなど
多様化し，政府間協力からビジネスベースの関係構築へと進む例が多く見られた
1 年といえよう。
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国 内 政 治

選挙関連法施行へ
　2014年の暫定政権樹立後，プラユット・チャンオーチャー陸軍司令官兼 NCPO
議長は，国軍の統治が一時的なものであることを強調し，民主化ロードマップを
提示して一連の民政復帰プロセスに取り組んだ。しかし，民政への道程は紆余曲
折を経て長引いている。新たな恒久憲法の公布は，起草のやり直しや，2016年10
月に逝去したラーマ 9 世プーミポン国王への服喪と葬儀を政府が優先したことか
ら，2017年 4 月までずれ込んだ。2017年憲法の施行後も，選挙実施に不可欠な上
下院の議員選出法案の審議は進まず（表 1 ），2018年 2 月28日には当初予定と目さ
れていた2018年11月より選挙が遅れる可能性が濃厚と報道された。2017年に成立
した選挙管理委員会法に基づく新たな選挙管理委員の選出も難航し， 3 月20日に
はプラユット首相が不適切発言を理由に，首相大権を認めた憲法第44条に基づい
て選挙管理委員長を解任するという事件が起きた。
　憲法制定の遅延とそれに伴う関連法制定の遅れ，選挙管理委員会をめぐる混乱
の末に，最後の附属法である選挙法が官報に記載されたのは 9 月12日であり，政
府は12月に選挙投票日を翌年 2 月24日と発表した。しかしその後も，2019年元日
に新国王ラーマ10世マハー・ワチラロンコーン王が戴冠式を ₅ 月に挙行すると発
表したことを受け，政府は戴冠式の準備期間を設けることを理由に，選挙の 1 カ
月延期を決定した。

政党登録の開始
　国家立法会議（NLA）で長く審議に付されていた上下院の議員選出法案は，修
正を経て 3 月 8 日に最終的に成立した。これを契機として，2018年には政党勢力

表 1　2017年憲法付属の選挙関連法案の成立状況
法案名 憲法起草委員会の草案提出 国家立法会議（NLA）承認 官報公布

政党法 2017年 4 月 3 日 2017年 8 月 3 日 2017年10月 7 日
選挙管理委員会法 2017年 4 月 7 日 2017年 7 月13日 2017年 9 月13日
上院議員選出法 2017年11月28日 2018年 3 月 8 日 2018年 9 月13日
下院議員選出法 2017年11月28日 2018年 3 月 8 日 2018年 9 月13日1）

（注）　 1 ）規定により公布から90日後に施行。
（出所）　『アジア動向年報 2018』287ページ表を基に筆者作成。
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と軍事政権双方の間で，政党政治復活に向けた攻防が繰り広げられた。
　選挙管理委員会は， 3 月 2 日に新政党の登録受付を開始した。新たな政党勢力
として，タイサミット・グループのタナトーン・ジュンルンルアンキット副社長
が「新未来党」を結党して登録した一方，軍政を支持する勢力からも，元国軍将
校のパイブーン・ニティタワン元上院議員率いる「国民改革党」，2014年のバン
コク市街占拠を指揮したステープ・トゥアクスバン元民主党幹事長の「大民衆
党」が登録した。ただし既存政党については，NCPO が2017年に発出した NCPO
議長命令53/2560号により，新規政党より 1 カ月短い期間ですべての登録手続き
を完了することが義務付けられたほか，政治活動を許可制とするなど，大きな制
約が残された。なお反軍政派であるタイ貢献党はこの命令が政党にとって不利な
内容であると主張し，違憲審査を請求したが，憲法裁判所は 6 月 ₅ 日に合憲の判
断を下している。
　 6 月25日には，プラウィット・ウォンスワン，ウィサヌ・クルアンガーム両副
首相と，新任のスパチャイ選挙管理委員長らが，73政党の代表と会合を持ち，選
挙日程，政党の政治活動解禁の時期について協議を行った。協議では，選挙実施
日は2019年 2 月24日，政治活動解禁は2018年 9 月以降とする可能性が高まった一
方， ₅ 人以上の政治集会禁止という NCPO 議長命令は当面継続することが確認
された。なお，反軍政を掲げるタイ貢献党と新未来党はこの協議をボイコットし
ている。
　 9 月12日に上下院議員選挙・選出のための法律が官報に公布されると，政府は
憲法第44条の規定に基づく NCPO 議長命令を発出し，政党の活動を一部自由化
した。これにより政党の大会開催，党員登録，党規改正・制定，党首と執行部の
選出，党支部の開設と，立候補者選出の予備選挙が可能になり，選挙に向けて各
党では立候補者と首相候補者の指名が行われた。

NCPOの受け皿政党「パラン・プラチャーラット党」
　新旧を問わず政党の動きが活発化するなか，ひときわ注目を集めたのが，新軍
政派の「パラン・プラチャーラット党」であろう。同党はプラユット首相の陸軍
士官学校の同期生であるスチャート・チャンタラチョッティクン元陸軍大将らに
より， 3 月に結党された。プラユット政権は，後述するように，同名の官民協力
政策を2016年から推進している。軍政の目玉政策と同じ名前を政党名に冠するこ
とが示すとおり，パラン・プラチャーラット党は軍事政権の受け皿政党である。
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政治活動が一部自由化された直後の 9 月29日に開かれた結党式では，ウッタマ工
業大臣やソンティラット商務大臣など，現役閣僚が入党し幹部に就任した。プラ
ユット首相自身は党員ではないものの，結党式直前の閣議で閣僚が政党に参加す
ることをとがめないとする談話を発表し，さらに2019年 1 月末には同党の首相指
名候補者として正式に登録されるなど，同党の領袖としての立場を固めつつある。
　政党組織を持った NCPO は，他党への揺さぶりをかけている。 9 月11日，
NCPO 政府は閣議で民主党所属のプティポン・プナカン元下院議員を政府報道官
に任命し，民政政府としての体裁を整えると同時に，民主党内の軍政支持派を自
陣に取り入れる意思を示した。

タクシン派勢力の対応
　他方で，海外逃亡中のタクシン，インラック両元首相らチンナワット一族に対
しては，2018年に入ってからも司法による追及が続いている。2017年に政治職者
刑事裁判に関する附属法が制定され，被告不在でも裁判開廷が可能になったため
である。最高裁判所は，タクシン元首相に対し，首相在任時の通信事業をめぐる
職権乱用（ 3 月 6 日），タイ輸出入銀行の融資をめぐる職権濫用と背任（ 7 月 4 日）
の容疑で，それぞれ逮捕状を発行したほか， 6 月 7 日には首相在任時の石油会社
TPI 社の事業更生をめぐる職権乱用で国家汚職防止取締委員会の起訴を受理し，
公判を開始した（ただしこの裁判では，証拠不十分で 8 月29日に無罪判決が出て
いる）。インラック元首相に対しても， 1 月末に司法省が過去の判決に基づき資
産約 1 億1000万バーツを没収したほか， 7 月 ₅ 日には逃亡先であるイギリスの政
府に対し，外交ルートを通じて身柄の引き渡しを要請している。
　こうした司法の追及を受けながらも，タクシン元首相は逃亡先の海外から
SNS などのメディアを通じ，政治的なメッセージをタイ国内の支持者に対して
発信し続けている。また，タイ貢献党をはじめタクシン派政党は在外中のタクシ
ンから指示を受けているといわれており，選挙管理委員会はこれを選挙法違反の
疑いありとして問題視している。こうした事態をふまえ，国内のタクシン派勢力
は，主要政党であるタイ貢献党のほかに「タイ護国党」「タイ市民の力党」など
の分派政党を結成して勢力を分散し，憲法裁判による解党処分で自陣営が「全
滅」することを避ける戦略で選挙に臨もうとしている。
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市民による反軍政運動と有権者の反応
　12月11日，政府は下院議員選挙法の施行にあわせて「国民と政党の政治活動に
関する NCPO 議長命令22/2561号」を発出し，政治活動をほぼ全面的に自由化し
た。 ₅ 人以上の政治集会の禁止，政党法や各種の憲法附属法の執行猶予，政府に
呼び出され，出頭した者に対する行動制限などが廃止された結果，各政党は選挙
に向けた準備を本格化させた。他方で，一般市民は同命令が発出される以前から，
厳しい制限下で政治活動を続け，選挙の早期実施と軍政への批判を訴えていた。
上下院議員選出にかんする法律が成立する前の 1 月25日には，以前から軍政によ
る汚職疑惑追及を訴えていたタマサート大学の学生グループらが，バンコク市内
の交差点で民主主義の復活と下院総選挙の早期実施を訴える政治集会を行い，警
察に告発された。 2 月前半には，プラウィット・ウォンスワン副首相の汚職疑惑
追及などを訴える集会が散発的にバンコク市内で続き， 2 月10日には民主記念塔
で学生など500人が集会を開いた。 3 月24日には，タマサート大学の学生グルー
プが率いる300人が選挙の11月実施を訴えて陸軍司令部に向けて行進し，一時は
官憲ともみ合う騒ぎとなった。クーデタ 4 周年を控えた ₅ 月21日には，タマサー
ト大学構内で1000人を超える人々が集まった。集会参加者は，翌日校門を出て首
相府へ向かおうとしたところを警官に阻止されて小競り合いになり，一部で負傷
者が出たほか，指導者は警察に拘束された（24日に保釈）。
　その後も集会が厳しく制限されるなかで，国民の耳目を集めたのが，10月22日
に YouTube で公開された軍政批判のミュージックビデオである。「プラテート・
クー・ミー」（俺の国にあるのは）と題したこの動画は，ヒップホップ・プロジェ
クト「軍政に反対するラップ」（RAD）が製作し，軍事政権下で起きた出来事を
痛烈に批判していた。一日で飛躍的にアクセス数を伸ばしたこのビデオに対し，
10月26日にシーワラー国家警察副長官が，アーティスト，ビデオ制作者だけでな
く SNS 上でビデオをシェアした人々まで，コンピューター関連犯罪法違反の可
能性があると談話を発表した。しかし，当局が動いたことでかえってビデオは評
判を呼び，26日中にタイの iTunes チャートで 1 位を獲得し，公開から 1 週間で
2000万回再生を突破した。社会からの予想外の反応を受け，警察副長官は30日に
自身の発言を撤回するに至っている。
　軍事政権と政党，市民の間で選挙をめぐる攻防が繰り広げられるなか，有権者
の反応は複雑な様相を呈している。タイの世論調査で知られる国立行政開発研究
院（NIDA）は，11月20～22日に全国の18歳以上のタイ人を対象（回答者1260人）に
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調査を実施した。それによると，タクシン系政党であるタイ貢献党を支持すると
した人が全体の31.8％を占め，親軍政派のパラン・プラチャーラット党（19.9％），
反タクシン・反軍政を掲げる民主党（17.0％），反軍政の新未来党（15.6％）がそれ
に続く。政党レベルでは，反軍政への支持が大半を占めていることがわかる。
　しかし，首相候補者の支持を見ると状況は異なる。同様に NIDA が行った調査
では，タイ貢献党の筆頭首相候補であるスダーラット・ゲーユラパン氏が肉薄し
つつあるものの，パラン・プラチャーラット党の首相候補者となったプラユット
首相がほぼ一貫して最も多く支持されている（図 1 ）。さらに2017年に制定された
恒久憲法は，政党が推薦する候補者から首相を指名できなかった場合，非民選の
候補を指名すると定めており，その方法でプラユットが首相となることもありえ
よう。

「持続可能なタイ主義」計画
　総選挙に向けて体制を整える一方で，NCPO 政府は草の根の経済対策による民
心掌握にも力を注いだ。政府は2016年から「プラチャーラット」と称した官民協

図 1　首相候補者として望ましいのは誰か？という問いへの回答の推移

（出所）　NIDA Poll “Prachachon yakdai khrai pen nayokrattamontrikhontopai 
tamkotmaikanleuktangpajuban khrang thi hok” （人々は現行選挙法の下で誰
に次期首相になってほしいか？第 6 回）（http://nidapoll.nida.ac.th/file_upload/
poll/document/20190118052024.pdf，2019年 2 月 1 日アクセス）を基に筆者作成。
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力による経済政策を推進してきた。その一環として2017年10月に始まった低所得
者支援のための福祉カード支給政策は，開始から 1 年を過ぎた2018年末までに，
タイの総人口のおよそ 2 割に当たる約1450万人が受給した。2018年 3 月には閣議
で計画の第 2 フェーズとして職業訓練を条件とした福祉カードへ総額100億バー
ツを入金することを決定したほか，11月にはカードを新たに310万枚追加発給す
ることを決定した。さらに同時に，受給者への水道光熱費補助や一人当たり500
バーツ（高齢者にはさらに一人1000バーツ）の追加給付など，総額500億バーツの
追加支出も閣議で承認している。新規支給の決定が 9 月の下院選挙法施行直後
だったことなどから，識者や他の政党はこれらの政策が「選挙対策のためのバラ
マキ」にほかならないと批判している。
　さらに NCPO は，「持続可能なタイ主義」と称する新たな官民対話のための政
策に乗り出した。 2 月 9 日にプラユット首相がすべての省庁や国軍，各県のトッ
プを集めて示したこの政策は，「社会調和の促進」「低所得者の支援」「よりよい
生活」「充足経済の実現」「良き市民としての意識啓蒙」「政府の役割に対する理
解促進」「タイ的民主主義を知る」「技術や知識の普及」「麻薬問題の解決」「政府
機関すべての任務遂行支援」の10の目標を掲げ，公務員がタイ全土で国民の要望
を聞き，それに基づいて政府が解決策を立案実行するというものである。のちに
政府が発表した計画によると，「持続可能なタイ主義」政策は（1）低所得者向け福
祉カード保有者の生活改善計画（財務省担当，予算約211億バーツ），（2）農業部門
改革（農業・協同組合省担当，約243億バーツ），（3）地域コミュニティ支援を通じ
た地域経済開発（内務省担当，約504億バーツ）の 3 つの戦略からなる。（3）の地域
経済開発には一件20万バーツの村落基金が含まれ，政府の基準を満たした計画を
提出した村落に支給される。
　政府は 2 月21日には政策の第 1 フェーズとして，内務省が国民へのニーズ聞き
取り調査を開始（～ 3 月20日）， 3 月には第 2 フェーズとして意見の取りまとめを
行い， 4 月に第 3 フェーズとして住民との協議， ₅ 月に最終フェーズである計画
策定を実施した。その結果，地域コミュニティごとの地域経済開発計画は約73万
件が提出されたが，そのうち支給基準を満たすものは一割程度にとどまった。政
府は「持続可能なタイ主義」政策が民意の聴取のための政策だとして積極的に推
進しているが，識者や政党政治家からはこれがタクシン政権時代の村落基金を踏
襲したバラマキ政策の一種にすぎず，その真意は国民や官僚組織への統制を強化
することにあるという批判も出ている。
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「20年国家戦略」の政治的影響
　「20年国家戦略」は，成立後20年にわたり広範な分野での改革を，選挙後も一
貫して行うための法的拘束力を持った計画である。具体的には，（1）国家安全保
障の重視，（2）国家競争力強化，（3）人的資源開発，（4）格差是正と社会平等の実
現，（5）行政機構改革，（6）環境に配慮した経済成長の 6 点を目標として掲げ，20
年間で経済成長年率平均 ₅ ％を維持し，最終的には国民一人当たり所得を 1 万
5000ドル以上に引き上げることを定めている。同計画は，2017年憲法によってそ
の策定が定められ，2018年はその具体化と法制化が焦点となった。まず政府は計
画の法制化に先立ち，6 月12日に既存の国家経済社会開発委員会事務局（NESDB）
を国家経済社会開発会議（NESDC）に改組する法案を NLA に提出した（実施は
2018年12月29日以降 NESDC に改称）。NESDC は20年国家戦略を専門的に担う機
関として予算，人員ともに拡充し，計画策定のための専門研究機関を設置した。
　 6 月15日には，内閣から20年国家戦略案が NLA に提出され，特別検討委員会
による審議を経て 7 月 6 日に賛成179票の賛成多数で可決された。10月13日に官
報に掲示された計画に基づき，11月26日には同計画実施のための専門委員会「国
家改革・国家戦略・国民和解推進委員会」が設置された。
　「20年国家戦略」の法制化と実行組織設置により，数年来の政治混乱に振り回
され，具体化が遅れてきた長期的な開発計画実施の道筋がようやくつき，今後の
政治体制移行を経てもその一貫した実施が可能になったと考えることもできよう。
他方，政治的には総選挙の後も NCPO の意向が制度として残ることから，タイ
貢献党や民主党，新未来党などの政党勢力は，選挙後の20年国家戦略の廃止を唱
えている。こうした事情から，20年国家戦略が選挙後の新たな争点となる可能性
も否定できない。他方で政府は， 4 月17日にパランチョン党党首のソンタヤー・
クンプルーム党首を首相顧問に就任させることを閣議で決定した。その後 9 月に
は，憲法第44条を使ってソンタヤー氏をチョンブリー県パタヤー市長に任命して
いる。チョンブリー地方を支配する地方政治閥のクンプルーム一族を味方につけ
ることで，東部経済回廊計画（「経済」の項にて詳述）など，20年国家戦略を含む
選挙後の政策運営を円滑にすることをねらった措置といえよう。 （青木）
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経 済

堅調な民間消費により下支えされるタイ経済
　2018年の実質国内総生産の成長率は4.1％となり，前年の4.0％をやや上回る成
長を維持した。最低賃金引き上げ（ 4 月 1 日施行），バーツ高などの影響が懸念さ
れたが，堅調な民間消費に下支えされたほか，インフラ整備事業の一部着工など
が寄与した。為替は年初にバーツ高が進んだが，年平均では前年比 ₅ ％程度の
バーツ高となった。2018年のインフレ率は1.0％で，2017年の0.7％から上昇した。
　2018年の輸出はバーツ建てで前年比1.1％の微増にとどまった。日本，ASEAN

（とくに CLMV）向けの輸出が拡大した一方，その他地域への輸出は減少した。
輸入は6.7％増で，経常収支は，GDP 比7.4％の黒字となった。対中輸出はドル
ベースでみると前年比0.1％増であるが，バーツ建てでは -3.0％であった。米中
貿易対立の影響はまだ顕著とはいえないが，今後の影響の拡大が懸念される。タ
イ証券取引所（SET）によれば，2018年末の SET 指数は1563.88で，2017年末と比
べて10.8％下落した。中央銀行（BOT）の金融政策委員会は2015年 4 月以来，政策
金利を1.50％に据え置いてきたが，2018年12月に0.25％引き上げて1.75％とした。
失業率は1.1％と依然として低い水準にある（2017年1.2％）。
　生産面から実質国内総生産をみると，観光に関連する宿泊・飲食（前年比7.6％）
の伸びが最も大きく，卸売・小売（7.3％），運輸・通信（6.3％）が続く。農業

（5.0％）も堅調であるが，価格下落のために農家収入は伸び悩んだ。製造業は
3.0％にとどまる。
　観光は海外・国内とも堅調に増加している。観光・スポーツ省によれば，2018
年の外国人訪問者数は3828万人で前年比7.5％増加した。国別でみると東アジア
が68.1％と最も多く，そのうち中国（27.5％）と ASEAN（26.9％）が主流である。中
国人観光客が多数死亡したフェリー事故の影響もあり，中国人観光客の伸びはや
や鈍化した（前年比12.0％［2017年］から7.4％［2018年］）。

具体化に向けて動き出したタイランド4.0と東部経済回廊
　2018年は現政権が進める「タイランド4.0」の具体化に向けた作業が進展した。
タイランド4.0は，デジタル経済に即した新たな産業育成を通じた高度成長によっ
て先進国入りすることを描くもので，憲法規定に基づき策定された国家戦略の中
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心となる概念である。タイランド4.0では，経済社会のデジタル化に即した新産
業を外資の誘致政策も利用して育成することを目指し，国際的競争力を強化する
10業種の「ターゲット産業」を指定している。初期段階においては，タイ経済の
強みを発揮できる既存産業である次世代自動車，スマート・エレクトロニクス，
医療健康ツーリズム，農業・バイオテクノロジー，未来食品の ₅ 業種をターゲッ
ト産業に指定し，次の段階で新たにロボット産業，航空・ロジスティックス，バ
イオ燃料とバイオ化学，デジタル産業，医療ハブの ₅ 業種の育成を図る。
　タイランド4.0の中核となっているのが東部のチャチュンサオ，チョンブリー，
ラヨーンの 3 県を対象とする東部経済回廊（Eastern Economic Corridor：EEC）開発
構想である。この地域は東部臨海工業地域としてすでに自動車産業や石油化学な
どの産業集積が進むが，それをベースに新たな産業育成の基盤へと変えていこう
とするものである。具体的には，イノベーション特区，デジタル・パークなど奨
励区の指定やインフラ整備事業を含む。
　政府は，2017年 1 月の NCPO 議長命令によって，首相を委員長とする「EEC
政策委員会」を発足させ，その計画の具体化に先行して取り組んできた。予定さ
れる民政復帰後の政策の継続を明確にする意図もあり，EEC の実施体制をより
恒久的なものとするための，「東部特別開発区法」が NLA により2018年 2 月 8
日に可決され， ₅ 月に公布された。なお，タイ語では特別開発区に名称が変更さ
れているが，英文では EEC が用いられている。同法による新たな EEC 政策委員
会は，首相を委員長とし，副首相 1 人（副委員長），13省の大臣（国防，財務，農
業・協同組合，運輸，デジタル経済社会，天然資源・環境，商務，内務，労働，
科学技術，教育，公衆衛生，工業），予算局長，NESDB 長官，投資委員会長官
など主要行政機関と，タイの主要経済団体であるタイ商業会議所，タイ工業連盟
およびタイ銀行協会のトップ， ₅ 人以下の有識者で構成される（10条）。EEC 政
策委員会の決議はそれに代表を送る省および政府機関を拘束するほか，委員会の
決定等について閣議で異論がないときは内閣の承認とみなされることが法律で明
示され，同委員会による意思決定の迅速化が図られている。EEC 政策委員会事
務総裁には，指定される奨励区内における土地埋立，建物保護，商業登記，機械
登録，土地改革，外国人就労，労働，公衆衛生等の法律上の許認可権限が付与さ
れるなど強力な権限が与えられている。
　EEC のプロジェクトの迅速な実施のための制度的課題として浮上してきたの
が，官民連携（PPP）と環境健康影響評価である。政府は，EEC プロジェクトの 6
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割を PPP 方式によって民間資金を利用することを表明している。PPP 案件の審
査については，2013年制定の「国の事業への民間共同投資」法（以下，PPP 法）に
基づき，首相を委員長とする PPP 政策委員会が審査・承認を行うことになって
いた。通常の PPP 案件の審査が20カ月かかることから，審査を優先的に行い 8
カ月程度で完了するファーストトラックを設け，EEC 関連の主要事業にはファー
ストトラックが適用されている。さらに，EEC 法では，EEC 政策委員会による
審査・承認を PPP 政策委員会によるものとみなす規定が置かれる。さらに，政
府は PPP の審査手続の迅速化のため，PPP 法の全面改正を進めた（新 PPP 法は
2019年 3 月に公布）。PPP 以外にも民間資金を活用するため，政府主導で「タ
イ・フューチャー・ファンド」が設けられた。EEC に関係する環境影響評価に
ついては，国家環境委員会の下におかれる特別専門家委員会が120日以内に完了
すべきことが定められた。外国資本についていえば， 4 月19日にアリババ集団の
ジャック・マー会長が来訪し，協力覚書をタイ政府と締結した。アリババは
EEC を中心に電子商取引，観光，人材育成，中小企業支援に関する約110億バー
ツの投資計画を発表した。26日には自社のネット通販プラットフォームを使って
タイのドリアン 8 万個を 1 分間で販売し，その圧倒的な影響力を印象づけた。ア
リババのほかにも，中国ネット通販企業の京東集団や通信機器メーカーの華為技
術（ファーウェイ）といった中国企業が EEC への投資と政府との協力を進めてい
る。
　2018年には，旧政策委員会による24の「奨励区」の指定が行われた。第 1 に，
ウータパオ国際空港のハブ化を中心とする航空都市（エアロポリス）構想である

（東部特別経済回廊奨励区）。海軍が所有するウータパオ空港はラヨーン県に位置
し，国際空港としての運用がすでに始まっているが，ターミナルの増設などで旅
客取扱能力を拡大し，ハブ化することをねらう。同空港の周辺の1040万平方メー
トルの土地に航空機の MRO（Maintenance， Repair， Overhaul）や人材育成施設など
を整備することを計画する。第 2 に，イノベーション特区（東部特別経済回廊イ
ノベーション振興区：EECi）をラヨーン県のワンチャン・バレーとチョンブリー
県シーラーチャーのスペース K・リノベーション・パークにおく。第 3 に，デジ
タル基盤の確立のためのハブとなる「デジタル・パーク」（デジタル産業・イノ
ベーション奨励区：EECd）をシーラーチャーにおく。第 4 に，ラヨーン県マープ
タープット地域内に設置されるスマートパークである。このほか， 3 県に所在す
る工業団地が奨励区に指定された。なお，奨励区は EEC 法では「特別経済奨励
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区」へ名称が変更された。
　政府は EEC で計画されるインフラ整備事業などのうち，とくに次の ₅ つの事
業を年内に具体化することに力を注いだ。（1）スワンナプーム，ドーンムアン，
ウータパオの 3 つの国際空港をつなぐ高速鉄道，（2）ウータパオ空港拡張，（3）航
空機 MRO 事業，（4）レムチャバン港の第 3 期拡張，（5）マープタープット港の第
3 期拡張である。これら事業は，EEC 政策委員会および閣議で了承され，入札
手続きが開始された。とくに EEC 関連のインフラ事業の第一弾となる東部高速
鉄道については，アグロインダストリーの CP グループを中心とする CP コン
ソーシアムとバンコク都内の高架鉄道を運営する BTS グループを中心とする企
業連合との一騎打ちとなったことで注目を集めたが，事業者の選定は2019年に持
ち越された。
　EEC 以外でも2015年にまとめられたインフラ整備計画に基づくインフラプロ
ジェクトがタイ国内で進められている。バンコクにおける高架鉄道，地下鉄の新
設・延伸や主要な鉄道の複線化事業，モーターウェイなど高速道路の整備などの
プロジェクトがあり，2016，2017年に了承された事業ではすでに着工されたもの
もある。日本が支援するバンコク＝チェンマイ間の高速鉄道については，タイ側
で事業費を少なくするため想定される速度を下げる案が検討されていたが採用さ
れなかった。他方，中国が支援するバンコク＝ノーンカーイ間の高速鉄道は，第
1 期工事（バンコク＝ナコンラーチャシーマー間）で先行するが，中国側との協議
がはかどらず，進展が遅れていた。
　EEC などの主要インフラ事業への PPP 方式による民間の参加が予定どおりに
進むかは今後見ていく必要がある。
　投資委員会（BOI）によれば，2018年の投資奨励措置の申請数は1626件（申請ベー
スで9017億7000万バーツ）であった。そのうち6800億バーツが EEC 関連のもので
あり，申請の84％が目標産業に対するものであった。EEC は投資家の関心を呼
び込むことに成功したといえよう。

外国人労働者政策
　少子高齢化が進むタイは，周辺国からの外国人労働者に大きく依存している。
現政権は，2014年以来，国内の外国人不法就労者の正規化を進めてきた。労働省
統計によれば，2018年12月末の就業許可のある外国人212万人のうち，ミャンマー，
カンボジア，ラオス国籍の労働者は，各国との MOU に基づく91万人，国籍証明
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による登録済み95万人，国境パスによる 3 万7000人である。一定の成果をあげた
ものの，まだ国内には法的文書を保持しない外国人が多くいるとみられる。政府
は国籍証明の期限を 6 月末とし，未登録の外国人労働者の摘発なども行われた。
その一方で猶予措置も延長され，その対象となる 3 国の労働者は120万人いると
する。
　また，2017年 6 月に制定された「外国人就労緊急勅令」は，外国人就労に関す
る基本的な法令となっているが，手続が煩雑で，罰則が厳しすぎるなどの問題点
があったことから，2018年 3 月に大幅な改正が行われた。迅速性を重視した緊急
勅令による制定が裏目に出たといえよう。一口に外国人就労といっても，低スキ
ル労働者，企業内転勤，高度人材受け入れなどさまざまなニーズがあり，法規制
は舵取りが難しい。改正法においても外国人労働者の上限を20％と定めたことに
は批判が生じた。外国人に就労が禁止され業種の見直しも議論されたが，実現し
なかった。
　他方，EEC などに関連して先端分野における高度人材の受け入れを促進する
ため，「スマートビザ」が 2 月 1 日より実施された。対象は，高度専門家（T），
投資家（I，最低投資額2000万バーツ），上級経営陣（E，最低月給20万バーツ），ス
タートアップ事業者（S）とされる。ビザの期間は 4 年間（T，I）で，在留外国人に
求められている90日ごとの滞在地届出が 1 年ごとで済むなどのメリットが与えら
れる。
 （今泉）

対 外 関 係

概況
　2018年のタイの対外関係を一言で表すならば，「全方位外交の復活」であろう。
民政復帰や人身取引といった問題に見通しがつき始めたことから，これらの案件
を問題視していた欧米諸国との関係は，障害がなくなり回復が進んだ。イギリス
やフランス，オーストラリアといった国々との首脳級交流がクーデタ後初めて行
われ，タイとの友好と経済関係強化を確認した。また，中国の影響とバランスを
とるかのように，インド，スリランカ，ブータンといった南アジア諸国との首脳
外交や，経済連携協定交渉について協議が進んだことも着実な成果といえよう。
近隣のインドシナ半島諸国とは，2000年代以降に多国間協力枠組みを通じて関係
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を強化してきたが，2018年もメコン－ランツァン協力（LMC）や，日メコン協力
などの枠組みを通じた経済・社会協力が進められた。
　近年急速に接近したといわれる中国とは，政府間の政治的関係構築から民間企
業を巻き込んだ経済実務協力や，企業間での合弁事業やビジネス協力へと関係が
拡大，深化しつつある。協力の内容も，鉄道建設から e コマースや電子決済シス
テムなど多様化し，援助からビジネスベースの関係構築へと進んでいる。
　日本とは，日メコン開発における開発パートナーとして地域のインフラ開発を
共に担うほか，EEC 開発，7 月にタイが参加を表明した環太平洋パートナーシッ
プに関する包括的及び先進的な協定（Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership：CPTPP/TPP11）をめぐる協力を確認した。

人身取引問題への取り組みと課題
　人身取引は，クーデタ後に NCPO と欧米諸国との関係構築を阻んでいた問題
のひとつであった。NCPO は，違法漁業問題対策を通じた強制労働の摘発や，非
正規移民の正規化といった対策に取り組んだ結果，こうした政策努力は欧米諸国
から評価を受けつつある。 ₅ 月18日に国際労働機関強制労働条約2014年議定書を
NLA で批准し，同議定書が義務付ける強制労働防止法を閣議で原則認可した。
こうしたタイ側の努力をふまえ，例年アメリカ国務省が発表する「人身取引報告
書」は，タイに対する評価を過去 2 年間続いた「第 2 段階要注視」から「第 2 段
階」へ格上げした。
　他方，人身取引問題の中で依然として国際社会の注目を集めているのが，ミャ
ンマーから流出するロヒンギャの処遇である。タイでは2014年にロヒンギャに対
する組織的な人身取引事件が発覚し，政府は国内外から大きな非難を受けた。そ
の後ロヒンギャの漂着は減っていたが，2018年 3 月30日に南部グラビー県の島に
ロヒンギャ56人を乗せた船が漂着した。地元当局は上陸を許可せず，水や食料を
与えてマレーシアへ出航させた。この対応について，国連難民高等弁務官事務所

（UNHCR）はただちにタイ政府を非難している。また，ロヒンギャ問題解決のた
めの国際諮問機関委員を兼任していたコーブサック首相府相は，同機関の実効性
に疑問があるとして， 7 月21日に委員を辞任している。ロヒンギャへの処遇は
ミャンマーをはじめ，マレーシア，インドネシアなど他の ASEAN の国々にとっ
ても大きな課題となっており，2019年に ASEAN 議長国を担当するタイが，当事
国のひとつとして今後この問題をどう取りあげるのかが注視される。
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欧州，オーストラリア，アメリカとの関係改善
　クーデタ後に冷え込んだ欧米諸国との関係は，2017年末までに改善に向かいつ
つあった。2017年にタイ政府が行った違法操業漁船問題対策を契機として，同年
12月に欧州連合（EU）がタイとの外交関係を再開する決定を下した。2018年もそ
の流れにのり，欧州主要国と首脳レベルでの相互訪問が実現した。 2 月には，イ
タリアのモンティ外相，イギリスのジョンソン外相，フランスのルモワンヌ副外
相が相次いで来訪し，ドーン外相やプラユット首相との会談を行った。この際に
ジョンソン英外相はプラユット首相へイギリス訪問を打診し，これを受けて 6 月
20日にはプラユット首相が閣僚や経済界の代表を伴う大訪問団を結成して，イギ
リスおよびフランスを歴訪し，両国の首脳と会談を行った。
　また 3 月には，オーストラリアで開催された ASEAN・オーストラリア特別首
脳会議にプラユット首相が出席し，その前日にオーストラリアのマルコム・ブラ
イ・ターンブル首相とクーデタ以後初となる二国間首脳会談が行われた。
　アメリカとの関係は，トランプ政権成立以後にプラユット首相の訪米と首脳会
談が実現するなど，2017年中に大きく改善した。2018年には，タイ米軍事演習を
基軸とした多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」が例年どおり実施され， 6 月に
はタイ米間で懸念のひとつであった人身取引問題について，アメリカ国務省がタ
イ側の努力を認め報告書での評価を上げるなど，政治的には順調な関係を築きつ
つある。対照的に経済面では，保護貿易化を進めるアメリカ政府に対し，タイは
実務レベルで慎重な対応を進めている。2017年には対米貿易の収支を検証するレ
ポートを送ったほか， 3 月20日に商務省外国貿易局が鉄鋼・アルミ輸入制限措置
のタイへの適用を除外するよう申請している。直接的な影響については慎重な一
方，米中の貿易対立の影響について，タイの経済閣僚や官僚は楽観的にとらえて
いる。政府はアメリカの対抗関税を回避しようとする中国や日本といった国々に
商機を見出し，これらの国々に対しタイの EEC へ投資するよう積極的に働きか
けている。

南アジア諸国との関係構築
　1990年代末から2000年代初頭にかけて，タイが南アジア諸国との多国間協力や
二国間自由貿易協定（FTA）の締結に積極的になった時期がある。その後，タイの
国内政治混乱のなかでこれらのイニシアティブは停滞していたが，近年再びイン
ド，バングラデシュ，スリランカ，ブータンといった国々との首脳外交や FTA
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交渉開始の動きが活発化している。2018年は， 1 月25日にニューデリーでプラ
ユット首相とモディ・インド首相の二国間首脳会談が行われた。同会談は
ASEAN・インド特別首脳会議の合間に持たれ，タイが ASEAN とインドの物理的，
外交的な橋渡し役となり，「インド太平洋協力の要となる」という点を繰り返し
強調していた点は注目される。
　 3 月15日には，バングラデシュのアブル・ハッサン・マームード・アリ外相と
プラユット首相がバンコクで会談を持ち，FTA 交渉開始で合意した。 ₅ 月 2 日
にはコーブサック首相府相が官民の代表を率いてバングラデシュを訪問し，「バ
ングラデシュにとっての東南アジアの玄関口」として同国への産業開発支援を約
束している。
　プラユット首相は， 7 月にはスリランカ（12～13日），ブータン（19～20日）を歴
訪し，スリランカとは2016年に開始で合意していた戦略的経済連携協定の第 1 回
交渉を開催している。なお交渉は年内に第 3 回会合まで開かれた。 8 月30日には
ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアティブ（BIMSTEC）の第 4 回首脳会議（カ
トマンズ）が開催され，プラユット首相は加盟国間の連結性強化を訴えるスピー
チを行った。

中国：一進一退の鉄道協力と飛躍する民間ビジネス協力
　2018年は南アジア諸国との「インド太平洋」をキーワードとした関係強化が進
んだが，それはタイに対する中国の影響が相殺されたことを意味しない。むしろ
中国とタイとの関係は，政府間外交を越えて官民，あるいは民間企業同士の実務
的連携へと深化，拡大しつつある。11月 7 日，タイと中国の両政府は，包括的経
済連携枠組協定に調印した。
　国内外で注目を集める高速鉄道整備計画は，2017年に憲法44条によってタイ側
の人事制度を刷新してスピードアップを図った結果，年末には起工式を行うに
至った。2018年は， 2 月26日に EEC 政策委員会が承認した 3 空港連結高速鉄道
計画（総工費約2200億バーツ，総延長220キロメートル）とその入札過程が注目を
集めた一方，ラオスからバンコクまで南北を結ぶ路線（バンコク＝ナコンラー
チャシーマー［コーラート］＝ノーンカーイ）については中国側とタイ側で調整
が難航している。
　東部高速鉄道は，スワンナプーム，ドーンムアン，ウータパオの 3 空港を連結
し，EEC の大動脈とするべく計画された EEC の目玉事業のひとつである。タイ
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政府は，民間企業に対する国際入札の形で出資を募ったところ，11月には CP グ
ループを中心とする CP コンソーシアムと，BTS グループを中心とするグループ
のいずれかが落札する見通しが高まった（「経済」の項参照）。CP コンソーシアム
には，中国鉄道建設公司，中信集団，華潤集団，中国中車青島四方機車車輛と
いった中国企業のほか，当初は伊藤忠商事，日本の国際協力銀行，海外交通・都
市開発事業支援機構が参加しており，日中協力による海外でのインフラ建設の最
初の例となる期待が高まった。しかしながら，2019年 1 月現在も具体的な日本企
業の参加は見られず，中国とタイの企業が担う可能性が濃厚である。
　ノーンカーイからバンコクを結ぶ高速鉄道の建設では中国側の出資条件や設計
図の仕様をめぐり交渉が難航し， 6 月 1 日に開催された第24回中タイ高速鉄道計
画実務者協議は，工事遅延時の補償をめぐって物別れに終わった。またタイ側が
単独で建設する予定のバンコク＝コーラート間の計画は大幅に遅れており，事態
を重く見たソムキット副首相が，10月 8 日に関係者へ進行を急ぐよう指示した。
　2018年，タイ中間で飛躍的に増えたのは，むしろ e コマースや技術協力など他
分野における民間企業との連携であろう（「経済」の項参照）。

メコン諸国との協力と日本
　2018年，タイはイラワジ・チャオプラヤ・メコン経済協力戦略会議（ACMECS）
の議長国として首脳を含む閣僚級の会議を主催した。ACMECS は，2003年から
タイが独自の開発支援枠組みとして提唱，推進してきたものである。 6 月16日に
開かれた首脳会議で，タイはインフラ整備協力の推進などを盛り込んだ2023年ま
での中期計画（マスタープラン）を提出し，採択された。さらにプラユット首相は，
インフラ開発のための ACMECS 基金を創設することを提案した。これはタイ政
府が出資金を拠出し，日本やほかの開発パートナーからの援助の受け皿となるこ
とを目指すものである。
　メコン地域では，中国がメコン－ランツァン協力（LMC）を通じて100億ドルを
超える融資を約束していることに加え，二国間でもメコン流域諸国への借款を
行っている。その結果カンボジア，ラオスといった国は中国からの融資の割合が
高まり，いわゆる「債務の罠」に陥る可能性も指摘されている。ACMECS 基金
は，こうしたメコン地域諸国の中国への依存状況を軽減する可能性を持つ。
　日本はこうしたタイ政府の動きを積極的に評価し，10月に行われた日メコン首
脳会議で採択した「東京戦略2018」で，ACMECS と日メコン協力の支援を謳っ
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たほか，安倍首相とプラユット首相の二国間会談でも ACMECS 基金への日本の
支援を確認している。 （青木）

2019年の課題
　タイにとって2019年の最大の政治課題は，下院総選挙の実施と首相選出である。
2019年元日の国王による突然の戴冠式日程の通知により，すでに選挙日程は当初
の 2 月24日から 1 カ月延期となった。さらにその後，タクシン派政党タイ護国党
によるウボンラット王女の首相候補擁立をめぐる混乱のために，一時は選挙の実
施自体が危ぶまれた。NCPO はパラン・プラチャーラット党を通じて選挙戦に加
わり，選挙によって選ばれた政府となることを目指しているものの，選挙プロセ
スの進展次第では，たとえ選出されたとしてもその正当性に疑義が示されかねな
い。
　経済面では，中国経済の減速や貿易摩擦に伴い不安定化する世界経済に対応し
ていくためにも，「タイランド4.0」の具体化がより求められるだろう。そのため
には外資を含む民間資金・技術や高度人材の確保がなお課題となる。PPP 方式で
あれ，フューチャー・ファンドであれ，主要なプロジェクトを軌道に乗せること
で民間の信頼を確保することが課題となるだろう。また，人材確保のためにも外
国人就労の法規制はまだ検討の余地が残るように思われる。
　また，2019年はタイが ASEAN の議長国となる重要な年である。ASEAN の議
長国は，アジェンダを設定し，関係国の意見を取りまとめるうえで非常に重要な
役割を担う。ロヒンギャ問題をめぐっては，欧米諸国と ASEAN 内当事国との関
係をいかにハンドルするのかが問われるだろう。南シナ海領有問題についても，
中国に近い立場をとるといわれる国々と，領有権をめぐって対立する国々との利
害をどう調整し，ASEAN として文書をまとめ上げるのかが焦点となる。「全方
位外交」に復帰しつつあるタイが，ASEAN という場でその外交的手腕をどのよ
うに発揮するのかが，大いに注目される。

（青木：地域研究センター）
（今泉：新領域研究センター）
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1 月 9 日 ▼タイ中銀と中国人民銀行，人民元
決済制度整備で合意覚書。
10日 ▼プラユット首相，メコン－ランツァ

ン協力第 2 回サミット出席（プノンペン）。
22日 ▼ヤラー県の市場で爆弾テロ。死傷者

21人。
25日 ▼ 国家立法会議（NLA）特別審議委員

会，下院議員選出法案を修正のうえ可決。

▼プラユット首相，ASEAN・インド首脳
会議出席。モディ首相と二国間首脳会談。

▼バンコク市内で選挙実施を訴える学生デ
モ（～27日）。
29日 ▼ソンクラー県の石炭火力発電所建設

計画に反対する住民が首相府前で抗議デモ。
30日 ▼内閣， 4 月からの最低賃金引き上げ

と事業者支援を決定。
31日 ▼司法省，インラック元首相の資産約

1 億1000万バー
ツ　を押収。

2 月 1 日 ▼東部経済回廊（EEC）政策委員会，
168件のインフラ計画を承認。
6 日 ▼内閣，東部水資源開発10年計画を承

認。
8 日 ▼ NLA，東部特別開発区法案を可決。

▼ソムキット副首相，福岡訪問（～10日）。
9 日 ▼モンティ伊外相，来訪。

▼プラユット首相，「持続可能なタイ主義」
について官僚・軍人に指示。
10日 ▼ 民主記念塔付近で500人の反軍政集

会開催。
12日 ▼ジョンソン英外相，来訪しプラユッ

ト首相と会談。
13日 ▼多国間合同軍事演習「コブラ・ゴー

ルド」開始（～23日）。

▼ルモワンヌ仏副外相，来訪。
21日 ▼ 内務省，「持続的タイ主義」政策で

住民へのニーズ聞き取り開始（～ 3 月20日）。

22日 ▼ NLA，選挙管理委員の新候補者 7
人を否決。
26日 ▼ EEC 政策委員会，東部 3 空港連結

高速鉄道計画を承認（翌日に内閣承認）。
3 月 2 日 ▼選挙管理委員会，新規政党の登録
受付開始（～31日）。
6 日 ▼内閣，福祉カード保有者を雇用する

企業への特別優遇措置を承認。

▼最高裁政治職者刑事法廷，タクシン元首
相に通信事業をめぐる職権濫用容疑で逮捕状
発行。
8 日 ▼ NLA，上下院議員選出法案を最終

承認。
15日 ▼ プラユット首相，アブル・ハッサ

ン・マームード・アリ・バングラデシュ外相
と会談。
16日 ▼ プラユット首相，ASEAN・オース

トラリア特別首脳会議の前日にタイ豪二国間
首脳会談を開催。
19日 ▼ 投資委員会（BOI），EEC 投資セミ

ナー開催。3000人超の投資家が参加。
20日 ▼ 商務省外国貿易局，アメリカに鉄

鋼・アルミ輸入制限措置の適用除外を申請。

▼内閣，低所得層への少額資金貸付事業第
2 フェーズとして，プラチャーラット基金か
ら職業訓練を条件とした福祉カードへの入金
計画を承認。

▼首相，憲法44条によりソムチャイ選挙管
理委員会委員長を解任。
22日 ▼ みずほ銀行，EEC 事務局と投資誘

致協力覚書を締結。

▼ NLA，補正予算1500億バー
ツ　を可決。

24日 ▼タマサート大学で早期選挙実施を訴
えるデモ行進。
27日 ▼内閣， 3 空港連結高速鉄道計画を承

認。
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30日 ▼グラビー県の島にロヒンギャ56人を
乗せた船が漂着。
31日 ▼近隣諸国移民労働者登録の締切日。

登録者約138万人で延長を決定。
4 月 1 日 ▼選挙管理委員会，既存政党の登録
受付開始（～30日）。

▼最低賃金引き上げ。
2 日 ▼ UNHCR，グラビーのロヒンギャ難

民への処遇についてタイ政府を非難。
3 日 ▼内閣，官民連携振興法案を承認。
17日 ▼内閣，パランチョン党のソンタヤー

氏を首相顧問に任命。

▼近隣諸国経済協力基金，ミャンマーへの
45億バー

ツ　借款供与を決定。
19日 ▼アリババ集団マー会長，プラユット

首相らと会談。EEC 計画投資支援とデジタ
ル経済開発推進に関する覚書 4 件署名。
25日 ▼教育省職業教育委員会，中国武漢鉄

路職業技術学院と鉄道技術訓練協力覚書締結。
5 月 1 日 ▼茂木経産相，来訪。
2 日 ▼コーブサック首相府相，経済使節団

を率いてバングラデシュ訪問。
8 日 ▼内閣，ブリラムでの移動閣議で東北

4 県経済開発計画を承認。総額200億バー
ツ　。

21日 ▼タマサート大学で約1000人が選挙実
施要求の政治集会。
22日 ▼工業省工業振興局，アリババ集団と

ビジネススクール協力覚書締結。
23日 ▼憲法裁，上院議員選出法を合憲と判

断。
24日 ▼国家警察，仏教庁の公金横領疑惑を

めぐり高僧ら 4 人を逮捕。
▼ 3 空港連結高速鉄道，入札仕様公示。

26日 ▼ NLA，ILO 強制労働条約2014年議
定書を批准。
6 月 1 日 ▼第24回中タイ高速鉄道計画実務者
協議開催。建設遅延時の補償をめぐり合意に

至らず。
5 日 ▼ 憲法裁，NCPO 団長命令53/2560号

について合憲と判断。
12日 ▼内閣，国家経済社会開発委員会事務

局改組法案を承認。
13日 ▼鴻海精密工業の載正呉副社長，ソム

キット副首相と会談。
15日 ▼ ACMECS 首脳会議開催（～18日）。
16日 ▼タイ王室財産管理局，保有資産をワ

チラロンコーン国王名義へ変更。
18日 ▼東部高速鉄道計画，入札開始。
20日 ▼ 閣僚・経済界代表が英仏公式訪問

（～25日）。タイ英首脳会談。

▼カシコン銀行，ベトナム計画・投資省と
中小企業開発協力覚書締結。
23日 ▼チェンライ県タムルアン洞窟で少年

ら13人が行方不明に。
25日 ▼プラウィット副首相，選管委員長と

一部の政党代表が会合。選挙日程確認。
26日 ▼河野外相来訪。プラユット首相と会

談。
29日 ▼アメリカ国務省，人身取引報告書で

タイの格付けを第 2 段階へ格上げ。
30日 ▼労働省，移民労働者登録を締め切り。

1.4万人が未登録状態に。
7 月 2 日 ▼タムルアン洞窟で行方不明の少年
ら13人，発見。10日に全員救出。
3 日 ▼ 内閣，高等教育・研究開発・イノ

ベーション省設立を承認。
4 日 ▼最高裁，タクシン元首相に対し輸出

入銀行融資をめぐる職権乱用など容疑で逮捕
状発行。

▼財務省，タイ国内の東西経済回廊整備の
向け ADB から総額34億バー

ツ　の金融支援契約に
署名。
5 日 ▼プーケット沖で観光船 2 隻が転覆し

中国人観光客47人が死亡。
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6 日 ▼ NLA，20年国家戦略を承認。
9 日 ▼東部高速鉄道計画の入札書類購入締

め切り。31社が購入。
12日 ▼ プラユット首相，スリランカ訪問

（～13日）。戦略的経済連携協定交渉開始で合
意。

▼仏教団体，改正サンガ法の施行停止を求
めて憲法裁に提訴。
16日 ▼タイ政府，西日本豪雨災害被害への

義援金500万バー
ツ　を在タイ日本大使へ手交。

17日 ▼ソムキット副首相，訪日（～21日）。
環太平洋パートナーシップに関する包括的及
び先進的な協定（TPP11/CPTPP）への参加支援
を表明。
19日 ▼ プラユット首相，ブータン訪問（～

20日）。
21日 ▼コーブサック首相府相，ロヒンギャ

問題に関する国際諮問機関委員を辞任。
24日 ▼内閣，ウボンラーチャタニーでの移

動閣議で東北下部 4 県のインフラ開発計画19
件を承認。
28日 ▼国王誕生日の慶祝式典開催。
31日 ▼内閣，零細農民の借入金負担軽減措

置を承認。

▼雲南省でのダム放出の影響で，メコン河
沿いのチェンライ，ルーイ，ノーンカイ，ナ
コンパノム，ウボンラーチャタニーで洪水警
報。
8 月 6 日 ▼ EEC 委員会， 3 空港を連結する
東部高速鉄道をラヨーンまで延伸決定。
10日 ▼ JETRO バンコク，工業省と共催で

EEC に関するワークショップ開催。
15日 ▼選挙管理委員会の新委員 ₅ 人任命。
16日 ▼ EEC 政策委員会，プラチャーラッ

ト官民協力メカニズムのもとで 6 つの新チー
ム発足を決定。
18日 ▼商務省，メコン－ランツァン協力に

よるメコン研究所と貿易経済拡大覚書締結。
21日 ▼プラユット首相，来年の総選挙日程

について 2 月と言及。

▼内閣，南部経済回廊（SEC）インフラ計画
2000億バー

ツ　を承認。
24日 ▼タイ中国経済貿易合同委員会第 6 回

会合開催。17件の覚書調印。

▼ BOI と中国国際貿易促進委員会で「タ
イ中国ビジネスフォーラム2018」共催。
28日 ▼労働省雇用局，2419カ所の事業所立

ち入り検査で，不法就労の外国人労働者1162
人，事業所204カ所を摘発。
30日 ▼第10回日メコン経済大臣会合。アー

コム運輸相が出席。
▼プラユット首相，第 4 回 BIMSTEC 首脳

会議に出席でネパール訪問（～31日）。
9 月 1 日 ▼国軍人事公布。陸軍司令官にアピ
ラット・コンソムポン第一大隊第 1 管区司令
官。

▼移民労働者・労働者人身取引問題対策会
議， ₅ 万人いるとされるベトナム人不法就労
者の就労合法化措置を承認。
6 日 ▼「タイ国連合」のロゴ入りシャツを

売っていたサムットプラカーン県の女性が拘
束される。

▼ BOI，韓国のロボット振興機関 KIRIA
と提携を発表。
11日 ▼内閣，民主党のプティポン元下院議

員を政府報道官に任命。
12日 ▼下院議員選挙法，国王署名を経て官

報公布。90日後に施行へ。
14日 ▼政党の政治活動一部解禁。
18日 ▼選挙管理委員会，各県への選挙区割

り振りと議席数について官報公示。

▼内閣，福祉カード保有者を対象に半年間
の VAT 還元を決定（2019年11月から実施）。
26日 ▼タイ報国党と民主党，それぞれ党本

303

タ　　イ

部で党員登録実施。
28日 ▼ BOI，EEC の主要インフラ計画 2

件への投資奨励措置を決定。
29日 ▼パラン・プラチャーラット党，党大

会でウッタマ工業相を党首に選出。
10月 2 日 ▼ワチラロンコーン国王， 3 人の枢
密顧問官を任命。

▼ タイ中銀，CLMV との越境 QR コード
決済システム開発計画を発表。
3 日 ▼ B グリムパワー社，ウータパオ空

港電力・冷水供給事業を海軍から受注。
8 日 ▼プラユット首相，第10回日メコン首

脳会議参加のため訪日。日タイ首脳会議開催。

▼ソムキット副首相，遅延する中タイ高速
鉄道計画の早期実施を指示。
9 日 ▼ タイ中銀と中国人民銀行，通貨ス

ワップ協定の 3 年延長で合意。総額3700億バー
ツ　。

人民元決済の制度整備でも覚書締結。
13日 ▼ 20年国家戦略計画法，施行。
19日 ▼ PTT，東部高速鉄道計画に応札し

ないと発表。
22日 ▼ YouTube で軍政批判のラップ音楽

ビデオが公開。 1 週間で2000万回再生を記録。
24日 ▼マハティール・マレーシア首相来訪。

プラユット首相と会談。
28日 ▼タイ報国党，党大会で執行部選出。
30日 ▼ 内閣，総額4700億バー

ツ　の EEC インフ
ラ計画 4 件を承認。
11月 5 日 ▼選管，上院議員立候補者の推薦権
を付与する436団体名を公表。
7 日 ▼タイ中包括的経済連携枠組協定，署

名。
▼タクシン系政党タイ護国党，結党。

10日 ▼民主党，党大会でアピシット現党首
を党首に選出。
12日 ▼東部高速鉄道計画に CP グループと

BTS 社が応札。

14日 ▼ソムキット副首相，日本国際協力銀
行前田総裁と会談。
19日 ▼ BOI，PTT のサイエンスパーク計画

を認可。
20日 ▼内閣，プラチャーラット基金から低

所得層対策のための追加援助措置支出を決定。

▼タイ国鉄，EEC 計画に沿った在来線の
鉄道複線計画を公表。
21日 ▼中タイによるバンコク＝ナコンラー

チャシーマー間鉄道プロジェクト監督委員会，
実務者会合開催。
22日 ▼マープタープット港開発第 3 フェー

ズ（479億バー
ツ　）に18社が入札。

26日 ▼ NCPO 団長命令19/2561号により国
家改革・国家戦略・国民和解推進委員会設置。
12月 9 日 ▼国王主導による自転車イベント実
施。
11日 ▼ NCPO 団長命令22/2561号により政

治活動が全面解禁に。
12日 ▼下院議員選挙法，施行。

▼反王政活動家 3 人が行方不明に（翌月22
日に遺体で発見）。
17日 ▼商務省通商交渉局，スリランカとの

二国間 FTA 交渉（～22日）。

▼中国通販大手の京東，タイ商務省国際貿
易振興局，デジタル経済社会省デジタル経済
社会委員会事務局，タイ商工会議所大学と覚
書 3 件を締結。
19日 ▼ 金融政策委，政策金利を0.5％引き

上げて1.75％に。

▼ソムキット副首相，訪中。中国企業向け
に，投資促進特別措置導入決定。
27日 ▼ 国家汚職防止取締委員会，プラ

ウィット副首相の資産申告に違法性なしとし
て捜査終了を発表。
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　 1 　国家機構図（2018年12月末現在）
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（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　NCPO 命令，官報など。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 プラユット政権（2014年 9 月 4 日発足，2017年11月24日第 ₅ 次改造）
氏　名

首相 Prayut Chan-o-cha（Gen.）
副首相 Prawit Wongsuwon（Gen.） 

Wisanu Krue-ngam
Prachin Chantong（ACM）
Somkhit Chatusriphitak
Chatchai Sarikanlaya（Gen.）

首相府大臣
　同上

Suwaphan Tanyuwatthana 
Kopsak Phutrakun
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国防大臣
　副大臣

Prawit Wongsuwon（Gen.） 
Chaichan Changmongkhon（Gen.）

財務大臣
　副大臣

Apisak Tantiworawong
Wisut Sisuphan

外務大臣
　副大臣

Don Pramutwinai
Wirasak Hutrakun

観光・スポーツ大臣 Wirasak Khowsurat
社会開発・人間安全保障大臣 Anantapon Kanchanarat（Gen.） 
農業・協同組合大臣
　副大臣
　副大臣

Kritsada Bunrat
Lak Watchananwat
Wiwat Salayakamthon

運輸大臣
　副大臣

Akhom Toempittayapaisit
Phairin Chuchotthawon

天然資源・環境大臣 Surasak Kanchanarat（Gen.）
デジタル経済社会大臣 Phichet Durongkhawerot
エネルギー大臣 Siri Chiraphongphan
商務大臣
　副大臣

Sonthirat Sonthichirawong
Chutima Bunyapraphat

内務大臣
　副大臣

Anupong Paochinda（Gen.）
Suthi Makbun

法務大臣 Prachin Chantong（ACM）
労働大臣 Adun Saengsingkaew（Pol.Gen.）
文化大臣 Vira Rotpotchanarat 
科学技術大臣 Suwit Maesinci
教育大臣
　副大臣
　副大臣

Tirakiat Chreonsettasin
Udom Khachinthon
Surachet Chaiyawong 

公衆衛生大臣 Piyasakon Sakonsatayadon
工業大臣
　副大臣

Uttom Sawonayon
Somchai Hanhiran

（注）　カッコ内は軍・警察における階級。
（出所）　官報を参照。

　 3 　国軍人事
国軍最高司令官 Gen. Pornpiphat Benyasri （2018年10月 1 日）
陸軍司令官 Gen. Apirat Kongsompong （2018年10月 1 日）

（第一管区司令官） Maj. Col. Chalongchai Chaiyakham （2018年10月 1 日）
海軍司令官 Adm. Luechai Rutdit （2018年10月 1 日）
空軍司令官 ACM. Chaiyapruek Tishyasarin （2018年10月 1 日）
国防次官 Gen. Nat Intrajaroen （2018年10月 1 日）
国防副次官 Gen. Vichai Chaejorhor （2018年10月 1 日）
 Adm. Pichai Tanaset （2018年10月 1 日）
 Gen. Somsak Rungsita （2018年10月 1 日）
 ACM. Porames Keskowit （2018年10月 1 日）

　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Chakthip Chaichinda （2015年10月 1 日）
首都圏警察本部長 Pol. Lt. Gen. Suttipong Wongbin （2018年11月22日）

（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および警察ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2013 2014 2015 2016 2017 2018

人 口（100万人，年末） 64.8 65.1 65.7 65.9 66.2 66.4
労 働 人 口（同上） 39.4 38.6 38.5 38.3 38.1 38.4
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1
失 業 率（％） 0.72 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05
為替レート（ 1 ドル＝バーツ） 30.73 32.48 34.25 35.30 33.94 32.31
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2013 2014 2015 2016 2017 2018

民 間 消 費 6,746.9 6,933.4 7,011.9 7,251.0 7,529.4 7,952.0 
政 府 消 費 2,113.4 2,238.1 2,353.0 2,464.9 2,529.9 2,637.2 
総 固 定 資 本 形 成 3,278.3 3,262.8 3,371.1 3,457.6 3,580.9 3,726.8 
在 庫 増 減 267.8 -98.2 -298.6 -409.9 -52.3 354.5 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 8,797.3 9,165.2 9,444.7 9,954.4 10,534.7 10,902.4 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 8,432.5 8,270.4 7,861.7 7,806.5 8,397.7 9,216.9 
国内総生産（支出側） 12,771.2 13,230.8 14,020.4 14,911.6 15,724.9 16,356.0 
国内総生産（生産側） 12,915.2 13,230.3 13,743.5 14,554.6 15,452.0 16,316.4 
海 外 純 要 素 所 得 -825.5 -680.7 -709.0 -685.4 -689.8 -732.7 
国 民 総 所 得（GNI） 12,089.7 12,549.6 13,034.5 13,869.2 14,762.1 15,583.7 
（注）　2017年，2018年は暫定値。 
（出所）　国家経済社会開発委員会事務局（http://www.nesdb.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質　基準年＝2002） （単位：10億バーツ）
2013 2014 2015 2016 2017 2018

農 業 660.6 658.7 616.2 608.4 631.0 662.6 
鉱 業 242.8 238.9 244.6 247.3 233.6 232.1 
製 造 業 2,645.6 2,647.2 2,689.3 2,750.5 2,831.2 2,916.0 
電 力・ ガ ス・ 水 道 289.2 296.9 312.2 321.8 329.1 337.8 
建 設 業 235.1 229.4 268.5 289.8 281.6 289.1 
卸 売 ・ 小 売 業 1,333.8 1,325.4 1,397.8 1,482.5 1,585.7 1,700.7 
宿泊・飲食サービス業 420.9 431.4 496.1 541.9 599.2 646.4 
運 輸 ・ 情 報 通 信 業 866.3 894.1 942.4 973.0 1,044.4 1,109.8 
金 融 業 560.3 602.3 652.7 698.6 736.1 760.4 
不 動 産 業 753.4 758.0 771.6 791.7 830.8 863.6 
行 政 ・ 国 防 495.5 502.0 507.5 510.5 512.5 517.0 
医療・教育・その他 687.0 705.6 721.6 744.4 765.6 786.1 
国 内 総 生 産（GDP） 9,142.1 9,232.1 9,521.4 9,841.0 10,237.0 10,659.7 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 2.7 1.0 3.1 3.4 4.0 4.1 
（注）　いずれも暫定値。国家経済社会開発委員会事務局では2015年から過去すべての GDP 統計を固定

基準年方式から連鎖方式に変更した。 
（出所）　表 2 に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2015 2016 2017 2018

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本  675,543.2 1,064,179.7  718,354.8 1,088,576.5  746,519.3 1,097,916.1  799,513.8 1,145,311.3 
N A F T A  948,260.9  522,507.0 1,004,263.9  480,272.5 1,048,186.9  555,991.1 1,039,522.4  543,770.4 

ア メ リ カ  811,346.3  472,025.9  858,391.6  427,366.4  898,823.3  508,528.4  898,362.9  490,650.9 
E U1）  740,518.6  616,453.7  773,517.0  641,566.3  806,662.6  704,023.1  802,377.5  723,160.7 

ド イ ツ  144,587.1  189,138.0  156,930.4  208,153.9  170,538.0  207,724.7  165,183.3  219,559.9 
イ ギ リ ス  128,543.6  86,663.1  134,942.4  71,461.4  138,345.1  99,883.6  130,189.4  96,688.7 

A S E A N 1,858,983.0 1,308,137.5 1,920,462.2 1,296,041.1 2,018,313.2 1,409,417.3 2,195,211.9 1,477,981.7 
シンガポール  294,436.1  242,928.4  288,800.3  230,991.1  281,120.8  270,685.9  302,183.5  250,136.7 
マレーシア  342,825.7  406,033.2  337,477.2  382,818.4  349,848.7  397,025.8  373,039.0  433,318.1 
C LMV 1）  751,826.9  330,918.1  780,490.0  340,126.8  850,130.4  360,596.2  940,716.1  393,312.8 

中 国  800,893.9 1,403,176.7  833,538.0 1,490,905.6  997,982.7 1,515,066.4  966,942.4 1,623,817.6 
香 港  399,805.4  53,571.1  402,289.9  56,613.4  416,257.5  99,095.2  401,688.5  95,448.1 
台 湾  118,877.9  256,486.6  118,230.6  252,529.2  135,849.0  279,143.2  126,840.3  280,172.1 
韓 国  138,216.1  239,569.3  142,750.7  258,286.6  157,943.7  274,059.9  156,495.9  288,259.9 
中 東  353,980.8  622,799.6  312,591.7  517,467.7  286,471.8  623,305.7  271,492.3  802,256.8 
合 計 7,225,722.8 6,906,078.4 7,550,704.1 6,888,186.7 8,006,265.2 7,587,118.4 8,093,441.4 8,098,098.2 
（注）　 1 ）EU は28カ国の合計値（クロアチア含む）。CLMV はカンボジア，ラオス，ミャンマー，ベト

ナムの合計値。
（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2013 2014 2015 2016 2017 2018

経 常 収 支 -4,861.1 15,224.0 32,111.4 48,207.9 50,211.2 37,736.3 
貿 易・ サ ー ビ ス 収 支 11,413.2 27,489.8 46,038.8 60,820.9 63,018.1 52,422.6 

貿 易 39.6 17,201.4 26,798.3 36,539.4 34,160.6 23,622.7 
輸 出 227,455.3 226,623.6 214,045.8 214,250.8 235,267.4 253,431.2 
輸 入 227,415.8 209,422.3 187,247.5 177,711.4 201,106.8 229,808.5 

サ ー ビ ス 11,373.6 10,288.4 19,240.5 24,281.5 28,857.4 28,799.9 
輸 送 -15,203.6 -13,340.7 -9,918.8 -9,339.0 -9,955.5 -11,402.1 
旅 行 35,298.3 31,347.1 37,204.1 39,720.2 46,433.6 50,689.2 

第 一 次 所 得 収 支 -26,900.9 -20,993.7 -20,622.2 -19,427.5 -20,339.9 -22,671.2 
第 二 次 所 得 収 支 10,626.6 8,727.8 6,694.8 6,814.5 7,533.0 7,985.0 

資 本 移 転 等 収 支 281.2 100.3 0.1 12.7 -140.9 -610.5 
金 融 収 支 -2,488.0 -15,954.7 -16,799.2 -20,839.7 -12,429.5 -21,620.3 

直 接 投 資 3,814.5 -766.3 3,936.5 -10,551.6 -10,586.1 -5,670.4 
証 券 投 資 -4,766.4 -12,012.8 -16,508.1 -2,797.6 -2,149.9 -5,431.2 
金 融 派 生 商 品 -341.1 965.8 903.3 303.3 118.3 35.1 
そ の 他 投 資 -1,195.0 -4,141.3 -5,130.9 -7,793.9 188.1 -10,553.8 

誤 差 脱 漏 2,018.8 -579.8 -9,453.3 -14,536.3 -11,684.1 -8,239.2 
総 合 収 支 -5,049.1 -1,210.2 5,858.9 12,844.5 25,956.7 7,266.4 
（注）　2017，2018年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
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タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6656万人（2019年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　マハー・ワチラロンコーン・ボディンタラテープパヤワランクーン国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝31.05バーツ，2019年平均）

会計年度　10月～ 9月
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8 年ぶりの下院総選挙と
プラユット首相の再選

青
あお

木
き

　ま き

概　　況
　 ₃ 月24日，タイでは前回以来 ₈ 年ぶりに下院選挙が実施された。立候補政党の
解党，開票遅延などの紆余曲折の末，国家平和秩序維持評議会（NCPO）の受け皿
政党であるパラン・プラチャーラット党（PPRP）が下院での連立形成に成功し，
2014年のクーデタ首班であったプラユット・チャンオーチャーNCPO 議長兼首相
を第61代首相に選出した。実質上 NCPO の支配が継続した形だが，野党新未来
党の解党をめぐる憲法裁判所の審理に対する国民の反発や，連立政権内でのポス
ト争いなど，不安要因は依然として多い。
　経済面では，米中貿易摩擦の影響から輸出が縮小し，実質国内総生産成長率は
2.6％に留まった。政府は低所得者向けの現金給付などの政策を打ち出したほか，
タイの産業高度化とそのための環境整備を目指す「タイランド4.0」計画を新政
権成立後も継続し，中核的事業である東部経済回廊（EEC）開発に引き続き取り組
んでいる。プラユット内閣は南部，北部，東北部でも同様の経済回廊計画を決定
し，EEC との連繋による地方開発を目指している。しかし，選挙後の組閣遅延
に伴って2020年度予算の成立も遅れ，政府は最終四半期に十分な支出を行うこと
ができず，各種の景気刺激策も効果が現れていない。
　対外関係では，ASEAN 議長国として首脳宣言などの合意を取りまとめ，
ASEAN の一体性を示すことに貢献した。クーデタ以来冷え込んでいた欧米諸国
との関係も，懸案だった下院選挙が実施されたことで障害が消え，関係修復が進
んだ。米中対立の深刻化が懸念されるなか，タイはアメリカと安全保障上のパー
トナーシップを確認した一方，中国ともインフラ連結性強化のための政府間合意
を交わすなど，大国間で政治的なバランスを保つことに成功している。しかし実
務面では，アメリカによる特恵関税対象からの主要品目除外措置や，タイ中国鉄
道開発計画における契約交渉の難航など，多くの課題が残されている。
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国 内 政 治

選挙日程の延期と政党の動向
　国家平和秩序維持評議会（National Council for Peace and Order：NCPO）政権が下
院選挙の投票日を公式に2019年 ₂ 月24日と決定したのは，クーデタから ₄ 年以上
を経た2018年12月であった。ところが，2019年元日に王室秘書局がマハー・ワチ
ラロンコーン国王の戴冠式を ₅ 月に実施すると急きょ発表したことを受け，選挙
委員会は戴冠式準備を優先するとして，投票日を ₃ 月24日に延期した。選挙委員
会の判断に対し，国民の間からは NCPO 政権の延命を図るものだとして，批判
の声が上がった。
　今回の選挙の争点は，選挙を通じて NCPO の影響を排除できるか否かにあった。
なかでも注目されたのは，プラユット政権の元主要閣僚らが2018年に結党した

「パラン・プラチャーラット党」（Phak Palang Pracharat：PPRP）の動向である。
「プラチャーラットの力」を意味する党名は，NCPO の目玉政策だった格差解消
のための官民協力事業「プラチャーラット政策」に由来する。PPRP が，プラ
ユット・チャンオーチャーNCPO 議長兼首相に自党の首相候補となることを要請
したことからも，NCPO が同党を受け皿として権力の座に留まることを目指して
いるのは明白だった。PPRP はチョンブリー，カーンチャナブリーなど中部を中
心に，現地の有力者である末端行政担当者やその家族に働きかけ，自党から立候
補させた。さらに他の対立政党から議員を引き抜いて自党候補とすることで，新
興政党としての支持基盤の弱さを補強した。
　一方，NCPO 支配の終焉を訴える反軍事政権派の政党としては，2014年のクー
デタまで政権を担ったタクシン派のタイ貢献党，新興政党として古い政治からの
脱却を謳う新未来党が注目を集めた。タクシン派は，領袖であるタクシン・チン
ナワット不在のまま，選挙の度に最多議席数を得て政権を獲得するが，憲法裁判
所から違憲判断を受け解党されることを繰り返してきた。この経験を踏まえ，今
回タイ貢献党はタイ護国党，プラチャーチャート党，プアチャート党など複数の
分党を用意し，地盤である北部や東北部でタイ貢献党から，それ以外の地域では
分党から候補者を立て，解党による全滅を避けつつ選挙区を分担する作戦をとっ
た。
　新興政党である新未来党は，大手自動車部品メーカー，タイ・サミット・グ
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ループの副社長であるタナートン・ジュンルンルアンキット党首のもと，軍事政
権の終焉を訴えた。さらに，ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）による
立候補者公募やクラウドファンディングによる資金集めといった運営方法を通じ，
都市部の若い有権者を中心に支持を広げていった。
　他方，2000年代に反タクシン運動の急先鋒として支持を集めた民主党は，軍事
政権の是非をめぐって内紛を抱え，ステープ元幹事長を中心とする軍事政権支持
派が党を離脱してタイ国民合力党を結成した。

2017年憲法の定める選挙制度と有権者の動向
　ここで今回の下院選挙の手順を確認したい。今回の選挙では，下院議員500人
の選出に際し，従来の小選挙区制と比例代表制の「並立制」ではなく「連用制」
が採用された。日本の衆議院選挙で用いられる小選挙区比例代表並立制とは異な
り，この制度で有権者が投票するのは小選挙区候補のみであり，比例区候補を直
接選ぶことができない。比例区の議席は，小選挙区での得票率を反映して配分さ
れる。各政党は，小選挙区で獲得した議席数から算出された割合を超えて比例代
表議席の当選枠を得ることができないため，この制度のもとで政党が単独で大勝
するのは難しいといわれる。
　また，2007年憲法の下で行われた前回（2011年）の下院選挙では，有権者は選挙
区と比例区で各 1 票ずつ投票できた。このため小選挙区では自分の利害と直結し
た地方政治家を選び，比例区では支持政党に投票することが可能であった。しか
し，今回は投票が小選挙区議員選出の一度だけとなったことから，有権者は選挙
区立候補者個人への支持と政党への支持の二者択一を迫られることとなった。
2019年 1 月に国立行政開発研究院（NIDA）が発表した世論調査では，「何を基準に
候補者を選ぶか」という質問に対し，回答者の約41％が「地元や国に成果をもた
らす人」と答えている。有権者にとって今回の下院選挙は，軍事政権の是非より
も，小選挙区レベルの人間関係や個人的利益を優先せざるを得なかった様子がう
かがわれる。
　なお首相選出は，各政党が立候補登録時に選挙委員会へ提出した首相候補者名
簿に基づいて行われる。今回は2017年憲法経過規定に基づき，首相指名を国会の
合同会議（750人）で行うこと，当初の ₅ 年間に限って上院議員を「規定の手続き
に基づき NCPO の助言によって国王が任命する250人」とすることが定められて
いた。つまり今回の選挙は，選挙前から国会議員のうち ₃ 分の 1 を NCPO が掌握
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できる仕組みになっていたのである。政党が自党の推す候補を首相に選出するた
めには，上下院合同の過半数以上，下院総数の75％以上に当たる376議席を確保
しなければならない。政権交代をねらうタイ貢献党などの反軍事政権勢力は，大
勝の難しい下院議員選出制度のもとで，75％以上の議席を獲得することを強いら
れたのである。

王女の首相候補擁立をめぐるタイ護国党の解党処分
　 ₂ 月 ₄ 日に立候補登録受付が始まり，各党は自党の候補者と党の推薦する首相
候補者名簿を選挙委員会へ申請した。各党が登録を進めるなか， ₂ 月 ₈ 日にタイ
護国党が首相候補としてウボンラット王女を擁立すると発表した。ウボンラット
王女は，プーミポン・アドゥンラヤデート前国王とシリキット王太后の長子であ
り，現国王マハー・ワチラロンコーン国王の実姉である。1970年代に外国籍の一
般人と結婚したことで王籍を離れたものの，1990年代末に離婚してからは王族に
準じた扱いを受けていた。王女擁立は，王女の権威によって解党のリスクからタ
クシン派を守り，選挙後の議会内における多数派形成を有利に運ぶことをねらっ
たタクシン派幹部の判断と見られた。王党派と対立してきたタクシン派政党が王
女を首相候補に擁立したというニュースは，大きな驚きをもってタイの国内外で
報じられた。
　しかし，王女擁立が公表された ₂ 月 ₈ 日深夜，マハー・ワチラロンコーン国王
は勅令を発し，タイ王室は政治の上に存在するとしたうえで，王女は王族と等し
く，首相候補に擁立することはタイの慣習や伝統に照らして許し難いと宣言した。
勅令を踏まえ，タイ護国党は翌日に王女の立候補を取り下げた。選挙委員会は，

「国王を元首とする民主主義」への毀損行為を禁じた政党法第92条違反の疑いで，
12日に憲法裁判所へタイ護国党の解党審理を申請した。憲法裁判所は翌日に訴え
を受理し，王室の政治的中立性を侵犯したという理由で ₃ 月 ₇ 日にタイ護国党に
解党命令を下した。解党によりタイ護国党は立候補が無効となったため，兄弟党
の間で選挙区を棲み分ける作戦をとっていたタクシン派は，全国100カ所の選挙
区で候補者不在のまま投票日を迎えることとなった。
　選挙委員会は ₂ 月 ₈ 日に立候補受付を締め切り，77党約 1 万1440人（うち小選
挙区8630人，比例区2810人）の下院議員選挙候補者，45党69人の首相候補者を公
式に承認した。立候補申請者数は前回2011年総選挙時の3.7倍に当たり， ₈ 年ぶ
りの下院総選挙に対する国民の関心の高さがうかがわれた。
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投票の混乱，開票の遅延
　 ₃ 月に始まった投票プロセスは，タイの憲政史上稀に見る混乱のなかで行われ
た。 ₃ 月 ₇ 日に行われた在外投票では，ニュージーランド在住のタイ人1542人分
の投票用紙が期日（ ₃ 月24日）までに選挙委員会事務局に届かなかったため，無効
と判断された。17日の国内不在者投票および24日の投票をめぐっては，157件も
の不正投票や違法行為の報告が選挙委員会に寄せられた。バンコクや東北部など
一部の選挙区では投票者数と開票数が一致せず， ₄ 月になって選挙委員会は一部
選挙区での再投票を決定した。
　選挙委員会は投票日から ₄ 日後の ₃ 月28日に小選挙区候補者の得票数と全国で
の各党の得票数合計のみ公表し，比例代表議席の当選者発表は ₅ 月 ₆ 日の国王戴
冠式の後に持ち越しとした。小選挙区と比例代表の当選者氏名が発表されたのは
₅ 月 ₇ 日，比例代表による各党の獲得議席数が公表されたのは翌 ₈ 日だったが，
₃ 度にわたって発表された結果はそれぞれ数値が異なった。相次ぐ不手際や不透
明な手続きに対し，国民の間からは選挙委員会の引責辞任を求める声が上がった。
混乱の末に最終結果が公表されたのは，再投票の終了した ₅ 月28日であった（表
1 ）。

表１　�2019年下院選挙における各党立候補者数，得票数と獲得議席数（2019年 5月28日時点）

政党 票数 小選挙区
候補者数

平均
票数

獲得議席数
小選挙区 比例区 小計

パ ラ ン・ プ ラ チ ャ ー
ラット党（PPRP） Palang Pracharat 8,441,274 350 24,118 97 19 116

タイ貢献党 Pheua Thai 7,881,006 250 31,524 136 0 136
新未来党 Anakhod Mai 6,330,617 350 18,087 31 50 81
民主党 Prachatipat 3,959,358 350 11,312 33 20 53
タイ矜持党 Phumjai Thai 3,734,459 350 10,670 39 12 51
自由合同党 Seri Ruam Thai 824,284 349 2,362 0 10 10
タイ国民開発党 Chart Thai Pattana 783,689 315 2,488 6 4 10
新経済党 Sethakij Mai 486,273 331 1,469 0 6 6
プラチャーチャート党 Pracha Chart 481,490 212 2,271 6 1 7
プアチャート党 Pheua Chart 421,412 348 1,211 0 5 5
タイ国民合力党 Ruam Palang Prachachartthai 415,585 350 1,187 1 4 5
国民開発党 Chart Phattana 244,770 264 927 1 2 3
タイ地方党 Palang Thongthin Thai 214,189 343 624 0 3 3
タイ森林保護党 Raksa Pheunpa Thai 134,816 349 386 0 2 2
その他 1,208,334 6,633 － 0 12 12

合計 35,561,556 11,144 － 350 150 500

（出所）選挙委員会資料 より，筆者作成。
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　選挙委員会は， ₅ 月 ₈ 日に比例区議員への議席配分を以下のように発表した。
₃ 月28日の暫定結果を踏まえると，選挙区選出議員は349人，比例区は149人とな
る（再選挙が確定した 1 カ所を除いた数）。有効投票数3544万1920票を498で割っ
た約 ₇ 万1168票を基準値とし，この数で各党の比例区での獲得議席数を算出する
と，全国で788万1006票を獲得したタイ貢献党は110議席となる。同党は小選挙区
で136議席を獲得しているため，比例区での議席配分はゼロとなった。これによ
り，タイ貢献党の比例候補者名簿の筆頭候補であり，同党首相候補だったスダー
ラット・ゲーユラパンは落選した。
　しかし，当初の計算方式に従うと，各党に割り当てられる議席が総議席数（ ₄
月の再選挙を除いた149）を超えてしまうことが明らかになった。このため，小選
挙区で97議席を獲得（総得票数は841万3413票）した PPRP は，最初の計算では21
議席となったものの，各党の比率を一律に削減する調整の結果，19議席とされた。
この調整の結果，今度は議席が149人に11人足りなくなった。このため，選挙委
員会は得票数が約 ₇ 万1168票に及ばない小政党に 1 議席ずつ配分した。

バンコク都内クローンサーン区役所での選挙区外投票所の様子（2019年 ₃ 月17
日，横山光紀氏提供）
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連立によるPPRP政権発足
　事前の予想どおり，タイ貢献党は小選挙区で単独政党としては最多の136議席
を得た。しかし得票数をみると，約56万票の差で PPRP に首位を譲ったことがわ
かる。過去の選挙でタクシン派政党がいずれも最多得票で第 1 党となってきたこ
とと比較すると，タイ貢献党は今回前例のない苦戦を強いられたといえよう。苦
戦の最大の理由は，タイ護国党の解党処分であろう。同党の解党処分により，タ
クシン派は350の選挙区のうち100カ所で候補者不在となった。また北部では，タ
イ貢献党から PPRP に移籍した複数の現役候補者が当選した。新たな選挙制度の
もとで，有権者が党の方針よりも候補者個人の実績を重視して投票したことも，
タイ貢献党の得票が伸び悩んだ一因と考えられる。
　PPRP は全国で最多の約844万票を獲得し，116議席を得て第 ₂ 党となった。中
部では36議席を得たほか，民主党の地盤といわれた南部とバンコクでそれぞれ14
議席と12議席を獲得し，新党としては大躍進といってよい結果を出した。
　新党である新未来党も，中部とバンコクでそれぞれ15議席と ₉ 議席を獲得した。
また，小選挙区31議席に対し比例区では50議席を獲得し，新選挙制度の恩恵を最
も大きく受けた形となった。バンコクではタクシン派の候補が不在となった選挙
区が ₈ 区あり，そのうち ₆ 区で新未来党の候補が当選している。軍事政権に反対
する有権者の票がタクシン派政党から新未来党へ流れた可能性が高い。
　かたや2011年の選挙で第 ₂ 党であった民主党は，53議席と前回の ₃ 分の 1 まで
議席を減らし，新未来党の後塵を拝する結果となった。なかでも地盤といわれた
南部やバンコクで，PPRP をはじめとする他党に議席を奪われたことの影響は大
きく，民主党のアピシット党首は選挙後に辞任した。
　公式結果確定以前の ₃ 月27日，タイ貢献党，新未来党など ₇ 党（タイ貢献党，
新未来党，自由合同党，新経済党，プラチャーチャート党，プアチャート党，パ
ラン・プアンチョンタイ党）は，「民主主義派連合」結成を発表した（Krungthep 
Turakij，2019年 ₃ 月27日）。 ₇ 党の保有議席を合計すると246人になる。首相指名
に必要な上下院の過半数376人には届かないものの，PPRP による連立政権成立
を阻止するため先手を打つ動きだった。しかし， ₅ 月には 1 議席政党11党に加え，
立場をあいまいにしてきたタイ国民開発党とタイ矜持党が，それぞれ PPRP との
連立の意思を表明した。 ₆ 月 ₄ 日には民主党も PPRP との連立に合意し，軍事政
権支持派は254議席を確保することが確実となった。
　選挙結果公表から 1 カ月後の ₆ 月 ₅ 日，上下院合同会議で500人の支持を得て
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プラユット NCPO 議長が新首相に選出された。新内閣は ₇ 月10日の国王宣誓式
を経て，16日に正式に発足した。NCPO 政府から留任した閣僚は，ソムキット・
チャトシーピタック（経済担当副首相），ウィサヌ・クルアンガーム（法務担当副
首相），アヌポン・パオチンダー元陸軍司令官（内相），プラウィット・ウォンス
ワン元陸軍司令官（安保担当副首相）などである。NCPO の中核メンバーが留任し
たことからも，新政権は実質的に NCPO 政権からの続投といえる。ただし新内
閣36人のうち半数は民主党，タイ矜持党，タイ国民開発党など連立政党から入閣
しており，ポストをめぐり政党間でし烈なやり取りがあったことをうかがわせる。

野党勢力への圧力，連立与党内の内紛
　議会が再開したものの， PPRP 政権に対抗する野党などの勢力に対し，政府は
2019年を通じ圧力をかけ続けた。その最たる例が，躍進した野党・新未来党とそ
の党首であるタナートンへの司法告発であろう。新未来党に関わる告発は，以下
の ₅ 件である。

　①  タナートンが虚偽の情報を SNS に流したという NCPO による刑事告発（ ₂
月19日）

　②  新未来党のウェブサイトに掲載されたタナートンの経歴が詐称であるとす
る民間団体から選挙委員会への告発（ ₂ 月25日）

　③  タナートンが2017年憲法の国会議員によるメディア企業株所有規定に違反し
たという，選挙委員会から憲法裁判所への審理請求（ ₅ 月23日請求受理決定）

　④  タナートンによる新未来党への 1 億9100万バーツの貸し付けが， 1 人100万
バーツ以上の個人献金を禁じた政党法に違反するという民間団体からの選
挙委員会への告発（12月25日請求受理決定）

　⑤  「立憲民主主義を尊重する」と明記した新未来党の規約が「憲法に定める国
体（国王を元首とする民主主義）を否定している」として解党を求めた，弁
護士から憲法裁判所への審理請求（ ₇ 月21日請求受理決定）

　このうち①と②については，調査の結果起訴取り下げ，あるいは不問となった
ものの，③，④，⑤については憲法裁判所が審理を決定した。
　 ₅ 月16日，選挙委員会は国会議員のメディア企業株所有を禁止した2017年憲法
の規定にタナートンが違反しているとして，憲法裁判所へ審理を申請した。憲法
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裁判所は ₅ 月23日にこの訴えを受理し，タナートンに対し議員資格一時停止の仮
処分を下した後，11月20日に違反を認めてタナートンの下院議員資格取り消しの
判決を下した。なお，憲法裁判所は，野党 ₇ 党が請求したプラユット首相の就任
資格審理を ₇ 月21日に受理しているが，プラユットに対し議員資格一時停止の処
分は下されていない。
　 ₅ 月21日には，NPO「憲法擁護協会」のシースワン・ジャンヤー会長がタナー
トンの党への貸付が献金に該当するとして，政党法違反の疑いで新未来党の解党
を選挙委員会に申し立てた。選挙委員会は12月11日にタナートン党首による同党
への選挙資金融資が違法であると判断し，憲法裁判所に対して同党の解散審理を
要請した。判決は翌年へ持ち越され，12月14日には選挙委員会の告発に反発した
新未来党の支持者がバンコク都内で抗議集会を行った。
　相次ぐ司法告発に加え，国軍幹部からも野党の政治行動に対する批判的発言が
続いた。選挙期間中の ₂ 月に国防費の削減や徴兵制廃止を公約として訴えたタイ
貢献党のスダーラット党戦略委員長に対し，アピラット・コンソンポン陸軍司令
官は同氏を冷戦期の共産主義者（国家への反逆者と同意）になぞらえ，厳しく批判
した。また同司令官は， ₄ 月 ₂ 日に外国メディアのインタビューに対し，新未来
党の幹部を「外国に留学して極左思想に染まった」者と表現し，その活動を批判
した。アピラットは， ₈ 月 ₉ 日にもロイターの取材に対し，「新興政党」がフェ
イクニュースを使って若者に宣伝活動をしていると発言している。これらの発言
は，議会再開後の政治に国軍が依然として影響力を及ぼそうとするものとして，
メディアや識者からの批判を惹起した。
　野党に対する国軍の圧力発言が続く一方，PPRP を中心とする連立政権もまた，
内部に不安定要因を抱えている。連立を形成した17政党のうち，閣僚ポストを得
たのは PPRP を含む ₆ 党のみである。閣僚選出から漏れた少数政党のひとつであ
るタイ文明党は，2019年 ₈ 月の時点でプラユット支持派からの離脱を表明した。
また議会の外でも，PPRP の選挙運動を支えた地方行政担当者らが，選挙後に政
府に対しさまざまな権利要求を行っている。PPRP 政権の安定は，こうした議会
内外での支持派に対する利益分配に大きく左右されることが予想される。
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経 済

輸出不振と政府支出の遅延による景気減速
　2019年のタイ経済は，前年から続く米中経済摩擦の深刻化やそれにともなう外
需不振，2019年に入り深刻化したバーツ高の影響を受け，輸出を中心に大きく減
速した。2019年第 1 四半期に2.8％だった実質国内総生産の成長率は，第 ₄ 四半
期には1.6％まで縮小した。2019年通年での実質国内総生産成長率は2.4％であり，
クーデタの起きた2014年の1.0％以来の低水準にとどまった。
　生産面から実質国内総生産を見ると，農業は2018年の年間成長率5.1％から，
2019年は0.1％と大幅に減少した。タイのコメ輸出の半分を占める普通米の国際
市場における販売不振や，台風や洪水といった天候不順の影響がうかがわれる。
製造業についても，実質国内総生産の成長率は－0.7％とマイナス成長を記録し，
2018年の3.0％から大きく後退した。中国の輸出向け機械製品に組み込まれるタ
イ製部品の対中輸出が減少したことに加え，バーツ高による海外市場での他国製
品との価格競争が影響したとみられる。タイ工業連盟自動車部会の発表によれば，
2019年の自動車生産台数は前年比7.1％減の201万3710台となっており，2014年以
来 ₅ 年ぶりの減産となった。他方で，観光関連業は年間を通じて堅調に成長し，
宿泊・飲食業は5.5％，芸術・娯楽・レクリエーション業は11.4％の成長率を記録
した。
　支出面から見た場合，民間消費支出は年間で4.5％増加した一方，政府支出は
1.4％と前年から縮小した。これは後述するように2020年度予算法案の成立が遅
れたことの影響とみられる。財・サービス輸出は－2.6％となっており，とくに財
の輸出が－3.6％と縮小が著しい。
　国家経済社会開発評議会事務局（NESDC）は，2019年11月17日の時点で翌年の
経済成長率を2.7～3.7％と楽観的に予測していた。しかし，その後2019年第 ₄ 四
半期の主要経済指標が明らかになると，2020年の経済成長予測値を1.5～2.5％と
下方修正した。世界経済の減速が続くなかで輸出をタイの独力によって回復さ
せることは難しく，政府は内需の刺激策を中心として，景気の下支えを試みて
いる。
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プラユット政権の景気刺激政策
　上向かない経済への対策は，2019年を通じプラユット政権にとって最大の政策
課題であった。下院議員選挙前の ₂ 月初旬に NIDA が行った世論調査では，回答
者の55％が新政府の最優先課題として経済対策を挙げている（Bangkok Post，2019
年 ₂ 月16日）。こうした状況を踏まえて，プラユット政権は ₄ 月の下院選挙投票
日の直後（つまり新内閣の成立以前）から積極的に景気刺激策を提示した。 ₄ 月30
日の閣議では，国民福祉カードによる現金給付と，個人所得控除からなる総額
218億バーツの景気対策を決定している。国民福祉カードとは，所得が一定額以
下の者に対し，現金給付を含む各種の支援を供与するための登録証である。政府
は2017年から実施されていたこの政策を用いて，今回は障がい者，自営農家，育
児家庭や登録済みの低所得者など延べおよそ2200万人に対し，プラチャーラット
基金から拠出した132億1000万バーツを新たに給付した。また国内観光支出やレ
クリエーション用品，学用品，一村一品政策による地方特産品などを期間限定で
個人所得控除の対象としたほか，住宅取得支援の税制優遇措置，政府系金融機関
での低利融資措置も設けている。
　また新政権発足後の ₈ 月には，新たに3160億バーツの景気対策として，国民福
祉カードによる現金の追加支給や支給額引き上げ，干ばつに苦しむ農家支援のた
めの緊急融資や村落基金からの借入金の返済猶予，中小企業に対する低利融資，
民間投資刺激のための税制優遇措置などを閣議で承認した。
　これらはいずれも時限的措置であり，ことに予算支出を必要とする現金給付な
どの政策は，2019年度予算が執行可能な ₉ 月末までしか実施できない（タイの会
計年度は10月から翌年 ₉ 月末まで）。プラユット政権は総額 ₃ 兆2000億バーツの
2020年度予算法案を編成していたものの，選挙とその後の組閣プロセスの遅れに
より，国会で予算案審議が始まったのは，会計年度の改まった後の2019年10月17
日であった。このため最終四半期に政府は十分な支出を行うことができず，景気
回復の兆しは見えないままであった。

EEC計画の進展と拡大
　低所得者支援と並びプラユット政権が力を注いだのが，東部経済回廊（EEC）計
画である。プラユットは ₇ 月の所信表明演説で産業高度化による経済発展を政策
課題として掲げた。EEC はそのための環境整備を目指す「タイランド4.0」計画
の中核的プロジェクトであり，外資の力を借りてデジタル産業の集積をタイに作
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り，経済成長の原動力とすることを目指している。2000年代半ば以降，成長を続
ける ASEAN 諸国のなかにあって伸び悩むタイにとって，産業高度化のためのメ
ガプロジェクトは積年の課題だったが，相次ぐ政治混乱のなかでたびたび棚上げ
にされてきた。EEC の中心となるのは「 ₅ 大インフラ事業」としてプラユット
内閣が承認した，東部高速鉄道計画，ウータパオ空港・臨空都市計画，航空機メ
ンテナンス・リペア・オーバーホールセンター（MRO）計画，マープタープット
港拡張計画（第 ₃ フェーズ），レムチャバン港拡張計画（第 ₃ フェーズ）の ₅ 件（総
額約7000億バーツ）であり，いずれも官民協力（PPP）方式が採用されている。ま
た政府は EEC とは別に ₇ 県10都市でのスマートシティ構想を2017年から推進し
ており，EEC 建設が予定される東部 ₃ 県（チャチュンサオ，チョンブリー，ラ
ヨーン）もその対象地域となっている。
　これらの EEC 主要計画のうち，2019年に具体的進捗があったのはマープター
プット港拡張計画（第 ₃ フェーズ）と東部高速鉄道計画の ₂ つである。マープター
プット港拡張計画は，ガルフ・エナジー・ディベロップメントと PTT タンクター
ミナルのコンソーシアムが応札し，「 ₅ 大事業」のなかで先陣を切る形で，10月
1 日に正式契約に至った。東部高速鉄道計画については，2019年初頭に CP グ
ループを中心とするコンソーシアム（CP グループ，中国鉄建，イタリアンタイ・
ディベロップメント，チョーガンチャーン，バンコク・エクスプレスウェイ＆メ
トロ，日本海外交通都市開発事業支援機構，中国中信集団，日本国際協力銀行

［JBIC］，現代グループなど）が応札していた。しかし，土地の収用条件や契約の
細部をめぐって EEC 事務局やタイ国鉄との間で交渉が難航し，正式契約は当初
の見込みを超えて2019年10月14日にずれ込んだ。なおウータパオ空港・臨空都市
については ₃ 月21日に CP グループコンソーシアムがプロポーザルを提出したも
のの，手続きに不備があり失格となり，これを不服とした CP 側が行政裁判所に
提訴したことから，年内には契約に至らなかった。
　なお2019年は，EEC やスマートシティ計画をめぐって日本と中国，タイ政府
の間で実務的協力が進んだ点も注目したい。 ₃ 月 ₇ 日に JBIC の前田総裁がプラ
ユット首相との会見の場で，EEC やスマートシティ開発への融資を表明した。
翌月には，中国の国家開発銀行（CDB）もスマートシティへの融資を約束している。
₅ 月初旬には日本の国際協力機構（JICA）がスマートシティ構想のフィージビリ
ティ調査を実施し，21日に CDB と JBIC，EEC 事務局の間で，ウータパオ空港・
臨空都市，スマートシティ，大メコン圏協力（GMS）物流開発に対する投資誘致
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協力覚書が締結された。
　さらにプラユット政権は，経済回廊を他の地方にも建設し，EEC と連携する
ことで地方開発を推進しようとしている。 1 月22日には閣議でチュムポーン，ラ
ノーン，スラータニー，ナコーンシータマラートの南部 ₄ 県における農業，観光
のための経済回廊計画（SEC）として，116事業，1068億バーツを承認した。また
₃ 月には，中部，北部，東北部での経済回廊計画（総額944億バーツ）を承認して
いる。これらの地方経済回廊は，「タイランド4.0」計画の提示する産業クラス
ター戦略に基づいて，北部ではバイオエコノミー，観光，サービス，そして
GMS 経済回廊のための物流センターを，そして東北部には，バイオエコノミー，
鉄道・航空産業，メコン河を軸とした観光事業のクラスター建設を目指すという
ものである。ただしこれらの事業は審議が遅れている2020年度予算を財源として
いることから，具体化は来年度以降となることが予想される。
　投資委員会（BOI）の発表によれば，2019年の新規投資申請のうち「タイランド
4.0」の重点産業向けの新規申請件数は，前年比16％増，新規申請額全体の38％
に当たる838件（ただし金額は前年比59％減の2865億バーツ）であった。EEC やス
マートシティ計画は外資誘致の目玉事業であり，経済開発の原動力として期待さ
れているものの，契約交渉の難航や政府予算執行の遅延など，実行のペースが遅
れている点が憂慮される。

対 外 関 係

議長国外交の成果と限界
　2019年，タイ政府は ASEAN 議長国を担当し，ASEAN とその関連会議の運営
に奔走した。 ₆ 月20日から開かれた第34回 ASEAN 首脳会議で，加盟国は「イン
ド太平洋に関する ASEAN アウトルック」を採択し，インド太平洋地域において
ASEAN が中心となり戦略的な役割を担うことを確認した。さらに2019年11月 ₂
日から開催された第35回 ASEAN 首脳会議では，ASEAN 加盟国の一部が中国と
領有権を争う南シナ海問題について，前回2018年の議長声明にあった「懸念」

（concern）の表現が維持された。近年，対中姿勢をめぐる ASEAN 諸国間の足並み
の乱れが指摘されるなかで，加盟諸国が南シナ海問題に対し一丸となって臨む姿
勢を維持したことの意義は大きい。前回議長国を務めた2009年，タイでは反政府
デモ隊が ASEAN 会議会場となっていたホテルに乱入し，ASEAN＋ ₃（日中韓）
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首脳会議が中止となる前代未聞の事態を招いた。その10年後，タイは議長国とし
てつつがなく会議を運営し，声明をまとめて「ASEAN の一体性」のアピールに
貢献したといえる。
　その一方で，11月 ₄ 日に ASEAN 諸国と日本，中国，ロシアなど計18カ国が参
加して開かれた東アジア首脳会議では，議長声明に南シナ海問題について同じく

「懸念」するという文言を用いたものの，草案段階で報じられた「継続的な軍事
化に対する重大な懸念」や，南シナ海をめぐる行動規範に対する「第三者の利益
やすべての国の権利を害さない」といった表現など，中国を念頭に置いたとみら
れる強い文言は採用されなかった。こうした経緯からは，宣言を取りまとめる議
長国の権限を踏まえ，ASEAN と中国との間でバランスをとろうとしたタイの外
交姿勢がうかがわれる。
　議長国としての職責を全うした ASEAN 会議に対し，「タイが ASEAN と多く
の経済大国とを連結させる役割を担う」（2019年 ₃ 月 ₄ 日のタイ経済セミナーに
おけるソムキット経済担当副首相の発言）との意気込みで臨んだ第 ₃ 回東アジア
地域包括的経済連携（RCEP）首脳会合では，大きな成果を出すことができなかっ
た。東アジア首脳会合と同日に開催された同会合では，協定内容にインドが難色
を示して合意がまとまらず，16カ国での結論は2020年に先送りされた。

欧州諸国との関係改善
　クーデタ以降，欧州諸国との間ではタイ国内の人権問題や，軍事政権による支
配をめぐって対立的状況が続いていたが，2019年の総選挙実施と議会再開により，
タイと欧米諸国との政治的障害はほぼなくなった。2019年10月14日，欧州議会が
クーデタ以来停止していたタイとの FTA 交渉の再開を発表したことに加え，11
月20日にローマ教皇フランシスコが来訪した。これらの出来事は，タイと欧州諸
国との政治関係の融和を象徴するものといえよう。

アメリカ：安全保障協力の強化と通商問題の浮上
　11月17日，ASEAN 国防大臣会合に合わせて来訪したエスパー米国防長官は，
プラユット首相とともに「タイ米防衛同盟のための共同ビジョン宣言2020」に調
印した。アメリカは冷戦期以来続くタイの同盟国だが，2014年以降は欧州と同様
にタイの軍事政権に対し批判的立場をとってきた。しかし，下院総選挙の実施に
よって米タイ関係の政治的障害は解消し，両国は安全保障上の関係を強化する合
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意の締結に至った。タイとアメリカは2012年に当時のインラック・チンナワット
政権とバラク・オバマ政権の間で「共同ビジョン宣言」に調印しており，今回の
宣言はその内容を大枠で踏襲している。他方，前回からの大きな変更点として，
今回の宣言はアメリカの提唱する「自由で開かれたインド太平洋」（FOIP）構想を
地域的な安全保障アーキテクチャとして掲げ，そのなかにおける ASEAN の中心
的役割を強調している点が注目される。タイはクーデタ以降，アメリカとの関係
冷却化と反比例する形で中国との安全保障協力を進めていたが，トランプ政権に
入りビジョン宣言のアップデートのための交渉が続いていた。今回の「共同ビジョ
ン宣言2020」はタイとアメリカの同盟関係を再確認し，アメリカの構想する地域
秩序のなかで ASEAN を重視し，タイとの協力強化を明言した点が重要である。
　安全保障面における関係強化の一方，通商面で両国は新たな問題を抱えること
となった。アメリカ通商代表部（USTR）は，10月25日にタイからの一般特恵関税制
度（GSP）を利用した輸入のうち，輸入額約13億ドルに当たる573品目（アメリカ関
税率表上位 ₈ 桁ベース）を対象から除外すると発表した。タイ国内における強制
労働対策の成果が不十分だというのがその理由だが，アメリカ国務省による「人
身取引報告書」でタイのランクは2018年から変更はなく，その真意は不明である。
プラユット首相は11月 ₃ 日に ASEAN 関連会議に参加するため来訪したアメリカ
のロス商務長官に対し，GSP 除外措置を解除するよう要請した。しかし，2020年
₄ 月に発効する予定の GSP 除外措置について，両国の間で2019年内に具体的な進
展は見られなかった。除外措置が解除されなければ，米中貿易摩擦による世界経
済の減速に悩むタイ経済にとって，状況はさらに苦しくなるものと思われる。

中国：外交レベルでの関係強化，実務レベルでの協議難航�
　2019年 ₉ 月29日，中国建国70周年の記念式典にタイのシリントーン王女が国賓
として参列し，中国政府が外国人に授与する最高位の勲章「友誼勲章」を授与さ
れた。この出来事に象徴されるように，中国とタイとの関係は，クーデタ以前か
ら官民，政経にわたって強化が進んでおり，2019年もその方向性に変化はなかっ
た。ASEAN 関連会議では「中国 ASEAN 共同体」の建設に向けて地域レベルで
の協力が進み，これに合わせてタイと中国の二国間でも友好関係の深化を確認す
る動きが続いた。
　 ₄ 月26日から ₂ 日間にわたり北京で開催された第 ₂ 回「一帯一路」国際協力ハ
イレベルフォーラムでは，タイ，中国，ラオスの運輸担当大臣が ₃ カ国間での鉄
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道連結計画に合意した。これにより，現在タイで建設が進められているタイ中国
高速鉄道（バンコク＝ナコーンラーチャシーマー＝ノーンカーイ間）が，ラオスを
介して中国に連結することが確実となった。また第22回中国・ASEAN 首脳会議

（11月 ₃ 日）では，「ASEAN 連結性基本計画2025および一帯一路イニシアチブの
相乗効果創出にかかる中国 ASEAN 共同声明」が採択され，「一帯一路」（Belt 
and Road）構想と ASEAN 連結性計画との連繋で合意した。具体的には，同声明
は ASEAN における高速鉄道や港湾，空港，電力，情報通信技術などの開発に対
する中国の積極的関与や，アジアインフラ投資銀行（AIIB）やアジア開発銀行

（ADB）といった民間資金の参加を促進するものである。ASEAN と中国が地域規
模大のインフラ連繋をすすめることにより，タイはインドシナにおける中国への

「玄関口」として一層重要な位置を占めることになろう。さらに中国・ASEAN
首脳会議に先立ち，中国からは11月 ₂ 日に李克強首相が ₆ 年ぶりにタイを来訪し，
プラユット首相との首脳会談に臨んだ。両首脳は2012年に合意した包括的戦略
パートナーシップの強化で合意し，ASEAN 会合や東アジアサミットにおける協
力を確認した。
　このように2019年は多国間および二国間にわたって首脳，閣僚レベルでのイン
フラ開発協力合意がなされたものの，実際の事業計画の進捗状況は依然として一
進一退を繰り返している。両国の運輸担当官僚は，タイ中国高速鉄道計画に必要
な14件の契約のうち，一部の契約について契約額をめぐって2018年から実務者協
議を続けてきたものの2019年内も結論が出なかった。タイ中政府間では友好関係
に関する外交的合意が進む一方，実務的な実施段階では関係主体も増え，調整が
難しい様子がうかがわれる。

メコン地域開発協力をめぐる日本との関係
　2019年 ₆ 月28日，議会で次期首相に選出されたプラユットは，ASEAN 議長国
として G20首脳会議の開催地である日本を訪問した。プラユット首相と安倍晋三
首相は，ASEAN 議長国であるタイと G20議長国である日本とが協力して議論を
主導することを会談で確認した。
　米中貿易摩擦による貿易への影響が懸念されるなか，経済面でも安保面でも喫
緊の課題がない日タイの間では，近年，国際通商交渉や第三国開発協力をめぐる
パートナーとして関係が強化されている。そのなかでも注目すべきは，10月31日
にバンコクで締結された，日タイ・パートナーシッププログラム（JTPP）フェーズ
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₃ 覚書であろう。JTPP 覚書は，1994年に始まった日タイ間の第三国協力の基本
枠組みであり，日タイ両国による第三国へ向けた感染症対策，ヘルスケア，農業
政策などの研修や専門家派遣を可能にしてきた。その拡大を約束した今回の覚書
は，従来の実施担当機関だった日本国際協力機構（JICA）とタイ外務省国際協力局

（TICA）に加え，タイ近隣諸国経済開発協力機構（NEDA）を新たに担当機関として
いる。今回の JTPP フェーズ ₃ により，今後はインフラ開発での協調融資といっ
た新しい形態の協力が可能となった。2018年には日中間で第三国におけるビジネ
ス協力のための覚書を締結し，タイがその協力事業対象地域となった。JTPP
フェーズ ₃ により，今後はタイが日本とともにメコン地域でのインフラ開発をめ
ぐる多国間開発協力へドナーとして参与する。 ₈ 月 ₃ 日にはバンコクで第12回
日・メコン外相会議が開催され，数あるメコン広域開発協力のための枠組みのな
かでも，タイの提唱したイラワジー・チャオプラヤー・メコン経済協力戦略

（ACMECS）に，日本が開発パートナーとして参加することを発表した。このこと
からも，メコン広域開発をめぐる日タイ間の協力は，今後さらに強化されるもの
と思われる。
　また「経済」の項でも述べたように，日本には中国とともにタイ国内の EEC
計画を円滑に進めるための資本・技術提供者としての役割も期待されている。長
年，環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定（TPP11 /
CPTPP）への参加を表明しながら署名へ踏み切ることのできないタイに対し，日
本は加盟のための準備支援を申し出てきた。タイの新政権発足とメコン地域開発
の進展に伴い，今後もこうした通商・援助をめぐる日タイ協力が盛んになるもの
と目される。
　なお2019年は，皇室・王室関連行事を通じた日タイの交流も行われた。2019年
₅ 月のマハー・ワチラロンコーン国王戴冠式に際しては，国賓を招いての公式行
事は行われなかったものの，安倍首相からプラユット首相宛てに国を代表して祝
辞が送られた。10月22日に行われた即位礼正殿の儀には，プラユット首相夫妻が
国賓として参列した。

2020年の課題
　2020年 ₂ 月21日，憲法裁判所は野党新未来党に対し，タナートン党首から党へ
の 1 億9100万バーツの貸し付けが政党法の規定に違反するとして，解党の判決を
下した。判決に対し，タイ国内の各地では学生らを中心に大規模な抗議集会が続
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いており，政治は再び緊張局面に入りつつある。また，2019年に予定されていな
がら2020年に延期された地方選挙も，実施されるか否かを含め，今後のタイ政治
の帰趨を示す政治イベントとして注視が必要である。
　経済面では，2020年予算の執行が大きな課題となっている。2020年 1 月に下院
第 ₂ ，第 ₃ 読会で2020年度予算案が可決されたものの，後に一部議員による代理
投票が発覚し，憲法裁判所が2020年 ₂ 月に採決のやり直しを命じている。すでに
2020年度は ₄ 分の 1 が過ぎており，予算執行のさらなる遅れは，EEC やスマー
トシティ計画にとって不安材料となり得よう。
　輸出と外資に経済を頼るタイにとって，自国に有利な国際的経済環境を整える
ことは常に重要な外交課題であった。2020年には先送りしていた RCEP の15カ国
による署名が，年央に予定されている。また2019年末現在，ソムキット副首相は
₄ 月中の TPP11加盟を宣言し，日本政府が加盟に際しての支援を表明している。
₄ 月にはアメリカによるタイ製品の GSP 除外措置の発効も予定されており，そ
れを回避できるかどうかが注目される。2020年は，政・官で足並みをそろえて国
際通商政策で実質的な成果を出すことが，外交上・経済政策上の焦点となるだろ
う。
　2020年を展望するにあたり，憂慮されるのが2019年末に中国の武漢で発生した
新型コロナウイルス肺炎の影響である。民間総合研究所カシコン・リサーチ・セ
ンターは，新型肺炎の流行が今後 ₃ ～ ₆ カ月続いた場合の名目 GDP 成長率を
－0.09～0.13％とする予測を発表した（ ₂ 月12日）。今後は，タイ国内における感染
拡大の可能性に加え，「稼ぎ頭」である観光業への負の影響が予想される。景気
回復を急ぎたいタイ経済にとっては，予算執行の問題と併せて大きな懸念材料で
ある。また政治・外交面でも，爆発的流行を阻止するための対策づくりや，国際
的協力システムの構築が課題となるだろう。

　（地域研究センター）
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1 月 1 日 ▼王室秘書局，マハー・ワチラロン
コーン国王の戴冠式日程を発表（ ₅ 月 ₄ ～ ₆
日）。

▼選挙委員会，下院総選挙投票日の延期決
定。
4 日 ▼政府合同会議，2020年度国家予算案

₃ 兆2000億バーツを承認。
6 日 ▼市民ら数百人が下院選挙延期反対集

会をバンコク市内で開催。
8 日 ▼ 欧州連合（EU），違法・無報告・無

規制（IUU）漁業に関するタイへの警告を解除。

▼内閣，バンコク＝ノーンカーイ間のタイ
中国高速鉄道計画の海外資金調達を承認。
10日 ▼社会保険事務局，社会保険基金の子

ども手当を月額200バーツ引き上げ。
12日 ▼ ASEAN 経済高級実務者会合，バン

コクにて開催（～18日）。
15日 ▼内閣，福祉カード事業による職業訓

練プログラム実施期間の延長決定（～ ₆ 月）。
22日 ▼内閣，総額1068億バーツの南部経済

回廊開発計画を承認。

▼財務省財政経済事務所，2018年の経済成
長率を4.1～4.2％と発表。
23日 ▼選挙委員会，投票日を ₃ 月24日と決

定。
29日 ▼ パ ラ ン・ プ ラ チ ャ ー ラ ッ ト 党

（PPRP）幹部ウッタマ工業相，スウィット科
学技術相ら ₄ 閣僚，辞任。
30日 ▼ソムキット副首相ら経済使節団，訪

日（～ ₂ 月 ₂ 日）。

▼ PPRP，プラユット首相らを党の首相候
補に選出。
2 月 4 日 ▼下院議員選挙での立候補者届出の
受付開始（～ ₈ 日）。
8 日 ▼タイ護国党，首相候補としてウボン

ラット王女を選挙委員会に届出。

▼マハー・ワチラロンコーン国王，王女の
首相候補擁立を不適切とする声明発表。
11日 ▼選挙委員会，各党から提出された首

相候補のうちタイ護国党のウボンラット王女
を除く45党69人を承認。
12日 ▼ 多国間軍事演習「コブラ・ゴール

ド」開始（～22日）。

▼選挙委員会，タイ護国党の解党処分を憲
法裁判所に請求。
13日 ▼憲法裁判所，タイ護国党解党請求を

受理。
18日 ▼アピラット陸軍司令官，国防費削減

を公約としたタイ貢献党を批判。
19日 ▼選挙委員会，不在者投票登録を締め

切り。登録者は263万2935人。

▼ 国家平和秩序維持評議会（NCPO），タ
ナートン新未来党党首をコンピュータ罪法違
反の疑いで国家警察へ告発。
25日 ▼ NPO 憲法擁護協会，タナートンの

経歴詐称をめぐって選挙委員会へ告発。
27日 ▼中央検察庁，タナートンらの起訴を

決定。

▼タイ中国高速鉄道実務者協議，北京にて
再開（～ ₃ 月 1 日）。
3 月 4 日 ▼下院議員選挙在外投票開始。
5 日 ▼ プラユット首相，投資委員会年次

フォーラムで東部経済回廊（EEC）事業の継続
を表明。
6 日 ▼内閣，中部，北部，東北部での経済

回廊計画総額944億バーツを承認。
7 日 ▼下院選挙，在外投票実施。

▼憲法裁判所，王女擁立をめぐりタイ護国
党に対し解党判決。

▼前田日本国際協力銀行（JBIC）総裁，プ
ラユット首相との会談の席で EEC 事業への
融資を提案。
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17日 ▼下院選挙，国内期日前投票実施。
20日 ▼中銀，2019年の経済成長予想を4.0％

から3.8％に下方修正。
21日 ▼ EEC ウータパオ空港・臨空都市開

発事業入札で CP グループコンソーシアムに
失格処分。
24日 ▼下院選挙投票日。

▼選挙委員会，ニュージーランドでの在外
投票用紙約1500票を配達遅延のため無効決定。
25日 ▼選挙委員会，選挙区の議席数を非公

式発表。
27日 ▼タイ貢献党ら反軍政政党 ₇ 党，下院

過半数確保を宣言。
28日 ▼選挙委員会，選挙区投票の開票結果

を公表。
4 月 3 日 ▼第23回 ASEAN 財相会議・第 ₅ 回
ASEAN 財相・中央銀行総裁会議，チェンマ
イにて開催（～ ₅ 日）。
4 日 ▼選挙委員会， ₆ カ所での再投票と ₂

カ所での再集計を決定。
10日 ▼バンコク都内のショッピングモール

で火災， ₂ 人死亡。　
17日 ▼内閣，スワンナプーム国際空港第 ₃

滑走路建設計画（217億9000万バーツ）を承認。

▼ 第25回 ASEAN 非公式経済閣僚会議，
プーケットにて開催（～23日）。
25日 ▼選挙委員会，タナートン新未来党党

首のメディア企業株所有問題で憲法裁判所へ
審理請求。

▼最高裁判所政治職者刑事法廷，タクシン
元首相に利益相反で ₃ 年の禁錮刑判決。
26日 ▼ プラユット首相，第 ₂ 回「一帯一

路」国際協力ハイレベルフォーラム（25～27
日）参加のため訪中。

▼タイ・中国・ラオス間で鉄道連結開発に
関する協力覚書署名（25日）。
27日 ▼ソムキット副首相，訪中。鄭州空港

経済特区委員会と EEC 政策委員会が技術提
携協定に署名。
29日 ▼シースワン憲法擁護協会会長，新未

来党議員当選者11人について憲法違反の疑い
で選挙委員会に告発（ ₆ 月26日審理開始）。
30日 ▼ 内閣，218億バーツの景気刺激対策

と2020年度予算法案 ₃ 兆2000億バーツを承認。
5 月 1 日 ▼マハー・ワチラロンコーン国王，
スティダー陸軍大将を王妃とする勅令を発出。
4 日 ▼マハー・ワチラロンコーン国王，戴

冠式（～ ₆ 日）。
7 日 ▼ 選挙委員会，下院選挙区選出議員

349人のリストを発表。　

▼内閣，現存の NCPO 布告・命令のうち
145件の廃止を決定。

▼上院議員に指名された閣僚15人，辞任。
8 日 ▼ 選挙委員会，比例代表選出議員149

人のリストを発表。
13日 ▼ EEC 政策委員会，東部高速鉄道計

画案を承認。

▼ 1 議席政党11党，プラユット首相の首相
就任支持を表明。
14日 ▼マハー・ワチラロンコーン国王，上

院議員250人を任命。
16日 ▼選挙委員会，メディア企業株保有を

めぐり，タナートン新未来党党首の立候補資
格について憲法裁判所に審理を請求。
21日 ▼ EEC 事 務 局，CDB，JBIC と EEC

開発協力覚書に署名。

▼憲法擁護協会，タナートン党首の新未来
党への貸付金 1 億9100万バーツについて憲法
違反の疑いで憲法裁判所に審理請求。
23日 ▼憲法裁判所，選挙委員会のメディア

企業株所有疑惑に関する請求を受理し，タ
ナートン新未来党党首に対して議員活動停止
の仮判決。
26日 ▼プレーム枢密院議長，逝去。
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27日 ▼ 内閣，東部高速鉄道計画について
CP グループコンソーシアムとの契約を承認。
28日 ▼ PPRP，タイ矜持党およびタイ国民

開発党などと連立政権形成で合意。
6 月 4 日 ▼ 民主党，PPRP を中心とする連立
に参加を表明。
5 日 ▼国会上下院合同会議，プラユット現

首相を新首相に選出。

▼経済 ₃ 団体，定例合同会議で新政府に景
気対策をめぐり官民協働を要請。
13日 ▼ソンティラット PPRP 幹事長，新政

権の緊急政策12件を発表。

▼ソムキット副首相，新政権下における低
所得者向け援助政策の継続を発表。
20日 ▼第34回 ASEAN 首脳会議，バンコク

にて開催（～23日）。
22日 ▼ ASEAN 特別経済閣僚会議開催。
23日 ▼アメリカ国務省人身取引報告書でタ

イは第 ₂ 段階に留まると発表。
28日 ▼ プラユット首相，大阪 G20 首脳会

議のため訪日。安倍首相と会談。
7 月 9 日 ▼ プラユット NCPO 議長，NCPO
命令および NCPO 議長命令を廃止する議長
命令を発出。
10日 ▼プラユット新内閣，国王宣誓式。
16日 ▼プラユット新内閣，正式発足。
19日 ▼チャルームチャイ農業協同組合相，

干ばつ被害の農家へ支援策を約束。

▼ソムキット副首相，経済閣僚会議と官民
合同諮問会議の復活を発表。
21日 ▼ 憲法裁判所，野党 ₇ 党によるプラ

ユット首相の就任資格問題，新未来党の政体
転覆計画疑惑について，審理請求を同時に受
理。
26日 ▼プラユット首相，国会所信表明演説。

▼マハー・ワチラロンコーン国王，シニ
ナート陸軍少将を新たな王室メンバーとする

勅令を発出。

▼財務省，不動産課税の免税対象から国王
財産を除外。
8 月 2 日 ▼バンコク都内 ₃ カ所で爆弾事件。
3 日 ▼第12回日・メコン外相会議，バンコ

クで開催。
5 日 ▼ EEC 政策委員会，EEC 地区の都

市・インフラ整備計画案を承認。
6 日 ▼内閣，2020年度予算 ₃ 兆2000億バー

ツを承認。
7 日 ▼中銀，政策金利を1.75％から1.5％へ

引き下げ。
19日 ▼政府経済閣僚会議，第 1 回会合開催。
20日 ▼内閣，財務省提出の景気刺激策を承

認。
21日 ▼米穀政策委員会，籾米価格保証制度

を承認。
22日 ▼最高裁判所，2010年に反政府デモを

率いた反独裁民主主義統一戦線幹部に3000万
バーツの賠償命令。
27日 ▼内閣，農民所得保障政策を承認。
29日 ▼ EEC 事務局，中国鄭州航空港経済

総合実験区とウータパオ空港・臨空都市開発
の協力覚書署名。
9 月 1 日 ▼ 文 在 寅 韓 国 大 統 領， 来 訪。
GSOMIA など ₆ つの覚書に署名。
4 日 ▼経済 ₃ 団体合同常任委員会，バーツ

高対策のための利下げを政府に要求。

▼タイ，ラオス，マレーシア政府，電力供
給計画に署名。
5 日 ▼タイ，カンボジア両政府，国境係争

海域で資源協働開発の協議開始合意。
8 日 ▼第 ₇ 回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）閣僚会議，バンコクにて開催。
11日 ▼内閣，中国からタイへ拠点を移す企

業への特別優遇措置を決定。
26日 ▼プラユット首相，国連総会出席のた
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め訪米。
29日 ▼シリントーン王女，中国建国70周年

記念行事に参加し，友好勲章を授与される。
30日 ▼勅令により，陸軍第 1 師団第 1 歩兵

連隊と第11歩兵連隊が，国王直属の部隊へ移
管。
10月14日 ▼ 欧州議会，タイとの FTA 交渉を
再開する意向を表明。
15日 ▼内閣，EEC 都市計画案を承認。
18日 ▼ソムキット副首相，訪中。
19日 ▼最高行政裁判所，ウータパオ空港・

臨空開発事業入札で CP グループの失格取消
判決。

▼2020年予算法案，下院第 1 読会を通過。
21日 ▼プラユット首相，訪日。即位礼正殿

の儀に参列の後，安倍首相と会談。

▼マハー・ワチラロンコーン国王，シニ
ナートの称号と階級をはく奪。
22日 ▼内閣，景気刺激策第 ₂ 弾を承認。
25日 ▼ CP グループコンソーシアム，東部

高速鉄道計画契約に署名。

▼アメリカ通商代表部，対タイ一般特恵関
税対象品目から573品目を除外すると発表。 
31日 ▼ 日タイ両国，日タイ・パートナー

シッププログラムフェーズ ₃ 覚書に署名。
11月 2 日 ▼第35回 ASEAN 首脳会議および拡
大首脳会議開催にあわせ，李克強中国首相，
来訪。 ₅ 日に首脳会談。
3 日 ▼安倍首相，来訪。日・メコン首脳会

議参加のほか，プラユット首相と会談。

▼第22回中国・ASEAN 首脳会議開催。
4 日 ▼第 ₃ 回 RCEP 首脳会議および第14回

東アジア首脳会議，バンコクで開催。
▼日・ASEAN 首脳会議，バンコクで開催。

6 日 ▼プラユット首相，タイ中国高速鉄道
建設協議の加速を運輸省に命令。
17日 ▼河野防衛大臣，来訪。日タイ防衛協

力・交流覚書に署名。

▼エスパー米国防長官来訪。タイ米防衛同
盟のための共同ビジョン宣言2020に署名。
20日 ▼ ローマ教皇フランシスコ，来訪（～

23日）。

▼憲法裁判所，メディア企業株所有をめぐ
りタナートン新未来党党首の下院議員資格失
効の判決。
26日 ▼内閣，1440億バーツの景気刺激策を

承認。
29日 ▼林鄭月娥香港特別行政区行政長官，

来訪。タイ・香港間 FTA 締結で合意。
12月 3 日 ▼タナートン新未来党党首，政治集
会で国軍を批判。
11日 ▼選挙委員会，タナートン党首の貸付

問題で憲法裁判所へ新未来党の解党審理を請
求。
12日 ▼マハー・ワチラロンコーン国王戴冠

記念の御座船パレード実施。
14日 ▼バンコク都内で新未来党支持者によ

るタナートン党首の議員資格はく奪に対する
抗議集会，開催。
17日 ▼漁業団体， IUU 規制の緩和要求集会

をバンコクで開催。
23日 ▼タイ国鉄，タイ中国高速鉄道計画の

第 ₂ 号，第 ₃ 号計画の契約署名を延期決定。

▼近隣諸国経済協力機構，道路網整備のた
め近隣 ₃ カ国に85億バーツの借款提供を決定。
24日 ▼内閣，国民福祉カードの新規受付開

始を決定。
27日 ▼ タイ国鉄，ナコンパトム＝チュム

ポーン間複線化事業を中国鉄路通信信号と契
約。
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　 1 　国家機構図（2019年12月末現在）

285

タ　　イ

（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　官報など。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 プラユット政権（2019年7月16日発足）
氏  名 政党

首相 Prayut Chan-o-cha（Gen.）
副首相 Prawit Wongsuwon（Gen.）

Somkhid Jatusripitak
Wisanu Krue-ngam
Anutin Charnvirakul PJT
Jurin Laksanawisit DP

首相府大臣 Tewan Liptapanlop CP
国防大臣 Prayut Chan-o-cha（Gen.）*
　副大臣 Chaichan Changmongkhon（Gen.） PPRP
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財務大臣 Uttama Savanayon PPRP
　副大臣 Santi Promphat PPRP
外務大臣 Don Pramutwinai
観光・スポーツ大臣 Pipat Ratchakitprakan PJT
社会開発・人間安全保障大臣 Juti Krairiksh DP
農業・協同組合大臣 Chalermchai Sri-on DP
　副大臣 Mananya Thaiset PJT

Thammanat Prompao（CPT） PPRP
Prapat Pothasuthon CTP

運輸大臣 Saksiam Chidchob PJT
　副大臣 Thaworn Senniam DP

Athirat Ratanaset PPRP
天然資源・環境大臣 Warawut Silpa-archa CTP
デジタル経済社会大臣 Puttipong Punnakanta PPRP
エネルギー大臣 Sontirat Sontijirawong PPRP
商務大臣 Jurin Laksanawisit * DP
　副大臣 Wirasak Wangsupakitkoson PJT
内務大臣 Anupong Paochinda（Gen.）
　副大臣 Nipon Bunyamanee DP

Songsak Thongsri PJT
法務大臣 Somsak Thepsuthin PPRP
労働大臣 Chatumongol Sonakul PRPC
文化大臣 Ittipol Khunplome PPRP
教育大臣 Nataphol Teepsuwan PPRP
　副大臣 Kalaya Sophonpanich DP

Kanokwan Wilawan PJT
公衆衛生大臣 Anutin Charnvirakul * PJT
　副大臣 Satit Pitutacha DP
工業大臣 Suriya Juangroongruangkit PPRP
高等教育・科学・研究・イノベーション大臣 Suvit Maesincee PPRP
（注）　カッコ内は軍・警察における階級。政党名は，PPRP（パランプラチャーラット党），PJT（タイ矜

持党），DP（民主党），CTP（タイ国民開発党），PRPC（タイ国民合力党），CP( 国民開発党）。＊は兼務。
（出所）　官報を参照。

　 3 　国軍人事
国軍最高司令官 Gen. Pornpiphat Benyasri （2018年10月 1 日）
陸軍司令官 Gen. Apirat Kongsompong （2018年10月 1 日）

（第一管区司令官） Leut-Gen. Thammanoon Withee （2019年10月 1 日）
海軍司令官 Adm. Luechai Rutdit （2018年10月 1 日）
空軍司令官 ACM. Manat Wongwat （2019年10月 1 日）
国防次官 Gen. Nat Intrajaroen （2018年10月 1 日）
国防副次官 Gen. Nophon Sangsomwons （2019年10月 1 日）
 Gen. Kukiat Srinakha （2019年10月 1 日）
 Adm. Somprasong Nilasamai （2019年10月 1 日）
 ACM. Porames Keskowit （2019年10月 1 日）

　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Chakthip Chaichinda （2015年10月 1 日）
首都圏警察本部長 Pol. Lt. Gen. Phakpong Pongpetra （2019年10月 1 日）

（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および警察ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2014 2015 2016 2017 2018 2019

人 口（100万人，年末） 65.1 65.7 65.9 66.2 66.4 66.6
労 働 人 口（同上） 38.6 38.5 38.3 38.1 38.4 38.2
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7
失 業 率（％） 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05 0.96
為 替 レ ー ト（ 1 ドル＝バーツ） 32.48 34.25 35.30 33.94 32.31 31.05
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。

　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2014 2015 2016 2017 2018 2019

民 間 消 費 6,958.6 7,056.8 7,296.7 7,579.7 8,002.7 8,448.2 
政 府 消 費 2,238.1 2,353.0 2,460.8 2,521.5 2,643.4 2,722.8 
総 固 定 資 本 形 成 3,262.8 3,371.1 3,459.9 3,579.8 3,726.9 3,814.5 
在 庫 増 減 -98.2 -298.6 -380.5 -28.9 395.1 227.4 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 9,048.8 9,295.6 9,785.9 10,326.7 10,616.2 10,083.7 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 8,270.4 7,861.7 7,806.5 8,397.7 9,169.7 8,533.8 
国内総生産（支出側） 13,139.6 13,916.3 14,816.3 15,581.2 16,214.6 16,762.8 
国内総生産（生産側） 13,230.3 13,743.5 14,592.6 15,486.6 16,365.6 16,879.0 
海 外 純 要 素 所 得 -680.7 -709.0 -685.4 -693.9 -791.9 -622.6 
国 民 総 所 得（GNI） 12,549.6 13,034.5 13,907.2 14,792.7 15,573.7 16,256.4 
（注）　2018年，2019年は暫定値。 国内総生産（生産側）－国内総生産（支出側）は統計上の誤差になる。
（出所）　国家経済社会開発委員会事務局（http://www.nesdb.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質　基準年＝2002） （単位：10億バーツ）
2014 2015 2016 2017 2018 2019

農 林 水 産 業 658.5 615.9 608.6 637.3 672.4 673.2 
鉱 業 238.9 244.6 246.6 231.9 225.0 228.8 
製 造 業 2,630.6 2,670.3 2,730.5 2,808.0 2,898.6 2,878.4 
電気・ガス・蒸気・空調 265.1 278.0 286.1 291.3 297.8 312.4 
上下水道・廃棄物処理 39.8 43.4 46.7 49.4 52.2 53.2 
建 設 業 229.4 268.5 289.9 281.2 288.1 293.8 
卸売・小売・車両修繕業 1,270.2 1,340.8 1,423.3 1,513.8 1,613.8 1,706.0 
宿泊・飲食サービス業 431.4 496.1 542.1 600.4 646.2 681.6 
運 輸 ・ 保 管 業 584.0 607.7 639.9 689.9 720.3 745.1 
情 報 通 信 業 425.2 468.1 479.4 499.1 537.0 584.3 
金 融 業 602.1 652.5 698.2 742.7 768.2 789.3 
不動産・その他関連業 339.1 344.2 368.4 392.5 415.0 429.0 
科 学 ・ 技 術 202.4 199.5 195.0 206.9 213.7 217.2 
行 政 ・ 国 防 502.0 507.5 509.6 513.6 521.5 526.8 
教 育 323.7 324.3 323.6 324.9 329.1 336.0 
保 健 医 療 ・ 福 祉 202.0 208.6 214.8 220.9 232.3 243.1 
国 内 総 生 産（GDP） 9,232.1 9,521.4 9,847.9 10,248.4 10,673.7 10,926.9 
G D P 成 長 率（％） 1.0 3.1 3.4 4.1 4.2 2.4 
（注）　2018年，2019年は暫定値。国家経済社会開発評議会事務局では2015年から過去すべての GDP 統

計を固定基準年方式から連鎖方式に変更した。情報通信業は，2018年まで運輸保管業と同じ項目だっ
たものが，2019年から独立した。

（出所）　表 ₂ に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2016 2017 2018 2019

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本  718,354.8 1,088,576.5  746,519.3 1,097,916.1  799,342.8 1,145,193.8  760,837.9 1,043,624.7 
N A F T A 1,004,263.9  480,272.5 1,048,186.9  555,991.1 1,040,345.4  539,515.3 1,111,163.1  600,608.2 

ア メ リ カ  858,391.6  427,366.4  898,823.3  508,528.4  899,154.1  486,312.1  971,074.7  546,366.2 
E U1）  773,517.0  641,566.3  806,662.6  704,023.1  803,242.1  722,877.0  730,821.9  656,464.4 

ド イ ツ  156,930.4  208,153.9  170,538.0  207,724.7  165,343.6  219,619.4  140,563.1  197,545.1 
イ ギ リ ス  134,942.4  71,461.4  138,345.1  99,883.6  130,367.5  96,278.2  119,171.1  75,932.5 

A S E A N 1,920,462.2 1,296,041.1 2,018,313.2 1,409,417.3 2,198,548.8 1,469,747.6 1,948,149.9 1,414,022.7 
シンガポール  288,800.3  230,991.1  281,120.8  270,685.9  298,484.9  249,768.2  273,912.9  239,535.2 
マレーシア  337,477.2  382,818.4  349,848.7  397,025.8  372,609.3  429,690.9  324,063.7  404,443.9 
C LMV 1）  780,490.0  340,126.8  850,130.4  360,596.2  941,060.1  392,882.8  850,515.3  424,172.2 

中 国  833,538.0 1,490,905.6  997,982.7 1,515,066.4  971,437.0 1,621,891.9  902,273.8 1,579,978.3 
香 港  402,289.9  56,613.4  416,257.5  99,095.2  401,767.8  95,453.7  362,823.5  93,249.8 
台 湾  118,230.6  252,529.2  135,849.0  279,143.2  127,342.3 280,581.8  124,076.5 253,135.7
韓 国  142,750.7  258,286.6  157,943.7  274,059.9  158,136.8  288,229.3  146,585.9  271,681.6 
中 東 1）  312,591.7  517,467.7  286,471.8  623,305.7  271,160.1  789,107.7  262,134.7  615,876.0 
合 計 7,550,704.1 6,888,186.7 8,006,265.2 7,587,118.4 8,108,299.8 8,064,038.9 7,627,663.1 7,437,311.4 
（注）　 1 ）EU は28カ国の合計値（クロアチア含む）。CLMV はカンボジア，ラオス，ミャンマー，ベト

ナムの合計値。中東は15カ国の合計値。
（出所）　表 1 に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2014 2015 2016 2017 2018 2019

経 常 収 支 11,642.9 27,752.9 43,438.0 43,951.9 28,456.7 37,911.3 
貿易・サービス収支 23,908.8 41,680.3 56,051.0 56,877.0 44,922.2 49,875.7 

貿 易 17,215.9 26,116.5 35,776.1 32,581.2 22,387.7 26,630.1 
輸 出 226,638.1 213,364.0 213,487.5 233,688.0 251,108.1 242,981.0 
輸 入 209,422.3 187,247.5 177,711.4 201,106.8 228,720.5 216,350.9 

サ ー ビ ス 6,692.9 15,563.8 20,275.0 24,295.8 22,534.5 23,245.6 
輸 送 -13,340.7 -9,918.8 -9,339.0 -9,955.5 -11,240.4 -11,713.4 
旅 行 27,751.6 33,527.5 35,713.7 41,872.0 44,282.7 46,283.0 

第 一 次 所 得 収 支 -20,993.7 -20,622.2 -19,427.5 -20,461.8 -24,477.0 -19,247.4 
第 二 次 所 得 収 支 8,727.8 6,694.8 6,814.5 7,536.6 8,011.5 7,283.0 

資 本 移 転 等 収 支 100.3 0.1 12.7 -140.9 -610.5 4.0 
金 融 収 支 -15,954.7 -16,799.2 -20,839.7 -12,497.7 -14,948.4 -12,925.2 

直 接 投 資 -766.3 3,936.5 -10,551.6 -10,301.5 -8,043.4 -7,701.2 
証 券 投 資 -12,012.8 -16,508.1 -2,797.6 -2,149.9 -5,863.8 -8,712.0 
金 融 派 生 商 品 965.8 903.3 303.3 118.3 133.7 2,060.9 
そ の 他 投 資 -4,141.3 -5,130.9 -7,793.9 -164.7 -1,174.9 1,427.1 

誤 差 脱 漏 3,001.3 -5,094.8 -9,766.5 -5,356.5 -5,631.4 -11,407.2 
総 合 収 支 -1,210.2 5,858.9 12,844.5 25,956.7 7,266.4 13,583.0 

（注）　2018年，2019年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
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